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研究要旨 

（1）アメリカ小児科学会が作成した小児期思春期の Health Supervision の資料である Bright 

Futures をモデルとした日本版 Bright Futures の指針を、研究班内で検討し、校正編集作業を行い

令和元年度に本研究班の HP に公開し、適宜新たに項目の追加を行った。本研究班 HP より

（http://todai-bright.hogepiyo.site/guideline）「乳児から思春期までのヘルススーパービジョンのため

の指針」としてダウンロード可能な状態で公開している。 

（2）平成 30 年 3 月に作成の乳幼児健康診査の身体診察マニュアルをもとに、実際の健診で有効

に活用し得るかどうかの検証の準備と、集団健診において短時間でも記入が可能でかつデータ収

集が可能となる工夫として、パーソナルコンピュータあるいはタブレット端末で入力が可能なア

プリを開発し、通信状況を確認した。身体診察マニュアルに診察項目と所見と判断する基準表を

作成し、「改訂版乳幼児健診 身体診察マニュアル（以下、改訂マニュアル）」を作成の上、有効

性と実行性を検証した。有効性の検証は、大田区の特定の保健センターにて集団健診として実施

した 1 歳 6 か月児健診を受診した 665 名と 3 歳児健診を受診した 529 名に対して、大田区の健診

を実施し、改訂マニュアルの診察項目表へ所見を転記し、異常所見や疾患をスクリーニングが可

能なことを確認した。実行性の検証は、大田区の健診を受診した後の別日程で、改訂版マニュア

ルにのっとった集団健診を実施し、診察自体はおおよそ 5 分以内に実施することができており、

デジタル化した入力方式も円滑にかつ安全に入力とデータ通信が行われた。以上より、改訂マニ

ュアルを用いて集団による 1 歳 6 か月児健診と 3 歳児健診は実施可能であり、診察項目をデジタ

ル化して入力とデータ送信が可能であることを実証した。（小枝）。 

（3）市町村の乳幼児健康診査（以下、「乳幼児健診」とする。）事業の精度管理手法を実証的に検

討するため、モデル地域における発育性股関節脱臼（以下、「股関節脱臼」とする。）のスクリー

ニングにおいて精度管理指標の妥当性を検証した。2 市町の乳児家庭全戸訪問事業（以下、「乳児

全戸訪問」とする）、および 4 か月児健診受診者に標準化したスクリーニング基準と紹介状・回答

書を用い、2018 年 10 月から 2020 年 12 月の 27 か月間に紹介された精密検査結果を分析した。ス
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クリーニング実施者 3,403 名中の有所見者は 447 名であった。精密検査結果を把握した 410 例中、

異常あり者は 86 例（股関節脱臼 3 例、股関節亜脱臼 1 例、臼蓋形成不全 74 例、開排制限 8 例）

であった。全体の精度管理指標は、有所見率 13.1%、フォローアップ率 89.7%、発見率 2.5%、陽

性的中率 19.2%と算出された。有所見率、フォローアップ率、発見、陽性的中率に市町間に違い

が認められ、股関節開排制限と皮膚溝非対象の判定頻度の違いが示唆された。モデル市町で得ら

れた精度管理指標の集計値は、股関節脱臼のスクリーニングの精度管理を行う上で有用な根拠を

提供する（山崎）。 

（4）。令和元年度に保健課題克服のための思春期健診の実施マニュアルと子ども用アンケート用

紙を作成し、令和 2 年度に実施マニュアルの妥当性を評価する目的でパイロット介入を実施した。

思春期保健指導マニュアルは分担研究者の平岩が開発した思春期問診票を一部改訂し、各々の問

診項目に対する簡易な保健指導内容を制作した。15 項目のアンケート項目に対応した保健指導内

容（生活習慣：5 項目、家族機能：2 項目、身体健康：2 項目、学校：2 項目、メディア・事故；：

2 項目、メンタルヘルス：2 項目）を作成した。K 地区医療圏 4 医師会の協力を得て介入研究のプ

ロトコールおよびマニュアルを作成した。COVID-19 の影響により大規模介入が実施できず、2 医

療機関（16 名）に対するパイロット介入を実施した。保健指導に要した時間は 5 分以内で、アン

ケート項目の解析では、週に 1 度眠れないことがある、自分が健康と感じない、テレビ・スマホ・

ゲームを 1 日に 2 時間以上する、シートベルトをしない等の回答が認められた。医師が保健指導

した項目で最も頻度が高かったのはスクリーンタイムについてでで、項目数は１項目から 5 項目

で、平均 2.3 項目であった。保護者が希望する保健指導項目としては、体格（身長・やせ・肥満

など）、ネット・スマホ使用、月経のことであり、今後も予防接種時の保健指導を希望した保護者

が多かった。健やか親子 21 の改善指標に位置づけられている「増加する思春期のやせ」に着目し、

その促進因子について解析をおこなった。体重を減らしたいと思う女子生徒は中 1（31.0%）、中 2

（48.3%）、中 3（48.6%）と学年とともにあがり、太っていると感じている女子は同じく中 1（11.8%）、

中 2（16.8%）、中 3（20.8%）と学年で上昇していた。体重を減らしたいと思う生徒は、太ってい

ると感じており、朝食を摂らない、家族と食事をしない率が、体重を減らす行動をしない生徒に

比べ率が高かった。医療受診行動が少ない思春期の子ども達において、調査研究や介入研究から

様々な対策を講じることのできる健康課題があることが明らかになった。また、思春期健診とい

う保健指導が個別健診の形で可能であることがわかり、保護者側のニーズも高いと思われた。今

後は制度化に向けて、学校健診との役割分担の明確化、診療報酬への掲載、費用対効果の検証な

どが必要である（永光）。 

（5）新生児聴覚スクリーニング（NHS）の普及に伴い、難聴児の早期診断、早期補聴器装用開始

が実現されるようになったが、NHS でパスしたにもかかわらず乳幼児期に難聴が発見されるケー

スも少なからず存在することが分かってきた。岡山県内在住児の NHS 結果と小児期早期に発症す

る難聴者の調査を行うことで、遅発性難聴の発症率 0.037％、リスク因子の頻度 60.4％を算出した。

先天性難聴の疾患頻度（約 0.1％）と比較して決して少数とは言えず、1 歳 6 か月、3 歳健診の重

要性が示唆された。難聴児の聴取能、言語発達は向上し、補聴援助システム等を併用することで、

聴覚支援学校ではなく普通学校に通学する児も近年増加しているが、コミュニケーションの問題

が完全に解消されているわけではない。インクルーシブ教育を受けた経験がある難聴者の、学校

生活や友人関係で抱える問題に関して質問紙調査調査を行った結果、多くが授業での聞き取りの

限界、グループ学習や雑音下での聴取、また日常会話、人間関係での困難さといった多岐にわた

る問題を有していることが判明した。福祉的対応や医療の適応の再検討、教育的配慮の充実、加

えて心理・社会的支援体制の確立を、保健・医療・福祉・教育での連携をもとに構築していくこ

とは今後の重要な課題である。難聴児の学校生活で抱える問題を担任等教師へ正確に伝えるため

に教師用パンフレットを作成し、全国の医療、療育・教育、行政機関に配布した（片岡）。 

（6）乳幼児の視覚は発達途上にあり、視覚刺激の遮断に対する感受性が高い。このため乳幼児期

に起こる眼疾患や斜視の視機能予後は早期発見により、乳幼児健診における有効な視覚スクリー

ニングの標準化と連携を図ることは、健やかな子どもの発育を促すための切れ目のない保健・医

療体制を提供するために、急務の課題と考えられる。本研究では、「乳幼児健康診査身体診察マニ

ュアル」に準拠した新生時、乳幼児期の視覚異常の診察と判定法について各地で解説し、小児科

医や保健センターへ普及につとめ、要精密検査児を受け入れる眼科医に対するマニュアルも作成

し、眼科学会及び各地の眼科医会で解説をして普及につとめた。また乳幼児健診マニュアルの動

画作成にあたり、視覚異常について担当・監修した。新たな視覚スクリーニング機器 Spot Vision 

Screener の 3 歳児健診における有用性を山形県寒河江市で検証して情報発信した。また低年齢児
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における有効性を国立成育医療研究センターで検証し、小児科と眼科の連携のための運用マニュ

アルを更新するために、基準値の検討を行った。新生児および乳児の重症眼疾患の早期検出を目

的とした Red reflex 法と、問診および視診のチェックリストを作成し、多施設で新生児科・小児

科医からの意見を聴取した。関連学会と連携して３歳児健診における新たな視覚検査マニュアル

（～屈折検査の導入に向けて～）の作成を主幹し、現在本邦で使用可能な屈折検査機器の使用法

や基準値について解説した（仁科）。 

（7）日本版 Bright Futures においては、性教育（Sex & Sexuality Education）は校種別に記載され、

成育医療等基本方針では、学校教育段階からの性に関する医学的・科学的に正しい知識の普及啓

発が記載された。義務教育において、性に関する医学的・科学的に正しい内容を、極めて容易に

平易に子どもに理解させうる技術がある専門家（外部講師）による性教育授業は今後ますます重

要性をましていくと考えられ、資料の開発に取り組んだ。個別指導に資する性教育導入シートを

開発し、集団指導に資する性教育方法ガイドの開発に取り組み第 1 項目である「学校教育」の記

述を完成させた。対象となる学校の子どもたちの理解や読解力が重要になってくる。それらに配

慮した資料開発を行ってきたが、発達障害を含む、障害のある子どもを対象とした性教育など大

きな課題が残されており、資材の開発を迅速におこなっていく必要があると考えられた（松浦）。 

（8）性同一性障害当事者の約 9 割は子どもの頃に、自身の性別違和感を周囲に告白することがで

きず、その約 6 割がそのことを後悔している。教職員や保護者に適切な情報を提供し、差別や偏

見をなくし、言い出しやすい環境を作ること、また、医療につなげる体制を確立する必要がある。

また、LGBT の子どもが将来のライフプランを考えることができるような情報を提供することも

重要である。2018 年の教員への調査では、性同一性障害/性別違和の子どもと実際に接した教員、

性別違和感を持つと思われる子どもと接点があった教員は高率であった。体育及び保健体育で別

メニューを設定する、受容していない保護者に理解を求めることなどは困難との回答が高率であ

った。自殺未遂、自殺念慮、うつ、二次性徴の悩み、不登校、悩んでいるが性同一性障害かどう

かわからない場合は医療と連携すべき、医療との連携が「困難」「どちらかといえば困難」との回

答が多かった。2019 年の教員への調査では，教員として性的マイノリティ（LGBT）の児童生徒

と関わったことが「あると思う」「実際に知っている」は高率であった。しかし，2015 年の文部

科学省からの通知を知らない教員は 4 割強と認知度は低かった。「LGBT の児童生徒に対するいじ

めを見たこと」が「以前あった」，「今もあるかもしれない」の回答があった。LGBT の児童生徒

がいた場合の相談相手として，「養護教諭」，「学校カウンセラー」が高率であり，支援を期待する

相手も「養護教諭」が高率であった。「学校と医療機関が連携すべきだと思う状態」については，

「自殺未遂」，「不登校」，「自殺願望」，「うつ」などが高率であった。2020 年の教員への調査では，

LGBT 教育を始める時期は「小学低学年」30.6%，「小学高学年」42.8%であった。ライフプランを

立てることについて，LGBT の子どもの場合は「やや困難」，「困難」との回答が，LGBT 以外の

子どもに比較して有意に高率であった。LGBT の子どもがライフプランを立てるのに必要なこと

としては「子ども向けの本」，「保護者の理解」，「保護者向けの本」などが高率であった。 

学校教員，特に養護教諭に対して，性の多様性，LGBT に関するさらなる情報提供を行うための

教材を作成した。LGBT の子どもへのライフプラン教育，性教育などを行うための資料も作成し

た。このような教材を教員へ提供するとともに，小学校，中学校，高校などで，児童・生徒に対

して学校での講演会などを実施した（中塚）。 

（9）近年、本邦でも青少年世代を中心としたインターネットやゲームの問題（依存的な）使用が

問題化している。またしばしば中高生が違法薬物の所持や飲酒・喫煙なども問題化している。今

後の青少年の健全な育成には依存症対策は重要な位置を占めており、その実態把握や予防啓発教

育は必要である。また青少年世代のインターネットやゲームの問題使用には幼児・児童期のこれ

らの使用が関与している可能性があり、その実態把握も必要と考えられた。そして学童思春期の

biopsychosocial なガイドラインマニュアル作成に資する研究・調査を行い、マニュアル作成に寄

与することを目的とする。 

2018 年度～2020 年度まで某市の公立中学校９校（2018 年は 8 校）の 1 年生に対して、横断的

な質問紙調査を行った。2018 年 19 年では 6 月に、2020 年では 7 月に調査が行われた。またその

結果を用いてインターネットやゲーム等の依存症予防教育（2020 年度は資料のみ）を行った。研

究２では、某男子私立中学 2 年生に対して、依存症予防に関する授業と、その前後に質問紙調査

を行った（2020 年度では、予防教育の前の質問紙調査のみ行った）。研究３では、2019 年に 2 か

所の私立幼稚園児を対象にインターネットやゲームの使用状況の質問紙調査を行った。これらの

結果の詳細については、各年度の報告書をご参照いただきたい。本報告書では主に、研究１にお
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ける 3 年間の調査結果の比較し、COVID-19 流行による影響を検証した。 

3 年間における研究１（公立中学 1 年生）の結果の比較では、就寝時刻は 2018/19 年に比べて、2020

年ではより遅い人の割合が高く、自分専用のスマートフォン所持率は 2018/19 年に比べて、2020

年では 10％程度高くなっていた。平均インターネット利用時間は、2018/19 年よりも 2020 年のほ

うが平日・休日ともに 1 時間弱、平均インターネット利用時間が長かった。平均ゲーム利用時間

は、2018.19 年よりも 2020 年のほうが平日・休日ともに 30 分程度延長していた。診断質問票（以

下 DQ）5 点以上でインターネット依存が疑われた生徒の割合は 2018 年では 4.9%、2019 年では

4.3%、2020 年では 5.5%に該当した。 

2020 年の調査結果では、2018 年 19 年の結果よりも平均インターネットやゲーム時間が延長し、

就寝時刻の遅延傾向も認められた。3 か月あまりの長期休校や、その後の部活動の縮小や行事の

縮小・延期などが影響したと考えられる。またインターネットの依存が疑われる生徒の割合も若

干上昇していた。 

また、この 3 年間の研究において、「幼少からの習慣的なゲーム使用は、その後のゲームの依存

的使用や、ゲーム時間の延長と強く関連すること」、「（インターネット等利用に関する）依存症予

防教育を行っても、夏休み後にはインターネット利用時間が延長しがちであったこと」、「家庭内

のゲーム使用に関するルールの存在は、必ずしもゲームの依存的使用には有効ではないこと」、「イ

ンターネットやゲームの依存的使用とうつ状態は強く関連していること」、「2020 年度の休校明け

（7 月）には、過年度（6 月）と比較してインターネット・ゲーム利用時間が延長しがちであった」

などの新たな知見が得られた。今後これらの知見を依存症予防教育に生かしていきたい。 

COVID-19 の流行により、人々の生活スタイルは大きな影響を受けた。インターネット機器は学

習・コミュニケーション・娯楽などにさらに必要不可欠なものになりつつあるのは事実であろう。

しかしながら、その依存的使用については十分留意すべきと考えられる。生徒・保護者などを対

象とした依存症予防教育・そして依存状態となったときには治療的アプローチを行える医療機関

の拡充が望まれる（中山）。 

（10）米国小児科学会が推奨するヘルススーパービジョン診察のガイドラインである “Bright 

Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents”の内容および構成概念

を分析した。子どもの心身の健康を身体的・精神的・社会的に支援するために、かかりつけ医に

よる継続的なヘルススーパービジョン診察の概念は、本邦の乳幼児健康診査および就学以降の健

康支援に応用できる可能性がある。また、本邦の小児医療に十分普及していない概念として健康

の社会的決定要因（Social Determinants of Health、SDH)があり、特に SDH の概念を本邦の小児医

療に導入することは必要と考えられた。Bright Futures ツールキットのように簡便かつ迅速に実施

可能なツールの開発と、一次予防的介入を実践するための体制確立が必要である（阪下）。 

（11）小児の心身医学的健診の普及と思春期の健全育成の支援を目指して以下の研究を行った。 

【研究１】 米国の Bright Futures、フィンランドの Neuvora、日本版ネウボラを比較した。妊娠期、

出産直後、子育て期を通じた地域の関係機関の連携による子育て世代包括支援センターの切れ目

ない支援法として、フィンランドの Neuvora をモデルにした日本版ネウボラが各地に広がってい

るが、両者とも就学までとなっている、一方 Bright Futures は 21 歳までであることから、日本版

Bright Futures が日本版ネウボラから引継いで学童・思春期のヘルススーパービジョンを行うこと

により、切れ目ない支援が可能になると考えられた。 

【研究２】Bright Futures ではさまざまな家族の支援のあり方を示しており、「Families With Adopted 

Children」の項では、養子に見られる行動上の特性、発達や愛着の問題、他職種との連携、対応の

仕方等を解説している。そこでその記載内容を参考とし、国内の里親・養親を対象とした知見を

併せて『里子・養子のいる家庭の支援（幼児期・学童期）』を作成した。 

【研究３】Pediatric Symptom Checklist（PSC）は、小児科外来で心理社会的問題を持つ子どもを早

期発見することを目的に米国マサチューセッツ総合病院で開発された。PSC は Bright Futures にお

いてスクリーニングツールとして推奨され、活用されている。本研究では自記式 PSC 短縮版（17

項目版）の日本語版(JPSC17-Y)を作成し、信頼性と妥当性を検討することを目的として、小学生

217 名と中学生 84 名を対象として予備的に調査した。その結果、再検査法による信頼性は高く

（r=.86, p<.001）、因子構造も原版に準拠していた。Cronbach のα係数は 0.85 で、内的整合性が確

保できた。JPSC17-Y は信頼性と妥当性が確保され、心理社会的問題を持つ子どもを早期に発見で

きるツールとなりうることが示唆された（石崎）。 

（12）乳幼児健康診査における標準的な身体診察項目の有効性と実行性を検証することを目的と

する研究の一部として乳幼児健診で指摘された心雑音の意義について検討した。対象は精密検査
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票の発行を受け当院を受診した乳幼児 264 名で、このうち循環器疾患を疑診されのは心雑音・不

整脈など 66 例（25.0％）でその内訳は心雑音 63 名（男児 29 名、女児 33 名）、不整脈 3 名（男児

2 名、女児 1 名）であった。小児循環器専門医による精査の結果、心雑音を指摘された 63 名中 53

名 84.1％は無害性、10 名(15.9％)が軽症心疾患（疑い例含む）と診断された。いずれの症例も運動・

ワクチン接種を含む日常生活等に制限は不要だが、３歳で心雑音を指摘された心房中隔欠損の３

例は数年の経過観察後、経皮的閉鎖術施行を予定している。保健所の乳幼児健診において心雑音

は最も頻度の高い精密検査票の発行の理由の１つであるが、３歳児健診の大半が無害性であった。

心エコーで何らかの異常を認めても待機的治療で十分な心房中隔欠損が中心であり、精査加療を

急ぐ先天性心疾患の診断契機となる可能性は低いと考えられた（松裏）。 

（13）平成 30 年度に、思春期を含む小児に対する Biopsychosocial な多角的視点からの指導のため

に、WHO の Health Behavior in School-aged Children (HBSC) のアンケートと米国の Bright futures

のアンケートを参考に思春期における課題抽出と問診資料作成を目的としたアンケート調査を行

い回答内容を解析した。分類された回答者群における質問の重要度を評価し、最終的に 26 の質問

の有用性が確認され、分類性能が十分なものであると評価できた。令和元年度に、前年度の検討

に基づき問診票を作成し、小児一次医療機関の通常診療の際に試用し、その後の診察の際に問診

に基づく面接を実施した。問診票は 100％近い子どもが記入し、3 分以内に記入可能であった。面

接は 5 分以内が約 90％であったが、問診票の項目が面接時に有用で、子どもたちがまた相談しに

来てもらえるという回答が高かった。このモデル全体への印象として、問診票の内容は適切で、

思春期の子どもと話すきっかけになるという評価が得られた。BPS モデルを意識した思春期の子

どもたちへの関わりのモデルとして、今回作成した問診票による面接は実現可能性のあるモデル

であることが明らかとなった。（平岩、永光、岡）。 

（14）近年の社会環境や養育環境の変化は、子どもの成育環境にも影響を与え、小児期の健康課

題は、変化・多様化してきている。一次予防や早期発見を目的とした健康診断や保健指導によっ

て、小児期の心身の健康を包括的に支援する小児医療体制を確立するためには、子どもの発達段

階に応じた健康課題を年齢別に適切に把握する必要がある。本研究では、JMDC レセプトデータ

や、厚生労働省保険局が提供を行っている、レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）

を用いて、0 歳から 18 歳までの小児期の疾患別受療状況に関する集計を行った。集計単位とする

傷病分類は主に、厚生労働省「傷病、傷害及び死因の統計分類」の ICD 中間分類を使用した。 

結果：JMDC 及び NDB レセプトに記載されている傷病名の出現数は、「急性上気道感染症」（全年

齢）や、「皮膚炎及び湿疹」（乳幼児期）、「口腔，唾液腺及び顎の疾患」（学童期）、「眼筋，眼球運

動，調節及び屈折の障害」（思春期）が上位を占めた。NDB レセプトデータで、ICD の中間分類

ごとにカウントした傷病名の出現数を、ICD の章ごとに合計すると、「精神及び行動の障害」

(F00-F99)、「神経系の疾患」(G00-G99)では学童期や思春期に向けて、年齢とともに出現数が増加

していた。診療報酬請求を目的としたデータベースであることの限界はあるが、全国・全疾患を

対象としたデータであることの特性を活用して、レセプトデータから、疾患別に小児期の受療状

況を検討した。眼科・歯科疾患や精神疾患など、学童期や思春期に年齢とともに増加する疾患は、

成人期にいたるまで長期にわたり影響を及ぼすものである。小児期に予防的な視点から介入を行

うことで、長期的な疾病負担の減少につながる可能性もある。従来から日本の学校健診で対象と

なってきた身体疾患に加え、子どもの健康課題を包括的に支援する体制構築が必要である（竹原）。

 

Ａ．研究目的 

 我が国では、乳幼児小児期での健康課題は身

体疾患を中心に対応され、医療受診が少ない思

春期では医療保健の支援が十分とはいえず、保

健医療体制の課題となっている。 

学童思春期においては、発達障害を含む精神

心理や、家庭環境やいじめなどを含む学校での

問題や社会からの影響など、多面的な要因が相

互に関連して子どもの健康に影響するため

biopsychosocialな多角的な視点を備えた医療保

健体制を確立する必要がある。本研究では成人

期に至る切れ目のない多職種による保健活動

のガイドラインやマニュアルを作成し有効性

を検証する。思春期の Health supervision として、

生活習慣、睡眠、食事や摂食障害、性教育、喫

煙、薬物、いじめ、暴力、メディア等について

も医療保健の側から適切な情報と教育を提供

することにより健康課題を未然に予防し、成人

期の健康に寄与する必要がある。これらは、従

来の医療保健の枠組みの中で不十分であった
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領域であり指針等も整備されていない。本研究

では、海外の資料も活用し包括的で切れ目のな

い小児思春期の保健・医療体制作りのための基

盤作りと実証を目的とした。 

（1）H30 年度に我が国の小児保健医療の現状

評価・課題抽出するとともに、米国で開発され

た Bright Futures 等を参照し骨子案（日本版

Bright Futures）を作成した。本年度はその内容

の確認と校正等を行い、本研究班の HP 等を通

じて公開し広く周知を行う。 

（2）乳幼児健診の方法や内容の標準化と関連

する診療科の中での情報共有を目指し、平成

29 年度子ども子育て支援推進調査研究で作成

中の乳幼児健診の診察マニュアル等を基に、乳

幼児健康診査を実施するための方策を検討す

る。 

（3）切れ目のない子どもの健康を支えるシス

テムや体制について協議を行う。特に学童思春

期の健康課題についての、小児医療からの

biopsychosocialモデルによるアプローチ・健診

方法について検討を行う必要がある。 

（4）ICT を利用した健康を支援に必要とされ

るコンテンツおよび適切な方法を検討し、思春

期の子どもへの情報提供ツールの作成や母子

手帳アプリケーション等の情報共有ツールと

の連携を検討する。 

 

Ｂ．研究方法 

（1）日本版 Bright Futures の作成： 平成

30 年度、令和元年度に班全体でアメリカ小児

科学会が作成した小児期思春期の Health 

Supervision の基盤となる資料である Bright 

Futures をモデルとした指針作りを行った。具

体的にはメディア、いじめ、食事、睡眠、性教

育等を含めた多角的な視点で課題を抽出し、日

本版 Bright Futures（指針）を作成し令和元年度

にHPに公開した上で、適宜修正加筆を行った。 

（以下、課題分野と担当） 

メディア等依存性；中山、摂食障害；永光、石

崎、鈴木、不登校・いじめ・発達障害；平岩、

学習障害；小枝、睡眠；神山、アレルギー；成

田、米国での取り組み・米国 Bright Futures と

の参照；阪下 

（2）乳幼児健康診査の身体診察マニュアル

に準拠した乳幼児健康診査体制： 有効性の検

証は東京都大田区の特定の保健センターでの

1 歳 6 か月児健診および 3 歳児健診で行った。

健診医あるいは保健師が、改訂版マニュアルの

診察項目が記載された健診票に判定結果を転

記した。転記するにあたっては、大田区の健診

と改訂版マニュアルの相違点を担当医と保健

師に周知した。解析では、各診察項目のうち身

体評価項目について異常所見の陽性率、発達評

価項目について通過率を算出し、既報告の他地

域のデータと比較検討した。実行性の検証は、

診察項目はノートパソコンから入力し、同室内

に設置したサーバーを介して別のノートパソ

コン内にデータを送信することとし、東京都大

田区の特定の保健センターにて改訂版マニュ

アルによる集団健診を実施した。（小枝）。 

（3）乳幼児健康診査における精度管理等デー

タに関する研究： あいち小児保健医療総合セ

ンターにて開発した「紹介状・回答書」の様式

を用いて、モデル市町（１市１町）の乳児全戸

訪問および 4 か月児健診において 2018 年 10

月～2020 年 12 月にスクリーニングされ、股関

節脱臼の診断治療のため当センターを受診し

た患者を対象として後方視的に検討した。平成

29 年度子ども子育て支援推進調査研究（乳幼

児健康診査のための「保健指導マニュアル（仮

称）」及び「身体診察マニュアル（仮称）」作成

に関する調査研究で作成された乳幼児健診事

業実践ガイドに基づいて、有所見率、フォロー

アップ率、発見率及び陽性的中率の数値指標と

して検討した（山崎）。 

（4）思春期健診の社会実装化を目指した研究： 

令和元年度は思春期健診の実施マニュアル

を作成した。健診医が話題としてとりあげやす

い、質問をしやすい、コメントを伝えやすい、

子どもにとって重要、家族にとっても関心が高
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い等の点に留意して指導マニュアルの選定項

目を検討した。保健指導コメント各問診票項目

に沿った 5 項目のコメントを作成した。健診医

が健診実施時以外に確認できる保健指導の解

説文を作成した。健診医が問診票や健診での面

談から抽出した保健指導内容に沿う子ども向

けのリーフレットを質問ごとに作成した。令和

２年度は思春期健診のパイロット介入実施と

して、小児科クリニック（2 施設）に二種混合

ワクチンまたは日本脳炎ワクチンで来院した

10～13 歳の生徒で、アンケートおよび予防接

種実施前の保健指導の同意が得られた者を対

象とした。協力の得られた保護者/子どもに対

して、保護者が予防接種問診票に必要事項を記

載している間に、被験者は子ども用アンケート

に回答し、予防接種担当医が二種混合予防接種

実施前に、アンケートの内容を確認し、予防接

種被接種者（子ども）に保健指導マニュアルを

参照しながらアンケート内容を予防接種被接

種者（子ども）にフィードバックした（その際、

必要時にはする。）。保健指導に要した時間、ア

ンケート各 15 項目の回答分布、医師が実施し

た保健指導項目・項目数、保護者が希望する保

健指導項目などを解析した（永光）。 

（5）遅発性難聴の早期発見、インクルーシブ

教育を受ける思春期の難聴者の抱える問題に

関する研究:  2006 年から 12 年間で岡山かな

りや学園を受診した岡山県在住の 7 歳未満の

児で、NHS 両耳パスから発見された両耳難聴

62 例、片耳パスから発見された両耳難聴例 35

例、計 97 例について、発症頻度と診断時期、

リスク因子について検討を行った。リスク因子

としては、Joint Committee on Infant Hearing 

2019(以下 JCIH 2019) において記載されてい

る「進行性・遅発性難聴のリスク因子」を使用

した。 

思春期の難聴児へスクリーニング的な調査

および介入の実用性についての検証を目的に、

当院および岡山かなりや学園を受診した乳幼

児期から学童期早期発症の両側性難聴児、一側

性難聴児・者（年齢は 10 歳から 25 歳）で小学

校、中学校、高等学校で特に特別支援学校以外

（インクルーシブ教育）に現在通学しているも

しくは過去に通学していた例を対象とし、学校

生活に関する質問紙調査を行った。また、我々

は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡

大予防対策としてのマスク着用等によるコミ

ュニケーションの困難さの調査も実施してい

る。これらの調査結果を集計し、問題点を明ら

かにした上で難聴児を担当する教師用の指導

マニュアルを作成した（片岡）。 

（6）乳幼児健診における視覚スクリーニング

の標準化と連携に関する研究： 身体診察マニ

ュアルに準拠した新生時、乳幼児期の視覚異常

の診察と判定法をまとめ、小児科医および保健

センターへ情報発信した。また精密検査を行う

眼科医へマニュアルを作成し、情報発信につと

めた。3 歳児健診、1 歳 6 か月児健診のマニュ

アル動画作成にあたり、視覚異常について担

当・監修した。新たな視覚スクリーニング機器

SVS の検証として、3 歳児健診における検討を

山形県寒河江市の 3 歳児健診を受けた 3 歳 6

か月児 298 名に対し、二次検査に SVS による

屈折検査と眼位検査を導入し、有効性を検証し

た結果を情報発信した。国立成育医療研究セン

ター眼科に受診した 473 例に SVS を試用し、

有効性を検討し、SVS 運用マニュアルを更新す

るために、屈折異常の基準値の検討を行った。

新生児及び乳児期の重症眼疾患の視覚スクリ

ーニングに有効な red reflex 法については、新

生児科・小児科医に対する研修会を開催し、意

見を聴取した。新生児および乳児に対する問診

と視診のチェックリスト（図 5、6）を作成し、

新生児科・小児科医から意見を聴取した。日本

眼科医会、日本小児眼科学会、日本弱視斜視学

会と連携して屈折検査の導入を主眼とする新

たな３歳児健診における視覚検査マニュアル

の作成を主幹した。現在使用可能な屈折検査機

器の使用法や基準値について解説した。2021

年 6 月に発刊予定である（仁科）。 
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（7）外部専門家による学校性教育の実践に関

する方法論に関する研究 ～性教育導入シー

トおよび性教育方法ガイドの開発～： １．性

教育導入シートの開発、２．性教育方法ガイド

の骨格構築、３．性教育方法ガイドの項目内容

作成について、研究協力者をはじめとして、多

様なかたちで性教育に携わっている者と議論

をおこない論点を整理した上で、作成にあたっ

た（松浦）。 

（8）LGBT、特に性同一性障害/性別違和の子

どもや関係者への情報提供についての研究：  

教職員や大学生を対象とした実態調査、意識調

査を実施した。また、研究者が過去に行ってき

た日本人の性同一性障害当事者を対象とした

心理的、身体的研究の結果、意識調査の結果な

どをまとめ、情報提供のためのデータ集を作成

した。その一部を、子ども向けの情報提供の本

として出版したり，教職員や医療・保健関係者

向けの資料として提供したりした（中塚）。 

（9）思春期の薬物メディア依存に関する研究:   

 2018年6月/2019年6月/2020年7月に、公立中

学校1年生（2018年：8校/868名、 2019年9校/1139

名、2020年9校/1240名を対象に、各生活やイン

ターネットゲーム利用等に関する質問紙調査

を行った。それぞれの年度の回答者数は2018

年：814名、2019年：1035名、2020年：1125名

であった。 

質問紙調査の概要はインターネットやゲー

ムの平日・休日における平均利用時間、就寝時

刻、起床時刻、授業中の眠気、習い事の参加状

況、インターネットやゲームの使用状況・利用

時間、日本語版Diagnostic Questionnaire(Young

博士の作成した8項目のインターネットの依存

的使用に関する質問票などである。 

研究の詳細や倫理的配慮、研究２．３につい

ては、各年度の総括報告書をご参照いただきた

い。（中山）。 

（10）米国の小児保健体制の応用に関する検

討：本調査ではBight Futuresガイドラインおよ

び関連文献の調査を行う（阪下）。 

（11）小児の心身医学的健診と支援法に関する

研究： フィンランドのネウボラ、それを翻案

した日本版ネウボラ、Bright Futuresの健康記録

と医療情報管理について、文献検索と現地調査

を行った。 

JPSC17-Y は、令和元年度に Dr. Murphy らに

よる自記式 PSC 短縮版「Y-PSC17」と法橋ら

による保護者記入式の「PSC17 日本語版」を参

考に、小児科医と心理士とが協力して作成した。

続いて職業翻訳者によるバックトランスレー

ションにより、原版と整合性があると評価され

た。調査は 2020 年 8～12 月に学校の教室で実

施し、近畿地方の公立小学校の 5、6 年生の児

童 217 名、および私立中学校 1〜3 年生の生徒

84 名を対象とし、回答の不備や無回答を除い

た有効回答は小学生では 201 名、中学生では

64 名、合計 265 名であった。また再検査法に

よる信頼性を検討するため、中学生に対して、

1 ヶ月の期間をあけて、JPSC17-Y を再度実施

した（石崎）。 

（12）乳児健診における心雑音の病的意義の検

討： 対象は2019年1月1日〜12月31日および

2020年7月1日〜12月24日の間に東邦大学医療

センター大森病院小児科を受診した乳幼児264

名（男児119名；女児145名：3-4ヶ月健診34名、

１歳半健診68名、３歳児健診162名）で 

後方視的に電子カルテを調査し、診断・検査結

果を調査した（松裏）。 

（13）思春期の健康課題に関するアンケート調

査とBio-psycho-social（BPS）モデルを用いた

思春期面接の試み： 平成30年度に思春期を含

む小児に対するBiopsychosocialな多角的視点

からの指導のために、現在の思春期における課

題抽出と問診資料作成を目的としたアンケー

ト調査を行った。WHOのHealth Behavior in 

School-aged Children (HBSC) のアンケートと

米国のBright futuresのアンケートを参考にして

44項目のアンケートを作成した。K市内の公立

中学校2校の全校生徒754名を対象として実施

した。回答者・質問それぞれを階層クラスター
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分析により分類し、特徴を抽出するために最適

な質問を選択した。Bio-psycho-social（BPS）モ

デルを用いた思春期面接の試みとして、問診票

を作成し（近ごろの気分と生活のアンケート）、

小児科の一次医療機関で、診察前に記入し診察

時に問診票の内容について面接を実施した。今

回の検討は、協力に同意した14名の医師を対象

として、診察後に面接後アンケートの記入を依

頼し、BSPモデルによる問診と面接の実行性に

ついての調査を行った（平岩、永光、岡）。 

（14）我が国の小児保健医療の文献・データか

らの現状評価・課題の抽出に関する研究：

JMDC レセプトデータを用いた集計：JMDC

社が保有するレセプトデータを対象に集計を

行い、小児期の年齢別・疾患別受療状況を示し

た。 

NDB レセプトデータを用いた集計： 2012 年

から 2016 年までの 5 年間を対象とし、0 歳か

ら 18 歳までの患者の NDB レセプトデータ（医

科・DPC・歯科）を用いて、患者 ID 単位で、

レセプトに記載されている傷病名（ICD10 中間

分類）の出現数を年齢別に集計した（竹原）。 

 

（倫理面への配慮） 

国立成育医療研究センター、あいち小児保健

医療総合センター、久留米大学、岡山大学医学

部、山形大学医学部、北仁会旭山病院倫理委員

会、関西医科大学総合医療センター倫理審査委

員会での倫理審査の承認を受けて実施した。ま

た大田区の健診については、大田区個人情報委

員会での審議を経て、大田区と国立成育医療研

究センターとの間で、研究協力に関する協定書

を交わした。 

Ｃ．研究結果 

（1）日本版 Bright Futures の作成： 研究

班内で検討し、学童期、思春期の分け方で記載

を、疾患などの健康課題としての重要性、健診

での注意点、フォローアップ方針、本人と家族

に対して今後注意すべき点などのアドバイス

（Anticipatory Guidance）などの項目を記載し

た。今年度は令和元年度に本研究班の HP に公

開した（http://todai-bright.hogepiyo.site/guideline） 

「乳児から思春期までのヘルススーパービジ

ョンのための指針」の適宜修正を行った（表 1）。 

（2）乳幼児健康診査の身体診察マニュアルに

準拠した乳幼児健康診査体制： 有効性の検証

（対象：1 歳 6 か月児健診 665 名、3 歳児健診

529 名）では、身体評価項目では 1 歳 6 か月児

健診でやせ 13 名（1.7％）、斜視 5 名（0.8％）、

心雑音 2 名（0.3％）、停留精巣２名（0.3％）等、

3 歳児健診で低身長 11 名（2.1％）、肥満 9 名

（1.7％）、湿疹 9 名（1.7％）等が異常判定され

た。発達評価項目の通過率は 1 歳 6 か月児健診

で「有意語 3 語以上」88.0％「絵や体の部位を

指差す」98.2％、3 歳児健診で「2 語文を話す」

95.3％、「大小の理解」98.3％であった。総合判

定では 1 歳 6 か月児健診で 130 名（19.5％）、3

歳児健診で 113名（21.4％）が異常判定された。

既報告との比較では大部分の診察項目の陽性

率に有意差を認めなかった。実行性の検証（対

象：1 歳 6 か月児健診 11 名、3 歳児健診 16 名）

では、診察時間を測定し、1 歳 6 か月児健診で

は一人当たり平均 3 分 52 秒（標準偏差 68 秒、

範囲 2 分 41 秒～5 分 55 秒）、3 歳児健診では、

平均 3 分 15 秒（標準偏差 27 秒、範囲 2 分 30

秒～4 分 14 秒）であった。データの入力並び

に通信状況にも問題は生じなかった。（小枝） 

（3）乳幼児健康診査における精度管理等デ

ータに関する研究： 全対象者 3,403 名中 447

名が有所見と判定され、このうち 401 例（男児

67 名、女児 334 名）が当センターを受診した。

受診結果は診断では、1)異常なし 322 例、2)異

常あり 86 例（うち股関節脱臼 3 例、股関節亜

脱臼 1 例、臼蓋形成不全 74 例、開排制限 8 例）

で、86 例中 75 例が女児であった（表 2）。 

精度管理指標を算出すると、全対象者では、

有所見率 13.1%、フォローアップ率 89.7%、発

見率 2.5%、陽性的中率 19.2%であった（表 3）。 

股関節脱臼のスクリーニング結果、精密診断

結果、精度管理指標を市町別に算出し、市町 X
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と市町 Y の有所見率はそれぞれ 9.8%、22.1%、

発見率は 1.4%、5.5%、陽性的中率は 14.7%、

24.8%と大きく異なっていた。（山崎）。 

（4）思春期健診の社会実装化を目指した研究： 

令和元年度に、思春期健診インタビューマニュ

アルを作成した。問診票項目（保健指導項目）

として以下の 15 項目を問診票（保健指導項目）

の候補とした。1~5（生活習慣）、6~7（家族機

能）、8~9（身体健康）、10~11（学校）、12~13

（メディア・事故）、14~15（メンタルヘルス）

とし、上記質問に対する保健指導コメント（医

師向けおよび子供向けコメント）を作成した。

また、保健指導解説および子ども用保健指導リ

ーフレットの作成を作成した（図 1，2）。16

名中、週に 1 度眠れないことがある子どもが

25%、自分が健康と感じない子が 44%、テレ

ビ・スマホ・ゲームを 1 日に 2 時間以上する子

どもが 81%、シートベルトをしない子どもが

44%、さらには学校や友達のことで心配な気持

ちを抱いている児童生徒が 1 名、学校で楽しい

ことが“ない”と答えた児童生徒が 1 名認めら

れ、子どもの保健課題を短時間のアンケートか

らでも抽出可能であることがわかった。5 分以

内で 2 項目程度の保健指導が可能であり、スク

リーンタイムに対する保健指導など保護者ニ

ーズに対応できることがあきらかになった（図

3）。スクリーンタイムの利用については、2 時

間を超える率が 8 割であり、医師が指導をおこ

なった項目としても最も頻度が高く、保護者か

らの保健指導希望項目としても、もっとも頻度

が高かった（永光）。 

（5）遅発性難聴の早期発見、インクルーシブ

教育を受ける思春期の難聴者の抱える問題に

関する研究: 遅発性難聴児は、NHS 片耳 refer 

302 例のうち両耳難聴 34 例(11.3％)、両耳 pass 

481例のうち両耳難聴 62例(12.9％)であった 96

例が遅発性難聴と考えられた。片耳 refer から

の両耳難聴の発症頻度は 5.2％、両耳 pass から

の両耳難聴の発症頻度は 0.037％と推定できる。

両側遅発性難聴の罹患率は 0.057％である。96

例中リスク因子を有する児は 58 例（60.4％）

であり、家族歴を有する児が最も多く、29 例、

全体の 30.％（リスク因子を有する児中 50.0％）

を占めた。次いで頭蓋顎顔面形態異常を有する

症候群、難聴を合併する症候群みられた。 

診断時期は平均 13.9 か月で、生後 9 か月まで

に診断されていた児が 23 例(67.6％)を占めた。 

両耳 pass からの両耳難聴では両耳難聴の診断

時期は平均 42.3 か月で、1 歳未満で診断される

例もみられたが、2、3 歳、6 歳にピークをみと

めた。1 歳 6 か月、3 歳健診等の充実や啓蒙の

必要性が示唆された。 

両側性難聴 67 例、一側性難聴 27 例のデータ

を収集した。 

両側難聴例では約 80％が学校生活で聞きに

くさを感じており、特に高度・重度難聴では全

例何らかの問題を抱えていると回答した。授業

内容も 80％以上聞き取れていると回答したの

は約 30％に過ぎず、視覚情報を用いた情報伝

達を希望していた。加えて聞きにくさによる友

人関係でのトラブルや悩みを抱えている者も

半数以上に及び、特に中高生以上になると顕著

化することが判明した。 

一方で、一側性難聴者においても授業場面で

の聞き取りに問題がある者は少数であったに

もかかわらず、学校生活で何らかの問題を自覚

している者は 60％以上に及んだ.グループ学習

や雑音下、距離が離れた場所や友人との会話で

の聞き取りにくさの訴えが多く、特に高校生以

上で顕著化する傾向があり、友人関係のストレ

スをもつ者も増加する傾向がみられた. 

この結果をもとに、難聴児を担任する教師へ

の指導用パンフレット「難聴をもつ小・中・高

校生の学校生活で大切なこと」（図 4）を作成

した（片岡）。 

（6）乳幼児健診における視覚スクリーニング

の標準化と連携に関する研究： 身体診察マニ

ュアルに準拠した新生時、乳幼児期の視覚異常

の診察と判定法を図解したレジメとスライド

を作成し、小児科医のための研修会をはじめ、
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各地の小児科医会、眼科医会の学術講演会にて

解説し、要精密検査となった児に対する眼科医

の対応を含めた眼科健診マニュアルを、日本眼

科医会と連携して作成し、各地の眼科医会で解

説を行った。3 歳児健診、1 歳 6 か月児健診の

マニュアル動画作成にあたり、視覚異常につい

て検査法を担当・監修した。新たな視覚スクリ

ーニング機器 SVS の検証を山形県寒河江市の

3 歳児健診で 3 歳 6 か月児 298 名に対し、二次

検査に SVS による屈折検査と眼位検査を導入

し、従来の方法（問診・視力検査）と比較検討

した。検査可能率は従来の方法では 83.9%であ

ったが、SVS 検査では 99.7%と高率で、SVS

によって従来は見逃されていた不同視弱視や

屈折異常が検出された。SVS 検査で異常判定基

準に該当した比率は 8.7%であった。したがっ

て、従来の健診に SVS を加えることで健診精

度が向上すると考えられた。SVS を国立成育医

療研究センター眼科に受診した生後 6 か月か

ら 3 歳までの小児 228 例に試用し、両眼同時測

定の可否、SVS による異常判定結果（斜視判定、

屈折異常判定）と、眼科精密検査・判定結果（要

治療・要経過観察）を比較検討した。自覚的検

査の難しい低年齢児に対しSVSは有用であり、

器質疾患や斜視の検出精度が高いが、弱視危険

因子となる屈折異常判定には乱視、不同視、近

視の偽陽性が多く、判定基準に改変の余地があ

ると考えられた。小児科医向け SVS 運用マニ

ュアル Ver.1 を作成し、関連学会の審議を経て

情報発信した。さらに SVS 設定基準値と日本

弱視斜視学会・日本小児眼科学会推奨基準値で

精度を比較し、推奨値を用いると偽陽性が減り

要治療例を的確に検出することができると考

えられた。 

新生児および乳児に対する視覚スクリーニン

グ法として、新生児科・小児科医からの意見と

して、Red reflex 法に関しては、技術を習得す

ると実施可能率は 100%近くなることが示され

た。問診のチェックリスト z（図 5，6）に関し

ては、新生児科・小児科医から、生直後は親も

目を確認できていないので聴取困難であるこ

と、家族歴の詳細が不明であり、どこまで聴取

すべきか悩ましいことが指摘された。視診のチ

ェックリストに関しては、新生児は開瞼が困難

でありチェックしにくいこと、覚醒していない

と時間がかかること、項目が多く時間がかかる

などの指摘があった。また斜視の偽陽性が多い

ことが問題となった。新たに発刊する３歳児健

診における視覚検査マニュアルに、屈折検査機

器（スポットビジョンスクリーナー、プラスオ

プテイクス、レチノスコープ、レチノマックス）

の使用法と基準値を掲載し、屈折検査を導入す

る視覚検査のフローチャートを示した（図 7）

（仁科）。 

（7）外部専門家による学校性教育の実践に関

する方法論に関する研究 ～性教育導入シー

トおよび性教育方法ガイドの開発～： 

１．性教育導入シートの開発：導入シートは「小

学生」「中学生」「高校生」の各カテゴリにおい

て、多職種向けに、「発達段階の特徴」、そして

その発達段階における「主たる性の課題」、「臨

床の観点」、「学校における性教育」「文献」と

した。「臨床の観点」に［個別指導・個別支援］

の観点と［集団指導・小集団指導］の観点を設

けることにした。 

２．性教育方法ガイドの骨格構築 

２－１．小学校での性教育に求められる観点と

現状：小学生時期に表出する性の課題として、

児童ポルノ被害、性虐待（性器いじり）、性的

いたずら（言動含む）、性被害、二次性徴のセ

ルフケア、“性と心”への対応、性交等の性行

為が挙げられた。 

２－２．中学校での性教育に求められる観点と

現状：中学生時期に表出する性の課題として、

児童ポルノ被害、性虐待、性被害（インターネ

ット関連含む）、性加害、“性と心”への対応、

性交等の性行為、思いがけない妊娠、性感染症

が挙げられた。 

２－３．高等学校での性教育に求められる観点

と現状：高校生時期に表出する性の課題として、
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児童ポルノ被害、性虐待、性被害（インターネ

ット関連含む）、性加害、“性と心”への対応、

性交等の性行為、思いがけない妊娠、性感染症、

デートＤＶが挙げられた。 

２－４．教育方法ガイドに盛り込む視点 

学校外の専門家等による性教育授業に関し

て、校種に共通する教育方法ガイドに下記の視

点を盛り込んだ。 

（１）学校教育；１－１．学校教育の潮流、

１－２．学力の３要素、１－３．法体系、１

－４．教育時間数、１－５．教育課程（教科

等）、１－６．学習指導要領、１－７．教科

書、１－８．発達段階 

（２）集団教育；２－１．知識と行動、２－

２．知的理解の分散、２－３．スライドの構

成、２－４．行動変容への別ルート 

（３）到達目標・評価；３－１．（数値）目

標の立て方、３－２．評価の方法、３－３．

評価結果の還元、３－４．教育方法の見直し 

（４）単独授業；４－１．時間配分、４－２．

保護者、４－３．学校との事前調整、４－４．

情報量、４－５．理解の段階と確認方法、４

－６．グループディスカッション、４－７．

ロールプレイ 

（５）まとめ；５－１．課題の把握、５－２．

個別指導と集団教育の関連 

３．性教育方法ガイドの記述内容：構築した性

教育方法ガイドの「（１）学校教育」について

学校教育の潮流、学力の３要素、法体系、授業

時間数、教育課程（教科等）、学習指導要領、

教科書、発達段階の小項目8つについて内容を

整備した（松浦）。 

（8）LGBT、特に性同一性障害/性別違和の子

どもや関係者への情報提供についての研究： 

2018 年教員 1906 名を対象とした研究では、

2015 年の文部科学省の通知を「知らない」と

の回答は 37.4%で、教員になってから、性同一

性障害/性別違和の子どもと実際に接した教員

は 16.4%、性別違和感を持つと思われる子ども

と接点があった教員も 34.0%と高率であった。

学校で対応困難と考えることとして、体育及び

保健体育で別メニューを設定すること（41.1%）、

受容していない保護者に理解を求めること

（38.5%）などが高率に挙がった。性同一性障

害の医療的支援である二次性徴抑制療法の認

知度は 19.9%と低率であった。医療施設と連携

すべきと思う子どもの状態は、自殺未遂、自殺

念慮、うつ、二次性徴の悩み、不登校、悩んで

いるが性同一性障害かどうかわからない場合

であった。性別違和感を持つ子どもに接した教

員のうち「医療との連携の経験がある」のは

14.4%であった。医療との連携が「困難」「どち

らかといえば困難」は 59.4%であった。 

2019 年教員 1100 名を対象として質問紙調査

を行った。「LGBT に関して生徒に説明できる

言葉を教えてください」という問いに，「性同

一性障害」，「レズビアン」，「ゲイ」，「同性愛」

が高率で，「アライ」との回答は 2.7%と低率で

あった。2015 年の文部科学省の通知を「知ら

ない」43.5%で、LGBT の児童生徒と関わった

ことが「あると思う」39.4%，「実際に知ってい

る」17.8%であった。「当事者に悩んでいる様子

はあった」は 41.0%，「わからない」は 42.5%

で、「周囲の児童生徒とのトラブルや悩みはあ

った」33.9%であり，このうち「からかい」が

高率であった。 

「今までに LGBT の児童生徒に対するいじ

めを見たことがあるか」に対して，「今はない

が以前あった」との回答は 10.0%，「今もある

かもしれない」との回答は 14.7%，「今もある」

との回答は 0.3%であった。 

「性の多様性等について，いつから教えるべ

きか」に対して，「小学校高学年」「小学校低学

年」との回答が高率であったが、LGBT を話題

にしたことが「ある」との回答は 33.4%にとど

まっていた。「学校と医療機関が連携すべきだ

と思う状態」については，「自殺未遂」80.8%，

「不登校」78.5%，「自殺願望」78.4%，「うつ」

78.3%などが高率であった。「学校と医療機関と

の連携は困難である」との回答は 22.9%，「少
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し困難」との回答は 57.9%であった。 

2020 年、教員 761 名に対して、性的マイノ

リティに関する言葉の学習の状況（性同一性障

害に関する学習・同性愛や両性愛に関する学

習・性的マイノリティに関する言葉の知識と理

解）、性的マイノリティに関する文部科学省や

自治体の動きの認知度と意識（2010 年の文部

科学省の事務連絡の認知度・ 2015 年の文部科

学省の通知の認知度・2015 年に渋谷区で成立

した，同性パートナーシップ制度の認知度）、

性別の違和感を持つ人との接点について（子ど

も・学生時代に性別の違和感を持っている人が

周りにいたか・教員になってからの，性別の違

和感を持つ児童・生徒との接点について・今ま

で周囲にいた LGBT 当事者について）、LGBT

教育についての意識、日本社会における性につ

いての意識、LGBT 教育についての意識、LGBT

の子どものライフプランについて（ライフプラ

ンを立てることの必要性と難易度・LGBT の子

どもにライフプランを立ててもらうために必

要なこと）に関して調査を行った。 

LGBT 教育を始める時期は「小学低学年」

30.6%，「小学高学年」42.8%であった。ライフ

プランを立てることについて，LGBT の子ども

の場合は「やや困難」49.4%，「困難」10.5%と

の回答であり，LGBT 以外の子どもの場合の

「やや困難」28.0%，「困難」5.0%に比較して

有意に高率であった。LGBT の子どもがライフ

プランを立てるのに必要なこととしては「子ど

も向けの本」62.0%，「保護者の理解」60.4%，

「保護者向けの本」57.3%などが高率であった

（中塚）。 

（9）思春期の薬物メディア依存に関する研究:  

研究１：中学校におけるインターネットやゲー

ム等の問題（依存的）使用に関する 3 年間の実

態調査結果の比較（付録１） 

結果の概要は、平日に 0:00 過ぎに就寝した生

徒は、2018 年が 8.2%に、2019 年が 8.2％、2020

年が 11.0％に、休日に 0:00 過ぎに就寝した生

徒は、2018 年が 12.7%に、2019 年が 12.9％、

2020 年が 17.8％に該当した。塾・習い事への

参加頻度は2019年よりも2020年のほうがやや

低くなっていた。平日の平均インターネット利

用時間は 2018 年では平均 94.6±102.8 分、2019

年では 103.7±98.5分、2020年では149.6±117.8

分であった。休日の平均インターネット利用時

間は 2018 年では 159.4±182.4 分、2019 年では

169.9±166.3 分、 2020 年では 215.8±181.5

分であった。2018 年・2019 年よりも 2020 年の

ほうが、多くの種類のインターネットデバイス

を、そしてより多くの種類のインターネットコ

ンテンツを利用していた。自分専用のスマート

フォンの所持率は、2018 年は 59.0％、2019 年

は 59.9％、2020 年は 71.2％であった。平日の

平均ゲーム利用時間は、2018 年では 58.1±81.3

分、2019 年では 65.4±91.9 分、2020 年では 90.0

±99.8 分であった。休日の平均ゲーム利用時間

は、2018 年は 98.7±147.3 分、2019 年は 101.0

±145.4 分、2020 年は 138.4±152.0 分であった。

インターネット依存度においては、DQ5 点以

上の「依存疑い群」は 2018 年 4.9％、2019 年

4.3％、2020 年 5.5％に該当した（中山）。 

（10）米国の小児保健体制の応用に関する検討 

1．米国の医療保険制度と母子保健 

 1960 年代の米国では、現在の日本のように、

臓器・分野別の専門医が多く、疾病対策を中心

とした医療が行われていた。総合医が減少した

結果、それぞれの患者のニーズに応じた全人的

医療を提供することが難しくなり、プライマリ

ケアが重視されるようになった。医療費の増大

を少しでも抑制するために、疾病予防のための

介入の必要性が認識され、プライマリケア医の

重要な任務となった。さらに、かかりつけ医制

度を確立することで、この政策が効果的に実践

されるようになった。 

医療格差を少しでも是正し、小児人口の健康

向上を実現するため、一次予防を重視した保健

政策が進めら、健診は小児プライマリケアの中

で最も重要視されている。健診はヘルススーパ

ービジョン診察（health supervision visit）はか
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かりつけ医による個別面談・診察であり、通常、

児一人につき 30 分以上をかける。現在の健康

状態の評価および器質的疾患のスクリーニン

グとともに、健康を損ないうるリスク因子や課

題について患児・養育者と対話を行う。アメリ

カ小児科学会（以下 AAP）は、より標準化さ

れた小児のヘルススーパービジョン診察を全

国的に展開するため、1994年に年Bright Futures

ガイドラインを発刊した。大部分の医療保険会

社が予防的介入を対象とし、この仕組みに支え

られ、ヘルススーパービジョン診察が可能とな

っている。 

２．ヘルススーパービジョン診察の内容 

受診時期 

乳児期（出生前～月齢 12 未満）：出生前（プ

リネイタルビジット）、新生児（日齢 0～2）、1

週目（日齢 3～5）、月齢 1、月齢 2、月齢 3、月

齢 6、月齢 9 

早期小児期（1～4 歳）：月齢 12、月齢 15、

月齢 18，2 歳、2 歳半、3 歳、4 歳 

中期小児期（5～10 歳）：1 年ごと 

思春期（11～21 歳）：1 年ごと 

ヘルススーパービジョンビジットで実施す

る項目は以下である。 

 受診までの経過（健康状態や疾病罹患

の有無、家族歴）の聴取 

 親子間のやりとりの観察 

 発育の評価（測定） 

 発達の評価 

 全身の身体診察 

 傷病スクリーニング検査 

 予防接種 

 予期ガイダンス（Anticipatory guidance） 

３．ヘルススーパービジョン診察の実施形式 

 米国では集団健診や学校健診はない。ヘルス

スーパービジョン診察を受けるためには、保険

で登録したかかりつけ医のクリニックを受診

する必要がある。 

4．予期ガイダンス 

各時期のヘルススーパービジョン診察にお

ける予期ガイダンスを記載する。養育者および

本人と話し合うべき重要項目を述べる。本邦の

一般的な保健指導と異なるのは、心理社会的な

トピックが多く含まれる点と、ガイダンス提供

時に養育者・児本人と話し合い、健康課題の把

握や行動変容の目標を共有が重要視される点

である。 

5．健康の社会的決定要因 

「子どものニーズ」を発見し、子どもの心身

の健康を身体的・精神的・社会的に支援するた

めに、小児医療従事者が認識すべき概念として、

健康の社会的決定要因（Social Determinants of 

Health、以下 SDH)がある。SDH には、心身の

健康促進につながる「保護因子」と、心身の健

康を損なう「リスク因子」がある。AAP は Bright 

Futures ガイドライン第 4 版を改訂するにあた

り、SDH の概念を追加している。子どもは成

人の庇護なしでは生存・成長できず、環境が及

ぼす影響は成人以上にずっと大きい。さらに、

小児期に養われる身体面・社会面・情緒面の能

力が一生涯の心身の健康の基盤となることを

考慮すると、子どもの SDH を考慮することは

非常に重要である。各々の SDH スクリーニン

グツールの効果に関する研究はまだ途上であ

る。この分野での研究報告は 2007 年以降に増

え、医療者の SDH に関する関心が高まってい

ることが示唆される。SDH スクリーニングに

よる評価後、判明したリスク因子に対して、医

療従事者が地域資源と連携しながら介入を行

うことが望ましい。 

6．Bright Futures ツールキット 

Bright Futures ガイドラインでは、推奨される

ヘルススーパービジョン診察の各時期に使用

できる「ツールキット」として提案されている。

ツールキットは診察前質問紙、健診時カルテ、

保護者・児への予期ガイダンスハンドアウトの

３部分から構成されている。（阪下）。 

（11）小児の心身医学的健診と支援法に関する

研究： 

１）ネウボラ：ネウボラ(Neuvola)とは、フィン
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ランド語で「アドバイスの場」を意味し、妊婦

健診・相談から出産後、就学までの子どもの心

身の成長・発達を母と子のみならず家族全体を

支えながら支援するシステムである。フィンラ

ンド国内のすべての自治体にあり、フィンラン

ドに生まれた子どもは無料で利用でき、日本で

は育児パッケージとネウボラナースが知られ

ている。育児パッケージは、赤ちゃんを出産し

た家庭にフィンランド社会保険庁事務所

（KELA）から支給される母親手当のひとつで

あり、新生児の衣類、肌着や靴下、オムツ、育

児グッズなどの60点の育児アイテムが箱にお

さめられ、さらにその箱が新生児用のベビーベ

ッドになる。 

ネウボラには妊産婦ネウボラと子どもネウ

ボラとがあり、妊産婦ネウボラの活動の目的は、

妊産婦と胎児の健康を守り、もうすぐ親になる

人々と家族全体の健康を増進し、これから誕生

する子どもの健全かつ安全な養育環境を整え

ることである(横山 美江、Hakulinen Tuovi 編著. 

フィンランドのネウボラに学ぶ母子保健のメ

ソッド 子育て世代包括支援センターのこれか

ら．2018 年.)。子どもが誕生すると、子どもネ

ウボラが子どもと家族全体の健康をサポート

する。子どもネウボラは子どもの健診から予防

接種まで就学前の子供のプライマリ・ケアを担

当し、就学後は School Nurse に役割を引き継

ぐ。健診や指導記録も含む子どものデータは

Personal Health Record として保存される。 

また 2007 年に KELA による個人の Electolic 

Health Record である Kanta(Kanta Services, 

https://www.kanta.fi/en/citizens)が導入された。フ

ィンランドに生まれた時から賦与される個人

番号に紐付された形で、公立、私立、歯科の治

療内容、データ、処方箋が記載されるシステム

である。ネウボラ・カルテも同様に Kanta に紐

付けされることにより、子どもの健診記録やさ

まざまな情報が残されている。 

日本版ネウボラ：子育て世代包括支援センタ

ー構想により、日本各地で地域の名前を付けた

「地域版ネウボラ」が広がっている。日本版ネ

ウボラは医療ではなく保健、福祉によるもので

あり、フィンランドのように予防接種のような

医療行為は行わない。また年齢の上限はおおよ

そ就学前までである。 

２）自記式 Pediatric Symptom Checklist17 日本

語版の開発： 信頼性の検討：2 回の調査に回

答した有効回答者 64 名を対象とした

JPSC17-Y スコアの Pearson の積率相関係数は、

r=.86（p<.001）であった。因子構造を確認する

ために、最尤法による探索的因子分析を実施し

た。固有値の減衰状況および解釈可能性から１

因子構造が妥当であると考えられた。そこで、

１因子構造を仮定した対角重み付け最小二乗

法を用いた確認的因子分析を実施し、適合度を

確認した。その結果、適合度は χ2(119)=135.22、

GFI=.97、AGFI=.96、TLI=.99、CFI=.99、NFI=.94、

SRMR=.08、RMSEA=.02 であった。また、17

項目の Cronbach の α 係数は、α=.85 であった。 

３）Bright Futures における里親・養親支援：

Bright Futures ではさまざまな家族の支援のあ

り方を示しており、「Families With Adopted 

Children（養子のいる家庭）」の項では、養子に

見られる行動上の特性、発達や愛着の問題、他

職種との連携、対応の仕方等を解説している。

そこでこの項の記載内容を参考とし、国内の里

親・養親を対象とした調査(石崎, 2020)と小児

科医を対象とした里親・養親家庭の支援に関す

る意識調査(石崎､2020)の結果から得た知見を

併せて『里子・養子のいる家庭の支援（幼児期・

学童期）』とした（石崎）。 

（12）乳児健診における心雑音の病的意義の検

討： 保健所からの精密検査票発行の主な理由

は、心雑音・不整脈など 66 例（25.0％）で、

その内訳は心雑音 63 名（男児 29 名、女児 33

名）、不整脈 3 名（男児 2 名、女児 1 名）であ

った。循環器疾患についで多かったのは血尿・

蛋白尿など腎泌尿器疾患 61 例（23.1％）、低身

長・尿糖など内分泌疾患 60 例（22.7％）、発達

遅滞疑い・頭囲異常など神経疾患 36例（13.6％）



16 

 

などであった。 

心疾患を疑診された全員は小児循環器専門

医が診察したが、心不全兆候やチアノーゼなど

有意な異常を認めず全身状態良好で、入院精査

を必要とした症例はなかった。さらに心電図・

心エコー・胸部 Xｐなどの検査を実施したとこ

ろ、心雑音を指摘された 63 名中 53 名 84.1％は

無害性、10 名(15.9％)が軽症心疾患（疑い例含

む）と診断された。 

心雑音を指摘された年齢は平均 26.0±12.3

ヶ月で、健診時期別では 3-4 ヶ月健診 8％、１

歳半 33％、３歳 59％であった（図３）。 

診断結果の内訳は心房間短絡４名（心雑音を

指摘された乳幼児の 6.3％）、境界域の僧帽弁逸

脱２例、極めて軽症の心室中隔欠損・動脈管開

存・大動脈弁狭窄・肺動脈弁狭窄各１名で、い

ずれも肺高血圧の合併はなく無投薬で経過観

察中である。 

心房間短絡を心エコーで認めた４例中１例

は、心雑音を 3-4 ヶ月健診で指摘され来院した

が卵円孔開存の可能性が高く自然閉鎖が期待

され、１歳すぎに再度確認予定である。心房間

短絡を伴う残りの３例は３歳児健診で指摘さ

れ、有意な短絡を有するため今後発育に伴い更

に短絡量が増多することが予想され、経過観察

の後、心臓カテーテル検査など精査を行って治

療（経皮的カテーテル閉鎖術ないし開心術）を

検討する予定である。 

 心房中隔欠損（卵円孔開存疑い含む）以外の

僧帽弁逸脱・閉鎖不全など軽症先天性心疾患と

診断された６名は、受診時月齢 24.6±8.6 ヶ月

（６例中５例は 19.6〜23 ヶ月）であった。診

断時の重症度から判断すると全ての症例で学

童期を含め運動制限不要ないし発育に伴い経

過観察不要になると想定されるが、現時点では

慎重に経過観察中である。   

 不整脈を指摘された３例の内訳は心室期外

収縮１名（治療不要、日常生活制限不要）、洞

不整脈２例で、治療や日常生活に制限は不要で

ある（松裏）。 

（13）思春期の健康課題に関するアンケート調

査と Bio-psycho-social（BPS）モデルを用いた

思春期面接の試み： アンケート調査では回答

者 655 名の回答を分類することで、5 つの回答

者群と、7 つの質問群を見出すことができた。

回答者群としては「問題行動群」・「円満群」・「平

均群」・「スマートフォン不所持群」・「家族機能

不全群」と思われるような群の背景が見いだせ

た。各回答群における質問の重要度を評価し、

それぞれの回答者群を特定する上で重要な質

問や、各群との中で比較的特異的な質問を特定

した。最終的に 26 の質問の有用性が確認され、

それによる分類性能が十分なものであると評

価でき、短縮版として利用できる可能性が見い

だせた。BPS モデルを用いた思春期面接の試み

は、14 の医療機関で、小学校 5 年生から高校 3

年生までの合計 584 名の子どもが今回作成し

た思春期用の問診票に記入し、その後診察の際

に問診票の記載に関する面接を行った。ほぼ全

員の子どもが問診票に 3 分以内に記入してく

れており、93.3％で問診票の記載が面接に有用

との回答であり、実用性があることが示された。

多くの医師が、「また来てくれるかどうか？」

の問に前向きな回答であり、小児科医療機関が

今後相談窓口として認識を広めるために有用

な可能性が示唆された。この問診票を用いた面

接については、面接しやすいが 10 名、問診票

の有用性については役に立ったが 7 名、どちら

ともいえないが 4 名、面接での話の広がりにつ

いては広がった 6 名、どちらともいえないが 5

名であった。こうした方法による学童思春期の

健診は現在行われていないが、今後クリニック

での健診が望ましいとする回答は 6 名であっ

た。全体として本試行にたいする感想として、

思春期の子どもと話すきっかけになった 8 名

であり好印象との回答が多数あった（平岩）。 

（14）我が国の小児保健医療の文献・データか

らの現状評価・課題の抽出に関する研究：

JMDCレセプトデータを用いた集計： 

JMDCレセプトデータ：MDCの2012年から2016
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年まで（5年間）のレセプトデータを年齢別・

疾患別（ICD10「中間分類」及び小分類）に集

計し、各疾患の診断率（患者数／加入者数）を

算出した。乳児期に多い疾患は、「インフルエ

ンザ及び肺炎」、「腸管感染症の感染症」の他、

「上気道その他の疾患」（アレルギー性鼻炎、

慢性副鼻腔炎、扁桃及びアデノイドの慢性疾患

など）、「皮膚炎及び湿疹」、「丘疹落屑・鱗屑性

障害」であった。年齢が上がるにつれて、「皮

膚炎及び湿疹」は減り、「慢性下気道症候群」

（気管支拡張症、肺気腫など）、「急性上気道感

染症」（急性鼻咽頭炎、多部位及び部位不明の

急性上気道感染症）、「その他の急性下気道感染

症」（急性気管支炎など）の診断率が高くなっ

ていた。学童期に入ると、視聴覚の障害の診断

率が高くなり、年齢が上がるにつれ、屈折及び

調節の障害も増えていた。 

NDBレセプトデータ：2012年から2016の5年間

に、レセプト（医科・DPC・歯科）に記載され

た各傷病名の出現数をICDの中間分類ごとに

患者ID単位年齢別に集計した。どの年齢でも、

「急性上気道感染症」（ICD10：J00-06）が出現

数の上位（1位もしくは2位）にあがっていた。

年齢別の特徴としては、乳児期では「皮膚炎及

び湿疹」（L20-30）の件数が多く、2歳から4歳

では、「その他の急性下気道感染症」（J20-22）

や「慢性下気道疾患」（J40-47）の件数が多く

なっていた。5歳以降では、「口腔，唾液腺及び

顎の疾患」（K00-14）や「上気道のその他の疾

患」（J30-39）、10代以降では、「眼筋，眼球運

動，調節及び屈折の障害」（H49-52）が上位に

来ていた。 

 また、年齢別の傾向を把握するため、ICDの

中間分類ごとにカウントした傷病名の出現数

を、ICDの章ごとに合計し、年齢別の傾向を図

1に示した（第20章「傷病及び死亡の外因」

(V01-Y98)、第21章「健康状態に影響を及ぼす

要因及び保健サービスの利用」(Z00-Z99)、第

22章「特殊目的用コード」を除く）。大まかな

傾向としては、5つに分類された（竹原）。 

Ｄ．考察 

（１）日本版 Bright Futures の作成： 昨年

度公開した指針は引き続き本研究班のHPを立

ち上げ、そこで PDF を書籍の様な形でダウン

ロードできる様にし、現場での使用が可能な形

とした。今年度も、適宜修正加筆を行ったが、

今後引き続きアップデータする必要がある。 

（2）乳幼児健康診査の身体診察マニュアルに

準拠した乳幼児健康診査体制： 有効性の検証

として、改訂版マニュアルの診察項目に転記さ

れた所見の種類や頻度は、既報告の疫学データ

と概ね同様の結果が得られた。しかし既報告と

判定項目や判定基準が同一でないため比較で

きない項目も多く存在した。同一の判定項目や

判定基準を用いて広く健診を実施することで、

スクリーニング精度が向上すること、より正確

な疫学データが得られ、地域間比較も容易とな

ることが期待される。実行性の検証は、1歳6

か月児健診及び3歳児健診ともに診察自体はお

よそ5分以内で実施することが可能であった。

入力においても操作に困難はなく、円滑に入力

することができた。今回は健診データを実施の

段階からデジタル化して入力することとした

が、その実行に支障はなかった。また、独自の

オペレーションシステムを使うことにより、汎

用されているオペレーションシステムへは洩

れる可能性は極めて低く、データ通信上も安全

性は高いと判断された。（小枝）。 

（3）乳幼児健康診査における精度管理等デー

タに関する研究： 今回のモデル市町での集計

では、有所見率は 13.1%と算出され、89.7%）

が当センターで精密検査を受け詳細な結果が

把握できた。今回集計で異常あり者数（股関節

疾患）は、86 人で発見率は 2.5%と算出された。 

愛知県が愛知県マニュアルによって、毎年度

集計しているデータからは、3～4 か月健診の

股関節開排制限で「所見あり」と判定される頻

度は、県全体の平均で 3.1%、中央値 1.2%であ

った。学会が推奨する方法で乳児股関節異常を

見落とさないためには 10%程度の有所見率が
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必要とされており、県内市町村は一部を除いて、

ほとんどが極めて低い有所見率にある。モデル

市町で今回示したデータは、有所見率、発見率

ともにこれと比較して高い値を示しており、見

逃し例の減少につながる可能性があると考え

られた。 

市町別の精度管理指標の比較では、皮膚溝の

左右非対称の判定割合は市町 X が 0.56%、市町

Y が 2.85%と 4 倍程度の違いを認めた。市町 Y

では股関節開排制限と皮膚溝の左右非対称の

判定頻度の多いことが、有所見率を上げ、その

結果発見率、陽性的中率を高めたことが推測さ

れた。このような分析結果を市町村に還元する

ことで、医師の診察所見の標準化の必要性の根

拠として活用することが可能となる。 

愛知県においては、2020 年度に愛知県マニ

ュアルが改訂され、発育性股関節脱臼のスクリ

ーニングに対して、市町村ごとの有所見率、フ

ォローアップ率、発見率と陽性的中率を愛知県

が取りまとめることとなった。モデル市町で得

られた値は、専門医療機関による精密検査結果

に基づいていることから、標準値として活用で

きる可能性があり、今後、愛知県・保健所と中

核市・保健所管内市町村との協力で、精度管理

が進み見逃し例が減少することを期待される 

（山崎）。 

（4）思春期健診の社会実装化を目指した研究：   

思春期健診の社会実装化のためにはいくつか

の課題があり、限られた時間と資源を有効にプ

ロセスするための方策として、10 分以内の健

診と、学童思春期の子どもが予防接種時にプラ

イマリ・ケアを受診した時を有効活用すること

を考えた。小児科医をはじめとするプライマ

リ・ケア医にとって学童思春期の子どもとの診

療の機会は少なく、医療面接に不慣れな点であ

る。これらの問題を解決するために①保護者が

予防接種問診票に必要事項を記載している時

に、子どもも回答できる子どもへの問診票の導

入、②保健指導項目が抽出された際に、話題を

掘り下げることのできる知見や、指導内容を 5

項目程度、簡易に記した簡易保健指導マニュア

ル冊子を制作した。さらに、子どもへのメッセ

ージとしての保健指導内容をインフォグラフ

ィックス調で作成したリーフレット（ポストカ

ードサイズ）も設問毎に作成して、必要時に手

渡すように検討した。令和 2 年度の思春期健診

介入研究では、予防接種来院時に保健指導を実

施することが可能であることが示された。今回

の調査では5分以内で2項目の保健指導が実施

可能であることが推察された。10 分の時間を

確保できれば、3～4 項目の保健指導項目が可

能と思われる。今回の調査では女性被験者の保

護者（6 名）の 5 名から月経に関する保健指導

の希望があった。 

平成 30 年度のアンケート調査では、思春期

の子どもの不健康なやせの率の改善、摂食障害

罹患の予防には、ダイエット行動に対する適切

な保健指導が実施できる場の確保が必要であ

り、その際に、ダイエット行動に関連している

因子として、痩身願望、不適切な食事習慣や生

活習慣以外に、自分への不安感、満足感、学校

への不適応など psycho-social な因子も関わっ

ている可能性があることを、保健指導を実施す

る立場の者は留意して置く必要があることが

明らかなとなった（永光）。 

（5）遅発性難聴の早期発見、インクルーシブ

教育を受ける思春期の難聴者の抱える問題に

関する研究:  NHS の普及に伴い、難聴児の

早期診断、早期補聴器装用開始が実現されるよ

うになったが、NHS でパスしたにもかかわら

ず乳幼児期に難聴が発見されるケースも少な

からず存在することが分かってきた。遅発性難

聴の発生頻度はこれまでに国内外問わずほと

んど報告されていないが、我々が岡山県保健福

祉部の協力で行った調査では約 0.037％であり、

先天性両側難聴の有病率が約 0.1％であること

と比較すると、決して低い頻度であるとは言え

ないことが分かる。Joint Committee on Infant 

Hearing 2019 では進行性・遅発性難聴のリスク

因子を挙げており、本邦では、1 歳 6 か月健診
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の問診項目に遅発性・進行性難聴のリスク因子

が挙げられているが、リスクがあっても「ささ

やき声で名前を呼んで振りむく場合はパス」と

されており、1 歳 6 か月健診から難聴の診断に

結びつく児は極めて少数である。また、日本耳

鼻咽喉科学会福祉委員会・乳幼児委員会での全

国データでも、3 歳児健診からの両側難聴の診

断率は毎年約 0.003％であり、前述した遅発性

難聴の発症率 0.03－0.04％と比較すると明ら

かに低い。遅発性難聴児の効果的発見という視

点では、法定健診である 1 歳 6 か月、3 歳児健

診の見直しと活用が必要であると考えた。1 歳

6 か月、3 歳児健診の改善、有効な活用が必要

であることが示唆される。 

NHS 導入により支援学校ではなく地域の学

校に通学する児も近年増加し、支援学級も含め

るとその割合は難聴児の 60％以上にのぼると

されている。しかし実際には聴覚補償でコミュ

ニケーションの問題が完全に解消されている

わけではない。人工内耳を装用しても難聴者は

聴者と同等の聴取はできず、地域の学校（通常

学級、支援学級）に進学していても聞き取りや

コミュニケーション、学業において問題を抱え

ている児が多数いるが、学童期以後の問題は明

らかでなく、対策が行き届いていない。また、

一側性難聴児においては教育現場ではほとん

ど配慮されていない。質問紙調査により、両側

難聴者は音声によるコミュニケーションが可

能であっても、授業中、特に雑音下、グループ

学習、離れた場所からの聞き取りにくさを自覚

し、友人との会話でも問題が生じていることが

多い。この傾向は難聴の程度が強いほど顕著と

なり、学年が上がるにつれて複雑化する。一側

性難聴者でも同様に、学校生活での聞き取りに

くさを自覚しているものは多く、授業場面より

も友人との会話で顕著となることが判明した。

聴覚補償だけでなく視覚による情報補償を含

めた教育的配慮、心理・社会的支援の充実を図

ることは今後の重要な課題である。また一側性

難聴者は、現在福祉的な支援には該当していな

いが、福祉や医療の適応の再検討、教育的支援

の充実を図ることは重要な課題と考える。今回

難聴児を担任する教師への指導用パンフレッ

ト「難聴をもつ小・中・高校生の学校生活で大

切なこと」（図 4）を 1,000 部作成した。全国

20 以上の医療機関、療育・教育機関、行政機

関に配布したが、非常に高評価である。今後更

に発展させられるよう啓蒙を継続させたい（片

岡）。 

（6）乳幼児健診における視覚スクリーニング

の標準化と連携に関する研究:  身体診察マ

ニュアルに準拠した新生時、乳幼児期の視覚異

常の診察と判定法を小児科医、保健センター、

眼科医に普及させることで、重症眼疾患、斜視、

弱視の早期発見と予後の向上に結び付くと考

えられる。マニュアルの動画も作成したため、

さらなる普及の一助となると期待される。 

新たな視覚スクリーニング機器 SVS は、検

査成功率が高く、鋭敏度が高いため、3 歳児眼

科健診の精度向上に大きく寄与すると考えら

れる。3 歳以下の低年齢児に対しては、SVS 運

用アニュアル（文献４）を検証した。小児科と

眼科が連携体制をとって、十分な活用を図るこ

とが課題である。 

多施設で新生児科・小児科医にスクリーニン

グを試して頂いた結果、新生児の所見獲得には

生直後より生後１か月が確実であること、斜視

のスクリーニングに偽陽性が多くなること家

族歴の聴取や視診項目の重点化が必要である

ことが分かった。実装化に向けた課題として、

小児科医へ向けた実技研修、精度が高くかつ効

率のよいスクリーニング法の選択、眼科の乳児

診察体制づくりが挙げられる。 

３歳児健診における視覚スクリーニングに

は屈折検査の導入がきわめて有用であること

が検証された。屈折検査を３歳児眼科健診に導

入するため、標準化したマニュアルを新たに作

成した。今後、屈折検査が全国に普及して、十

分に活用されることが期待できる（仁科）。 

（7）外部専門家による学校性教育の実践に関
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する方法論に関する研究 ～性教育導入シー

トおよび性教育方法ガイドの開発～：性教育導

入シートの開発には、保健医療課題（公衆衛生

課題）に直結する健診に際して用いられる目

的・目標、そして評価の考え方を強く押し出し

た。性教育方法ガイドの骨格構築として、校種

によらない教育方法の共通ポイントは、5 視点、

計 25 項目にまとめられた。学校外の専門家等

が教授にあたる性教育は、今回は（校種に共通

する）方法から議論するというプロセスをとっ

たことで、外部の専門家等がどの校種にも対応

できるような道筋を示すことができると考え

る。今後は、これら 25 項目の教育方法ポイン

トを解説することにより、日本版 Bright Futures

における性教育の実施に際してのガイドを策

定することができるといえる。性教育方法ガイ

ドの項目内容記述として、基準化された授業内

容と子どもの多様性、発達段階に即した授業、

集団のばらつきについて考察した（松浦）。 

（8）LGBT、特に性同一性障害/性別違和の子

どもや関係者への情報提供についての研究： 

文部科学省の通知の認知度は約 6 割と十分で

はなかったが、通知を知っている教員は、性別

違和感を持っている児童生徒の存在に気づき

やすく、児童生徒の相談相手となっていた。文

部科学省の通知についての啓発は必要である

と考える。 

多くの教員が自殺企図や自殺念慮、うつに関

して医療施設と連携すべきであると回答して

いたが、医療施設との連携に困難さを感じてい

た。学校保健、医療が連携しやすい体制を作る

必要がある。また、二次性徴抑制療法などの医

療的支援への認知度は低く、教員には医療的支

援への理解を深め、当事者や保護者への情報提

供を行い、医療施設につなげる役割を担っても

らう必要がある。 

学校における具体的対応、また、保護者への

対応などの中にも、教員が対応困難な内容が存

在しており、LGBT，特に性同一性障害/性別違

和に関する知識や経験を持つ医療・保健の専門

家が関与して、ガイドラインやマニュアルを作

成し、子どもと家族への支援、また、教職員へ

の支援を行うことが重要である。 

多くの教員が LGBT の児童・生徒の自殺企図

や自殺念慮，うつに関して医療施設と連携すべ

きであると回答していたが，医療施設との連携

に困難さを感じていた。一般教員がこのような

問題で，相談相手として，また，支援を期待し

ている存在として，養護教諭の役割は大きいと

考えられた。 

学校と医療が連携することで始まる二次性

徴抑制療法は，自殺念慮や自殺未遂，不登校な

どの防止することにつながると考えられるが，

教員の中には，知らない者，行ってほしくない

と考える者も高率に見られた。医療的な知識を

持って対応する養護教諭が説明できるための

情報提供などが必要である。 

全国の都道府県・政令指定都市教育委員会の

うち，約 6 割が LGBT に特化した教員研修を

行ったが，全教員のうち参加したのは平均 7%

と非常に低率であったとされる。このように

LGBT について関心のある教員や，人権教育担

当や養護教諭といった既に LGBT と関わりの

深い役職の教員しか参加しない状況が考えら

れる。ある程度の義務化を行う必要があると考

えられ，また，私達の制作している教材も含め

て，全教員がアクセスしやすく学習しやすい動

画コンテンツや教員向けの本などが有用であ

ると考えられる。 

「LGBT の子どもがライフプランを立てる

ことは必要である」と考える教員は高率であっ

たが，同時に「困難」と考える教員も高率であ

った。NHKによる2015年の調査結果によると，

LGBT 当事者で「子どもがいる」との回答は

5.6%であり，「子どもがいない」と回答した中

で「子どもが欲しい」との回答は半数以上であ

った。このように LGBT カップルは子どもを

持つことを望む人も多く，生殖医療を利用して

子どもを得ようと考える人も多いと考えられ

る。特にトランス女性の場合には，女性ホルモ
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ンを使用することで乏精子症になる可能性が

高く，その前に精子の凍結保存が必要である。 

LGBT の子どもにライフプランを立ててもら

うために必要だと思うことについて，今回の調

査では，LGBT に関する高い知識を持つ群では，

知識が低い群と比較して「保護者の理解」「保

護者向けの本」「世間の偏見がないこと」「校長

の理解」「外部講師」「人権担当の教員の協力」

「同性婚やパートナーシップ制度」「家庭科教

員の協力」との回答は有意に高率であった。 

LGBT の子どもも含めた子ども全体に，ライフ

プラン教育を行うためには，私達の制作したよ

うな本やマンガ冊子も含めた教材の提供が必

要であると考えるが，さらに保護者の理解や，

多職種の連携も必要である。さらに今後は，日

本社会の法や制度の整備も必要である（中塚）。 

（9）思春期の薬物メディア依存に関する研究:   

2020 年の調査が行われた時期は 7 月上旬であ

り、COVID-19 による長期休校が終わり、その

後の短縮授業などの期間を経て、授業が正常化

しようとしていたものの、部活動や行事は大き

な制約を受けていた時期でもある。各年度の比

較では、2020 年では、過年度よりも就寝時刻

がより遅く、インターネットやゲームの利用時

間は、平均してそれぞれ 60 分、30 分ほど延長

していた。またインターネット依存度も若干上

昇していた。利用しているインターネットデバ

イスの種類やコンテンツの種類も 2020 年のほ

うが増加傾向にあった。COVID-19 による生活

の変化がインターネットやゲームの利用状況

に影響を与えた可能性があろう。 

COVID-19 の流行により、人々の生活スタイ

ルは大きな影響を受けた。インターネット機器

は学習・コミュニケーション・娯楽などにさら

に必要不可欠なものになりつつあるのは事実

であろう。しかしながら、その依存的使用につ

いては十分留意すべきと考えられる。生徒・保

護者などを対象とした依存症予防教育・そして

依存状態となったときには治療的アプローチ

を行える医療機関の拡充が望まれる（中山）。 

（10）米国の小児保健体制の応用に関する検

討：ヘルススーパービジョン診察の実施形式を、

医療体制・医療保険の全く異なる本邦へそのま

ま導入することは不可能であり適切ではない。

しかし、現在の小児保健体制に、心理社会面の

リスク評価を含む包括的な一次予防の観点を

追加することは可能と考えられ、また追加を検

討すべきである。 

包括的な評価の視点を持つために、子どもを

中心として、親・家族、地域（コミュニティ）、

政策というレベルごとに SDH を考えるとよい。

臨床の現場では子ども本人の要因、親・家族の

要因は評価しやすく、健康指導等の介入もしや

すい。特に、貧困、食料不足、家庭内暴力とい

った諸問題は、顕在化しづらいが本邦でも確実

に存在し、積極的に評価すべきである。また、

それぞれの地域で頻度の高い健康課題・社会的

問題があれば、独自に質問項目を設けるとよい

だろう。 

SDH を含む心理社会面の評価と指導を提供

するための、「質問紙＋予期ガイダンス」の形

式のツールを開発し、乳幼児健康診査や一般診

療の場で効率的にリスク評価と情報提供がで

きるとよい。就学以降は学校健診と並行して、

医療者による個別の心理社会面の評価を少な

くとも年 1 回は行うことが理想であり、今後の

体制確立が必要である。言うまでもなく、医療

機関と校医・養護教諭・スクールカウンセラー

との連携は必須となる。このような体制を整え

るための財源の確保が大きな課題と考えられ

る。（阪下）。 

（11）小児の心身医学的健診と支援法に関する

研究：地域版ネウボラが先行して広がっている

日本において、日本版 Bright Futures は、就学

前は子育て世代包括支援センター、すなわち現

在ある日本版ネウボラと併存し、学童以降は学

校保健と協力しながら、それを引き継いで思春

期から成人までを引き受けるのが望ましい。 

自記式 Pediatric Symptom Checklist17 日本語

版の開発： JPSC17-Y を作成し、小・中学生
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を対象として JPSC17-Yの信頼性と妥当性の予

備的検討を行った。その結果、JPSC17-Y は、

研究者間で内容的妥当性を確認できた。小学

5,6 年生、中学 1,2,3 年生を対象として、再検査

信頼性は高く、さらに内的整合性も確認できた。

ゆえに JPSC17-Yは子どもの心理社会的問題を

持つ子どもを早期に発見するツールとなりう

ることが示唆された。 

今後、JPSC17-Y がスクリーニング機能を果た

すためにはカットオフ値の設定が必要である。

現在、心身症外来に通院する患者を対象とした

研究を進めており、2021 年の発表を予定して

いる（石崎）。 

（12）乳児健診における心雑音の病的意義の検

討： 保健所の乳幼児健診において心雑音は最

も頻度の高い精密検査票の発行の理由の１つ

であるが、３歳児健診のほぼ全例が無害性であ

った。心エコーで何らかの異常を認めても待機

的治療で十分な心房中隔欠損が中心であり、精

査加療を急ぐ先天性心疾患の診断契機となる

可能性は低いと考えられた（松裏）。 

（13）思春期の健康課題に関するアンケート調

査と Bio-psycho-social（BPS）モデルを用いた

思春期面接の試み：アンケート調査では、各回

答者群を分類する上で重要である質問を抽出

の上、重要度を計算した。これらの重要度より、

26 項目が選択された。これら 26 項目の質問を

用いて各回答者群を分類した場合の分類性能

の評価として、k 近傍法による層化抽出法を用

いた 10 分割交差検証により F 値を求めたとこ

ろ 0.80 であり、全質問を用いた場合の F値 0.86

と比較しても十分な性能と思われた。

Bio-psycho-social（BPS）モデルを用いた思春期

面接の試みに際し、問診票として下記の点に留

意をして作成した。 

・BSP モデルに配慮し、P（心理）と S（社会）

についての質問を含めることとした。学童期以

降の健診は、現在学校健診として集団で実施さ

れているが、主に身体面に注力された健診項目

となっており、心理的な課題や社会的な課題に

ついてのアプローチが十分ではない。面接を系

統的網羅的に行い、再現性を高めるためにもこ

うした問診票が有用であると考えられる。 

・問診の回答のしやすさに配慮した。我が国で

も過去にこうした問診票が作成され提唱され

たことがあるが（7）、項目数が約 50 項目であ

り記載に 10 分以上を要し、日常診療の中での

使用が広がらなった。今後の日常診療の中で

BSP の観点での診療を広げる上では、問診のし

やすさに重点をおいた。結果として、短時間で

問診票に簡単に記入が可能で、それを見ながら

簡便に問診や面接をすることができていると

考えられ、本問診票とその後の診察時にこの問

診票を元にした診療を行う方式については、十

分に実現性があると考えられ、事後のアンケー

トでも「忙しくなるのでしたくない」という回

答はなかった。（平岩、永光、岡） 

（14）我が国の小児保健医療の文献・データか

らの現状評価・課題の抽出に関する研究：

JMDCレセプトデータを用いた集計：JMDCレ

セプトデータやNDBレセプトデータから、傷

病名の出現数をカウントし、小児期の疾患別受

療状況を検討した。レセプトに記載されている

傷病名の出現数は、「急性上気道感染症」（全年

齢）や、「皮膚炎及び湿疹」（乳幼児期）、「口腔，

唾液腺及び顎の疾患」（学童期）、「眼筋，眼球

運動，調節及び屈折の障害 」（思春期）が上位

を占めた。この結果は、患者調査や学校保健統

計調査の結果と類似している。 

学校保健統計調査やレセプトデータを用いた

集計では、「口腔，唾液腺及び顎の疾患」 、「眼

筋，眼球運動，調節及び屈折の障害」の出現数

が多くなっており、学校健診での指摘が、眼や

歯の疾患の受診件数に影響していることも考

えられる。これに対して、学童期や思春期に向

けて、年齢とともに出現数の増加がみられた疾

患のうち、「精神及び行動の障害 」や「神経系

の疾患」といった精神疾患や機能性疾患に関し

ては、学校健診での検診項目に含まれておらず、

こうした疾患に関しては一次予防や早期発見
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を目的とした介入が行われていないことにな

る。 

厚生労働省の患者調査のデータを参照すると、

10 代の医療機関の受療率（全傷病対象）は、

他の年代に比べて非常に少ない。しかしながら、

精神保健上の問題は未治療期間が長くなるほ

ど、長期的な疾病負担が大きくなることも指摘

されている。眼科・歯科疾患や精神疾患など小

児期に年齢とともに増加する疾患は、成人期に

いたるまで長期にわたり影響を及ぼすもので

ある。学童期・思春期の年代を対象に、予防的

な視点から介入を行うことで、長期的な疾病負

担の減少につながる可能性もある（竹原）。 

 

Ｅ．結論 

(1) 日本版 Bright Futures の作成： 本研究

班で作成した日本版 Bright Futures の指針を

「乳児から思春期までのヘルススーパービジ

ョンのための指針」として引き続き HP にて公

開し、ダウンロードし現場で使用できる様にし

た。 

（http://todai-bright.hogepiyo.site/guideline） 

（2）乳幼児健康診査の身体診察マニュアルに

準拠した乳幼児健康診査体制： 改訂版マニュ

アルを用いて、集団の1歳6か月児健診及び3歳

児健診を行うことが可能である。診察項目をデ

ジタル化して入力することに支障はなく、安全

にデータ通信が可能である。（小枝）。 

（3）乳幼児健康診査における精度管理等デ

ータに関する研究： 乳幼児健診事業の精度管

理手法を実証的に検討するため、モデル地域に

おける股関節脱臼のスクリーニングの有所見

者の精度管理状況を把握し、有所見率 13.1%、

フォローアップ率 89.7%、発見率 2.5%、陽性

的中率 19.2%と算出された。これらの指標の値

は市町別に違いが認められ、その原因として股

関節開排制限と皮膚溝非対象の判定頻度の違

いが示唆された。 

モデル市町で得られた精度管理指標の集計

値は、股関節脱臼のスクリーニングの精度管理

を行う上で有用な根拠を提供する（山崎）。 

（4）思春期健診の社会実装化を目指した研究：  

思春期健診のインタビューマニュアルや、子ど

も用アンケート用紙等の資材を制作し、小規模

なパイロット介入を実施し、予防接種時の保健

指導（思春期健診）が可能であることを明らか

にした。今後の課題は、思春期健診の費用対効

果を評価すること、思春期健診のアウトカム評

価を行うことである。今後、健診による保健指

導の有用性が示された後に、地方自治体の健康

推進事業として制度化されることが期待され

る（永光）。 

（5）遅発性難聴の早期発見、インクルーシブ

教育を受ける思春期の難聴者の抱える問題に

関する研究:  遅発性難聴の疾患頻度は約0。

037％であり、先天性難聴の0。1％と比較する

と決して低いとは言えない。遅発性難聴児の約

60％がリスク因子を有している。診断契機が1

歳6か月、3歳健診である児は非常に少ない傾向

があり、健診充実の必要性が示唆される。思春

期の難聴者が健聴者とともにインクルーシブ

教育を受ける中で、授業での聞き取りの限界だ

けでなく、グループ学習や雑音下での聴取、日

常会話、人間関係での困難さといった多岐にわ

たる問題を有している。両側難聴だけでなく一

側性難聴例であっても医療と教育の連携を望

んでいる者は多い。福祉的対応や医療の適応の

再検討、教育的配慮の充実、加えて心理・社会

的支援体制の確立を、保健・医療・福祉・教育

での連携をもとに構築していくことは今後の

重要な課題である（片岡）。 

（6）乳幼児健診における視覚スクリーニング

の標準化と連携に関する研究： 乳幼児健診に

おける視覚スクリーニングの標準化と連携に

向けて、身体診察マニュアルに準拠した診察と

判定法の普及、新生児・乳児の視覚スクリーニ

ング法の作成に寄与することができた。 

 また視覚スクリーニング機器SVSの有用性

を検証し、連携のためのマニュアルの実証を行

った。  
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各種屈折検査を３歳児健診に導入するため

の新たなマニュアルを作成し2021年6月に発刊

予定である。屈折検査を全国に普及させるため

の礎を築いた（仁科）。 

（7）外部専門家による学校性教育の実践に

関する方法論に関する研究 ～性教育導入シ

ートおよび性教育方法ガイドの開発～：専門家

（外部講師）が学校の性教育携わる場合を想定

した基礎資料の開発をおこない、個別指導に向

けては「性教育導入シート」を開発し、集団指

導に向けては「性教育方法ガイド」の開発に取

り組んだ。成育医療等基本方針が閣議決定され、

新たな取り組みの1つに性教育も含まれた。医

学的・科学的に正しい知識の普及啓発には、対

象となる学校の子どもたちの理解や読解力が

重要で、配慮した資料開発を行ってきたが、発

達障害を含む、障害のある子どもを対象とした

性教育の大きな課題を残しており、性教育導入

シートや性教育方法ガイドの開発を迅速にお

こなっていく必要あると考えられた（松浦）。 

（8）LGBT、特に性同一性障害/性別違和の子

どもや関係者への情報提供についての研究：

LGBT、特に性同一性障害/性別違和当事者であ

る子どもや家族、教職員が現在、抱えている課

題を解決するためには、小児期～成人期に至る

切れ目のない情報提供、多職種による医療保健

体制を確立する必要がある。今回、明らかにな

った視点で、情報提供の内容、多職種による保

健活動・医療のガイドラインやマニュアル作り

を行うことが重要である。 

 LGBT，特に性同一性障害/性別違和当事者で

ある子どもや家族，教職員が現在，課題を抱え

ている課題を解決するためには，小児期～成人

期に至る切れ目のない情報提供，多職種による

医療保健体制を確立する必要がある。重要な役

割を担う養護教諭には，その特性を活かすこと

のできるデータを含む教材の提供が必要であ

る。 

性の多様性や LGBT に関する授業行うこと

は，児童・生徒全体に正しい理解を促すだけで

なく，LGBT の子どもが教員等に相談できるよ

う促すことにもなるため重要である。また，今

後はさらに進めて，LGBT の子どもがライフプ

ランを立てることへの支援も重要である。 

性の多様性に関する教育を始める時期は小

学校の早期からが望ましいが，教員が今すぐに

教育を始めるには知識や経験の不足によって

難しい現状である。教員の知識を補うための教

材の提供や専門家への相談ルートの整備が必

要である。また，教員養成課程においても取り

入れる必要がある（中塚）。 

（9）思春期の薬物メディア依存に関する研究:   

この3年間の研究において、「幼少からの習慣的

なゲーム使用は、その後のゲームの依存的使用

や、ゲーム時間の延長と強く関連すること」、

「（インターネット等利用に関する）依存症予

防教育を行っても、夏休み後にはインターネッ

ト利用時間が延長しがちであったこと」、「家庭

内のゲーム使用に関するルールの存在は、必ず

しもゲームの依存的使用には有効ではないこ

と」、「インターネットやゲームの依存的使用と

うつ状態は強く関連していること」、「2020年度

の休校明け（7月）には、過年度（6月）と比較

してインターネット・ゲーム利用時間が延長し

がちであった」などの新たな知見が得られた。

今後これらの知見を依存症予防教育に生かし

ていきたい（中山）。 

（10）米国の小児保健体制の応用に関する検

討： Bight Futures ガイドラインが推奨する一

予防を重視する姿勢を本邦にも採用すべきと

考えられた。そのために、簡便かつ効率的に心

理社会面・SDH の評価と予期ガイダンス提供

を可能とするツールの開発が必要である。就学

以降は一次予防的介入を実践できる体制確立

が必要である（阪下）。 

（11）小児の心身医学的健診と支援法に関す

る研究：日本版 Bright Futures は、就学前は子

育て世代包括支援センター、すなわち現在ある

日本版ネウボラと併存し、学童以降は学校保健

と協力しながら、それを引き継いで思春期から
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成人までを引き受けることが望ましい。また思

春期の健全な心身育成におい JPSC17-Yを用い

た心理社会的問題の早期発見、早期の支援が可

能である（石崎）。 

（12）乳児健診における心雑音の病的意義の検

討： 定期乳幼児健診において心雑音は最も頻

度の高い所見の１つであるが、大半が無害性で、

精査加療を急ぐ心疾患の診断契機となる可能

性は低い。身体症状に乏しくても慎重な経過観

察を要する症例があり、小児循環器専門医を一

度は受診することが望ましいと考えられた。こ

れらの症例の遠隔期予後を検証する必要があ

る（松裏）。 

（13）思春期の健康課題に関するアンケート調

査と Bio-psycho-social（BPS）モデルを用いた

思春期面接の試み： 思春期の健康課題に関す

るアンケート調査を行い、回答を分類すること

で、5 つの回答者群と、7 つの質問群を見出す

ことができた。各回答群における質問の重要度

を評価し、各群を特定する上で重要な質問を選

抜し、それによる分類性能が十分なものである

と評価でき、短縮版として利用できる可能性が

見いだせた。BPS モデルを意識した思春期の子

どもたちへの関わりの重要性は認識されてき

ているが、実際に使用可能なモデルがなく、課

題となっている。今回作成した問診票による面

接を一次医療機関で実施するモデルは、実現可

能性のあるモデルであることが明らかとなっ

た。今後、こうした取り組みにより、実際に子

どもたちに対しどの様な変化、特に Health 

literacy の観点からの効果の検証などが必要で

あると考えられる。（平岩） 

（14）我が国の小児保健医療の文献・データか

らの現状評価・課題の抽出に関する研究：

JMDCレセプトデータを用いた集計：レセプト

データは、全国・全疾患を対象としており、小

児期の介入すべき健康課題を、包括的に把握す

る上で、有力な資料の一つになると考えられる。

早期支援・早期発見の重要性は、身体的・精神

的・社会的、どの健康課題にも共通しており、

子どもの健康課題を包括的に支援する体制構

築が必要である。子どもの心身の健やかな成長

発達を支えるために、これらの資料を活用し、

各年齢における成長段階に応じた健康課題を

適切に把握することで、予防的な視点からの支

援が求められる（竹原）。 
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172. 江口珠美，中塚幹也：性同一性障害当事者

における医療機関での工夫．GID学会雑誌

13：89-96，2020． 

173. 中塚幹也：No.2-1 LGBTと自殺、社会的養

護、家族形成：はじめに．保健指導リソー

スガイドWEB版，2020．

http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/0

15/004/-no1-3.php 

174. 中塚幹也：No.2-2 LGBTと自殺、社会的養

http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-3.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-3.php
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護、家族形成：自殺への対策．保健指導リ

ソースガイドWEB版，2020．

http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/0

15/004/-no1-4.php 

175. 中塚幹也：No.2-3 LGBTと自殺、社会的養

護、家族形成：児童養護施設での対応．保

健指導リソースガイドWEB版，2020．

http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/0

15/004/-no1-5.php 

176. 中塚幹也：No.2-4 LGBTと自殺、社会的養

護、家族形成：里子・里親、特別養子縁組．

保健指導リソースガイドWEB版，2020．

http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/0

15/004/-no1-6.php 

177. 中塚幹也：No.2-5 LGBTと自殺、社会的養

護、家族形成：第3者の関与する生殖医療．

保健指導リソースガイドWEB版，2020．

http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/0

15/004/-no1-7.php 

178. 中塚幹也：No.2-6 LGBTと⾃殺、社会的養

護、家族形成：ライフプランを持つには．

保健指導リソースガイドWEB版，2020．

http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/0

15/004/-no1-8.php 

179. 石崎優子、古川恵美、岩坂英巳  

フィンランドの子どもの医療・福祉・教育

から学ぶ. 第1回連載開始にあたって～

フィンランド視察とユヴァスキュラ・日本

国際カンファレンスの概要～．チャイルド

ヘルス． 23：196-199, 2020. 

 

2．学会発表 

1. 山崎嘉久、佐々木渓円、新美志帆、山縣然

太朗、秋山千枝子：乳幼児健康診査事業に

対する数値評価について 第 64 回日本小

児保健協会学術集会. 大阪市. 2018 年 6 月 

2. 山崎嘉久、中根恵美子、加藤直実、小澤敬

子、山本由美子、前野佐都美、平澤秋子：

乳幼児健康診査における乳児股関節脱臼

のスクリーニングに対する精度管理のあ

り方. 第 64 回東海公衆衛生学会. 津市. 

2018 年 7 月 

3. 澤村健太、金子浩史、岩田浩志、北村暁子、

服部義：乳児股関節脱臼早期診断にむけた

当センターの取り組み. 第 34 回東海小児

整形外科懇話会. 名古屋市. 2019 年 2 月 

4. 永光信一郎．小児神経科医が知っておくべ

き思春期神経発達症・心身医学．第 60 回

日本小児神経学会学術集会 2018.5.31(千

葉) 

5. 永光信一郎．親子の心の診療に携わる人材

を育成していくために．第 119 回日本小児

精神神経学会 2018.6.10（東京） 

6. 永光信一郎．親子の心の診療のための多職

種連携．(特別企画 演者)  第 121 回日

本小児科学会学術集会 2018.4.22(福岡) 

7. Ishii R, Nagamitsu S, et al. Adverse factors 

affecting sleep in children and validation the 

Children’s Sleep Habit Questionnaire – 

Japanese version．2018 Pediatric Academic 

Societies Meeting 2018.5.5(トロント) 

8. Shimomura G, Nagamitsu S, et al. 

Association between problematic behaviors 

and individual/environmental factors for a 

difficult child．2018 Pediatric Academic 

Societies Meeting 2018.5.5(トロント) 

9. Nagamitsu S, Fukai Y, Uchida S, et al. 

Validation Study of a Novel Childhood Eating 

Disorder Outcome Scale for Outcomes at a 

12-Month Follow-Up．AACAP's 65th Annual 

Meeting 2018.10.24(シアトル) 

10. Yuge K,,,,Nagamitsu S et al. Explore 

evaluation methods of treatment efficacy on 

spinal muscular atrophy．International Child 

Neurology Congress Mumbai 2018 

2018.11.15(ムンバイ) 

11. 永光信一郎．思春期の希死念慮に影響を与

える因子の解析 ―中高生 2 万人のアン

ケート調査から―  第 59 回日本心身医

http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-4.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-4.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-5.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-5.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-6.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-6.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-7.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-7.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-8.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-8.php
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学会総会ならびに学術講演会 

2018.6.9(名古屋) 

12. 永光信一郎．思春期やせ症アウトカムスケ

ールの開発．第 37 回日本思春期学会．

2018.8.18（東京） 

13. 永光信一郎、作田亮一、岡田あゆみ、石井

隆大、山下裕史朗．思春期健診とモバイル

テクノロジーを活用した思春期ヘルスプ

ロモーションに関する研究．第 36 回日本

小児心身医学会学術集会 2018.9.7（さい

たま） 

14. 永光信一郎、村上佳津美、小柳憲司、岡田

あゆみ、山崎知克、関口進一郎、石井隆大、

松岡美智子、山下裕史朗．ライフステージ

から見た親子の心の診療のための多職種

連携に関する研究．第 36 回日本小児心身

医学会学術集会 2018.9.7（さいたま） 

15. 石井隆大、永光信一郎、山下裕史朗．子ど

もの心の診療体制について 多職種との

連携 10 年の軌跡．第 36 回日本小児心身

医学会学術集会 2018.9.7（さいたま） 

16. 石井隆大、永光信一郎、井上建、大谷良子、

作田亮一、松石豊次郎、山下裕史朗．子ど

もの睡眠習慣質問票－日本語版－の標準

化研究とその分析．第 36 回日本小児心身

医学会学術集会 2018.9.8（さいたま） 

17. 須田正勇．5 歳児の睡眠習慣が行動・認

知・習癖に及ぼす影響について．第 121

回日本小児科学会学術集会 2018.4.20 (福

岡) 

18. 石井隆大．久留米大学病院 子どもの心の

クリニック 10 年の軌跡．第 121 回日本小

児科学会学術集会 2018.4.21(福岡) 

19. 石井隆大．起立性調節障害の睡眠ポリグラ

フィーを用いた新たなアプローチ．第 60

回日本小児神経学会学術集会 2018.6.1(千

葉) 

20. 石井隆大、山下大輔、須田正勇、弓削康太

郎、石原潤、高木裕吾、水落建輝、永光信

一郎、山下裕史朗．特発性脊柱側弯症を伴

った摂食障害の一例．第 14 回 日本小児

心身医学会九州沖縄地方会 2018.3.18(沖

縄) 

21. 山下大輔、石井隆大、千葉比呂美、永光信

一郎、山下裕史朗、日本小児心身医学会摂

食障害ワーキンググループ．日本語版小児

摂食態度調査票（ChEAT-26）―神経性や

せ症と回避・制限性食物摂取症との比較か

ら用途を考える―．第 14 回 日本小児心

身医学会九州沖縄地方会 2018.3.18(沖

縄) 

22. 永光信一郎､酒井さやか､山下美和子､下村

豪､須田正勇､石井隆大､弓削康太郎､山下

裕史朗．周産期メンタルヘルスにおける小

児科医の役割について．第 14 回 日本小

児心身医学会九州沖縄地方会 

2018.3.18(沖縄) 

23. 永光信一郎．親子の心の診療のための多職

種連携に関する調査研究報告 ―行政・精

神科・小児科・産婦人科の連携― 第 29

回九州・沖縄社会精神医学セミナー

2018.1.13（福岡） 

24. 永光信一郎．思春期の子どもの理解を深め

よう～話さない息子よ、娘よ、何を考えて

るの？～ 久留米大学高次脳疾患研究所

第 16 回市民公開講座 2018.3.3(久留米) 

25. 永光信一郎．思春期の保健課題と心身症に

ついて 平成 30 年度八女筑後地区学校保

健会総会特別講演 2018.6.13（八女） 

26. 永光信一郎．思春期の心身の発達と保健課

題について．筑豊子ども問題研究会．

2018.6.15 (飯塚) 

27. 永光信一郎．思春期健診、思春期アプリ等

を活用した思春期のヘルスプロモーショ

ンの向上を目指す介入研究について久留

米市思春期保健意見交換会 2018.7.27（久

留米市） 

28. 永光信一郎．小児科医・産婦人科医・精神

科医・心療内科医のための親子の心の診療

マップ．久留米精神科医会学術講演会．
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2018.10.1(久留米) 

29. 永光信一郎．周産期から子育て世代の切れ

目のない支援．平成 30 年度 第 1 回『筑

後かかりつけ医・産業医と精神科医連携研

修』．2018.10.16(久留米) 

30. 永光信一郎．思春期の保健課題の克服～中

高生 2 万人のアンケート調査から．日本小

児科医会 第 18 回思春期の臨床講習会．

2018.11.4(東京) 

31. 永光信一郎．思春期の子どもの理解を深め

よう～話さない息子よ、娘よ、何を考えて

るの？～．平成 30 年度日田市家庭教育講

演会．2018.11.16(大分) 

32. 永光信一郎．思春期の親子のかかりつけ医

制度に向けて．大牟田小児科医会講演会．

2018.11.28(大牟田) 

33. 片岡 祐子，菅谷 明子，前田幸英，假谷 

伸，西﨑 和則.新生児聴覚スクリーニン

グでパスした後に発見された難聴児の検

討.第 119 回日本耳鼻咽喉科学会総会・学

術講演会.横浜.2018 

34. 片岡 祐子，菅谷 明子，前田幸英，假谷 

伸，西﨑 和則.視覚情報優位を呈し就学

機関の決定に難渋した中等度難聴の 1 例.

第 13 回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・学

術講演会.兵庫.2018 

35. 片岡 祐子，菅谷 明子，前田幸英，假谷 

伸，西﨑 和則.乳幼児期に発見された両

側遅発性難聴例の検討.第 63回日本聴覚医

学会総会・学術講演会.兵庫.2018 

36. 中塚幹也：<シンポジウム>「性同一性障

害診療を取り巻く課題と今後の展望」第

114 回 日本精神神経学会 委員会シンポ

ジウム 12 性同一性障害／性別違和をめ

ぐる最近の動向 〜歴史的な変遷を踏ま

えて〜．平成 30 年 6 月 21～23 日．神戸国

際会議場／神戸国際展示場／神戸ポート

ピアホテル． 

37. 中塚幹也：<理事長講演>「GID 学会の現

況と提言」GID（性同一性障害）学会第２

１回研究大会．に 3 月 23～24 日．岡山県

医師会館 

38. 中塚幹也：<講演>「性別適合手術の保険

適用：安全性と有効性の担保に向けての取

り組み」第 61 回⽇本形成外科学会総会・

学術集会 特別パネルディスカッション

4 性別適合手術に対する保険適用―これ

までの流れと今後の課題―．平成 30 年 4

月 11～ 13 日．ホテルニューオータニ博

多・電気ビル（共創館・本館）． 

39. 中塚幹也：<講演>「性別適合手術の保険

適用と性同一性障害特例法の現状と課題

について」LGBT（性的少数者）に関する

課題を考える議員連盟 総会．平成 30 年 4

月 20 日．衆議院第１議員会館 

40. 中塚幹也：<講演>「LGBT の基礎知識と職

場での課題」．第 91 回日本産業衛生学会 

教育講演 5．平成 30 年 5 月 16～19 日．熊

本市民会館 1F 大ホール． 

41. 中塚幹也：<講演>「LGBT の基礎と学校に

おける子どもへの対応」．平成 30 年度中国

地区学校保健・学校医大会．平成 30 年 8

月 19 日．島根県松江市 サンラポーむら

くも． 

42. 中塚幹也：<講演>「ＬＧＢＴの理解と支

援について」．平成 30 年度 三原市学校保

健会総会．平成 30 年 8 月 24 日．三原市役

所城町庁舎． 

43. 中塚幹也：<講演>「LGBT の基礎知識と医

療的支援」．第 49 回日本看護学会一ヘルス

プロモーションー学術集会 ランチタイ

ムミニレクチャー．平成 30 年 9 月 20 日．

岡山コンベンションセンター． 

44. 中塚幹也：<講演>「LGBT の基礎知識と医

療の実際」．第 59 回日本母性衛生学会 教

育講演 1．平成 30 年 10 月 19～20 日．新

潟コンベンションセンター（朱鷺メッセ）． 

45. 中塚幹也：<講演>「LGBT の基礎知識と性

同一性障害診療の実際」．平成 30 年度 香
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川県医学会．平成 30 年 10 月 21 日．香川

県善通寺市市民会館． 

46. 中塚幹也：<講演>「LGBT を理解し伝える

ために」岡山県中学校教育研究会 人権教

育部会 第 33 回 研究発表大会．平成 30

年 11 月 9 日．建部町文化センター． 

47. 中塚幹也：<講演>「LGBT 当事者と「生殖

医療で子どもを持つこと」全国調査２０１

6，および，性同一性障害当事者への調査

から」．岡山大学大学院保健学研究科 第

10 回 生と死の倫理シンポジウム 様々な

家族のカタチ「LGBT と家族形成」．平成

30 年 12 月 22 日．岡山大学鹿田キャンパ

ス 臨床第 1 講義室 

48. 新井富士美、中塚幹也：<一般演題>「思

春期の性同一性障害当事者に対する二次

性徴抑制療法と反対の性ホルモン治療 」

第 70 回日本産科婦人科学会．平成 30 年 5

月 10～13 日．仙台国際センター 

49. 服部瑠衣,石岡洋子，片岡久美恵,中塚幹

也：<一般演題>「学校における性同一性

障害の子どもへの対応と医療との連携」．

第 59 回日本母性衛生学会．平成 30 年 10

月 19～20 日．新潟コンベンションセンタ

ー（朱鷺メッセ）． 

50. 瀬尾奏衣，広保沙紀，平千紘，安村朋姫，

舟田瑞希，山本友里恵，石岡洋子，片岡久

美恵，中塚幹也：<一般演題>「性同一性

障害当事者における「特別養子縁組」や「生

殖医療」により子どもを持つことへの意

識」．第 59 回日本母性衛生学会．平成 30

年 19～20 日．新潟コンベンションセンタ

ー（朱鷺メッセ）． 

51. .南原あかり，細木菜々恵，田﨑史子，片

岡麻美，千葉智美，為定春奈，中塚幹也：

<一般演題>「LGBT に関する高校生，大学

生の知識と意識」 第 59 回日本母性衛

生学会．平成 30 年 10 月 19～20 日．新潟

コンベンションセンター（朱鷺メッセ）． 

52. 細木菜々恵，田﨑史子，為定春奈，片岡麻

美，南原あかり，千葉智美，中塚幹也：<

一般演題>「「卵子提供により子どもを持つ

こと」に対する大学生の意識」．第 59 回日

本母性衛生学会．平成 30 年 10 月 19～20

日．新潟コンベンションセンター（朱鷺メ

ッセ）． 

53. 須崎かな，難波瑞穂，高橋麻友，東田明日

香，中塚幹也：<一般演題>「性の多様性

と家族形成への意識」．岡山県母性衛生学

会．平成 30 年 10 月 27 日．岡山県看護会

館 

54. 難波瑞穂，須崎かな，高橋麻友，東田明日

香，中塚幹也：<一般演題>「トランスジ

ェンダー当事者の部活動またはサークル

活動」に対する大学生の意識」．岡山県母

性衛生学会．平成 30 年 10 月 27 日．岡山

県看護会館． 

55. 岡明 みんなで創るこれからの小児保健 

次世代の成育に向けて 第 66 回日本小児

保健協会学術集会 2019 年 6 月 21 日、東

京  

56. 岡明 発達障害と愛着障害 第 7 回東京

小児行動療法研究会 令和 2 年 2 月 11 日 

東京 

57. 平岩幹男 幼児期の発達障害をめぐって 

第 66 回小児保健協会学術集会 2019 年 6

月 21 日 東京 

58. 平岩幹男 発達障害：成人期の自立を目指

す 第 66 回小児保健協会学術集会 2019

年 6 月 22 日 東京 

59. 永光信一郎. 『 君を知ってる？』 ～思春

期健診と思春期アプリによるヘルスプロ

モーション～ 平成 30 年度 AMED 脳と心

の研究課一般市民向け公開シンポジウム 

脳とこころの研究 第四回公開シンポジウ

ム テーマ「脳とこころの発達と成長」 

2019.3.2（東京） 

60. 永光信一郎．思春期の親子のかかりつけ医

制度を目指して．第 29 回日本外来小児科

学会年次集会 2019.9.1(福岡) 
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61. 永光信一郎．子どものこころにどう触れ

る？～誰もができる心身症治療．子どもの

状態を客観的に把握する～検査の進め方

とQTAの利用 第122回日本小児科学会学

術集会2019.4.19(金沢) 

62. 永光信一郎. 生老病死と心身医学1 子ど

もの心とからだ ―親子の心の診療と思

春期― 第2回日本心身医学会合同集会心

身医学会 2019.11.17（大阪） 

63. Kotaro Yuge, Yukako Yae, Aiko Isooka, Ryuta 

Ishii, Shinichiro Nagamitsu, Kazuhiro Iwama, 

Naomichi Matsumoto ,Toyojiro Matsuishi, 

Yushiro Yamashita．A novel USP8 mutation 

causes Rett syndrome-like phenotypes in a 

Japanese boy．15th Asian Oceanian Congress 

of Child Neurology (AOCCN 2019)．

2019.9.20 Malaysia 

64. Yukako Yae, Kotaro Yuge, Aiko Isooka, 

Masao Suda, Ryuta Ishii, Takashi Ohya, 

65. Shinichiro Nagamitsu, Naoki Hashizume, 

Motomu Yoshida, Minoru Yagi, Yushiro 

Yamashita． Bioelectrical impedance 

analysis is a good method of treatment 

efficacy on spinal muscular atrophy: A pilot 

study．15th Asian Oceanian Congress of Child 

Neurology (AOCCN 2019)．2019.9.20 

Malaysia 

66. 永光信一郎、岡田あゆみ、小柳 憲司、山

崎 知克、村上佳津美．小児特定疾患カウ

ンセリング料の適応拡大に向けた実態調

査（秋のアンケート）．第 37 回日本小児心

身医学会学術集会 2019.9.14(広島) 

67. 永光信一郎、松岡美智子、千葉比呂美、石

井 隆大、岡田あゆみ、小柳 憲司、山崎 

知克、村上佳津美、山下裕史朗．親子の心

の診療マップ（女性版・子ども版・親版）

の作成―「気づき」と「つなぐ」―．第

37 回日本小児心身医学会学術集会 

2019.9.13(広島) 

68. 石井隆大、永光信一郎、石井潤、坂口廣高、

水落建輝、山下裕史朗．治療経過中に門脈

ガス血症を来した摂食障害の 2 例．第 506

回日本小児科学会福岡地方会例会 

2019.10.12(福岡) 

69. 永光信一郎. 親子の心の診療マップ ー多

職種の連携を目指してー50 回北九州子ど

ものこころ懇話会 2019.5.10（北九州） 

70. 永光信一郎．不登校児童・生徒の対応の支

援．三瀦郡学校保健会研修会 

2019.6.12(福岡） 

71. 永光信一郎．思春期の子どものこころの特

徴と問題：より良い対応を目指して．第

25 回日本医学会公開フォーラム 

2019.6.15(東京) 

72. 永光信一郎. 親子の心の診療マップ（女

性版・子ども版・親版）ティーンズ健診令

和元年度久留米市思春期意見交換会

2019.7.26（久留米） 

73. 永光信一郎. 児童虐待の現状と予防への

取り組について 小児科医の立場から 10

ポイントレッスン 令和元年度第１回『筑

後かかりつけ医・産業医と精神科医師連携

研修』2019.10.15（久留米） 

74. 永光信一郎. 合併症・：副作用に着目した

ADHD 薬物治療(チックなど)．ADHD 

Symposium 2019 in Kobe 2019.11.10(神

戸) 

75. 永光信一郎．思春期のヘルスプロモーショ

ン～誰が、いつ、何をどのように関わる

か？～． 

76. 令和元年度（第 66 回）福岡県小児保健研

究会・母子保健関係者研修会 

2019.12.7(久留米) 

77. 永光信一郎. 子どもの心の問題 小児精

神神経疾患と心身症. 産業医科大学医学

部講義 成長と発達１（小児科学）

2019.12.10（折尾） 

78. 永光信一郎．思春期のヘルスプロモーショ

ン ～小児科医による思春期健診の社会

実装化を目指して～．山口県小児科医会学
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術講演会 2019.12.15(山口) 

79. 片岡祐子,菅谷明子,前田幸英,假谷伸,西﨑

和則,爆発事故が原因と考えられた急性内

耳障害例.第 120 回日本耳鼻咽喉科学会総

会・学術講演会.大阪.2019 

80. 片岡祐子,菅谷明子,前田幸英,假谷伸,西﨑

和則.思春期の一側性難聴児の学校生活に

おける問題の検討.第 29回日本耳科学会総

会・学術講演会.山形.2019 

81. 片岡祐子,菅谷明子,中川敦子,問田直美, 前

田幸英,假谷 伸,西﨑和則.思春期の難聴者

が抱える問題に関する質問紙調査調査.第

64 回日本聴覚医学会総会・学術講演会,大

阪,2019 

82. 菅谷明子.カタカナ書字困難に対する介入

を行った軽度難聴児の1例第120回日本耳

鼻咽喉科学会総会・学術講演会.大阪.2019 

83. 中塚幹也：<パネルディスカッション>「多

様な性を認め合う社会を実現するために

今私たちができることとは？」．岡山弁護

士会 2019 年度 憲法記念県民集会「知

ってる？LGBT 多様な性を認め合う社

会を目指して」．令和 1 年 5 月 11 日～令和

1 年 5 月 11 日．山陽新聞社本社ビル 1 階 

さん太ホール． 

84. 中塚幹也：<講演>「ＬＧＢＴの基礎知識

と学校における子どもへの対応」．安佐学

校保健会総会．令和 1 年 5 月 23 日～令和

1 年 5 月 23 日．安佐医師会館． 

85. 中塚幹也：<講演>「性教育で知っておく

べきＬＧＢＴQの基礎知識」．2019年度 岡

山 SRH 研究会セミナー「性教育で知って

おくべき新しい知識」．令和 1 年 5 月 26

日～令和 1年 5月 26日．岡山中央病院 セ

ミナー室． 

86. 中塚幹也：<講演>「生と性のつながり：

その多様性」．中国学園大学 中国学園短期

大学 性教育講演会．令和 1 年 6 月 12 日～

令和 1 年 6 月 12 日．中国学園大学 中国学

園短期大学． 

87. 中塚幹也：<講演>「トランスジェンダー/

性同一性障害(性別不合)」．厚労科学研究 

日本版 Bright Futures 第１回班会議．令和

1 年 6 月 16 日～令和 1 年 6 月 16 日．東京

大学医学部附属病院． 

88. 中塚幹也：<講演>「ＬＧＢＴの基礎知識：

トランスジェンダーの子どもへの対応」．

静岡県田方地区学校保健会総会．令和 1

年 6 月 20 日～令和 1 年 6 月 20 日．田方教

育会館． 

89. 中塚幹也：<講演>「LGBT とは？私たちに

できること」．倉敷市男女共同参画センタ

ー講演会．令和 1 年 6 月 22 日～令和 1 年

6 月 22 日．倉敷市男女共同参画推進セン

ター 

90. Mikiya Nakatsuka：<講演>「Situations 

surrounding transgenders in Japan」．第 29 回

日本女性心身医学会研修会 日韓合同企

画：JSPOG-KSPOG Joint Symposium．令和

1 年 6 月 29 日～令和 1 年 6 月 30 日．杏林

大学 井の頭キャンパス． 

91. 中塚幹也：<講演>「LGBT の基礎と医療施

設での対応」．香川県立中央病院 職員研修

会 臨床倫理研修．令和 1 年 7 月 5 日～令

和 1 年 7 月 5 日．香川県立中央病院． 

92. 中塚幹也：<講演>「性同一性障害の子ど

もへの支援：小児科スタッフが知っておく

べきこと」．日本小児科学会山口地方会・

山口県小児科医会合同総会・特別講演．令

和 1 年 8 月 4 日～令和 1 年 8 月 4 日．ANA

クラウンプラザホテル宇部． 

93. 中塚幹也：<講演>「LGBT の基礎知識と企

業が考えること」．岡山県産業保健総合支

援センター 産業保健研修会 ．令和 1 年 8

月 22 日～令和 1 年 8 月 22 日．岡山産業保

健総合支援センター． 

94. 中塚幹也：<講演>「「性別違和」のある児

童生徒への支援」．京都府総合教育センタ

ー 人権教育講座Ⅰ．令和 1 年 8 月 23 日～

令和 1 年 8 月 23 日．京都府総合教育セン
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ター． 

95. 中塚幹也：<講演>「LGBT/SOGI の基礎知

識：地域や学校における対応と医療との連

携」．高知県 思春期保健に関わる支援者等

研修会．令和 1 年 9 月 5 日～令和 1 年 9

月 5 日．高知県立塩見記念青少年プラザ． 

96. 中塚幹也：<講演>「性同一性障害診療の

実際と産婦人科医」．第 20 回日本内分泌学

会中国支部学術集会・JEＳ We Can  （男

女共同参画推進委員会） 共同企画 パネ

ルディスカッション 「トランスジェンダ

ーと内分泌」．令和 1 年 9 月 7 日～令和 1

年 9 月 7 日．岡山国際交流センター． 

97. 中塚幹也：<講演>「LGBT の基礎と病院で

の対応」．医療法人社団清和会 笠岡第一病

院 倫理研修会．令和 1 年 9 月 11 日～令

和 1 年 9 月 11 日．医療法人社団清和会 笠

岡第一病院． 

98. 中塚幹也：<講演>「GID(性同一性障害）

学会の活動～トランスジェンダーと就労

の課題：自治体・企業のできること～」．

2019 年度 厚生労働省委託事業 職場に

おけるダイバーシティ推進事業 ヒアリン

グ．令和 1 年 9 月 19 日～令和 1 年 9 月 19

日．ビジョンセンター東京駅前． 

99. 中塚幹也：<講演>「ＬＧＢＴ/ＳＯＧＩ：

大学ができること」．大阪大学 SOGI セミ

ナー「あなたもその一人 多様性を受け入

れるとは」～個性を発揮し一人ひとりが活

躍できる大学に～．令和 1 年 9 月 26 日～

令和 1 年 9 月 26 日．大阪大学コンベンシ

ョンセンター． 

100. 中塚幹也：<講演>「ＬＧＢＴについて理

解を深める ～ 学校としてすべきこと～」．

令和元年度 静岡県高等学校・特別支援学

校保健主事研修会．令和 1 年 9 月 27 日～

令和 1 年 9 月 27 日．総合教育センター あ

すなろ． 

101. 中塚幹也：<講演>「性教育の中で伝える

こと：ライフプランや性の多様性など新た

な課題に対応するには」．兵庫県 性に関す

る指導・エイズ教育研修会．令和 1 年 9

月 28 日～令和 1 年 9 月 28 日．兵庫県県民

会館． 

102. 中塚幹也：<講演>「性別違和の身体的治

療やその問題点、家族」．GID（性同一性

障害）学会 第 11 回エキスパート研修会．

令和 1 年 10 月 5 日～令和 1 年 10 月 5 日．

鹿児島市医師会館 大会議室． 

103. 中塚幹也：<講演>「第 2 部：LGBT/SOGI

の基礎知識」．宮崎県人権啓発活動協働推

進事業 宮崎産業経営大学法学部人権講

座「セクシャル・マイノリティの人権につ

いて考える」．令和 1 年 10 月 5 日～令和 1

年 10 月 5 日．宮崎産業経営大学． 

104. 中塚幹也：<講演>「第 3 部：LGBT を取り

巻く社会の課題」．宮崎県人権啓発活動協

働推進事業 宮崎産業経営大学法学部人

権講座「セクシャル・マイノリティの人権

について考える」．令和 1 年 10 月 5 日～令

和 1 年 10 月 5 日．宮崎産業経営大学． 

105. 千葉智美，細木菜々恵，石岡洋子，片岡久

美恵，中塚幹也：<一般演題>「トランス

ジェンダー当事者の部活動またはサーク

ル活動」に対する大学生の意識」．第 60

回日本母性衛生学会総会・学術集会．令和

1 年 10 月 12 日～令和 1 年 10 月 13 日．ヒ

ルトン東京ベイ． 

106. 千葉智美，細木菜々恵，石岡洋子，片岡久

美恵，中塚幹也：<一般演題>「大学生に

おける「性の多様性」「LGBT 家族形成」

への意識」．第 60 回日本母性衛生学会総

会・学術集会．令和 1 年 10 月 12 日～令和

1 年 10 月 13 日．ヒルトン東京ベイ． 

107. 細木菜々恵，千葉智美，長谷部薫，高田茉

奈，高野みのり，石岡洋子，片岡久美恵，

中塚幹也：<一般演題>「LGBT 当事者が生

殖医療で子どもを持つことへの意識：産婦

人科施設代表者への全国調査から」．第 60

回日本母性衛生学会総会・学術集会．令和
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1 年 10 月 12 日～令和 1 年 10 月 13 日．ヒ

ルトン東京ベイ． 

108. 中塚幹也：<講演>「LGBT と生殖医療」．

生殖医療サポーターの会 OKAYAMA 第

124 回 定期ミーティング．令和 1 年 10

月 17 日～令和 1 年 10 月 17 日．岡山大学

医学部保健学科． 

109. 中塚幹也：<講演>「「生殖・妊娠・子育て・

ＬＧＢＴ」関連の技能集団形成プロジェク

ト」．岡山大学創立７０周年記念事業企

画・ホームカミングデイ 2019 in 鹿田 岡

山大学大学院保健学研究科オープンフォ

ーラム 2019．令和 1 年 10 月 26 日～令和 1

年 10 月 26 日．岡山大学 J ホール． 

110. 中塚幹也：<講演>「LGBT の基礎知識と子

どもへの対応」．令和元年度 香川県 LGBT

等に関する教職員研修会．令和 1 年 10 月

29 日～令和 1 年 10 月 29 日．サンポート

ホール高松． 

111. 中塚幹也：<講演>「性教育で何を話すの

か？」．「妊娠中からの母子支援」即戦力育

成プログラム 19 第 25 日「「性教育」を

創る」．令和 1 年 11 月 7 日～令和 1 年 11

月 7 日．岡山大学医学部保健学科． 

112. 中塚幹也：<シンポジウム>「性同一性障

害/性別違和/性別不合と家族形成：結婚子

どもそしてライフプラン」．第 64 回日本生

殖医学会学術講演会．令和 1 年 11 月 7 日

～令和 1 年 11 月 8 日．神戸国際会議場、

神戸国際展示場． 

113. 中塚幹也：<講演>「自治体職員が知って

おきたい LGBT の基礎知識」．岡山市職員

研修会 LGBT 支援者（アライ）の見える

化のための研修．令和 1 年 11 月 12 日～令

和 1 年 11 月 12 日．岡山市勤労者福祉セン

ター． 

114. 中塚幹也：<講演>「自治体職員が知って

おきたい LGBT の基礎知識」．岡山市職員

研修会 LGBT 支援者（アライ）の見える

化のための研修．令和 1 年 11 月 13 日～令

和 1 年 11 月 13 日．岡山市勤労者福祉セン

ター． 

115. 中塚幹也：<講演>「トランスジェンダー

の子どもの封じ込める体験と学校での対

応」．教育現場をサポートする LGBT 関連

セミナーin 岡山．令和 1 年 12 月 5 日～令

和 1 年 12 月 5 日．岡山コンベンションセ

ンター． 

116. Ishizaki, Y. & Furukawa, E. Difficulties to 

raise  adopted children, desirable 

pediatrician’s support,  and management of 

children’s health records -    Neuvola vs. 

Bright Futures. Japan-Jyväskylä  Foster 

Parents Research Conference. Aug. 29, 2019, 

Jyväskylä, Finland 

117. 岡明 切れ目のない小児思春期の Health 

Supervision への展望―小児医療のすそ野

として 第 112 回慈恵医大小児医学研究

会 2020 年 7 月 11 日 東京 

118. 岡明 小児てんかんの治療と QOL 福岡

小児科セミナー 2021 年 2 月 19 日 （福

岡 Web） 

119. 永光信一郎．思春期健診と CBT アプリに

よる思春期ヘルスプロモーション 第 38

回日本小児心身医学会学術集会 

2020.9.11（久留米 Web） 

120. Nagamitsu S, Horikoshi M, Sakashita K, 

Sakuta R, Okada A, Matsuura K, Kakuma T, 

Yamashita Y．Effectiveness of health 

promotion interventions for adolescents using 

healthcare visits and a smartphone cognitive 

behavior therapy application: A randomized 

controlled trial．American Academy of Child 

and Adolescent Psychiatry (AACAP)’s 67th 

Annual Meeting 2020.10.19（San Francisco 

Web） 

121. 永光信一郎，江崎光世，末田遼，石井隆大，

酒井さやか，山下大輔，阪下和美，岡田あ

ゆみ，北島翼，作田亮一，山下裕史朗．思

春期ヘルスプロモーションスケールの標
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準化研究．第 123 回日本小児科学会学術集

会 2020.8.23（神戸 Web） 

122. 永光信一郎，松岡美智子，石井隆大，山下

裕史朗．親子の心の診療を支える親子向け

アプリ政策に関する研究～子どもと親の

ためのヒーロー図鑑 心を支えてくれる

ヒーローたち～．第 38 回日本小児心身医

学会学術集会 2020.9.12（久留米 Web） 

123. 松岡美智子，石井隆大，永光信一郎．精神

疾患患者の子ども支援としての心理教育

ツールの作成に関する研究と，研究を始め

る契機となった症例．第 38 回日本小児心

身医学会学術集会 2020.9.12(久留米

Web) 

124. 石井隆大，永光信一郎，山下大輔，山下裕

史朗．治療に難渋した摂食障害の 1 例 知

的障害を合併した小学校低学年の摂食障

害．第 38 回日本小児心身医学会学術集会 

2020.9.12(久留米 Web) 

125. 石井隆大，永光信一郎，山下裕史朗．子ど

もの睡眠障害予防教育アプリケーショ

ン：ぐっすり・わーきんぐを用いたパイロ

ット研究．第 38 回日本小児心身医学会学

術集会 2020.9.12（久留米 Web） 

126. 山下大輔，石井隆大，永光信一郎，山下裕

史朗．相撲クラブへの拒否感から摂食障害

に陥った１例．第 38 回日本小児心身医学

会学術集会 2020.9.12(久留米 Web) 

127. 土生川千珠，永光信一郎，小柳憲司，綿井

友美，柳本嘉時，吉田誠司，鈴木雄一，呉

宗憲，村上佳津美：思春期の学校健診～大

人が知らない 子どもの心とからだ～．第

38 回日本小児心身医学会学術集会 

2020.9.12(久留米 Web) 

128. 石井隆大，永光信一郎，山下裕史朗．発達

障害の要支援度評価尺度の当院における

実状と課題．第 67 回日本小児保健協会学

術集会 2020.11.4～11.15（オンデマンド

配信） 

129. 石井隆大，永光信一郎，山下裕史朗．親子

で取り組む睡眠障害予防・教育介入アプリ

の試み．第 67 回日本小児保健協会学術集

会 2020.11.4～11.15（オンデマンド配信） 

130. 片岡祐子.難聴児・若年難聴者が抱える問

題.HCC 研究会,大阪,2020 年 1 月 25 日 

131. 片岡祐子.難聴児・若年難聴者が抱える問

題.高知県ヒアリング勉強会,高知,2020年 2

月 15 日 

132. 片岡祐子．思春期の難聴．第 121 回日本耳

鼻咽喉科学会学術講演会パネルディスカ

ッション．岡山．2020 

133. 片岡祐子，前田幸英，菅谷明子，田中里実，

中川敦子，假谷伸．左右差のある両側難聴

者に対する BiCROS 補聴器装用経験．第

65 回日本聴覚医学会総会・学術講演会．

名古屋．2020. 

134. 片岡祐子．新生児聴覚スクリーニングから

人工内耳手術まで．第 30 回日本耳科学会

総会・学術講演会 パネルディスカッショ

ン．福岡．2020． 

135. 片岡祐子，假谷伸，菅谷明子．ワールデン

ブルグ症候群小児 7 例の臨床像の検討．第

15 回小児耳鼻咽喉科学会総会・学術講演

会，シンポジウム．高知．2020. 

136. 片岡祐子．軽度～中等度難聴児への対応と

課題思春期に学校生活で抱える問題．第

15 回小児耳鼻咽喉科学会総会・学術講演

会，シンポジウム．高知．2020.  

137. 菅谷明子.人工内耳装用児のピッチおよび

プロソディーに関する研究. 第 121回日本

耳鼻咽喉科学会学術講演会.岡山.2020.  

138. 仁科幸子、細野克博、横井匡、吉田朋世、

神部友香、深見真紀、堀田喜裕、東範行. 

CEP290 関連レーバー先天盲５症例の臨床

像．第 125 回日本眼科学会総会，大阪，

2021.4.8 

139. 仁科幸子. 視覚スクリーニングの現状．教

育セミナー4 白色瞳孔/瞳孔領白濁の発見

と対処. オーガナイザー：彦谷明子、仁科

幸子. 第 125 回日本眼科学会総会，大阪，
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2021.4.9 

140. 仁科幸子、細野克博、横井匡、吉田朋世、

深見真紀、木村肇二郎、森隆史、堀田喜裕、

東範行．PRPS1 遺伝子変異を同定した左右

差のある Leber 先天黒内障女児の１例．第

59 回日本網膜硝子体学会総会，web，

2020.11 

141. 仁科幸子. 小児の神経眼科. インストラク

ションコース やさしい神経眼科. 第 74回

日本臨床眼科学会，2020.10 web 

142. 松岡真未、仁科幸子、三井田千春、松井孝

子、赤池祥子、越後貫滋子、吉田朋世、横

井匡、東範行．低年齢児における Spot 

Vision Screener の屈折異常判定基準値の検

討．第 76 回日本弱視斜視学会総会，web，

2020.7 

143. 仁科幸子、細野克博、横井匡、吉田朋世、

富田香、深見真紀、小崎健次郎、堀田喜裕、

東範行．網膜ジストロフィーを発症した

CDK9 変異による多発奇形症候群の１例．

第 45 回日本小児眼科学会総会，web，

2020.7 

144. 太刀川貴子、清田眞理子、齋藤雄太、東範

行、仁科幸子、丸子一朗、根岸貴志、野田

英一郎、松本直、外山琢．未熟児網膜症診

療録データベース化に向けた標準化の試

み．第 45 回日本小児眼科学会総会，web，

2020.7 

145. 仁科幸子．Spot Vision Screener をどう使う

か？．第 90 回九州眼科学会，視能訓練士

教育プログラム, web，2020.7 

146. 仁科幸子. 小児の視覚に対する ICT 機器

の影響. 第 222 回長崎眼科集談会, web, 

2021.4.4 

147. 仁科幸子. 乳幼児の後眼部疾患ファース

トステップ. Saitama Ophthalmology Update 

Seminar, web, 2021.3.17 

148. 仁科幸子. 医療機関の教育機関の連携に

よる小児のロービジョンケア. 盲ろう児

者の医療と福祉―オンライン講習会―, 

web, 2021.3.14 

149. 仁科幸子. 乳幼児の前眼部疾患ファース

トステップ. 第 2 回 TAMA Ophthalmic 

Seminar, web, 2021.3.13 

150. 仁科幸子. 乳幼児における眼疾患ケース

スタデイ. 第 5回なでしこの会 in Gumma, 

web, 2021.3.5 

151. 仁科幸子. 国立成育医療研究センターに

おける未熟児網膜症治療の現状. ROP 

Update Seminar, web, 2021.2.16 

152. 仁科幸子. 乳幼児の前眼部疾患ファース

トステップ. SENJU Ophthalmic Seminar in 

Saitama, web, 2021.1.9 

153. 仁科幸子. 未熟児網膜症診療に対する抗

VEGF 療法の手引き. Asia-Pacific Retina 

Forum 2020, web, 2020.12.13 

154. 仁科幸子. 未熟児網膜症診療のトレンド. 

第 14 回 Midland Seminar of Ophthalmology, 

web, 2020.10.24 

155. 仁科幸子. 子どものロービジョンケア. 第

438 回大阪眼科集談会, web, 2020.10 

156. 仁科幸子. 視機能の発達・小児によくみら

れる眼疾患. 母子愛育会 地域母子保健 3 

乳幼児期に見られる諸問題, 東京, 

2020.9.18 

157. 仁科幸子. 小児の眼科健診～異常の早期

発見の手技を学び、子どもの視覚を守る～. 

第 17回世田谷区小児医療連携学術講演会, 

web, 2020.9 

158. 仁科幸子. 乳幼児健診アップデート～注

意すべき眼疾患とその対応～. 第 11 回島

根県眼科臨床研究会, web, 2020.8.23 

159. 仁科幸子．0 歳から見つけたい！小児眼疾

患．第 33 回九州眼科医会従業員教育講座，

web，2020.7 

160. 仁科幸子. 乳幼児の前眼部疾患ファース

トステップ. 第 7 回雪明・新潟眼科フォー

ラム, 新潟, 2020.2.23 

161. 仁科幸子. 乳幼児の視覚スクリーニング. 

中野区医師会園医・学校医講演会, 東京, 
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2020.2.13 

162. 仁科幸子. 小児・学童への眼鏡処方の基本. 

東京都眼科医会 第 2 回眼鏡処方講習会, 

東京, 2020.1.18 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

1．特許取得 

なし 

2．実用新案登録 

なし 

3．その他 

「改訂版乳幼児健診 身体診察マニュアル」と

研修ビデオ（１歳６か月児健診と３歳児健診）

を作成し、全国の都道府県、政令都市、市区町

村へ配布した。 
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表１ 日本版 Bright Futures(指針)目次 

番号 分野 年齢層 課題名 担当 

1 

総論 

全体 日本版 Bright Futuresのための指針 阪下 

2 全体 母子健康手帳 山崎 

3 全体 
健診を通じた虐待・ネグレクトへの対

応と支援 
岡 

4 全体 
里子・養子のいる家庭の支援（幼児

期・学童期） 
石崎 

5 

メディア・ゲ

ーム 

乳幼児

期 
乳幼児期の生活とメディア 中山 

6 学童期 学童期の生活とメディア 中山 

7 思春期 
思春期とメディア・ネット依存・ゲー

ム依存 
中山 

8 

食生活 〜肥

満とやせ〜 

乳幼児

期 

幼児期の健康と食事 肥満と体重増加

不良 
永光 

9 学童期 学童期の健康と食事 肥満とやせ 永光 

10 思春期 
思春期の健康と食事 摂食障害・肥

満・やせ 
永光 

11 思春期 摂食障害の成人期以降の諸問題 石崎 

12 睡眠 
乳幼児

期 

睡眠と生活リズム（乳幼児期・学童思

春期） 
神山 

13 

アレルギー 

学童思

春期 
  成田 

14 乳児期 
乳幼児期のアレルギー疾患 アトピー

性皮膚炎 食物アレルギー 
成田 

15 幼児期 
幼児期のアレルギー疾患 アトピー性

皮膚炎 食物アレルギー 気管支喘息 
成田 

16 
学童思

春期 

学童期以降のアレルギー疾患 アトピ

ー皮膚炎 食物アレルギー 気管支喘

息（アドヒアランス トランジッショ

ン含む） 

成田 

17 耳鼻咽喉科 
乳幼児

期 
乳幼児期の耳鼻咽喉科疾患 西崎 

18 
眼科 

乳幼児

期 
乳幼児期の眼疾患 仁科 

19 学童期 学童期以降の眼疾患 仁科 

20 

整形外科 

乳幼児

期 
乳幼児期の整形外科疾患 朝貝 

21 
学童思

春期 
側湾症 朝貝 

22 

発達障害 

乳幼児

期 
乳幼児の自閉スペクトラム症 大和田 

23 

幼児

期・学

童期 

幼児学童のチック 大和田 
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24 学童期 学童期の ADHD 小枝 

25 学童期 学童期の学習障害 小枝 

26 学童期 学童期の選択性緘黙 小枝 

27 思春期 
学童期以降の自閉スペクトラム症（高

機能の児を中心に） 
大和田 

28 思春期 思春期の発達障害の二次障害 石崎 

29 思春期 発達障害の就労支援 平岩 

30 

こころ 

乳幼児

期 
乳幼児期 反応性愛着障害 石崎 

31 小児期 小児の強迫性障害 石崎 

32 学童期 学童期のいじめ・不登校 平岩 

33 思春期 思春期 心身症 永光 

34 思春期 
思春期以降の適応障害（成人移行を含

む） 
永光 

35 

性教育 

小学生 性教育 小学生 松浦 

36 中学生 性教育 中学生 松浦 

37 高校生 性教育 高校生 松浦 

38 

性の問題 

小学生 
トランジェンダー 性同一性障害（性

別不合） 
中塚 

39 思春期 ピル（経口避妊薬） 中塚 

39 思春期 月経困難症 中塚 
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表 2. 精密診断結果 
該当者数 全対象者 乳児全戸訪問 ４か月児健診 
異常あり者数(A) 86 80 6 
精密検査結果 治療 経過観察 治療 経過観察 治療 経過観察 
 股関節脱臼 3 0 3 0 0 0 
 股関節亜脱臼 1 0 1 0 0 0 
 臼蓋形成不全 0 74 0 70 0 4 
 開排制限 0 8 0 6 0 2 

 
表 3. モデル市町における精度管理指標 
精度管理指標 全対象者 乳児全戸訪問 ４か月児健診 
有所見率（％） 13.1% 13.2% 3.2% 
フォローアップ率（％） 89.7% 91.3% 83.3% 
発見率（％） 2.5% 3.0% 0.2% 
陽性的中率（％） 19.2% 22.4% 6.7% 

 

表 4. 異常あり 86例のスクリーニング項目別の該当状況 

  
  

該当数 開排制限* 皮膚溝 
問診項目 参考項目 

家族歴 女児 骨盤位 保護者希望 

股関節開排制限陽性 32 32(3) 6 3 26 1 4 

皮膚溝所見かつ 
問診 1項目以上陽性 

40 － 40 5 36 5 1 

問診 2項目以上のみ
陽性 

14 － － 9 13 5 2 

 

*(  ) 内は開排制限所見のみ陽性 
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図 1 思春期健診インタビューマニュアル（部分）
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図 2 子ども用保健指導リーフレット 
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図 3 医師が実施した保健指導項目・項目数 

 

 

 

 

  



53 

 

図 4 教育者用パンフレット「難聴をもつ小・中・高校生の学校生活で大切なこと」 
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図 5 問診と視診のチェックリスト（新生児）（生後７日～１か月） 

 

図 6 問診と視診のチェックリスト（乳児）（４～６か月） 
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図 7 屈折検査を行う場合の視覚検査フローチャート 
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図１ 問診と視診のチェックリスト（新生児）（生後７日～１か月） 

 

 

図 3 問診と視診のチェックリスト（乳児）（４～６か月） 
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図 4 屈折検査を行う場合の視覚検査フローチャート 

 

 

 



58 

 

 厚生労働科学研究費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）） 

総合分担研究報告書 
 

標準的な健診体制の構築に関する研究 
 

研究分担者  小枝達也   国立成育医療研究センター・こころの診療部統括部長 

研究協力者  河野由美   自治医科大学小児科・教授 

       前川貴伸   国立成育医療研究センター・総合診療科診療部長 

       小倉加恵子  国立成育医療研究センター・臨床研究員 

 
           

研究要旨： 

 平成 30 年 3 月に作成・配布された乳幼児健康診査の身体診察マニュアルをもとに、実際

の乳幼児健康診査で有効に活用し得るかどうかの検証の準備をした。さらに集団健診にお

いて短時間でも記入が可能でかつデータ収集が可能となる工夫として、パーソナルコンピ

ュータあるいはタブレット端末で入力が可能なアプリを開発し、通信状況を確認した。 

 身体診察マニュアルに診察項目と所見と判断する基準表を作成して加えることとし、「改

訂版乳幼児健診 身体診察マニュアル（以下、改訂マニュアル）」を作成した。その改訂マ

ニュアルの有効性と実行性を検証した。 

有効性の検証は、大田区の特定の保健センターにて集団健診として実施した 1 歳 6 か月

児健診を受診した 665 名と 3 歳児健診を受診した 529 名に対して、大田区の健診を実施し、

改訂マニュアルの診察項目表へ所見を転記することとした。 

実行性の検証は、大田区の健診を受診した後の別日程で、改訂版マニュアルにのっとっ

た集団健診を実施した。 

有効性の検証では、肥満ややせ、湿疹などの身体的評価、歩行や発語などの発達評価と

もに異常所見や疾患をスクリーニングすることができていた。 

実行性の検証では診察自体はおおよそ 5 分以内に実施することができており、デジタル

化した入力方式も円滑にかつ安全に入力とデータ通信が行われた。 

以上より、改訂マニュアルを用いて集団による 1 歳 6 か月児健診と 3 歳児健診は実施可

能であり、診察項目をデジタル化して入力とデータ送信が可能であることを実証した。 

 

 

Ａ．研究目的 

乳幼児健康診査（以下、乳幼児健診）は、すべ

ての乳幼児を対象に、疾患の早期発見、健やかな

成長と育児状況の確認、育児に関する情報提供な

らびに支援を目的として実施される。乳幼児健診

の実施において、健診医は診療科や経験によらず、

必要な診察項目について一定の方法で診察し、同

一の判定基準で評価し、健診結果を記録すること

が望まれる。 

本研究の目的は、乳幼児健診の標準化を目的と

して作成された「改訂版乳幼児健康診査 身体診

察マニュアル」（以下、改訂版マニュアル）の有

効性および実行性を評価することである。 

 

Ｂ．研究方法 

１．有効性の検証 

対象は 2020 年、東京都大田区の特定の保健セ

ンターで 1歳 6か月児健診および 3歳児健診を受

診した小児および保護者のうち、研究参加に同意

が得られたものである。大田区の健診を実施した

のちに、健診医あるいは保健師が、改訂版マニュ

アルの診察項目が記載された健診票に判定結果

を転記した。転記するにあたっては、大田区の健

診と改訂版マニュアルの相違点を担当医と保健

師に周知した。 

解析では、各診察項目のうち身体評価項目につ

いて異常所見の陽性率、発達評価項目について通

過率を算出し、既報告の他地域のデータと比較検

討した。 

 倫理的配慮として、調査を実施するにあたり、

大田区個人情報委員会での審議を経て、大田区と

国立成育医療研究センターとの間で、研究協力に

関する協定書を交わした。また、国立成育医療研

究センターの研究倫理委員会に申請し承認を得

た（2019-123）。 
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２．実行性の検証 

 改訂版マニュアルの実行性の検証として、集団

健診において一定の時間内で診察できるか、記入

する際の使いやすさに問題はないかなどを検証

した。 

診察項目はノートパソコンから入力し、同室内

に設置したサーバーを介して別のノートパソコ

ン内にデータを送信することとした。大田区との

協定により通信データがほかに遺漏することを

防ぐために、汎用されているオペレーションシス

テムは使わず、NEC が独自に開発したオペレーシ

ョンシステムを用いた。 

有効性の検証と同じく東京都大田区の特定の

保健センターで、すでに大田区の健診を受診した

小児の保護者に対して、研究の趣旨を説明し同意

書にて同意が得られたのちに、別の健診日を設定

して改訂版マニュアルによる集団健診を実施し

た。 

Ｃ．研究結果    

１．有効性の検証 

1 歳 6 か月児健診を受診した 665 名、3 歳児健

診を受診した 529 名が対象となった。 

身体評価項目では 1 歳 6 か月児健診でやせ 13

名（1.7％）、斜視5名（0.8％）、心雑音2名（0.3％）、

停留精巣２名（0.3％）等、3 歳児健診で低身長

11 名（2.1％）、肥満 9 名（1.7％）、湿疹 9 名（1.7％）

等が異常判定された。発達評価項目の通過率は 1

歳 6 か月児健診で「有意語 3 語以上」88.0％「絵

や体の部位を指差す」98.2％、3 歳児健診で「2

語文を話す」95.3％、「大小の理解」98.3％であっ

た。総合判定では 1 歳 6 か月児健診で 130 名

（19.5％）、3 歳児健診で 113 名（21.4％）が異常

判定された。既報告との比較では大部分の診察項

目の陽性率に有意差を認めなかった。 

 

２．実行性の検証 

 1 歳 6 か月児健診には 11 名の、3 歳児健診には

16 名の協力者が参加した。 

 診察時間の測定は、服を脱いで診察を受ける体

制で保護者に抱っこされて医師の前に座ってか

ら、すべての診察を終えてタブレット端末に入力

が完了するまでの時間とした。診察後の所見の説

明および相談を受ける時間は含めなかった。 

1 歳 6 か月児健診では、診察にかかった時間は

一人当たり平均3分52秒で、1標準偏差は68秒、

最短は 2 分 41 秒、最長は 5 分 55 秒であった。 

3 歳児健診では、診察にかかった時間は一人当

たり平均 3 分 15 秒、1 標準偏差は 27 秒、最短は

2 分 30 秒、最長は 4 分 14 秒であった。 

データの入力並びに通信状況にも問題は生じ

なかった。 

 

Ｄ．考察 

１．有効性の検証 

改訂版マニュアルの診察項目に転記された所

見の種類や頻度は、既報告の疫学データと概ね同

様の結果が得られた。しかし既報告と判定項目や

判定基準が同一でないため比較できない項目も

多く存在した。同一の判定項目や判定基準を用い

て広く健診を実施することで、スクリーニング精

度が向上すること、より正確な疫学データが得ら

れ、地域間比較も容易となることが期待される。 

 

２．実行性の検証 

 1歳6か月児健診及び3歳児健診ともに診察自体

はおよそ5分以内で実施することが可能であった。

入力においても操作に困難はなく、円滑に入力す

ることができた。 

今回は健診データを実施の段階からデジタル

化して入力することとしたが、その実行に支障は

なかった。また、独自のオペレーションシステム

を使うことにより、汎用されているオペレーショ

ンシステムへは洩れる可能性は極めて低く、デー

タ通信上も安全性は高いと判断された。 

 

Ｅ．結論    

改訂版マニュアルを用いて、集団の1歳6か月児

健診及び3歳児健診を行うことが可能である。 

診察項目をデジタル化して入力することに支

障はなく、安全にデータ通信が可能である。 
 
Ｆ．研究発表 
 1.  論文発表 
 なし 
（発表誌名巻号・頁・発行年等も記入） 
 
 2.  学会発表 
 なし 
 （発表者名は省略せずに全員記載してください） 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 1. 特許取得 
 なし 
 2. 実用新案登録 
 なし 
 3.その他 
 「改訂版乳幼児健診 身体診察マニュアル」と
研修ビデオ（１歳６か月児健診と３歳児健診）
を作成し、全国の都道府県、政令指定都市、市
区町村へ配布した。 
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厚生労働科学研究費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）） 

総合分担研究報告書 
 

乳幼児健康診査における精度管理データに関する実証的な検討 

 研究分担者 山崎 嘉久（あいち小児保健医療総合センター 保健センター） 

 研究協力者 服部  義（あいち小児保健医療総合センター 整形外科） 

  北村 暁子（あいち小児保健医療総合センター 整形外科） 

  澤村 健太（あいち小児保健医療総合センター 整形外科） 

  落合 可奈子（あいち小児保健医療総合センター 保健センター） 

  丹羽 永梨香（愛知県保健医療局健康医務部健康対策課） 

  島田 真希（大府市健康文化部健康増進課） 

  中村 亜子（大府市健康文化部健康増進課） 

    小島 亜矢（東浦町健康課）        

 

 

 

 平成 29 年度子ども子育て支援推進調査研

究（乳幼児健康診査のための「保健指導マニュ

アル（仮称）」及び「身体診察マニュアル（仮

称）」作成に関する調査研究で作成された乳幼

児健診事業身体診察マニュアル 1)、及び乳幼児

健診事業実践ガイド 2)（以下、「実践ガイド」

とする。）には、全国的に展開可能な標準化さ

れた乳幼児健康診査（以下、「乳幼児健診」と

する。）体制として、医師の診察手技や判定、

および自治体が実施すべき精度管理指標が示

されている。中でも、整形外科領域での発育性

股関節脱臼（以下、「股関節脱臼」とする。）の

スクリーニング方法の普及と精度管理は、法に

基づく成育基本方針の乳幼児期の保健施策の

ひとつとして喫緊の対応が求められているが、

現状では、精度管理のため市町村が正確な精密

研究要旨 

目的：市町村の乳幼児健康診査（以下、「乳幼児健診」とする。）事業の精度管理手法を実証的に

検討するため、モデル地域における発育性股関節脱臼（以下、「股関節脱臼」とする。）のスクリ

ーニングにおいて精度管理指標の妥当性を検証すること。 

方法：2 市町の乳児家庭全戸訪問事業（以下、「乳児全戸訪問」とする）、および 4 か月児健診受

診者に標準化したスクリーニング基準と紹介状・回答書を用い、2018 年 10 月から 2020 年 12

月の 27 か月間に紹介された精密検査結果を分析した。 

結果・考察：スクリーニング実施者 3,403 名（うち 2,696 名が乳児全戸訪問の対象、 2,779名が

4 か月児健診受診者、重複あり）中の有所見者は 447 名であった。精密検査結果を把握した 410

例中、異常あり者は 86 例（股関節脱臼 3 例、股関節亜脱臼 1 例、臼蓋形成不全 74 例、開排制

限 8 例）であった。全体の精度管理指標は、有所見率 13.1%、フォローアップ率 89.7%、発見率

2.5%、陽性的中率 19.2%と算出された。市町別には、有所見率 9.8%・22.1%、フォローアップ

率 89.8%・89.6%、発見率 1.4%・5.5%、陽性的中率 14.7%・24.8%と市町間に違いが認められ

た。その原因として股関節開排制限と皮膚溝非対象の判定頻度の違いが示唆された。 

結論：モデル市町で得られた精度管理指標の集計値は、股関節脱臼のスクリーニングの精度管理

を行う上で有用な根拠を提供する。 
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検査の結果を把握することに課題のあること

が示されている 3)。 

 今回、発育性股関節脱臼のスクリーニングに

ついてモデル市町に対する前方視的調査と精

密検査データを分析し、実践ガイドに示された

精度管理手法の妥当性について実証的に検討

した。 

 

Ａ．研究目的 

 市町村の乳幼児健診事業の精度管理手法を

実証的に検討するため、モデル地域における発

育性股関節脱臼（以下、「股関節脱臼」とする。）

のスクリーニングについて、精度管理指標の妥

当性を検証すること。 

 

Ｂ．研究方法 

１．紹介状・回答書の内容 

 あいち小児保健医療総合センター（以下、「当

センター」とする。）において、発育性股関節

脱臼のスクリーニングに対する精密検査結果

を正確に把握することを目的とした「紹介状・

回答書」の様式を開発した。 

紹介状には、4 か月児健診時の所見として、

(1) 股関節開排制限（右・左）、(2) 大腿皮膚溝

または鼠径皮膚溝の非対称、(3) 股関節疾患の

家族歴（母・父・祖母・祖父・その他）：先天

性股関節脱臼・臼蓋形成不全・変形性股関節症・

不明・その他、(4) 女児、(5) 骨盤位分娩（帝王

切開時の肢位を含む）の日本小児整形外科学会

が推奨する項目を選択肢として示した。 

 医療機関からの回答には、A.診断と B.今後

の方針の項目を設定し、A.診断では、1) 異常

なし、2) 異常あり ⇒ a) 股関節異常（右・左・

両側）脱臼・亜脱臼・臼蓋形成不全、及び開排

制限（画像診断正常）、b) その他疾病（ ）、の

いずれかを選択することとし、B.今後の方針で

は、1)  経過観察の必要なし、2）当院で経過

観察：その理由（複数可）臼蓋形成不全・家族

歴・開排制限・その他（  ）、3) 当院で治療

（  ）、のいずれかを選択し、必要事項を

（  ）内に記述することとした。実際に利用

している紹介状と回答書のフォーマットは、

2018 年度の分担研究報告書 4)に示した 

 

２．スクリーニング方法 

モデル市町（１市１町）の乳児家庭全戸訪問

事業（以下、「乳児全戸訪問」とする。）および

4 か月児健診において 2018 年 10 月～2020 年

12 月にスクリーニングされ、股関節脱臼の診

断治療のため当センターを受診した患者を対

象として、紹介状・回答書の情報を診療録より

後方視的に収集した。 

なお、モデル市町は、基本的に当センターを

紹介医療機関に指定している。 

4 か月児健診でのスクリーニング基準は、医

師の診察や問診で(1) 開排制限が陽性、または

(2) 大腿皮膚溝または鼠径皮膚溝の非対称、(3) 

股関節疾患の家族歴、(4) 女児、(5) 骨盤位分

娩のうち２つ以上あるものを有所見者とし、健

診医の判断で紹介することとした。その際保護

者の精査希望も配慮することとした。 

乳児全戸訪問でのスクリーニング基準は、保

健師等が訪問した時に、保健師等の観察や問診

で、(1) 開排制限が陽性、または(2)、(3)、(4)、

(5)のうち２つ以上あるものを有所見者とした。

紹介にあたっては、保護者の希望にも配慮する

こととした。 

 

３．精度管理指標の定義 

 実践ガイドには、疾病スクリーニングに対す

る精度管理には、有所見率、フォローアップ率、

発見率及び陽性的中率の数値指標を用いるこ

とが示されている。これらの指標を市町村の乳

幼児健診から求めるため、次のように定義した。 

 

・有所見率（％）＝（所見あり者数(S) ＋ 既医

療者数(K) ） ÷ 受診者数(T) × 100 

・フォローアップ率（％）＝ 結果把握者数(H) 

÷ フォローアップ対象者数(F) × 100 

・発見率（％）＝（ 異常あり者数(A) ＋ 既医
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療者数(K) ）÷ 受診者数（T）× 100 

・陽性的中率（％）＝ 異常あり者数(A) ÷ 所見

あり者数(S)  × 100 

 

 ここで、所見あり者数(S)、既医療者数(K)、

受診者数(T)、結果把握者数(H)、フォローアッ

プ対象者数(F)、異常あり者数(A)は、別添表 1

の通りである。 

異常あり者数(A)は、市町村から紹介を受け

た受診した医療機関での結果、股関節脱臼、亜

脱臼、臼蓋形成不全の股関節異常と診断される

ものであるが、保健機関や精密検査実施医療機

関で一定期間経過観察された後に異常の有無

が判定される場合もある。この状況を踏まえて、

精度管理のためには回答書が市町村に返却さ

れた後に、市町村が状況を確認する必要性があ

る。その対象項目、及び回答書のデータを市町

村が活用する方法を別添表 2 に示した。 

 既医療者数(K)は、4 か月児健診以前に家族

の訴え等により医療機関で股関節異常と診断

を受けたものである。発見率の算定には含める

が、フォローアップ率や陽性的中率の算定には

含めないこととした。 

 

（倫理面への配慮） 

あいち小児保健医療総合センターの倫理委

員会の承認を受けた（承認番号 2018056 およ

び 2019094）。 

 

Ｃ．研究結果 

2018 年 10 月から 2020 年 12 月の 27 か月

間に、モデル市町の乳児全戸訪問でスクリーニ

ングを実施したのは 2,696 名、4 か月児健診を

受診したのは 2,779 名であった。対象期間中に

乳全戸訪問と 4 か月児健診で重複しているも

のがあるため、この期間にスクリーニングを実

施したのは、総数 3,403 名であった。 

全対象者 3,403 名中 447 名が有所見と判定

された。スクリーニング項目のうち(2) 大腿皮

膚溝または鼠径皮膚溝の非対称、(3) 股関節疾

表 1. モデル市町における股関節脱臼のスクリーニング結果 

該当者数 全対象者 乳児全戸訪問 ４か月児健診 

受診者数(T) 3,403 2,696 2,779 

所見あり者数(S) 447 357 90 

フォローアップ対象者数(F) 447 357 90 

結果把握者数(H) 401 326 75 

異常なし者数 322 255 67 

異常あり者数：a)股関節疾患(A) 86 80 6 

異常あり者数：b)その他 2 1* 1** 

*：軟骨無形成症、**：筋性斜頸    

 

表 2. 精密診断結果 

該当者数 全対象者 乳児全戸訪問 ４か月児健診 

異常あり者数(A) 86 80 6 

精密検査結果 治療 経過観察 治療 経過観察 治療 経過観察 

 股関節脱臼 3 0 3 0 0 0 

 股関節亜脱臼 1 0 1 0 0 0 

 臼蓋形成不全 0 74 0 70 0 4 

 開排制限 0 8 0 6 0 2 

 

表 3. モデル市町における精度管理指標 

精度管理指標 全対象者 乳児全戸訪問 ４か月児健診 

有所見率（％） 13.1% 13.2% 3.2% 

フォローアップ率（％） 89.7% 91.3% 83.3% 

発見率（％） 2.5% 3.0% 0.2% 

陽性的中率（％） 19.2% 22.4% 6.7% 

 



63 

 

患の家族歴 (4) 女児、(5) 骨盤位分娩のいずれ

か 1 項目を満たし保護者が精密検査を希望し

た 13 名も有所見者に含めた。このうち 401 例

（男児 67 名、女児 334 名）が当センターを受

診した。 

受診結果はA.診断では、1)異常なし 322例、

2)異常あり a) 股関節異常 86 例（うち股関節

脱臼 3 例、股関節亜脱臼 1 例、臼蓋形成不全

74 例、開排制限 8 例）で、86 例中 75 例が女

児であった（表 1）。 

B.今後の方針では、1)経過観察必要なし 1 例

（筋性斜頸 1 例）、2)当院で経過観察：臼蓋形

成不全 74 例、開排制限 8 例、3)当院で治療：

股関節脱臼 3 例、股関節亜脱臼 1 例、軟骨無形

成症 1 例であった（表 2）。 

これらをスクリーニング機会別に集計する

と、乳児全戸訪問でスクリーニングを実施した

2,696 名中 357 名が有所見者であった。スクリ

ーニング項目のうち(2)～(5) のいずれか 1 項

目を満たし保護者が精密検査を希望した保護

者が精密検査を希望した 11 名も有所見者に含

めた。このうち 326名が当センターを受診し、

受診結果は A.診断では、1)異常なし 255 例、

2)異常あり a) 股関節異常 80 例（うち股関節

脱臼 1 例、股関節亜脱臼 1 例、臼蓋形成不全

70 例、開排制限 6 例）、b) その他疾病 1 例（軟

骨無形成症 1 例）で、B.今後の方針では、1)経

過観察必要なし 0 例、2)当院で経過観察：臼蓋

形成不全 70 例、開排制限 6 例、3)当院で治療：

股関節脱臼 3 例、股関節亜脱臼 1 例、軟骨無形

成症 1 例であった。 

また、4 か月健診受診者 2,779 名中 90 名が

医療機関紹介となった。うち 75 名が当センタ

ーを受診し、受診結果は、A.診断では、1)異常

なし 67 例、2)異常あり a) 股関節異常 6 例（臼

蓋形成不全 4 例、開排制限 2 例） b) その他疾

病 1 例（筋性斜頸 1 例）、B.今後の方針では、

1)経過観察必要なし 1 例（筋性斜頸 1 例）。2)

当院で経過観察：臼蓋形成不全 4 例、開排制限

2 例であった。 

精度管理指標を算出すると、全対象者では、

有所見率 13.1%、フォローアップ率 89.7%、発

見率 2.5%、陽性的中率19.2%であった（表 3）。

なお、今回の検討において結果把握者数は、当

センターの受診例を、診断結果を確認できたも

のとしてフォローアップ率を算出した。 

スクリーニング機会別でみると、乳児全戸訪

問では、有所見率 13.2%、発見率 3.0%、陽性

的中率 22.4%、4 か月児健診では、有所見率

3.2%、発見率 0.2%、陽性的中率 6.7%となっ

た。なお、乳児全戸訪問のスクリーニングの結

果異常ありとなったものは、4 か月児健診では

既医療者数(K)として発見率の算定に含めるこ

とになるが、今回の検討では、スクリーニング

対象者のみを集計している。 

股関節脱臼のスクリーニング結果、精密診断

結果、精度管理指標を市町別に算出した（別添

表 3～表 8）。全対象者について市町 X と市町

Y の有所見率はそれぞれ 9.8%、22.1%、発見率

は 1.4%、5.5%、陽性的中率は 14.7%、24.8%

と大きく異なっていた。特に乳児全戸訪問時の

スクリーニングにおいて市町 X と市町 Y の有

所見率はそれぞれ 10.7%、19.2%、発見率は

1.7%、5.8%、陽性的中率は 16.3%、30.3%であ

った。 

スクリーニングで陽性と判定されて精密検

査で異常ありと診断された 86 例のスクリーニ

ング項目の該当数を市町別に集計した（表 4）。 

まず、(1)股関節開排制限の陽性は、全対象者

では 12 例で全対象者 3,403 名に対する判定割

合は 0.94%であった。市町別の集計では、市町

X が 12 例（0.48%）、市町 Y は 20 例（2.19%）

と大きく異なっていた。次に(2)皮膚溝の所見

が陽性で、かつ(3)～(5)の問診項目が 1 項目以

上陽性だったのは、全対象者では 40 例（1.18%）

であり、市町別の集計では、市町 X が 14 例

（0.56%）、市町 Y は 26 例（2.85%）と判定頻

度に大きな違いが認められた。(3)から(5)の問
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診項目が 2 項目以上陽性のみでスクリーニン

グ基準を満たしていたのは、市町 X が 10 例

 （0.40%）、市町 Y は 4 例（ 0.44%）ほぼ同じ

であった。 

精密検査で異常ありと診断された 86 例のス

クリーニング項目別の該当状況を集計した（表

5）。(1)股関節開排制限が陽性であった 32 例中

30 例は(2)皮膚溝または(3)から(5)の問診項目

のいずれかも陽性であり、開排制限所見のみが

陽性であったのは 3 例であった。(2)皮膚溝の

所見が陽性の 40 例のうち、問診で(4)女児であ

ったのが 36 例と最多で、家族歴 5 例、骨盤位

5 例（重複あり）であった。項目の内訳は、皮

膚溝・女児が 29 例、皮膚溝・女児・骨盤位 4

例、皮膚溝・家族歴・女児 3 例、皮膚溝・家族

歴 2 例、皮膚溝・骨盤位 1 例、および皮膚溝・

保護者希望 1 例であった。(3)から(5)の問診 2

項目以上のみ陽性であった 14 例のうち、女児

13 例、家族歴 9 例、骨盤位 5 例（重複あり）

であった。項目の内訳は、家族歴・女児 7 例、

女児・骨盤位 4 例、家族歴・女児・骨盤位 1 例

であり、スクリーニング基準は満たさないもの

の、家族歴・保護者希望、女児・保護者希望そ

れぞれ 1 例を認めた。 

 

Ｄ．考察 

日本小児整形外科学会によると、乳児股関節

脱臼の発生頻度は、出生 1,000 人に対し 1～3

人といわれ、臼蓋形成不全等の頻度には諸説あ

るが、少なくともその数倍以上が想定されてい

る。 

今回のモデル市町での集計では、2018 年 10

月から 2020 年 12 月の 27 か月間の対象者

3,403 中 447 例が有所見者であり、有所見率は

13.1%と算出された。うち 401 名（89.7%）が

当センターで精密検査を受け詳細な結果が把

握できた。フォローアップ率は、元来市町村に

返却された回答書から算出するものだが、今回

は、年度を越えた集計であり、当センター受診

者データについて集計したため、当センター受

診者数を結果把握者数とした。今回集計で異常

あり者数（股関節疾患）は、86 人で発見率は

2.5%と算出された。 

栃木県 O 市では、近隣市町とともに長年に

わたり医療機関委託による乳児股関節検診を

実施している。1 歳未満の乳児を対象として生

後 1～2 か月頃に受診券を送付し、集団方式の

3～4 か月児健診に加え市内 10 か所の指定医

表 4. 異常あり 86 例のスクリーニング項目の該当数（市町別） 

  全対象者 市町 X 市町 Y 

股関節開排制限所見陽性 32 12 20 

陽性判定割合 0.94% 0.48% 2.19% 

皮膚溝所見かつ問診 1 項目以上陽性 40 14 26 

陽性判定割合 1.18% 0.56% 2.85% 

問診 2 項目以上のみ陽性 14 10 4 

陽性判定割合 0.41% 0.40% 0.44% 

対象者数 3,403 2,490 913 

 

表 5. 異常あり 86 例のスクリーニング項目別の該当状況 

  

  
該当数 開排制限* 皮膚溝 

問診項目 参考項目 

家族歴 女児 骨盤位 保護者希望 

股関節開排制限陽性 32 32(3) 6 3 26 1 4 

皮膚溝所見かつ 
問診 1 項目以上陽性 

40 － 40 5 36 5 1 

問診 2 項目以上のみ
陽性 

14 － － 9 13 5 2 

*(  ) 内は開排制限所見のみ陽性 
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療機関において実施している。同市の事業報告

書によると、受診率は例年 9 割を超え、2017

年度の受診者は 1,316 名中 1,279 名（97.2%）

で、医療機関からの報告では、要治療 12 名

（0.94%）、要経過観察 67 名（5.23%）、要治療

の病名は股関節脱臼 10 人、臼蓋形成不全 2名、

要経過観察は臼蓋形成不全 25 名、開排制限 32

名、と股関節脱臼の疑い 7 名、臼蓋形成不全の

疑い 2 名、開排制限の疑い 1 名と集計されて

いた。経過観察後のデータが把握されていない

が、要治療 12 名と要観察のうち臼蓋形成不全

25 名を加えた 37 名を仮に「異常あり」とする

と発見率は 2.9%となる。ただ、経過観察例の

フォローアップデータが反映されていないた

め参考値となる。 

一方、日本小児整形外科学会全国多施設調査

（2011 年 4 月～2013 年 3 月）で集積された

1,295 例の発育性股関節脱臼例のうち、1 歳以

上での診断が 199 例（15％）、うち 3 歳以上で

の診断が 36 例（3％）と多くの診断遅延例が存

在 5)することが明らかとなっている。その原因

として、乳幼児健診が乳児股関節脱臼のスクリ

ーニングとして十分に活用されていない可能

性がある。 

愛知県が愛知県マニュアルによって、毎年度

集計している中核市と保健所管内市町村のデ

ータからは、3～4 か月健診の股関節開排制限

で「所見あり」と判定される頻度は、県全体の

平均で 3.1%、最大値 10.1%、最小値 0.0%、中

央値 1.2%（2019 年度、愛知県内 3 中核市・44

市町、出生 100 人未満の 5 町村を除く）であ

った。学会が推奨する方法で乳児股関節異常を

見落とさないためには 10%程度の有所見率が

必要とされており、県内市町村は一部を除いて、

ほとんどが極めて低い有所見率にある。これら

の愛知県内市町村のデータと比べて、モデル市

町で今回示したデータは、有所見率、発見率と

もに高い値を示しており、見逃し例の減少につ

ながる可能性があると考えられた。 

市町別の精度管理指標の比較では、有所見率

の高い市町 Y が、発見率、陽性的中率において

も高い比率を認めていた。このためスクリーニ

ング項目の判定状況を市町別に集計した。スク

リーニング基準のうち股関節開排制限があれ

ば、有所見となる診察項目である。その判定割

合は、市町 X が 0.48%、市町 Y が 2.19%と 4

倍程度の違いを認めた。また皮膚溝の左右非対

称は、問診項目のいずれか 1 項目が陽性の場合

に陽性と判定する所見である。その判定割合も

市町 X が 0.56%、市町 Y が 2.85%と 4 倍程度

の違いを認めた。すなわち市町 Y では股関節

開排制限と皮膚溝の左右非対称の判定頻度の

多いことが、有所見率を上げ、その結果発見率、

陽性的中率を高めたことが推測された。有所見

率が高くても、発見率と陽性的中率がともに高

いということは、オーバートリアージではなく

真に見逃し例が少ないことを示唆する。このよ

うな分析結果を市町村に還元することで、医師

の診察所見の標準化の必要性の根拠として活

用することが可能となる。 

愛知県においては、2020 年度に愛知県マニ

ュアルが改訂された。その中で 3～4 か月児健

診での発育性股関節脱臼のスクリーニングに

対して、市町村ごとの有所見率、フォローアッ

プ率、発見率と陽性的中率を愛知県が取りまと

めることとなった。乳幼児健診のスクリーニン

グの精度管理を行う上では、精密検査の診断の

正確度も重要な要素となる。モデル市町で得ら

れた有所見率、発見率、陽性的中率の値は、専

門医療機関による精密検査結果に基づいてい

ることから、股関節脱臼の精度管理を行う上で

の標準値として活用できる可能性がある。今後、

愛知県・保健所と中核市・保健所管内市町村と

の協力で、精度管理が進み見逃し例が減少する

ことを期待したい。 

なお、今回の集計で異常ありとなった 86 人

の診断名は、股関節脱臼 3 例、股関節亜脱臼 1

例、臼蓋形成不全 74 例、開排制限 8 例と臼蓋

形成不全がほとんどを占めた。愛知県が 2015

年度の 3～4 か月児健診受診者のフォローアッ
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プ調査で把握した股関節異常例のうち、股関節

脱臼 21 名に対して臼蓋形成不全 46 名と股関

節脱臼に比して臼蓋形成不全は 2 倍程度であ

った。今回調査で圧倒的に臼蓋形成不全の診断

が多いのは、乳児全戸訪問で生後 1～2 か月で

もスクリーニングしていること、および有所見

者のスクリーニング基準が問診を活用した広

めの基準であることと関連があると推測され

た。陽性的中率が 19.2%と有所見者のうち 5 人

に 1 名の診断にとどまることからからも、見落

とし少なくするために広めのスクリーニング

基準を用いていることが窺われる。 

臼蓋形成不全は、主に成人期において股関節

の疼痛などの自覚症状のために医療機関を受

診して発見される。変形性股関節症への進展を

阻止するためにも治療的介入が必要となる。一

方、臼蓋形成不全は、乳幼児期にはほとんどが

無症状であり、乳幼児健診は重要な発見の機会

である。乳幼児健診で臼蓋形成不全の早期発見

が可能となれば，生活指導や簡易の装具治療、

場合により手術にて、関節軟骨が変性する前に

改善でき、成人期以後の変形性股関節症へ移行

する症例を減らすことが可能になるといわれ

ている 6),7)。また、レセプト情報・特定健診等

情報データベース（NDB：National Database）

を用いた医療経済学的分析 8)から、3～4 か月

児健診で早期に臼蓋形成不全を発見すること

により、臼蓋形成不全の主に成人期の医療費削

減に寄与する可能性が示唆されている。精度管

理が進むことで将来の変形性股関節症の発症

頻度の抑制が期待できる可能性がある。 

 

Ｅ．結論 

乳幼児健診事業の精度管理手法を実証的に

検討するため、モデル地域における股関節脱臼

のスクリーニングの有所見者の精度管理状況

を把握した。 

その結果、股関節脱臼のスクリーニングでは、

対象者 3,403 名中有所見者 447 名であった。

精密検査結果を把握した 410 例中、異常あり

者は 86 例（股関節脱臼 3 例、股関節亜脱臼 1

例、臼蓋形成不全 74 例、開排制限 8 例）で、

有所見率 13.1%、フォローアップ率 89.7%、発

見率 2.5%、陽性的中率 19.2%と算出された。

これらの指標の値は市町別に違いが認められ、

その原因として股関節開排制限と皮膚溝非対

象の判定頻度の違いが示唆された。 

モデル市町で得られた精度管理指標の集計

値は、股関節脱臼のスクリーニングの精度管理

を行う上で有用な根拠を提供する。 
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２）山崎嘉久、佐々木渓円、新美志帆、山縣然

太朗、秋山千枝子：乳幼児健康診査事業に対

する数値評価について 第 64 回日本小児保

健協会学術集会. 大阪市. 2018 年 6 月 

３）山崎嘉久、中根恵美子、加藤直実、小澤敬

子、山本由美子、前野佐都美、平澤秋子：乳

幼児健康診査における乳児股関節脱臼のス

クリーニングに対する精度管理のあり方. 

第 64 回東海公衆衛生学会. 津市. 2018 年 7

月 
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該当なし 
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別添表 1. 乳児股関節脱臼の精度管理に用いる集計項目 

集計項目 集計方法 

所見あり者数(S) 
乳幼児健診で「所見あり」と判定されたもの（保健機関での経過観
察後に「所見あり」となったものを含む）を集計 

既医療者数(K) 
3～4 か月児健診までに「股関節異常」と診断・治療されているも
のを問診で把握して集計 

受診者数(T) 3～4 か月児健診受診者数を集計 

フォローアップ対象者数(F) 精密検査のため医療機関紹介となった対象者数を集計 

結果把握者数(H) 
医療機関紹介対象者のうち、回答書や翌年度末までの確認により
結果が把握できた数を集計 

異常あり者数(A) 

回答書の A.診断で、「2)異常あり a) 股関節異常」であったもの、
及び B.今後の方針で.「2)当院で経過観察、または 4)他施設へ紹介
b) 診断確定のため」であったものに対して翌年度末までに確認し
「2)異常あり a) 股関節異常」を加えて集計 

 

別添表 2. 回答書返却後の市町村の状況確認の必要性とデータ活用 

回答書項目 状況確認 データ活用 

A. 1) 異常なし － － 

A. 2) 異常あり a) 股関節異常 － 精度管理の集計項目として数値指標算定に利用（異常
あり者数(A)） 

A. 2) 異常あり b) その他疾病 － 必要に応じ個別の保健指導に活用 

B. 1) 経過観察必要なし －  

B. 2) 当院で経過観察（臼蓋形
成不全） 

－ 必要に応じ個別の保健指導に活用 

B. 2) 当院で経過観察（家族
歴・開排制限・その他） 

必要 翌年度末までに状況を確認し＜2)異常あり a) 股関節
異常＞の場合には、＜異常あり者数(A)＞に含めて集
計 

B. 3) 当院で治療 － 必要に応じ個別の保健指導に活用 

B. 4) 他施設へ紹介 

a) 治療のため － 必要に応じ個別の保健指導に活用 

b) 診断確定のため 必要 翌年度末までに状況を確認し＜2)異常あり a) 股関節
異常＞の場合には、＜異常あり者数(A)＞に含めて集
計 

c) その他 適宜 内容により個別に判断 
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別添表 3. 股関節脱臼のスクリーニング結果（市町 X） 

該当者数（市町 X） 全対象者 乳児全戸訪問 ４か月児健診 

受診者数(T) 2,490 1,888 1,977 

所見あり者数(S) 245 202 43 

フォローアップ対象者数(F) 245 202 43 

結果把握者数(H) 220 177 43 

異常なし者数 192 154 38 

異常あり者数：a)股関節疾患(A) 18 17 1 

異常あり者数：b)その他 1* 0 1* 

*：筋性斜頸 

 

別添表 4. 精密診断結果（市町 X） 

該当者数（市町 X） 全対象者 乳児全戸訪問 ４か月児健診 

異常あり者数(A) 36 33 3 

精密検査結果 治療 経過観察 治療 経過観察 治療 経過観察 

 股関節脱臼 0 0 0 0 0 0 

 股関節亜脱臼 0 0 0 0 0 0 

 臼蓋形成不全 0 32 0 30 0 2 

 開排制限 0 4 0 3 0 1 

 

別添表 5. 精度管理指標（市町 X） 

精度管理指標（市町 X） 全対象者 乳児全戸訪問 ４か月児健診 

有所見率（％） 9.8% 10.7% 2.2% 

フォローアップ率（％） 89.8% 87.6% 100.0% 

発見率（％） 1.4% 1.7% 0.2% 

陽性的中率（％） 14.7% 16.3% 7.0% 

 

 

別添表 6. 股関節脱臼のスクリーニング結果（市町 Y） 

該当者数（市町 Y） 全対象者 乳児全戸訪問 ４か月児健診 

受診者数(T) 913 808 802 

所見あり者数(S) 202 155 47 

フォローアップ対象者数(F) 202 155 47 

結果把握者数(H) 181 149 32 

異常なし者数 130 101 29 

異常あり者数：a)股関節疾患(A) 50 47 3 

異常あり者数：b)その他 1* 1* 0 

                                                       *：軟骨無形成症 

 

別添表 7. 精密診断結果（市町 Y） 

該当者数（市町 Y） 全対象者 乳児全戸訪問 ４か月児健診 

異常あり者数(A) 50 47 3 

精密検査結果 治療 経過観察 治療 経過観察 治療 経過観察 

 股関節脱臼 3 0 3 0 0 0 

 股関節亜脱臼 1 0 1 0 0 0 

 臼蓋形成不全 0 42 0 40 0 2 

 開排制限 0 4 0 3 0 1 

 

別添表 8. 精度管理指標（市町 Y） 

精度管理指標（市町 Y） 全対象者 乳児全戸訪問 ４か月児健診 

有所見率（％） 22.1% 19.2% 5.9% 

フォローアップ率（％） 89.6% 96.1% 68.1% 

発見率（％） 5.5% 5.8% 0.4% 

陽性的中率（％） 24.8% 30.3% 6.4% 

 



70 

 

 厚生労働科学研究費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）） 

総合分担研究報告書 
 

「遅発性難聴の早期発見」 

「インクルーシブ教育を受ける思春期の難聴者の抱える問題」 

に関する研究 
 

研究分担者  片岡祐子 （岡山大学病院 耳鼻咽喉科 講師） 

研究協力者  菅谷明子 （岡山大学病院 耳鼻咽喉科 助教） 

 
           

研究要旨： 

 

新生児聴覚スクリーニング（NHS）の普及に伴い、難聴児の早期診断、早期補聴器装用開始

が実現されるようになったが、NHS でパスしたにもかかわらず乳幼児期に難聴が発見され

るケースも少なからず存在することが分かってきた。これまでその頻度やリスク因子は本

邦においては明らかにされていなかったが、岡山県内在住児の NHS 結果と小児期早期に発

症する難聴者の調査を行うことで、遅発性難聴の発症率 0.037％、リスク因子の頻度 60.4％

を算出した。先天性難聴の疾患頻度（約 0.1％）と比較して決して少数とは言えず、1 歳 6 か

月、3 歳健診の重要性が示唆された。 

NHS による難聴児の早期発見、早期療育開始、また人工内耳手術の低年齢化に伴い、難聴

児の聴取能、言語発達は向上している。また補聴援助システム等を併用することで、聴覚支

援学校ではなく普通学校に通学する児も近年増加しているが、聴覚補償でコミュニケーシ

ョンの問題が完全に解消されているわけではない。我々は思春期から 20 代のインクルーシ

ブ教育を受けた経験がある両側性、一側性難聴者の、学校生活や友人関係で抱える問題に関

して質問紙調査調査を行った。その結果、インクルーシブ教育を受ける難聴者の多くが授業

での聞き取りの限界、グループ学習や雑音下での聴取、また日常会話、人間関係での困難さ

といった多岐にわたる問題を有していることが判明した。福祉的対応や医療の適応の再検

討、教育的配慮の充実、加えて心理・社会的支援体制の確立を、保健・医療・福祉・教育で

の連携をもとに構築していくことは今後の重要な課題である。 

難聴児の学校生活で抱える問題を担任等教師へ正確に伝えるために教師用パンフレットを

作成し、全国の医療、療育・教育、行政機関に配布し、評価を得ている。 

 

 

 

 

Ａ．研究目的 

本研究の目的は、①新生児聴覚スクリーニング

（NHS）でパスしたにもかかわらず乳幼児期に

難聴が発見される遅発性難聴児の頻度、リスク

因子を明らかにし、早期発見に繋げること、②

聴覚を用いたコミュニケーションを行いインク

ルーシブ教育を受ける児が学校生活で抱える聞

き取りやコミュニケーション、学習、友人関係

等で抱えている問題を明らかにし、対策に繋げ

ることである。 

 

Ｂ．研究方法 

①遅発性難聴児の検討 

2006 年 4 月から 2018 年 3 月までの 12 年間で岡

山かなりや学園を受診した岡山県在住の 7 歳未

満の児で、NHS 両耳パスから発見された両耳難

聴 62 例、片耳パスから発見された両耳難聴例 35

例、計 97 例について、発症頻度と診断時期、リ

スク因子について検討を行った。  

2006 年 4 月から 2018 年 3 月の 12 年間に児童発

達支援センター（旧難聴幼児通園施設）岡山か

なりや学園大元寮診療所を受診した岡山県在住

の 7 歳未満の 1,171 児を調査した。NHS 両耳パ

スもしくは片耳パスであったにもかかわらず、7

歳未満で両耳難聴が判明した例を対象とした。

対象児の診療録を参考に、難聴発見時期、良聴

耳の聴力レベル、リスク因子等を調査した。リ

スク因子としては、Joint Committee on Infant 
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Hearing 2019(以下 JCIH 2019) において記載され

ている「進行性・遅発性難聴のリスク因子」を

使用した。 

NHS 受検者数とその結果は、岡山県で集計して

いる新生児聴覚検査事業の過去 12 年のデータを

使用した。尚、岡山県で就学前に発見される両

側難聴児のほぼ全例が本学園を 1 度は受診す

る。 

②思春期の難聴児が抱える問題の検証 

思春期の難聴児へスクリーニング的な調査およ

び介入の実用性についての検証を目的に、当院

および岡山かなりや学園を受診した乳幼児期か

ら学童期早期発症の両側性難聴児、一側性難聴

児・者を対象に学校生活に関する質問紙調査を

行う。対象年齢は 10 歳から 25 歳。小学校、中

学校、高等学校で特に特別支援学校以外に現在

通学しているもしくは過去に通学していた児が

学校生活で抱えている問題、医療と教育の連携

の希望等を調査した。 

（倫理面への配慮） 

個人情報の特定が不可能な形式にすることを

文書にて記載している。 

（倫理委員会での承認などありましたら承認施

設・機関名と委員会名、承認番号など記載をお願

いします。） 

 

Ｃ．研究結果    

①遅発性難聴児の検討 

疾患頻度 

当該期間中当園を受診した 1,171 人の調査より、

7 歳未満の両側難聴児は 366 人であった。NHS

片耳 refer 302 例のうち両耳難聴 34 例(11.3％)、

両耳 pass 481 例のうち両耳難聴 62 例(12.9％)であ

った。これらの 96 例が遅発性難聴と考えられ

る。 

岡山県下で NHS 受検した児の数から計算する

と、片耳 refer からの両耳難聴の発症頻度は

5.2％、両耳 pass からの両耳難聴の発症頻度は

0.037％と推定できる。両側遅発性難聴の罹患率

は 0.057％である。 

リスク因子 

対象 96 例中リスク因子を有する児は 58 例

（60.4％）であり、家族歴を有する児が最も多

く、29 例、全体の 30.％（リスク因子を有する児

中 50.0％）を占めた。次いで頭蓋顎顔面形態異

常を有する症候群、難聴を合併する症候群みら

れた。 

診断時期 

NHS で片耳でも refer であれば、通常生後 3 か月

までに精密聴力検査を受けるため難聴と診断さ

れた時期は平均 13.9 か月で、生後 9 か月までに

診断されていた児が 23 例(67.6％)を占めた。 

両耳 pass からの両耳難聴では両耳難聴の診断時

期は平均 42.3 か月で、1 歳未満で診断される例

もみられたが、2、3 歳、6 歳にピークをみとめ

た。 

中等度から重度難聴児でも、症状出現から診断に

年単位での時間を要している例も散見された。本

邦の 3 歳健診での難聴発見率は約 0.003%であり、

遅発性難聴の発症率 0.037％と比較して非常に低

い(約 10%)とされており、1 歳 6 か月、3 歳健診等

の充実や啓蒙の必要性が示唆された。 

②思春期の難聴児が抱える問題の検証 

両側性難聴 67 例、一側性難聴 27 例のデータを

収集した。 

両側難聴例では約 80％が学校生活で聞きにくさ

を感じており、特に高度・重度難聴では全例何

らかの問題を抱えていると回答した。授業内容

も 80％以上聞き取れていると回答したのは約

30％に過ぎず、視覚情報を用いた情報伝達を希

望していた。加えて聞きにくさによる友人関係

でのトラブルや悩みを抱えている者も半数以上

に及び、特に中高生以上になると顕著化するこ

とが判明した。 

一方で、一側性難聴者においても授業場面での

聞き取りに問題がある者は少数であったにもか

かわらず、学校生活で何らかの問題を自覚して

いる者は 60％以上に及んだ.グループ学習や雑音

下、距離が離れた場所や友人との会話での聞き

取りにくさの訴えが多く、特に高校生以上で顕

著化する傾向があり、友人関係のストレスをも

つ者も増加する傾向がみられた. 

この結果をもとに、難聴児を担任する教師への

指導用パンフレット「難聴をもつ小・中・高校

生の学校生活で大切なこと」を作成した。 

 

Ｄ．考察 

2019 年 6 月、厚生労働省と文部科学省は共同で

「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・

教育の連携プロジェクト報告」を発表した。その

中で、難聴児支援に関する課題と今後取り組むべ

き方向性として、「難聴児の早期支援を促進する

ため、保健、医療、福祉及び教育の相互の垣根を

排除し、新生児期から乳幼児期、学齢期まで切れ

目なく支援していく連携体制を、各都道府県それ

ぞれの実態を踏まえて整備すること」を掲げてい

る。難聴児の育成には、まず新生児聴覚スクリー

ニング（newborn hearing screening、 以下 NHS）を

実施し、早期に難聴を診断、速やかに補聴器や人

工内耳を用いた療育を開始することが必要とさ

れてきたが、以後学齢期になってからも教育へと

繋げることが重視されるようになっている。  
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NHS の普及に伴い、難聴児の早期診断、早期補

聴器装用開始が実現されるようになったが、

NHS でパスしたにもかかわらず乳幼児期に難聴

が発見されるケースも少なからず存在すること

が分かってきた。ただしその頻度は明らかでは

ない。また遅発性難聴のリスク因子も多数挙げ

られているが、遅発性難聴児のうちハイリスク

児がどの程度いるのかはほとんど報告されてい

ない。 

また、NHS 導入により難聴児の早期発見、早期

療育開始が実現され、聴覚を用いたコミュニケ

ーションが可能となる児が増加している。それ

に伴い、 支援学校ではなく地域の学校に通学す

る児も近年増加し、支援学級も含めるとその割

合は難聴児の 60％以上にのぼるとされている。

しかし実際には聴覚補償でコミュニケーション

の問題が完全に解消されているわけではない。

人工内耳を装用しても難聴者は聴者と同等の聴

取はできず、地域の学校（通常学級、支援学

級）に進学していても聞き取りやコミュニケー

ション、学業において問題を抱えている児が多

数いるが、学童期以後の問題は明らかでなく、

対策が行き届いていない。また、一側性難聴児

においては教育現場ではほとんど配慮されてい

ない。思春期の難聴児で特にインクルーシブ教

育を受ける児が学校生活で抱えている問題を明

らかにすることは重要である。そういった背景

から、我々は思春期から 20 代のインクルーシブ

教育を受けた経験がある両側性、一側性難聴者

の、学校生活や友人関係で抱える問題に関して

調査を行った。 

NHS でパスしていても、乳幼児期に遅発性に難

聴を発症する児や、少数ながら NHS で偽陰性だ

ったと考えられる児が存在する。 

遅発性難聴の発生頻度はこれまでに国内外問わ

ずほとんど報告されていないが、我々が岡山県

保健福祉部の協力で行った調査では約0.037％で

あり、先天性両側難聴の有病率が約0.1％である

ことと比較すると、決して低い頻度であるとは

言えないことが分かる。 

Joint Committee on Infant Hearing 2019では進行

性・遅発性難聴のリスク因子を挙げており（、

ハイリスク児ではNHS結果にかかわらず早期の

聴力検査を推奨している。本邦では、1歳6か月

健診の問診項目に遅発性・進行性難聴のリスク

因子が挙げられているが、リスクがあっても

「ささやき声で名前を呼んで振りむく場合はパ

ス」とされており、1歳6か月健診から難聴の診

断に結びつく児は極めて少数である。 また、日

本耳鼻咽喉科学会福祉委員会・乳幼児委員会で

の全国データでも、3歳児健診からの両側難聴の

診断率は毎年約0.003％であり、前述した遅発性

難聴の発症率0.03－0.04％と比較すると明らかに

低い。したがって、NHSでパスした児において

は依然難聴の早期発見は実現されていない。遅

発性難聴児の効果的発見という視点では、法定

健診である1歳6か月、3歳児健診が受診率約95％

(厚生労働省報告)であるため、最も現実的であ

り、これらの健診の見直しと活用が必要である

と考えた。1歳6か月、3歳児健診の改善、有効な

活用が必要であることが示唆される。 

また、学校での問題を訴える思春期の難聴児・

者は多くはないが、質問紙調査により、思春期

以降の難聴児においても学校や人間関係におい

て様々な問題や悩みを抱えていることが判明し

た。 

両側難聴者は音声によるコミュニケーションが

可能であっても、授業中、特に雑音下、グルー

プ学習、離れた場所からの聞き取りにくさを自

覚し、友人との会話でも問題が生じていること

が多い。この傾向は難聴の程度が強いほど顕著

となり、学年が上がるにつれて複雑化する。一

側性難聴者でも同様に、学校生活での聞き取り

にくさを自覚しているものは多く、授業場面よ

りも友人との会話で顕著となることが判明し

た。 

思春期の両側性難聴者では補聴を行っていて

も、聞き取りには限界がある。聴覚補償だけで

なく視覚による情報補償を含めた教育的配慮、

心理・社会的支援の充実を図ることは今後の重

要な課題である。また一側性難聴者は、現在福

祉的な支援には該当していないが、福祉や医療

の適応の再検討、教育的支援の充実を図ること

は重要な課題と考える。 

今回難聴児を担任する教師への指導用パンフレ

ット「難聴をもつ小・中・高校生の学校生活で

大切なこと」を 1,000 部作成した。全国 20 以上

の医療機関、療育・教育機関、行政機関に配布

したが、非常に高評価であり、多数の施設より

追加送付が依頼され、既に 900 部以上が手元を

離れている。今後更に発展させられるよう啓蒙

を継続させたい。 

 

Ｅ．結論    

遅発性難聴の疾患頻度は約0。037％であり、先

天性難聴の0。1％と比較すると決して低いとは

言えない。遅発性難聴児の約60％がリスク因子

を有している。診断契機が1歳6か月、3歳健診で

ある児は非常に少ない傾向があり、健診充実の

必要性が示唆される。 

思春期の難聴者が健聴者とともにインクルーシ

ブ教育を受ける中で、授業での聞き取りの限界
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だけでなく、グループ学習や雑音下での聴取、

日常会話、人間関係での困難さといった多岐に

わたる問題を有している。 

両側難聴だけでなく一側性難聴例であっても医

療と教育の連携を望んでいる者は多い。 

福祉的対応や医療の適応の再検討、教育的配慮

の充実、加えて心理・社会的支援体制の確立

を、保健・医療・福祉・教育での連携をもとに

構築していくことは今後の重要な課題である。 
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（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）） 

分担研究報告書 
 

外部専門家による学校性教育の実践に関する方法論に関する研究 

～性教育導入シートおよび性教育方法ガイドの開発～ 
 

研究分担者  （松浦 賢長） （福岡県立大学・教授） 

研究協力者  （原田 直樹） （福岡県立大学・准教授） 

研究協力者  （梶原由紀子） （福岡県立大学・助教） 

研究協力者  （高橋 雪子） （八戸学院大学・教授） 

 
 

研究要旨： 

日本版 Bright Futures においては、性教育（Sex & Sexuality Education）は、小学校、中学

校、高等学校の校種別に記載がなされている。また、閣議決定された成育医療等基本方針で

は、性に関する医学的・科学的に正しい知識の普及啓発が学校教育段階から求められる旨が

記載された。 

義務教育における普通教育において、性に関する医学的・科学的に正しい内容を、極めて

容易に平易に子どもに理解させうる技術がある専門家（外部講師）による性教育授業は今後

ますます重要性をましていくと考えられ、この社会的要請に資する資料の開発に取り組ん

だ。 

専門家が学校の性教育に関わる方法は、2 つに大別される。1 つは個別指導であり、もう

1 つは集団指導である。個別指導は、今後展開が期待される思春期健診等の場面が想定され

る。集団指導は、いわゆる授業・講義・講演形式にて実践されるものである。この両輪を持

ってして、すべての子どもに対するアプローチがなされうる。 

これらの観点から、本研究ではまずは個別指導に資する性教育導入シートを開発し、その

後、集団指導に資する性教育方法ガイドの開発に取り組んだ。性教育方法ガイドの開発にお

いては、その骨格を構築し、第 1 項目である「学校教育」の記述を完成させた。 

成育医療等基本方針が閣議決定され、学校教育においても、各種の新たな取り組みが展開

されていくことになる。性教育もその 1 つであり、医学的・科学的に正しい知識の普及啓発

には、対象となる学校の子どもたちの理解や読解力が重要になってくる。それらに配慮した

資料開発を行ってきたが、まだ大きな課題を残している。 

それは発達障害を含む、障害のある子どもを対象とした性教育である。こちらについて

は、小児保健の各種専門家との連携をもとに、性教育導入シートや性教育方法ガイドの開発

を迅速におこなっていく必要があると考えられた。 

 

 

 

Ａ．研究目的 

日本版 Bright Futures においては、性教育（Sex 

& Sexuality Education）は、小学校、中学校、高

等学校の校種別に記載がなされている。また、閣

議決定された成育医療等基本方針では、性に関す

る医学的・科学的に正しい知識の普及啓発が学校

教育段階から求められる旨が記載された。 

義務教育における普通教育において、性に関す

る医学的・科学的に正しい内容を、極めて容易に

平易に子どもに理解させうる技術がある専門家

（外部講師）による性教育授業は今後ますます重

要性をましていくと考えられ、この社会的要請に

資する資料の開発に取り組んだ。 

専門家が学校の性教育に関わる方法は、2 つに

大別される。1 つは個別指導であり、もう 1 つは

集団指導である。個別指導は、今後展開が期待さ

れる思春期健診等の場面が想定される。集団指導

は、いわゆる授業・講義・講演形式にて実践され

るものである。この両輪を持ってして、すべての

子どもに対するアプローチがなされうる。 

これらの観点から、本研究ではまずは個別指導

に資する性教育導入シートを開発し、その後、集

団指導に資する性教育方法ガイドの開発に取り

組んだ。性教育方法ガイドの開発においては、そ
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の骨格を構築し、第 1項目である「学校教育」の

記述を完成させた。 
 

Ｂ．研究方法 

１．性教育導入シートの開発 

 学校で行われている性教育を、根拠に基づき

ながら（学習指導要領や教科書等）、子どもの発

達段階に合わせて概観できるようにした。いわ

ゆる文献検討の形態をとった。 

 また導入シート作成にあたっては、研究協力

者をはじめとして、多様なかたちで性教育に携

わっている者と議論をおこない論点を整理した

上で、作成にあたった。 

 

２．性教育方法ガイドの骨格構築 

日本版Bright Futuresの性教育の記載内容をもと

に、研究協力者等の性教育学専門家と議論する

中で、教育方法の概要を作成した。 

 

３．性教育方法ガイドの項目内容作成 

構築された性教育方法ガイドの骨格における

項目「（１）学校教育」の小項目は下記である。 

（１）学校教育 

 １－１．学校教育の潮流 

 １－２．学力の３要素 

 １－３．法体系 

 １－４．授業時間数 

 １－５．教育課程（教科等） 

 １－６．学習指導要領 

 １－７．教科書 

 １－８．発達段階 

 これらの小項目について、どのような内容がふ

さわしいかを、性教育実践の指導にあたる専門家

との議論を経てまとめることにした。 

（倫理面への配慮） 

 研究を通して、個別の児童生徒への対応や、個

別の授業者や学校などのデータを事例に挙げた

議論をせず、個人情報保護に触れないプロセスを

経た。 
 

Ｃ．研究結果 

Ｃ－１．性教育導入シートの開発 

Ｃ－１－１．健診に従事する専門職 

 思春期健診をはじめとした子どもを対象とし

た健診に従事する専門家の職種は、医師、看護

師、保健師、心理関係者、福祉関係者であると

考える。多職種連携をもとに健診、および健診

事後措置にあたることになるが、ここに学校関

係者が含まれることは例外的なこととなる。 

 よって、臨床における性教育の導入シートを

作成するにあたって、より基本的なレベルから

情報を簡潔にわかりやすく提示する必要がある

と考えた。 

 

Ｃ－１－２．導入シートのカテゴリ 

 医師をはじめとした多職種の専門家に対し

て、性教育についての基本情報を提供する際に

は、いくつかのカテゴリに分けて情報を提示し

たほうがよいと考えた。 

 基本的なカテゴリとしては、「発達段階」「性

別」「知的等の障害の有無」などが考えられた

が、今回は子どもの特徴として第一に挙げられ

る「発達段階」について着目することにした。 

 そこで「発達段階」を「小学生」「中学生」

「高校生」とわけて記述することにした。今回

は「性別」「障害の有無」等の細分化はしなかっ

た。 

 

Ｃ－１－３．導入シートの項目立て 

 導入シートは「小学生」「中学生」「高校生」

の各カテゴリにおいて、それぞれ2ページに収ま

る分量で記述することとした。 

 導入シートにおける項目立てであるが、まず

は「発達段階の特徴」、そしてその発達段階にお

ける「主たる性の課題」、「臨床の観点」、「学校

における性教育」「文献」とした。 

 「臨床の観点」であるが、［個別指導・個別支

援］の観点と［集団指導・小集団指導］の観点

を設けることにした。 

 

Ｃ－１－４．導入シートの内容記載 

 発達段階の3つのカテゴリごとに、項目立てに

沿って、多職種向けの記載をおこなった。これ

らの記載については、研究協力者で分担して取

り組んだ（本稿末に導入シートを校種別に示し

た）。 

 

Ｃ－２．性教育方法ガイドの骨格構築 

Ｃ－２－１．小学校での性教育に求められる観

点と現状 

小学生時期に表出する性の課題と考えられる

主なものは以下のものが挙げられる。 

・児童ポルノ被害 

・性虐待（性器いじり） 

・性的いたずら（言動含む） 

・性被害 

・二次性徴のセルフケア 

・“性と心”への対応 

・性交等の性行為 

 これらの課題を踏まえ、小学校での個別指

導・個別支援では、早期発見と予防が重要であ

ることがわかる。ただし、発達段階からみる
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と、特に低学年では身の上に生じた事柄を適確

に言語化できるとは限らない。また、その言語

化に必要な知識の習得もなされていないことも

多い。個別指導においては、多職種連携のもと

対象児童とのやりとり（聞き取りなど）を進め

る。 

集団指導・小集団指導では、対象児童の知識

の有無にこだわることはない。知識を合理的に

（予防）行動に結びつけていくという「知識モ

デル」は近代教育の正統（レガシー）ではある

が、予防という抽象度の高い概念が育つのは高

学年を待たねばならないし、さらには高学年で

あったとしてもこの「知識モデル」が有効に機

能するための知識運用能力（いわゆる学力）が

皆育っているとも限らないからである。 

 ゆえに自分を守るための行動をわかりやすく

図示し（イラストや動画など）、場合によっては

実際の練習（ロールプレイ等）も取り入れなが

ら、「知識モデル」にこだわらないかたちの性教

育を展開することになる。 

 「知識モデル」は学校教育の中で主として保

健の授業で展開されている。 

 小学校の保健の授業は3年生から始まる。その

保健の授業で性が扱われるのは、10歳前後の4年

生からである。平成29年告示の学習指導要領に

よると、とりわけ小学校・5・6年生では、自ら

の心身の成長に伴う性の戸惑いへの現実的な対

処方法の探索をはじめとして、中学校における

性感染症の学習や、何よりも助けを求める力を

養成するための基礎となるところである。助け

を求める力は、思春期の子どもにとても重要な

力であると近年認識されてきている。このヘル

プ・シーキングには性差がある。女子に親和性

があるのが「身近な人」への相談であるのに対

し、男子においては「身近な人」への相談が忌

避される傾向にある。ゆえに、男子の場合、知

らない人への相談を可能にする情報を提供が重

要となる。 

 

Ｃ－２－２．中学校での性教育に求められる観

点と現状 

中学生時期に表出する性の課題と考えられる

主なものは以下のものが挙げられる。 

・児童ポルノ被害 

・性虐待 

・性被害（インターネット関連含む） 

・性加害 

・“性と心”への対応 

・性交等の性行為 

・思いがけない妊娠 

・性感染症 

 中学生の性の課題は、性行為に関連する課題

が目立つようになってくる。被害的な立場にも

なるし、加害的な立場にもなる。また、異性間

ではなく同性間の性課題も浮上してくる。ここ

20年程度、青少年の性交経験率は大きく低下し

てきている。すなわち二極化している。それゆ

えに現在、中学生時期で性行為に関連する課題

が存在するのは、”その時代の影響”というより

も、家庭をはじめとした“（成育）環境の影響”

が大きいと考えてもよい。よって、中学校での

個別指導・個別支援では、対象生徒の家庭背景

や地域環境、例えば不安定な家族関係や経済的

貧困等の福祉的視点を持った対応が必要であ

る。 

 さらには、中学生時期の性行為はそれ自体で

存在するというよりも、他の心身（精神）の健

康課題と併存・関連している可能性がある。精

神的支援も求められる。 

 人工妊娠中絶に至る場合には、そこでの臨床

指導が将来に影響する可能性が高い。同じ轍を

踏まないための柔軟な指導や具体的な方法のア

ドバイスが求められる。 

集団指導・小集団指導では、「知識モデル」から

みると、中学生時期は、知識を運用するための

能力の格差が開いてくる時期である。また、

往々にして「知識モデル」があまり通用しない

生徒が性の課題を有している傾向にある。それ

ゆえに、知識を基盤とした論理的な話の進め方

よりも、実際の事例をもとにした”本当の言

葉”によるやりとりを進めた方がよい。そこで

は、恐怖や不安を与える事例とともに、希望を

与える事例も紹介しておきたい。意識や態度を

変えることを目標としたい。 

平成29年告示の学習指導要領における性教育

に関係する記述では、とりわけ、中学校の3年生

で性感染症について集団で学習することになっ

ている。指導要領の解説（文部科学省）におい

て、「エイズの病原体はヒト免疫不全ウイルス

（HIV）であり，その主な感染経路は性的接触で

あることから，感染を予防するには性的接触を

しないこと，コンドームを使うことなどが有効

であることにも触れる」とされている。 

平成31年度版の教科書（学研）で取り上げら

れている主な感染症は、「性器クラミジア感染

症」「りん菌感染症」「性器ヘルペスウイルス感

染症」「尖圭コンジローマ」「梅毒」の5つであっ

た。 

 

Ｃ－２－３．高等学校での性教育に求められる

観点と現状 

高校生時期に表出する性の課題と考えられる
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主なものは以下のものが挙げられる。 

・児童ポルノ被害 

・性虐待 

・性被害（インターネット関連含む） 

・性加害 

・“性と心”への対応 

・性交等の性行為 

・思いがけない妊娠 

・性感染症 

・デートＤＶ 

高校生における性の課題は、性行為に関連す

る課題が目立っている。そしてそれらは、イン

ターネットを介した関係の上に成り立っている

場合がある。 

また、これらの課題を抱える生徒は、就学継

続が危ぶまれる状況になりがちである。さら

に、高等学校は義務教育期間ではないので、不

登校も含め学校に行っていない子どもも存在す

る。その場合、個別指導・個別支援のルートは

かなり限られている。 

 思いがけない妊娠の際、保護者の受容がある

場合には、出産する子どもたちが数割存在す

る。その後は、育児に進むわけであるが、地域

の保健福祉機関（子育て包括支援センター等）

と情報を共有しながら支援にあたっていく。保

護者の受容が無い場合をはじめとして、特別養

子縁組に進む場合もあるが、精神的なケアが必

要になる。 

 中学生時期と同様、人工妊娠中絶に至る場合

には、臨床指導が将来に影響する可能性が高

い。同じ轍を踏まないための柔軟な指導や具体

的な方法のアドバイスが必要である。 

集団指導・小集団指導では、「知識モデル」から

みると、高等学校は入試を経ている関係もあ

り、生徒の知識運用能力のばらつきが小さい。

知識を基盤とした論理的な話を進めることがで

きる学校もあれば、「知識モデル」ではない”本

当の言葉”によるやりとり（中学生の項を参

照）を進めることもよいだろう。性の課題に関

するリスクグループも学校が把握できているこ

とが多いので、その生徒たちを抽出して小集団

での性教育を展開することも効果的である。 

高等学校では意識や態度を変えるのみならず、

行動を変容することを目標とすべきである。 

学習指導要領解説（平成30年）をみると家族計

画について学ぶことになっている。健康課題と

年齢の関連が記されている。つまり「妊よう

性」について踏み込む表現になっている。年齢

や生活習慣に影響を受けることの理解が求めら

れている。 

平成31年度の教科書（大修館）を見ると、避

妊法としてあげられているのは（男性用）コン

ドームと低用量ピルであった。また、コラム

「不妊問題」で妊娠には適齢期があることが記

載されている。 

一方、性感染症（エイズ含む）については、

高等学校の保健の授業で学ぶことになってい

る。そこでは予防だけではなく、「その原因、及

び予防のための個人の行動選択や社会の対策に

ついて理解できるようにする」と記載されてお

り、生徒の社会性の発達とともに、社会を構成

するメンバーとしての考え方を伸ばしていくこ

とになっている。 

なお、保健の授業は、原則として1年生及び2

年生で学ぶことになっている。 

 

Ｃ－２－４．教育方法ガイドに盛り込む視点 

学校外の専門家等による性教育授業に関し

て、校種に共通する教育方法ガイドに盛り込む

視点は下記の点であった。 

（１）学校教育 

 １－１．学校教育の潮流 

 １－２．学力の３要素 

 １－３．法体系 

 １－４．教育時間数 

 １－５．教育課程（教科等） 

 １－６．学習指導要領 

 １－７．教科書 

 １－８．発達段階 

（２）集団教育 

 ２－１．知識と行動 

 ２－２．知的理解の分散 

 ２－３．スライドの構成 

 ２－４．行動変容への別ルート 

（３）到達目標・評価 

 ３－１．（数値）目標の立て方 

 ３－２．評価の方法 

 ３－３．評価結果の還元 

 ３－４．教育方法の見直し 

（４）単独授業 

 ４－１．時間配分 

 ４－２．保護者 

 ４－３．学校との事前調整 

 ４－４．情報量 

 ４－５．理解の段階と確認方法 

 ４－６．グループディスカッション 

 ４－７．ロールプレイ 

（５）まとめ 

 ５－１．課題の把握 

 ５－２．個別指導と集団教育の関連 

 

Ｃ－３．性教育方法ガイドの記述内容 
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 構築した性教育方法ガイドの骨格における項

目のうち、「（１）学校教育」を取り上げ、その

小項目8つについて整備した内容を記載する。 

 なお本稿で用いる「学校」とは、学校教育法

の１条にある「学校」とする。中でも、普通教

育を担う学校、すなわち小中学校、特別支援学

校、高等学校等とする。 

 

Ｃ－３－１．学校教育の潮流 

 学校教育は社会を作り上げていく近代の仕組

みであるが、近年（平成10年前後から）は社会

からの要請により学校教育が作り変えられてい

る色彩が強い。つまり、学校教育は社会によっ

て影響を受けている。 

 学校教育の対象は児童生徒であるが、当該年

齢の国民のほとんどが通学していることもあ

り、外部からは学校を通じた取り組みをすべき

である等のリクエストがある。公衆衛生からの

リクエストも「がん教育」を始めとして種々存

在し、「性教育」もその一つとなっている。な

お、成育医療等基本方針（2021閣議決定）で

は、「性教育」という表現はないものの、妊娠・

出産等に関する医学的・科学的に正しい知識の

普及・啓発を学校教育段階から推進することが

重視されている。 

 ただ、学校教育には公衆衛生のみならず経済

産業界をはじめとして多方面からのリクエスト

がなされているので、学校は限られた時間の中

でどのように対応するかを常に工夫する必要に

せまられている。 

 

Ｃ－３－２．学力の３要素 

 学力とは、「今の社会と近未来の社会」を「社

会人として生きていく力」といえるが、現在そ

れは「生きる力」として表現されている。 

「生きる力」は平成20・21年の学習指導要領

から採用されている教育の核となるキーワード

である。平成29・30年の（現行）学習指導要領

でもこのキーワードは引き継がれている。 

 この「生きる力」は抽象的表現ではあるがゆ

えに学校にはよく周知されており、児童に身に

付けさせる能力として認識されている。平成

20・21年の学習指導要領で、「生きる力」を構成

する［確かな学力］、［豊かな人間性］、「健康と

体力」といった3つの要素があらためて整理され

た。 

 さらに平成29・30年の（現行）学習指導要領

では、「生きる力」における育成すべき資質・能

力として、3つの柱がまとめられた。 

 

----------------------------------------------------------------- 

小学校学習指導要領（平成29年告示） 総則 

⑴ 知識及び技能が習得されるようにすること 

⑵ 思考力，判断力，表現力等を育成すること 

⑶ 学びに向かう力，人間性等を涵養すること 

----------------------------------------------------------------- 

 

 これらを通称「学力の３要素」という。これ

は小学校から大学まで一貫している。この３つ

目の「学びに向かう力，人間性等の涵養」は平

成29・30年の（現行）学習指導要領において新

たに設定された学力要素である。この解釈につ

いては議論の多いところであるが、議論を収斂

させるにはその学力の向かう先、すなわち大学

入試に求められる学力を見れば良い。 

高校と大学の接続（高大接続）部分ではその

３つ目の学力要素を「主体性を持って多様な

人々と協働して学ぶ態度」と表現している。キ

ーワードは「主体性」「多様性」「協働性」であ

る。 

 さらに平成29・30年の（現行）学習指導要領

では、これらの資質・能力を身に付け，生涯に

わたって能動的に学び続けることができるよう

にするために、「主体的・対話的で深い学び」を

目指す授業の改善が求められることになった。

この「主体的・対話的で深い学び」は先の学力

の３要素のうちの３つ目に対応している部分が

大きい。 

これらから最重要用語は、「協働」「対話」と

整理される。平成20年改訂の学習指導要領には

記述皆無であった「協働」や「対話」が、平成

29年改訂の（現行）学習指導要領には頻出して

いることからその見方を補強することができ

る。 

 

Ｃ－３－３．法体系 

 学校教育は法体系に基づき、法令等にそって

展開されている。わが国の土台となる憲法のも

と、各種法令が制定されている。代表的なもの

は、教育基本法、学校教育法、学校保健安全法

などである。 

 教育は心身ともに健康な国民の育成を目的と

している（教育基本法第１条）。義務教育を含む

普通教育においては、その教育内容が基準化さ

れている。それら基準化された内容は、学習指

導要領（同解説含む）に表されている。 

 性に関しては「保健」や「道徳」の時間で扱

われているが、教科書をもとにまずは基準化さ

れた内容（知識等）の習得が課題となる。 

 

Ｃ－３－４．授業時間数 

 学校教育における授業時間数も基準化されて
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いる。学校教育法施行規則から教育課程にかか

る標準時間を本稿末の表１，表２に示した。 

 １年間の授業時間数が1,000時間を超えること

がわかる。なお、小学校の１単位時間は，45

分、中学校のそれは50分である。 

 外部講師を招いた性教育の時間をどこに組み

込むのかは、各学校の知恵の見せ所である。授

業時間の枠としては「特別活動」に組み入れら

れることが多い。 

 

Ｃ－３－５．教育課程（教科等） 

教育課程とは、法令に定義づけされているも

のではないが、教育関連法令に頻出する用語で

ある。しばしばCurriculum（カリキュラム）と同

義に用いられているが別の概念である。 

教育課程とは、教育を行う側から見た系統的

な授業配置表である。Curriculum（カリキュラ

ム）とは、教育を受ける側から見た学修（授業

等）の流れである。教育課程に比較して、

Curriculum（カリキュラム）には複数のコースが

用意されており、教育を受ける側からの選択の

自由度が高いことに特徴がある。 

わが国の普通教育（義務教育＋高校の普通教

育）における教育課程の自由度は高くはない。

それは前述の学習指導要領等が発達段階に即し

たものになっており、また授業等の内容が基準

化されているからである。 

平成29・30年の（現行）学習指導要領で「カ

リキュラム・マネジメント」という概念が初め

て記載されたが、その定義は下記になる。 

 

----------------------------------------------------------------- 

小学校学習指導要領（平成29年告示） 総則 

児童や学校，地域の実態を適切に把握し，教

育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を

教科等横断的な視点で組み立てていくこと，教

育課程の実施状況を評価してその改善を図って

いくこと，教育課程の実施に必要な人的又は物

的な体制を確保するとともにその改善を図って

いくことなどを通して，教育課程に基づき組織

的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を

図っていくこと 

----------------------------------------------------------------- 

 

 上記の定義に「教科等横断的」とあるが、こ

ちらも平成29・30年の（現行）学習指導要領に

初出の新しい概念である。これまでの教科等の

“縦糸”だけではなく、それらを横断する“横

糸”を編み込む、すなわち教育プログラムを組

み立てるということである。これからの学校に

おける性教育は、この教科等横断的な取り組み

（プログラム）として展開されていくことにな

る。 

 

Ｃ－３－６．学習指導要領 

 全国で展開される普通教育の基礎となる学習

指導要領は約10年に一度改訂されてきている。

こちらの法的な位置づけは、裁判等で争われて

きた歴史があるが、国民が学校において身につ

ける内容が示されていると認識してよい。 

 前述のように学校教育の授業時間数は膨大で

あり、飽和状態にあるとも言えるので、この学

習指導要領にどのような内容・項目を新規追加

するかについては大きな議論が長い時間交わさ

れる。 

 近年はじまった学校における「がん教育」の

根拠は、約5年の議論の末、学習指導要領（中学

校を例示）に記載された「また，がんについて

も取り扱うものとする。」の箇所等である。 

 性に関する事項としては、学習指導要領では

制限的記述が見られることが特徴である。例え

ば中学校の学習指導要領には、「妊娠や出産が可

能となるような成熟が始まるという観点から，

受精・妊娠を取り扱うものとし，妊娠の経過は

取り扱わないものとする。」といった制限的記述

がある。 

 

Ｃ－３－７．教科書 

 学習指導要領に基づき、検定教科書が作成さ

れる。数社がしのぎを削っているが、どの教科

書も学習指導要領にて記載された項目（基本的

な内容）を網羅している。ただ、発展的内容や

新たな学びのヒント等は教科書（制作会社）に

よって異なっている。 

学校の性教育に出向く外部講師としては、ま

ずは教科書にある基本的な内容を対象の児童生

徒が理解しているかどうかが確認すべきポイン

トになる。教科書、たとえば「保健」の教科書

を理解せずに、外部講師の話す発展的内容が身

につくことは難しい。 

また現在は、約3割にものぼる子どもが教科書

を理解することができていない旨の議論もある

ので、外部講師がどのような難易度で話を進め

るかは重要なポイントである。 

外部講師が専門家であるならば、専門家なら

ではの優しい表現で教科書にある内容を説明す

るのはとてもよいアイデアである。一方、「教科

書に書いてあることは読めばわかるから授業で

は扱いません」という方向性は、多くの子ども

を切り捨てることに直結することを留意した

い。 

 



81 

 

Ｃ－３－８．発達段階 

子どもの発達は、定型発達という用語がある

ように、おおよその年齢で、脳神経系の発達状

況を区分けする（マイルストーンを置く）こと

ができる。この考え方により、乳幼児健診は組

み立てられている。 

 普通教育でもこの見方を採用する。小学校・

中学校、そして高等学校（の普通教育部分）が

学齢進行になっているのはこの理由である。性

に関する発達、とくに二次性徴はある程度の学

齢にマイルストーンを置くことができる。 

 子どもの発達段階は、学習指導要領に最もよ

く描かれている。学習指導要領を教科等横断的

に読み込めばそれは浮かび上がってくる。各教

科は同じ学年で同じレベルの脳神経系発達を見

越して内容が“経験的に”記述されている。 

例えば、「数学」の授業において、中学校1年

で学ぶ“方程式”を小学校4年生の多くが習得す

ることができない（脳神経系の発達が追い付い

ていない）ように、「保健」の授業において、中

学校1年の“生殖機能の成熟”を小学校4年生の

多くは習得することはできない。 

 言い換えれば、学習指導要領は、脳神経系の

発達に合わせた教授内容の積み重ねリストとみ

なすことができ、教科等横断的に確認できる。 

たとえば、「いのち」という概念は高度に抽象

化された概念である。「い」と「の」と「ち」の

ひらがなは、未就学児でも読むことができる

が、『「いのち」が身近な生き物に宿り、そして

周りの人にも宿り、さらにはこの自分にもそれ

が宿っており、それはいずれも有限であり、か

つこの自らが死ぬ存在であると認識する』とい

う高度な抽象理解は小学校5年になるのを待つ。

小学校5年からの国語や社会、算数の教科書が急

に抽象度を上げるのは、10歳を超える頃にこの

抽象能力が急速に発達するからである。発達モ

デルを本稿末の図１に示す。 

 先に中学校1年の方程式を例にした。教科等横

断的にみると、数学で“方程式”を学ぶことの

できる発達段階において、“生殖機能の成熟”を

学ぶことができる。中学校３年を例にすると、

数学で“因数分解”を学ぶことのできる発達段

階において、“性感染症”を学ぶことができる。

もちろん、中には校種を前倒しして理解する子

どもも存在するが、そこに焦点を当てた場合、

多くの子どもを切り捨てていることに自覚的に

なる必要がある。 

 外部講師として学校で性教育を行う場合、対

象となる児童生徒の発達段階を知るには、学ん

でいる数学（算数）等の教科書を見るとよい。

これは、ひとりひとりの生徒の学力の観点から

も重要である。教科書にある“因数分解”の理

解が難しい学力の生徒は、教科書にある“性感

染症”の理解が難しいと予測できる。 

これら発達段階に関しては、すでに発達段階

を経て大人になっている外部講師の盲点となっ

ている。 

 

Ｄ．考察 

Ｄ－１．性教育導入シートの開発 

健診等における性教育の形態は、原則個別指

導となる。個別指導の内容は、学校で教えられ

ている集団指導（一般的な性教育）とは異なる

ものになる。よって、導入シートにおいて今回

のように発達段階別に内容を記載するほかに、

問題・課題別に内容を記載することも選択肢の

一つであることを考慮しておきたい。 

 今回、カテゴリや項目立てには取り入れなか

ったが、「知識モデル」の適用が適切である場合

と、そうではない別のモデル、たとえば「情動

モデル」の適用が適切な場合がある。導入シー

トの次の情報提供シートにはこれらの観点を取

り入れることにする。 

 今回の導入シートには、目的・目標、そして

評価の考え方を強く押し出した。学校の性教育

ではこれまであまり取り入れられなかった視点

である。今回の導入シートはいわゆる保健医療

課題（公衆衛生課題）に直結する健診に際して

のものであるので、（数値）行動目標･評価を軸

とした性教育の展開をわが国でもはじめて押し

出すものである。 

 

Ｄ－２．性教育方法ガイドの骨格構築 

小学校、中学校、高等学校の各校種における

保健の授業は、体育科・保健体育科で掲げられ

た目標を踏まえつつ、体系的に捉えることがで

きる。それは、児童生徒の発達は連続性のある

ものだからである。 

小学校は、身近な生活における健康・安全に

関する基礎的な内容をより実践的に理解するこ

とであり、また中学校は、個人生活における健

康・安全に関する内容をより科学的に理解する

ことである。さらに高等学校は、個人及び社会

生活における健康・安全に関する内容をより総

合的に理解し、これらを通じて、生涯を通じて

自らの健康を適切に管理し改善していく資質や

能力の育成を目指している。つまり、小学校、

中学校、高等学校へと進むにつれて、視点が身

近な生活から個人生活、そして個人と社会生活

へと拡大化し、理解の方法も実践的理解から科

学的理解、そして総合的理解へと高度化してい

る。 
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これらの小学校、中学校、高等学校の保健教

育においては、いずれの校種においても、現在

および生涯を通じて自らの健康を適切に管理し

改善していく資質や能力の育成のために系統性

がある指導ができるよう内容を明確にすること

としている。 

性教育においても、小学校、中学校、高等学

校において、系統性のある指導が求められる。

その上で、結果に示すように児童生徒が有する

性の課題は、児童生徒の発達の段階に応じて

様々であり、性教育に求められる観点と現状も

校種により多様である。しかし、系統性が課題

の先送りにならないよう、多様性が場当たり的

にならないようにするためには、性教育の根幹

を明確にすることが必要であり、校種に共通す

る性教育の方法についてガイド（概要）の開発

は重要であると言えよう。 

教育方法ガイドに盛り込む視点に示すよう

に、校種によらない教育方法の共通ポイント

は、5視点、計25項目にまとめられた。 

これまで、学校外の専門家等が教授にあたる

性教育は、教える内容から議論されることが多

かったが、今回は（校種に共通する）方法から

議論するというプロセスをとった。これによ

り、外部の専門家等がどの校種にも対応できる

ような道筋を示すことができると考える。 

内容から始めるのではなく、まずは方法から組

み立てることにより、教育方法の見直しが可能

となり、ひいては同じ内容を扱ったとしても、

別の効果（目標に対応した効果）をあげること

ができると考えられた。 

今後は、これら25項目の教育方法ポイントを

解説することにより、日本版Bright Futuresにおけ

る性教育の実施に際してのガイドを策定するこ

とができるといえる。 

 

Ｄ－３．性教育方法ガイドの項目内容記述 

Ｄ－３－１．基準化された授業内容と子どもの

多様性 

 外部講師が学校に出向き、性教育を行う場

合、2 つの方法がある。集団指導（いわゆる授

業・講義・講演）と個別指導である。集団指導

にあたっては、数十人（あるいは数百人）の子

どもを対象とすることになる。 

 学校は法体系に基づく教育組織であり、普通

教育の学校では授業内容は法令等によって基準

化されている。つまり、授業内容の多様性（ば

らつき）はそれほど大きくはない。 

 一方、たとえ同じクラスの子どもであって

も、知識理解のレベルには多様性（ばらつき）

があることから、外部講師はまず基準化された

授業内容の習得レベルのばらつきについて情報

を入手することが望ましい。さらにその上で、

クラスのどの知識習得レベルの子どもに焦点化

した授業を展開するのかを考慮することにな

る。 

 

Ｄ－３－２．発達段階に即した授業 

 発達段階に即した授業を展開することは、子

どもを対象とする授業である限り、最重要事項

である。しかしながら、発達段階（青年期以前

の発達段階）をすでに過ぎた外部講師、いわゆ

る大人にとっては、これがかなり難しい。 

 例えば、小学校 4 年生を対象にした授業を行

う場合、その世界認識（おそらく抽象性はそれ

ほど高くはない）に合わせた授業展開はかなり

高度なものになる。ここが専門家の腕の見せ所

となる。 

 普通教育は、いわゆる医学部医学科ではない

ので、専門家は専門的なことを話す技術より

も、教科書等にある基本的内容を平易に実例を

混じえながら子どもでも容易に理解できるよう

に話す技術が求められる。アインシュタインが

かつて言った「6 歳の子供に説明できなければ、

理解したとは言えない」という言葉がある。こ

れが学校の性教育に専門家が求められる重要な

理由の一つである。 

 

Ｄ－３－３．集団のばらつき 

 同じクラスであったとしても、知識理解のば

らつきや、そもそもの教科書読解力のばらつき

が“必ず”存在する。 

 外部講師はそのどこに焦点をあてた授業を行

うのか。これは授業の主催者である学校側との

協議の上、決定することになる。 

 知識理解の程度や、読解力については、正規

分布を仮定したとすると、どこに焦点をあてた

授業をするかによって、その焦点より左側の部

分の子どもを切り捨てることになる。 

 この“不条理”に対応するには２つの方法が

ある。１つは、焦点よりも左側の部分の子ども

に、授業後に入念な個別指導を行うことであ

る。ただし、これには相当の教育資源を必要と

する。もう１つは、焦点を一番“左側”にあて

た授業展開をすることである。 

 この後者、焦点を一番“左側”にあてた授業

は、ともすると外部講師は「“右側”の方の子ど

もはつまらなくて授業を聞かないかもしれな

い」と思うかもしれないが、それは杞憂であ

る。一番“左側”の子どもに焦点化した授業、

すなわち極めて平易で理解が容易な授業は、“右

側”の方の子どもにも改めて新しい認識と知識
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習得の機会を与えることになるからである。 

 

Ｅ．結論 

本研究では専門家（外部講師）が学校の性教

育携わる場合を想定した基礎資料の開発をおこ

なってきた。学校の性教育には2種類あり、個別

指導と集団指導に大別されるが、そのうち個別

指導に向けては「性教育導入シート」を開発

し、集団指導に向けては「性教育方法ガイド」

の開発に取り組んだ。 

成育医療等基本方針が閣議決定され、学校教

育においても、各種の新たな取り組みが展開さ

れていくことになる。性教育もその1つであり、

医学的・科学的に正しい知識の普及啓発には、

対象となる学校の子どもたちの理解や読解力が

重要になってくる。それらに配慮した資料開発

を行ってきたが、まだ大きな課題を残してい

る。 

それは発達障害を含む、障害のある子どもを

対象とした性教育である。こちらについては、

小児保健の各種専門家との連携をもとに、性教

育導入シートや性教育方法ガイドの開発を迅速

におこなっていく必要があると考えられた。 
 
Ｆ．研究発表 
 1.  論文発表 
 なし 
 
 2.  学会発表 
 なし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 1. 特許取得 
なし 

 2. 実用新案登録 
 なし 
 3.その他 
 なし 
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性教育導入シート①小学生 
発達段階 

 小学生の 6年間における発達は目覚ましいものがある。発達段階としては、下記の 3段階に分か

れる。 

 1．身体性の発達（1～2年生ころ） 

 2．関係性の発達（3～4年生ころ） 

 3．抽象性の発達（5～6年生ころ） 

 

性の課題 

 小学生時期に表出する性の課題（と大人が思うもの含む）の主なものを記す。 

児童ポルノ被害 

性虐待 

（性器いじり） 

性的いたずら（言動含む） 

性被害 

二次性徴のセルフケア 

“性と心”への対応 

性交等の性行為 

 

臨床の観点 

［個別指導・個別支援］ 

 小学生における性の課題をみると、早期発見と予防が重要であることがわかる。ただし、発達段

階からみると、特に低学年では身の上に生じた事柄を適確に言語化できるとは限らない。また、そ

の言語化に必要な知識の習得もなされていないことも多い。個別指導においては、多職種連携のも

と対象児童とのやりとり（聞き取りなど）を進める。 

［集団指導・小集団指導］ 

 対象児童の知識の有無にこだわることはない。知識を合理的に（予防）行動に結びつけていくと

いう「知識モデル」は近代教育の正統（レガシー）ではあるが、予防という抽象度の高い概念が育

つのは高学年を待たねばならないし、さらには高学年であったとしてもこの「知識モデル」が有効

に機能するための知識運用能力（いわゆる学力）が皆育っているとも限らないからである。 

 ゆえに自分を守るための行動をわかりやすく図示し（イラストや動画など）、場合によっては実

際の練習（ロールプレイ等）も取り入れながら、「知識モデル」にこだわらないかたちの性教育を展

開することになる。 

 「知識モデル」は学校教育の中で主として保健の授業で展開されている。 

 

学校では何が教えられているか 

 小学校の保健の授業は 3年生から始まる。その保健の授業で性が扱われるのは、10歳前後の 4年

生からである。下記は学習指導要領（平成 29年告示）からの抜粋である。 

 

 

 

 

 

 

  

●4年生の保健の授業 

○体の発育・発達について，課題を見付け，その解決を目指した活動を通して，次
の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 体の発育・発達について理解すること。 

イ 体は，思春期になると次第に大人の体に近づき，体つきが変わったり，初
経，精通などが起こったりすること。また，異性への関心が芽生えること。 

ただし、これらについては，自分と他の人では発育・発達などに違いがあることに
気付き，それらを肯定的に受け止めることが大切であることについて触れる。 
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小学校・5・6年生では、自らの心身の成長に伴う性の戸惑いへの現実的な対処方法の探索をは

じめとして、中学校における性感染症の学習や、何よりも助けを求める力を養成するための基礎

となるところである。助けを求める力は、思春期の子どもにとても重要な力であると近年認識さ

れてきている。このヘルプ・シーキングには性差がある。女子に親和性があるのが「身近な人」

への相談であるのに対し、男子においては「身近な人」への相談が忌避される傾向にある。ゆえ

に、男子の場合、知らない人への相談を可能にする情報を提供が重要となる。 
 

参考文献 
・松浦賢長：学校における生命と性の教育．「生命と性」の教育（近藤洋子編著），203-226，玉川大学

出版部，2021． 

・松浦賢長：性教育．小児保健ガイドブック（秋山千枝子，五十嵐隆，岡明，平岩幹男編集），214-

216，診断と治療社，2021． 

・松浦賢長（編著）：ワークシートからはじめる特別支援教育のための性教育．ジアース教育新社（東

京），2018． 

・荒堀憲二，松浦賢長（編著）：性教育学．朝倉書店（東京），2012． 

・文部科学省：小学校学習指導要領（平成 29年告示），2017. 

  

●5年生の保健の授業 

○心の健康について，課題を見付け，その解決を目指した活動を通して， 次の事項
を身に付けることができるよう指導する。 

ア 心の発達及び不安や悩みへの対処について理解するとともに，簡単な対処を
すること。  

・心は，いろいろな生活経験を通して，年齢に伴って発達すること。 

・不安や悩みへの対処には，大人や友達に相談する，仲間と遊ぶ， 運動をする
などいろいろな方法があること。 

●6年生の保健の授業 

○病気の予防について，課題を見付け，その解決を目指した活動を通し て，次の事
項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 病気の予防について理解できるようにすること。 

イ病原体が主な要因となって起こる病気の予防には，病原体が体に入るのを防ぐこ
とや病原体に対する体の抵抗力を高めることが必要であること。 
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性教育導入シート②中学生 
発達段階 

 中学生の発達段階としては、下記の 2段階に分かれる。 

 3．抽象性の発達（1年生ころ） 

 4．社会性の発達（2～3年生ころ） 

 

性の課題 

 中学生時期に表出する性の課題の主なものを記す。 

児童ポルノ被害 

性虐待 

性被害（インターネット関連含む） 

性加害 

“性と心”への対応 

性交等の性行為 

思いがけない妊娠 

性感染症 

 

臨床の観点 

［個別指導・個別支援］ 

 中学生における性の課題をみると、性行為に関連する課題が目立つようになってくる。被害的な

立場にもなるし、加害的な立場にもなる。また（小学生時期も同様なのだが）、異性間ではなく同性

間の性課題も浮上してくる。ここ 20 年程度、青少年の性交経験率は大きく低下してきている。す

なわち二極化している。それゆえに現在、中学生時期で性行為に関連する課題が存在するのは、”

その時代の影響”というよりも、家庭をはじめとした“（成育）環境の影響”が大きいと考えてもよ

い。対象生徒の家庭背景や地域環境、例えば不安定な家族関係や経済的貧困等の福祉的視点を持っ

た対応が必要である。 

 さらには、中学生時期の性行為はそれ自体で存在するというよりも、他の心身（精神）の健康課

題と併存・関連している可能性がある。精神的支援も求められる。 

 人工妊娠中絶に至る場合には、そこでの臨床指導が将来に影響する可能性が高い。同じ轍を踏ま

ないための柔軟な指導や具体的な方法のアドバイスが求められる。 

［集団指導・小集団指導］ 

 「知識モデル」からみると、中学生時期は、知識を運用するための能力の格差が開いてくる時期

である。また、往々にして「知識モデル」があまり通用しない生徒が性の課題を有している傾向に

ある。それゆえに、知識を基盤とした論理的な話の進め方よりも、実際の事例をもとにした”本当

の言葉”によるやりとりを進めた方がよい。そこでは、恐怖や不安を与える事例とともに、希望を

与える事例も紹介しておきたい。意識や態度を変えることを目標としたい。 

 

学校では何が教えられているか 

学習指導要領（平成 29年告示）における性教育に関係する記述＜中学校 保健体育＞（一部抜粋）

で以下の通り取り扱われている。 
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 中学校の 3年生で性感染症について集団で学習することになっている。指導要領の解説（文部科

学省）において、「エイズの病原体はヒト免疫不全ウイルス（HIV）であり，その主な感染経路は性

的接触であることから，感染を予防するには性的接触をしないこと，コンドームを使うことなどが

有効であることにも触れる」とされている。 

 平成 31 年度版の教科書（学研）で取り上げられている主な感染症は、「性器クラミジア感染症」

「りん菌感染症」「性器ヘルペスウイルス感染症」「尖圭コンジローマ」「梅毒」の 5つであった。 

 

参考文献 
・松浦賢長：学校における生命と性の教育．「生命と性」の教育（近藤洋子編著），203-226，玉川大学

出版部，2021． 

・松浦賢長：性教育．小児保健ガイドブック（秋山千枝子，五十嵐隆，岡明，平岩幹男編集），214-

216，診断と治療社，2021． 

・松浦賢長（編著）：ワークシートからはじめる特別支援教育のための性教育．ジアース教育新社（東

京），2018． 

・荒堀憲二，松浦賢長（編著）：性教育学．朝倉書店（東京），2012． 

・文部科学省：小学校学習指導要領（平成 29年告示），2017. 

  

●1年生の保健の授業 

○心身の機能の発達と心の健康について，課題を発見し，その解決を目指した活動
を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

・思春期には，内分泌の働きによって生殖にかかわる機能が成熟すること。ま
た，成熟に伴う変化に対応した適切な行動が必要となること。 

ただし，妊娠や出産が可能となるような成熟が始まるという観点から，受精・妊
娠を取り扱うものとし，妊娠の経過は取り扱わないものとする。また，身体の機能
の成熟とともに，性衝動が生じたり，異性への関心が高まったりすることなどか
ら，異性の尊重，情報への適切な対処や行動の選択が必要となることについて取り
扱うものとする。 

 

●3年生の保健の授業 

○健康な生活と疾病の予防について，課題を発見し，その解決を目指した活動を通
して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

・感染症は，病原体が主な要因となって発生すること。また，感染症の多くは，発
生源をなくすこと，感染経路を遮断すること，主体の抵抗力を高めることによっ
て予防できること。 

ただし、後天性免疫不全症候群（エイズ）及び性感染症についても取り扱う。 
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性教育導入シート③高校生 
発達段階 

 高校生の発達段階としては、下記の段階といえる。 

 4．社会性の発達 

 

性の課題 

 高校生時期に表出する性の課題の主なものを記す。中学生時期と重複する課題が多いが、性交開

始年齢期であり、性行為に起因する課題が多くなる。 

児童ポルノ被害 

性虐待 

性被害（インターネット関連含む） 

性加害 

“性と心”への対応 

性交等の性行為 

思いがけない妊娠 

性感染症 

 デートＤＶ 

 

臨床の観点 

［個別指導・個別支援］ 

 高校生における性の課題は、性行為に関連する課題が目立っている。そしてそれらは、インター

ネットを介した関係の上に成り立っている場合がある。 

本来、高校（学校）は社会の荒波から子どもを守る役目、すなわち拠り所でもあるのだが、これ

らの課題を抱える生徒は、就学継続が危ぶまれる状況になりがちである。 

また高校は義務教育期間ではないので、不登校も含め学校に行っていない子どもも存在する。そ

の場合、支援のルートはかなり限られている。 

 思いがけない妊娠の際、保護者の受容がある場合には、出産する子どもたちが数割存在する。そ

の後は、育児に進むわけであるが、地域の保健福祉機関（子育て包括支援センター等）と情報を共

有しながら支援にあたっていく。保護者の受容が無い場合をはじめとして、特別養子縁組に進む場

合もあるが、精神的なケアが必要になる。 

 中学生時期と同様、人工妊娠中絶に至る場合には、臨床指導が将来に影響する可能性が高い。同

じ轍を踏まないための柔軟な指導や具体的な方法のアドバイスが必要である。 

［集団指導・小集団指導］ 

 「知識モデル」からみると、高校は入試を経ている関係もあり、生徒の知識運用能力のばらつき

が小さい。知識を基盤とした論理的な話を進めることができる高校もあれば、「知識モデル」ではな

い”本当の言葉”によるやりとり（中学生の項を参照）を進めることもよいだろう。性の課題に関

するリスクグループも学校が把握できていることが多いので、その生徒たちを抽出して小集団での

性教育を展開することも効果的である。 

高校では意識や態度を変えるのみならず、行動を変容することを目標としたい。 

 

学校では何が教えられているか 

学習指導要領解説（平成 30年）をみると家族計画について学ぶことになっている。 
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健康課題と年齢の関連が記されている。つまり「妊よう性」について踏み込む表現になってい

る。年齢や生活習慣に影響を受けることの理解が求められている。 

 平成 31年度の教科書（大修館）を見ると、避妊法としてあげられているのは（男性用）コンドー

ムと低用量ピルであった。また、コラム「不妊問題」で妊娠には適齢期があることが記載されてい

る。 

一方、性感染症（エイズ含む）については、高校の保健の授業で学ぶことになっている。そこで

は予防だけではなく、「その原因、及び予防のための個人の行動選択や社会の対策について理解で

きるようにする」と記載されており、生徒の社会性の発達とともに、社会を構成するメンバーとし

ての考え方を伸ばしていくことになっている。 

なお、保健の授業は、原則として 1年生及び 2年生で学ぶことになっている。 

 

参考文献 
・松浦賢長：学校における生命と性の教育．「生命と性」の教育（近藤洋子編著），203-226，玉川大学

出版部，2021． 

・松浦賢長：性教育．小児保健ガイドブック（秋山千枝子，五十嵐隆，岡明，平岩幹男編集），214-

216，診断と治療社，2021． 

・松浦賢長（編著）：ワークシートからはじめる特別支援教育のための性教育．ジアース教育新社（東

京），2018． 

・荒堀憲二，松浦賢長（編著）：性教育学．朝倉書店（東京），2012． 

・文部科学省：小学校学習指導要領（平成 29年告示），2017. 

 

 
 

 

  

○結婚生活と健康  

結婚生活について，心身の発達や健康の保持増進の観点から理解できるように

する。その際，受精，妊娠，出産とそれに伴う健康課題について理解できるように

するとともに，健康課題には年齢や生活習慣などが関わることについて理解でき

るようにする。また，家族計画の意義や人工妊娠中絶の心身への影響などについて

も理解できるようにする。また，結婚生活を健康に過ごすには，自他の健康に対す

る責任感，良好な人間関係や家族や周りの人からの支援，及び母子の健康診査の利

用や保健相談などの様々な保健・医療サービスの活用が必要であることを理解で

きるようにする。  

なお，妊娠のしやすさを含む男女それぞれの生殖に関わる機能については，必要

に応じ関連付けて扱う程度とする。 
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表１．小学校における授業時間数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表２．中学校における授業時間数 
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        図１．経験的な発達モデル（松浦） 
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 厚生労働科学研究費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）） 

総合分担研究報告書 
 

LGBT，特に性同一性障害/性別違和の子どもや関係者への 

情報提供についての研究 
 

研究分担者  中塚 幹也 （岡山大学大学院保健学研究科） 

    

研究要旨： 

性同一性障害当事者の約 9 割は子どもの頃に、自身の性別違和感を周囲に告白すること

ができず、その約 6割がそのことを後悔している。このため、教職員や保護者に適切な情報

を提供し、差別や偏見をなくし、言い出しやすい環境を作ること、また、医療につなげる体

制を確立する必要がある。また、LGBT の子どもが将来のライフプランを考えることができ

るような情報を提供することも重要である。 

 2018 年の 1906 名の教員への調査では、性同一性障害/性別違和の子どもと実際に接した

教員は 16.4%、性別違和感を持つと思われる子どもと接点があった教員も 34.0%と高率であ

った。体育及び保健体育で別メニューを設定すること（41.1%）、受容していない保護者に理

解を求めること（38.5%）などは困難との回答が高率であった。自殺未遂（78.6%）、自殺念

慮（76.8%）、うつ（76.0%）、二次性徴の悩み（72.3%）、不登校（71.2%）、悩んでいるが性同

一性障害かどうかわからない場合（66.6%）は医療と連携すべきと回答していたが、医療と

の連携が「困難」「どちらかといえば困難」との回答は 59.4%であった。 

 2019年の教員 1100 名への調査では，教員として性的マイノリティ（LGBT）の児童生徒と

関わったことが「あると思う」39.4%，「実際に知っている」17.8%と高率であった。しかし，

2015 年の文部科学省からの通知を知らない教員は 4 割強と認知度は低かった。「LGBT の児

童生徒に対するいじめを見たこと」が「以前あった」10.0%，「今もあるかもしれない」14.7%

であった。児童生徒に対して LGBT を話題にしたことが「ある」との回答は 33.4%にとどま

っていた。LGBTの児童生徒がいた場合の相談相手として，「養護教諭」66.7%，「学校カウン

セラー」63.2%が高率であり，支援を期待する相手も「養護教諭」79.0%が高率であった。「学

校と医療機関が連携すべきだと思う状態」については，「自殺未遂」80.8%，「不登校」78.5%，

「自殺願望」78.4%，「うつ」78.3%などが高率であった。 

 2020年の教員 761 名への調査では，LGBT教育を始める時期は「小学低学年」30.6%，「小

学高学年」42.8%であった。ライフプランを立てることについて，LGBTの子どもの場合は「や

や困難」49.4%，「困難」10.5%との回答であり，LGBT以外の子どもの場合の「やや困難」28.0%，

「困難」5.0%に比較して有意に高率であった。LGBT の子どもがライフプランを立てるのに

必要なこととしては「子ども向けの本」62.0%，「保護者の理解」60.4%，「保護者向けの本」

57.3%などが高率であった。 

学校教員，特に養護教諭に対して，性の多様性，LGBT に関するさらなる情報提供を行う

ための教材を作成した。LGBT の子どもへのライフプラン教育，性教育などを行うための資

料も作成した。このような教材を教員へ提供するとともに，小学校，中学校，高校などで，

児童・生徒に対して学校での講演会などを実施した。 

 

Ａ．研究目的 

性を決定する要素には、身体の性、性自認（心

の性）、性的指向（好きになる性）、性役割などが

あり、これらの要素のうちのいずれかが多数派と

異なる人々は「性的マイノリティ」，あるいは，

「LGBT」（性的指向において少数派である L（レズ

ビアン）、G（ゲイ）、B（バイセクシュアル）に、

性自認において少数派である T（トランスジェン

ダー）を加えたという言葉）。また、性的指向

(Sexual Orientation) と 性 自 認 (Gender 
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Identity)の頭文字を合わせた SOGIという言葉も

ある。LGBT当事者は約 8％（13人に 1人）とされ、

自殺企図、不登校、うつなどの発生率は高い。 

2015年、文部科学省は「性同一性障害の児童生

徒に対するきめ細かな対応を」と通知し、具体的

な対応例を述べ、「教員研修」「チームでの支援」

「医療機関等との連携」の重要性を指摘した。ま

た、性同一性障害のみではなく、性的マイノリテ

ィの子ども全体への配慮についても初めて言及

した。しかし、性同一性障害当事者の約 9割は子

どもの頃に、自身の性別違和感を周囲に告白する

ことができず、その約 6割がそのことを後悔して

いた。 

特に、思春期は二次性徴による身体の変化を伴

うため自殺念慮や不登校が発生しやすくなるが、

対応されていないことが多い。医療とつながるこ

とができれば、二次性徴抑制療法、精神支援など

の緊急対応が可能になる。 

 このような性同一性障害/性別違和の子どもへ

の支援のためには、当事者、その周囲の子ども、

そして、教職員や保護者に適切な情報を提供し、

差別や偏見をなくし、言い出しやすい環境を作る

こと、また、biopsychosocial な多角的な視点を

備えた医療保健体制を確立し、医療的な対応につ

なげる必要がある。 

また，性の在り方が多様化していく中で子ども

を持ちたいと希望する LGBT のカップルは増えて

いる。LGBTのカップルが生殖医療を使って子ども

を得るには，性別適合手術を受ける前に自身の精

子や卵子を凍結保存して使ったり，第三者から提

供してもらったりする必要がある。しかし，その

ようの情報を持たないまま，ホルモン療法や性器

の手術を受けている人は多い。 

このことを考えると LGBT ではない子どもたち

と同様，あるいはそれ以上に LGBT の子どもたち

がライフプランを立てて行動や決断をすること

は重要である。そのために必要な教材や支援，ま

た，法や制度を含め社会において何が必要である

かについても検討する必要がある。 

 

Ｂ．研究方法 

 教職員や大学生を対象とした実態調査、意識調

査を実施した。また、研究者が過去に行ってきた

日本人の性同一性障害当事者を対象とした心理

的、身体的研究の結果、意識調査の結果などをま

とめ、情報提供のためのデータ集を作成した。そ

の一部を、子ども向けの情報提供の本として出版

したり，教職員や医療・保健関係者向けの資料と

して提供したりした。 

 

（倫理面への配慮） 

各種のデータ収集は、所属機関の倫理審査委員

会（審査整理番号：Ｕ20-03 など）、利益相反

（conflict of interest：COI）委員会の承認のも

と行った。 

 

Ｃ．研究結果    

＜調査 1＞ 

2018 年 7 月までに開催された各種研修会に参

加した教員のうち、同意の得られた 1906 名を対

象とした研究では、2015年の文部科学省の通知を

「知らない」との回答は 37.4%であった。教員に

なってから、性同一性障害/性別違和の子どもと

実際に接した教員は 16.4%、性別違和感を持つと

思われる子どもと接点があった教員も 34.0%と高

率であった。 

学校で対応困難と考えることとして、体育及び

保健体育で別メニューを設定すること（41.1%）、

受容していない保護者に理解を求めること

（38.5%）などが高率に挙がった。通知を知らない

教員は、水泳や修学旅行への対応を「不要」ある

いは「困難」と考える傾向にあった。 

性同一性障害の医療的支援である二次性徴抑

制療法の認知度は 19.9%と低率であった。医療施

設と連携すべきと思う子どもの状態は、自殺未遂

（78.6%）、自殺念慮（76.8%）、うつ（76.0%）、二
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次性徴の悩み（72.3%）、不登校（71.2%）、悩んで

いるが性同一性障害かどうかわからない場合

（66.6%）であった。性別違和感を持つ子どもに接

した教員のうち「医療との連携の経験がある」の

は 14.4%であった。医療との連携が「困難」「どち

らかといえば困難」との回答は 59.4%であり、特

に養護教諭や 20 代の教員は連携を困難に感じる

傾向にあった。その理由として、専門医が近隣に

いない（19.4%）や、近隣にいるか不明（11.1%）

などが高率であった。 

専門医への相談の際に必要なことは、本人の希

望（74.9%）、保護者の同意（65.0%）が高率であっ

た。専門医に期待することは、教員研修の講師

（69.3%）、当事者の保護者への説明（69.2%）など

が高率であった。 

＜調査 2＞ 

2019年，性的マイノリティに関する研修会に参

加した教員 1100 名を対象として，無記名の自己

記入式質問紙による質問紙調査を行った。 

「LGBT に関して生徒に説明できる言葉を教え

てください」という問いに対して，「性同一性障

害」との回答は 76.2%，「レズビアン」との回答

は 67.2%，「ゲイ」との回答は 67.1%，「同性愛」

との回答は 64.4%と高率であった。しかし，「ア

ライ」との回答は 2.7%と低率であった。 

2015年の文部科学省の通知を「知らない」との

回答は 43.5%，「報道で知った」との回答は 14.7%，

「知り合いから聞いた」との回答は 4.7%，「読ん

だ」との回答は 32.0%，「その他」との回答は 2.5%

であった。 

教員として LGBT の児童生徒と関わったことが

「あると思う」との回答は 39.4%，「実際に知っ

ている」との回答は 17.8%であった。接した児童

生徒に関しては，「トランス女性」との回答は

59.9%，「トランス男性」との回答は 53.6%と高率

であった。 

「当事者に悩んでいる様子はあった」との回答

は 41.0%，「わからない」との回答は 42.5%であっ

た。「周囲の児童生徒とのトラブルや悩みはあっ

た」との回答は 33.9%であり，このうち「どのよ

うなトラブルか」という問いに対して「からかい」

が 42.6%と高率であった。 

「今までに LGBT の児童生徒に対するいじめを

見たことがあるか」に対して，「今はないが以前

あった」との回答は 10.0%，「今もあるかもしれ

ない」との回答は 14.7%，「今もある」との回答

は 0.3%であった。 

「性の多様性等について，いつから教えるべき

か」に対して，約 5割が「小学校高学年」と回答

した。役職別に比較すると，「小学校低学年」と

の回答は，養護教諭が校長・教頭に対して有意に

高率であった。 

しかし，児童生徒に対して LGBT を話題にした

ことが「ある」との回答は 33.4%にとどまってお

り，そのうち「肯定的な話題」との回答は 92.0%，

「否定的な話題」との回答は 7.1%であった。 

「LGBTの児童生徒がいた場合，誰に相談するか」

という問いに対して「養護教諭」との回答は 66.7%，

「学校カウンセラー」との回答は 63.2%と高率で

あった。「性的マイノリティの児童生徒がいた場

合，誰からの支援を期待するか」に対しては「養

護教諭」79.0%が最も高率であった。 

「学校と医療機関が連携すべきだと思う状態」

については，「自殺未遂」80.8%，「不登校」78.5%，

「自殺願望」78.4%，「うつ」78.3%などが高率で

あった。 

二次性徴抑制療法を「知っている」との回答は

15.6%であり，養護教諭が校長・教頭に対して有意

に高率であった。二次性徴抑制療法は「必要であ

る」との回答は 88.3%であり，やはり，養護教諭

が校長・教頭や一般の教と比較して有意に高率で

あった。しかし，教員の中には「二次性徴抑制療

法をできれば行ってほしくない」との回答も

20.5%に見られた。 

「学校と医療機関との連携は困難である」との

回答は 22.9%，「少し困難」との回答は 57.9%であ
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った。 

＜調査 3＞ 

2020年，教員 761名（管理職は 6.3%，人権教育

担当は9.9%，養護教諭は24.8%，一般教員は17.0%，

保健主事は 10.6%）への調査では，性同一性障害

について学習したことがある教員は 78.4%であっ

た。学習した時期は「教員になってから」との回

答が最も高率で 68.5%，「大学」との回答が 23.8%

であった。 

2015年に渋谷区で成立した，同性パートナーシ

ップ制度を「知っている」との回答は 79.4%であ

った。「どう思うか」との問いについて，「当然」

との回答は 58.7%，「やむをえない」との回答は

26.1%，「やりすぎ」との回答は 1.1%であった。役

職ごとに比較すると「当然」との回答は養護教諭

が最も高率の 68.6%であった。年代別で比較する

と「当然」との回答は年齢が若いほど割合が高か

った。 

LGBT 当事者に理解ある社会であるかについて，

「やや思わない」との回答は 53.6%，「思わない」

との回答は 32.1%であった。同性パートナー制度

を認めるべきであるかについて，認めるべきだと

「思う」との回答は 44.4%，「やや思う」との回答

は 36.9%であった。一方，同性パートナーシップ

制度を地元の自治体で開始することについて「ど

ちらかといえば困難」との回答は 50.7%，「困難」

との回答は 10.2%であった。同性婚を認めるべき

かについて，認めるべきだと「思う」との回答は

46.1%，「やや思う」との回答は 38.9%であった。 

LGBT 当事者への生殖医療を認めるべきかにつ

いて，認めるべきだと「思う」との回答は 38.8%，

「やや思う」との回答は 43.8%であった。LGBT当

事者への養子縁組を拡大すべきかについて，拡大

すべきと「思う」との回答は 39.2%，「やや思う」

との回答は 45.2%であった。 

 学校で子どもに，仕事や家庭のことなどライフ

プランを立ててもらうことの必要性について，

LGBT以外の子どもの場合，「必要」80.0%，「不要」

7.4%，「有害」0.3%であった。LGBT の子どもの場

合「必要」81.6%，「不要」6.0%，「有害」0.1%であ

った。役職ごとで比較すると有意差は見られなか

った。 

 学校で子どもに，仕事や家庭のことなどライフ

プランを立ててもらうことの難易度について，

LGBT 以外の子どもの場合，「容易」11.7%，「まあ

容易」38.0%，「やや困難」28.0%，「困難」5.0%で

あった。LGBTの子どもの場合，「容易」3.4%，「ま

あ容易」19.2%，「やや困難」49.4%，「困難」10.5%

であった。 

LGBT の子どもが学校でライフプランを立てる

ことが難しい理由の自由記述として，「LGBT につ

いて社会の理解が進んでいないから」「教員の知

識不足」「社会の制度や法が LGBTに対応していな

いから」「授業時間の確保が困難だから」との回答

が多かった。 

 LGBT の子どもにライフプランを立ててもらう

ために必要と思うことについて，「子ども向けの

本」62.0%，「保護者の理解」60.4%，「保護者向け

の本」57.3%，「授業で使う教材」51.6%，「教員向

けの指導案」51.5%であった。 

 

Ｄ．考察 

 文部科学省の通知の認知度は約 6割と十分では

なかったが、通知を知っている教員は、性別違和

感を持っている児童生徒の存在に気づきやすく、

児童生徒の相談相手となっていた。文部科学省の

通知についての啓発は必要であると考える。 

多くの教員が自殺企図や自殺念慮、うつに関し

て医療施設と連携すべきであると回答していた

が、医療施設との連携に困難さを感じていた。学

校保健、医療が連携しやすい体制を作る必要があ

る。また、二次性徴抑制療法などの医療的支援へ

の認知度は低く、教員には医療的支援への理解を

深め、当事者や保護者への情報提供を行い、医療

施設につなげる役割を担ってもらう必要がある。 

学校における具体的対応、また、保護者への対
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応などの中にも、教員が対応困難な内容が存在し

ており、LGBT，特に性同一性障害/性別違和に関す

る知識や経験を持つ医療・保健の専門家が関与し

て、ガイドラインやマニュアルを作成し、子ども

と家族への支援、また、教職員への支援を行うこ

とが重要である。 

多くの教員が LGBT の児童・生徒の自殺企図や

自殺念慮，うつに関して医療施設と連携すべきで

あると回答していたが，医療施設との連携に困難

さを感じていた。一般教員がこのような問題で，

相談相手として，また，支援を期待している存在

として，養護教諭の役割は大きいと考えられた。 

学校と医療が連携することで始まる二次性徴

抑制療法は，自殺念慮や自殺未遂，不登校などの

防止することにつながると考えられるが，教員の

中には，知らない者，行ってほしくないと考える

者も高率に見られた。医療的な知識を持って対応

する養護教諭が説明できるための情報提供など

が必要である。 

全国の都道府県・政令指定都市教育委員会のう

ち，約 6 割が LGBT に特化した教員研修を行った

が，全教員のうち参加したのは平均 7%と非常に低

率であったとされる。このように LGBT について

関心のある教員や，人権教育担当や養護教諭とい

った既に LGBT と関わりの深い役職の教員しか参

加しない状況が考えられる。ある程度の義務化を

行う必要があると考えられ，また，私達の制作し

ている教材も含めて，全教員がアクセスしやすく

学習しやすい動画コンテンツや教員向けの本な

どが有用であると考えられる。 

「LGBT の子どもがライフプランを立てること

は必要である」と考える教員は高率であったが，

同時に「困難」と考える教員も高率であった。NHK

による 2015 年の調査結果によると，LGBT 当事者

で「子どもがいる」との回答は 5.6%であり，「子

どもがいない」と回答した中で「子どもが欲しい」

との回答は半数以上であった。このように LGBTカ

ップルは子どもを持つことを望む人も多く，生殖

医療を利用して子どもを得ようと考える人も多

いと考えられる。特にトランス女性の場合には，

女性ホルモンを使用することで乏精子症になる

可能性が高く，その前に精子の凍結保存が必要で

ある。 

LGBT の子どもにライフプランを立ててもらう

ために必要だと思うことについて，今回の調査で

は，LGBTに関する高い知識を持つ群では，知識が

低い群と比較して「保護者の理解」「保護者向けの

本」「世間の偏見がないこと」「校長の理解」「外部

講師」「人権担当の教員の協力」「同性婚やパート

ナーシップ制度」「家庭科教員の協力」との回答は

有意に高率であった。 

LGBTの子どもも含めた子ども全体に，ライフプ

ラン教育を行うためには，私達の制作したような

本やマンガ冊子も含めた教材の提供が必要であ

ると考えるが，さらに保護者の理解や，多職種の

連携も必要である。さらに今後は，日本社会の法

や制度の整備も必要である。 

 

Ｅ．結論    

LGBT、特に性同一性障害/性別違和当事者であ

る子どもや家族、教職員が現在、抱えている課題

を解決するためには、小児期～成人期に至る切れ

目のない情報提供、多職種による医療保健体制を

確立する必要がある。今回、明らかになった視点

で、情報提供の内容、多職種による保健活動・医

療のガイドラインやマニュアル作りを行うこと

が重要である。 

 LGBT，特に性同一性障害/性別違和当事者であ

る子どもや家族，教職員が現在，課題を抱えてい

る課題を解決するためには，小児期～成人期に至

る切れ目のない情報提供，多職種による医療保健

体制を確立する必要がある。重要な役割を担う養

護教諭には，その特性を活かすことのできるデー

タを含む教材の提供が必要である。 

性の多様性や LGBT に関する授業行うことは，

児童・生徒全体に正しい理解を促すだけでなく，
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LGBT の子どもが教員等に相談できるよう促すこ

とにもなるため重要である。また，今後はさらに

進めて，LGBTの子どもがライフプランを立てるこ

とへの支援も重要である。 

性の多様性に関する教育を始める時期は小学

校の早期からが望ましいが，教員が今すぐに教育

を始めるには知識や経験の不足によって難しい

現状である。教員の知識を補うための教材の提供

や専門家への相談ルートの整備が必要である。ま

た，教員養成課程においても取り入れる必要があ

る。 

 

Ｆ．研究発表 

 1.  論文発表 

書籍・教科書 

1. 中塚幹也（監修）：個「性」ってなんだろう?

中塚幹也（監修），東京都，あかね書房， 1-

112，2018． 

2. 中塚幹也：ライフプランを考えるあなたへ－
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6. 中塚幹也：2 章リプロダクティブヘルスに関

する概念 4 節性分化疾患．ナーシング・グ

ラフィカ母性看護学①概論・リプロダクティ

ブヘルスと看護．中込さと子、小林康江、荒

木奈緒編，大阪市，（株）メディカ出版，36-

36，2019． 

7. 中塚幹也：2 章リプロダクティブヘルスに関

する概念 5 節性意識の発達．ナーシング・

グラフィカ母性看護学①概論・リプロダクテ

ィブヘルスと看護．中込さと子、小林康江、

荒木奈緒編，大阪市，（株）メディカ出版，37-

37，2019． 

8. 中塚幹也：2 章リプロダクティブヘルスに関

する概念 6 節性同一性障害．ナーシング・

グラフィカ母性看護学①概論・リプロダクテ

ィブヘルスと看護．中込さと子、小林康江、

荒木奈緒編，大阪市，（株）メディカ出版，38-

41，2019． 

9. 中塚幹也：6 章生殖に関する生理 1 節女性

の生殖器．ナーシング・グラフィカ母性看護

学①概論・リプロダクティブヘルスと看護．

中込さと子、小林康江、荒木奈緒編，大阪市，

（株）メディカ出版，98-102，2019． 

10. 中塚幹也：6 章生殖に関する生理 2 節男性

の生殖器．ナーシング・グラフィカ母性看護

学①概論・リプロダクティブヘルスと看護．

中込さと子、小林康江、荒木奈緒編，大阪市，

（株）メディカ出版，102-103，2019． 

11. 中塚幹也：6 章生殖に関する生理 6 節性行

動、性反応．ナーシング・グラフィカ母性看

護学①概論・リプロダクティブヘルスと看護．

中込さと子、小林康江、荒木奈緒編，大阪市，

（株）メディカ出版，114-118，2019． 

12. 中塚幹也：第 5 章性の多様性「1 性同一性障

害」．助産師基礎教育テキスト 2019年版．吉

沢豊予子編，東京都，日本看護協会出版会， 

208-220，2019． 

13. 中塚幹也：第5章性の多様性「2性分化疾患」．
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助産師基礎教育テキスト 2019 年版．吉沢豊

予子編，東京都，日本看護協会出版会， 221-

230，2019． 

14. 中塚幹也：第 5章性の多様性「3同性愛」．助

産師基礎教育テキスト 2019 年版．吉沢豊予

子編，東京都，日本看護協会出版会， 231-234，

2019． 

15. 中塚幹也：性分化疾患と性同一性障害．今日

の治療指針.私はこう治療している 2019年版

（Volume61)．福井次矢、高木誠、小室一成編，

医学書院，東京都，1310-1312，2019． 

16. 中塚幹也：性分化疾患と性同一性障害．今日

の治療指針私はこう治療している 2019 年版

（ポケット判)．福井次矢、高木誠、小室一成

編，医学書院，東京都，1310-1312，2019 

 

論文発表 

1. Shinohara Y, Nakatsuka M.：Descriptive 

Study of Gender Dysphoria in Japanese 

Individuals with Male-to-Female Gender 

Identity Disorder. Acta Med Okayama 

72(2),143-151，2018． 

2. 樫野千明，瀬尾奏衣，周宇，新井富士美，中

塚幹也："性同一性障害当事者における｢特別

養子縁組｣や｢生殖医療｣により子どもを持つ

ことへの意識"．ＧＩＤ（性同一性障害）学会

雑誌．11(1),115-128，2018． 

3. 瀬尾奏衣，周宇，樫野千明，新井富士美，中

塚幹也：ジェンダークリニックを受診する性

同一性障害当事者における戸籍上の性別変

更のための手術要件への意識．ＧＩＤ（性同

一性障害）学会雑誌．11(1),129-144，2018． 

4. 周宇，南原あかり，樫野千明，瀬尾奏衣，中

塚幹也：高校生，大学生における LGBT に関

する知識と意識．ＧＩＤ（性同一性障害）学

会雑誌．11(1),157-167，2018． 

5. 中塚幹也：配偶子保存の必要性と課題：配偶

子凍結に伴う倫理的問題．臨床婦人科産科．

72(5),424-428，2018． 

6. 中塚幹也：新連載：助産師・看護師に知って

ほしい LGBTの基礎知識「LGBT，トランスジェ

ンダーって何？」．臨床助産ケア．10(3),82-

85，2018． 

7. 中塚幹也：Special Report ＬＧＢＴの基礎

知識と性同一性障害診療の実際．Schneller．

(107),3-6，2018． 

8. 中塚幹也：連載第 2回：助産師・看護師に知

ってほしい LGBT の基礎知識「子どもの頃の

LGBT 当事者」．臨床助産ケア．10(4),72-75，

2018． 

9. 中塚幹也：性同一性障害への性別適合手術の

保険適用の意義と今後の課題．月刊保団連．

(1276),39-43，2018． 

10. 中塚幹也：連載第 3回：助産師・看護師に知

ってほしい LGBT の基礎知識「思春期の性同

一性障害の子どもとホルモン療法」．臨床助

産ケア．10(5),96-99，2018． 

11. 中塚幹也：連載第 4回：助産師・看護師に知

ってほしい LGBT の基礎知識「性同一性障害

診療における看護スタッフの役割」．臨床助

産ケア．10(6),103-106，2018． 

12. 中塚幹也："特集：思春期にまつわる最近の話

題 13．思春期における性同一性障害"．産科

と婦人科．85(12),1491-1495，2018． 

13. 中塚幹也：連載第 5回：助産師・看護師に知

ってほしい LGBT の基礎知識「性同一性障害

診療を行う外来の環境整備」．臨床助産ケア．

11(1),100-104，2019． 

14. 中塚幹也：連載第 6回：助産師・看護師に知

ってほしい LGBT の基礎知識「LGBT を性教育

で取り上げる」．臨床助産ケア．11(2),76-80，

2019． 

15. 中塚幹也：性同一性障害に関する診療～保険

収載時代への適合～．日本産婦人科医会報．

70(7),10-11，2018． 

16. 中塚幹也：文科省通知（2015 年）に至るまで．
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ＧＩＤ（性同一性障害）学会雑誌．11(1),55-

56，2018． 

17. 中塚幹也：GID 学会の現在の課題と未来への

展望．ＧＩＤ（性同一性障害）学会雑誌．

11(1),71-74，2018． 

18. 中塚幹也：性同一性障害（GID）診療を取り巻

く最近の状況－専門知識を持っておこうと

思う方へ－．日本女性医学学会ニューズレタ

ー．24(2),10，2019． 

19. 中塚幹也：新時代のホルモン療法マニュアル 

第 2 章各論 B 女性医学 ７性同一性障害

（GID）．産科と婦人科．86：190-195，2019． 

20. 中塚幹也：第三編研修における主な指導内容 

第 10 章 今日的な教育課題１教育課題の解

決に向けた取り組み ㉔性の多様性：LGBTの

理解．初任者研修実務必携追録第 10号．第一

法規株式会社，8925-8930，2019． 

21. 中塚幹也：今日的な教育課題教育課題の解決

に向けた取組 Q性的マイノリティ（LGBT）の

児童生徒を受け入れるためには、どのような

ことに留意すればよいのでしょうか？．初任

者研修実務必携 Web．初任者研修実務必携 Web．

第一法規株式会社，2019． 

22. 中塚幹也：特集医療者のための LGBT/SOGIの

基礎知識巻頭言．Modern Physician．39：428-

429，2019． 

23. 中塚幹也：＜LGBT/SOGI の基礎知識＞1LGBT， 

SOGI の中の「性同一性障害」とは．Modern 

Physician．39：430-433，2019． 

24. 中塚幹也：http：//www．bosei-eisei．org/．

日本母性衛生学会市民公開講座の動画配信．

2019． 

25. 中塚幹也：  https： //www． youtube．

com/channel/UCq7TErhKAkwQco51pbUTdGg．日

本母性衛生学会多様性を認める社会、LGBTの

基礎知識（2018年度市民公開講座一部抜粋）．

2019． 

26. 中塚幹也：学科長インタビュー保健学科の魅

力とは？ひとりの健康だけではなく社会と

つながる保健学科の役割．螢雪時代 6月号付

録．89：15-17， 2019． 

27. 中塚幹也：連載第 7回：助産師・看護師に知

ってほしい LGBT の基礎知識「LGBT の子ども

のライフプランへの支援：結婚」．臨床助産ケ

ア．11，114-119，2019． 

28. 司会：金子歩，出席者：中塚幹也，髙橋裕子，

杉山綾野，中村美亜：座談会「トランスジェ

ンダーの現在」．アメリカ研究．アメリカ研究．

大阪：アメリカ学会，1-342019． 

29. 來田享子，建石真公子：第 3項トランスジェ

ンダーの人々とその家族が抱える困難，求め

られる対応 中塚幹也（GID 学会理事長）へ

の聞き取り調査結果を中心に．平成 30 年度

日本スポーツ協会スポーツ医・科学研究報告

書Ⅰ スポーツ指導に必要な LGBT の人々へ

の配慮に関する調査研究第 2 報．平成 30 年

度日本スポーツ協会スポーツ医・科学研究報

告書Ⅰ スポーツ指導に必要な LGBT の人々

への配慮に関する調査研究第 2報．東京： 公

益財団法人日本スポーツ協会，58-622019． 

30. 中塚幹也：トランスジェンダーの就労と職域

における対応．産業医学ジャーナル．42：77-

82，2019． 

31. 中塚幹也： Vi． Realizing a Symbiotic 

Society②Support for sexual minorities: 

Skill group formation project of the 

reproduction， pregnancy， child， care， 

LGBT ． Selected cases in Okayama 

University to Promote SDGs． Selected 

cases in Okayama University to Promote 

SDGs．岡山市：国立大学法人岡山大学，117，

2019． 

32. 中塚幹也： Vi． Realizing a Symbiotic 

Society②Support for sexual minorities: 

Domestic base construction for 

comprehensive treatment， research and 
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education of GAD． Selected cases in 

Okayama University to Promote SDGs．

Selected cases in Okayama University to 

Promote SDGs．岡山市：国立大学法人岡山大

学，118，2019． 

33. 中塚幹也： Vi． Realizing a Symbiotic 

Society②Support for sexualminorities: 

Themul;tidisciplinary approach to 

fertility preservation for young 

cancerpatients with local medical 

network ． Selected cases in Okayama 

University to Promote SDGs． Selected 

cases in Okayama University to Promote 

SDGs．岡山市：国立大学法人岡山大学，118，

2019． 

34. 中塚幹也： Vi． Realizing a Symbiotic 

Society②Support for sexual minorities: 

Training embryologists who will lead the 

world ． Selected cases in Okayama 

University to Promote SDGs． Selected 

cases in Okayama University to Promote 

SDGs．岡山市：国立大学法人岡山大学，119，

2019． 

35. 中塚幹也：日本における性同一性障害当事者

の課題．女性心身医学．24：45，2019． 

36. 中塚幹也：性同一性障害と生殖医療：様々な

「家族のカタチ」．日本生殖内分泌学会雑誌．

24：31-34， 2019． 

37. 中塚幹也：2018年度奈良県大学人権教育研究

協議会記念講演会「性同一性障害をめぐる諸

問題と対応の課題」．研究報告第 14集．研究

報告第 14集．奈良市：奈良教育大学，32：2-

30，2019． 

38. 中塚幹也：山口県小児科医会 2019 年度定期

総会特別講演 性同一性障害の子供への支

援：小児科スタッフが知っておくべきこと．

山口県小児科医会ニュース．14-15，2019． 

39. 中塚幹也：連載第 8回：助産師・看護師に知

ってほしい LGBT の基礎知識「LGBT 当事者の

ライフプランへの支援：性同一性障害当事者

が子どもを持つ」．臨床助産ケア．11：84-87，

2019． 

40. 中塚幹也：３章女性ヘルスケアに特異的な疾

患と対応．性同一性障害．産婦人科臨床シリ

ーズ 6女性ヘルスケア．東京都：株式会社中

山書店，177-186，2019． 

41. 中塚幹也：気になっているけど、聞けないこ

と。あるよね？体の性と心の性って違うの？．

AKASHI School Uniform Campany．，2019． 

42. 中塚幹也：多様な性について考えよう．株式

会社明石スクールユニフォームカンパニー．

2019． 

43. 中塚幹也：性同一性障害．日本産科婦人科学

会雑．71：2440-2443，2019． 

44. 中塚幹也：２女性生殖器の疾患と看護１３セ

クシュアリティに関連する課題．ナーシング

グラフィカ EX 疾患と看護⑨女性生殖器．大

阪市：メディカ出版， 310-321，2020． 

45. 中塚幹也：連載第 9回：助産師・看護師に知

ってほしい LGBT の基礎知識「LGBT 当事者の

ライフプランへの支援：LGBT当事者と家族形

成」．臨床助産ケア．12：92-95，2020． 

46. 中塚幹也：私の処方「性同一性障害のホルモ

ン療法」．ModernPhysician．40：169，2020． 

47. 中塚幹也：診療の秘訣「性同一性障害」．

ModernPhysician．40：176，2020． 

48. 中塚幹也：第 5 章性の多様性「1 性同一性障

害」．助産師基礎教育テキスト 2020年版．日

本看護協会出版会．東京都：日本看護協会出

版会，208-220，2020． 

49. 中塚幹也：第5章性の多様性「2性分化疾患」．

助産師基礎教育テキスト 2020 年版．日本看

護協会出版会．東京都：日本看護協会出版会，

221-230，2020． 

50. 中塚幹也：第 5章性の多様性「3同性愛」．助

産師基礎教育テキスト 2020 年版．日本看護
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協会出版会．東京都：日本看護協会出版会，

231-234，2020． 

51. 中塚幹也：性同一性障害の子どもへの支援：

小児科スタッフが知っておくべきこと．山口

県小児科医会会報．31：14-16，2020． 

52. 中塚幹也：連携症例ファイル＃20_性別違和

トランスガール．親子の心の診療に関する多

職種連携マニュアル．福岡県：学校法人久留

米大学，46-47，2020 

53. 中塚幹也：連載第 10回(最終回)：助産師・看

護師に知ってほしい LGBT の基礎知識「ライ

フプラン教育と LGBT の子ども」．臨床助産ケ

ア．12：57-60，2020． 

54. 中塚幹也：特別報告：多様化する健康課題～

性別違和感を持つ子供たち～「研究者の立場

から」．日本健康相談活動学会誌．15：7-10，

2020． 

55. 中塚幹也：ライフプランを考えるあなたへ-

まんがで読む-未来への選択肢〈改訂版〉．岡

山市：岡山大学大学院保健学研究科中塚研究

室，1-41，2020． 

56. 中塚幹也：参考資料 3．団体ヒアリングメモ・

団体提出資料 3-2．GID(性同一性障害)学会ヒ

アリングメモ．令和元年度厚生労働省委託事

業職場におけるダイバーシティ推進事業報

告書．令和元年度厚生労働省委託事業職場に

おけるダイバーシティ推進事業報告書．東京

都：三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング株

式会社，31-76，2020． 

57. 中塚幹也：特別報告：多様化する健康課題～

性別違和感を持つ子供たち～「研究者の立場

から」．日本健康相談活動学会誌．7-10，2020． 

58. 中塚幹也:ライフプランを考えるあなたへ-ま

んがで読む-未来への選択肢〈改訂版〉ライフ

プランを考えるあなたへ-まんがで読む-未来

への選択肢＜標準版＞〈改訂〉pp. 1-44, 2020． 

59. 中塚幹也：（6）性同一性障害．産婦人科専門

医のための必修知識 2020年度版．日本産科

婦人科学会．杏林社，東京都，Ｅ25-Ｅ27，2020． 

60. 中塚幹也：16.LGBTQ＋．思春期のケア．89-93，

2020． 

61. 樫野千明，細木菜々恵，周宇，中塚幹也：LGBT

当事者への生殖医療の実態と意識：産婦人科

施設代表者への全国調査から．GID学会雑誌

13：15-29，2020． 

62. 周宇，松本梓，樫野千明，中塚幹也：自治体

職員における「LGBT関連の施策」への意識．

GID学会雑誌13：31-41，2020． 

63. 周宇，松本梓，樫野千明，中塚幹也：自治体

職員の職場におけるLGBT（性的マイノリティ）

当事者への意識と対応．GID学会雑誌13：43-

53，2020． 

64. 関明穂，鈴木久雄，中塚幹也：マラソン大会

におけるトランスジェンダーの参加カテゴリ

ー～大会主催者による競技の公平性と性自認

の尊重のバランス～．GID学会雑誌13：55-62，

2020． 

65. 周宇，安間友美，樫野千明，中塚幹也：大学

におけるLGBT当事者支援に対する大学生の意

識とカミングアウトされた時の気持ちや行動．

GID学会雑誌13：75-88，2020． 

66. 江口珠美，中塚幹也：性同一性障害当事者に

おける医療機関での工夫．GID学会雑誌13：

89-96，2020． 

67. 中塚幹也：No.2-1 LGBTと自殺、社会的養護、

家族形成：はじめに．保健指導リソースガイ

ド WEB版， 2020． http://tokuteikenshin-

hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-

3.php 

68. 中塚幹也：No.2-2 LGBTと自殺、社会的養護、

家族形成：自殺への対策．保健指導リソース

ガイドWEB版，2020．http://tokuteikenshin-

hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-

4.php 

69. 中塚幹也：No.2-3 LGBTと自殺、社会的養護、

家族形成：児童養護施設での対応．保健指導

http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-3.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-3.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-3.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-4.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-4.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-4.php
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リ ソ ー ス ガ イ ド WEB 版 ， 2020 ．

http://tokuteikenshin-

hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-

5.php 

70. 中塚幹也：No.2-4 LGBTと自殺、社会的養護、

家族形成：里子・里親、特別養子縁組．保健

指 導 リ ソ ー ス ガ イ ド WEB 版 ， 2020 ．

http://tokuteikenshin-

hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-

6.php 

71. 中塚幹也：No.2-5 LGBTと自殺、社会的養護、

家族形成：第3者の関与する生殖医療．保健指

導 リ ソ ー ス ガ イ ド WEB 版 ， 2020 ．

http://tokuteikenshin-

hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-

7.php 

72. 中塚幹也：No.2-6 LGBTと⾃殺、社会的養護、

家族形成：ライフプランを持つには．保健指

導 リ ソ ー ス ガ イ ド WEB 版 ， 2020 ．

http://tokuteikenshin-

hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-

8.php 

 

2.  学会発表 

1. 中塚幹也：<シンポジウム>「性同一性障害診

療を取り巻く課題と今後の展望」第 114回 日

本精神神経学会 委員会シンポジウム 12 性

同一性障害／性別違和をめぐる最近の動向 

〜歴史的な変遷を踏まえて〜．平成 30年 6月

21～23日．神戸国際会議場／神戸国際展示場

／神戸ポートピアホテル． 

2. 2．中塚幹也：<理事長講演>「GID学会の現況

と提言」GID（性同一性障害）学会第２１回研

究大会．平成 31年 3 月 23～24日．岡山県医

師会館 

3. 中塚幹也：<講演>「性別適合手術の保険適用：

安全性と有効性の担保に向けての取り組み」

第 61回⽇本形成外科学会総会・学術集会 特

別パネルディスカッション 4 性別適合手術

に対する保険適用―これまでの流れと今後

の課題―．平成 30 年 4 月 11～ 13 日．ホテ

ルニューオータニ博多・電気ビル（共創館・

本館）． 

4. 中塚幹也：<講演>「性別適合手術の保険適用

と性同一性障害特例法の現状と課題につい

て」LGBT（性的少数者）に関する課題を考え

る議員連盟 総会．平成 30 年 4 月 20 日．衆

議院第１議員会館 

5. 中塚幹也：<講演>「LGBTの基礎知識と職場で

の課題」．第 91 回日本産業衛生学会 教育講

演 5．平成 30 年 5 月 16～19 日．熊本市民会

館 1F 大ホール． 

6. 中塚幹也：<講演>「LGBTの基礎と学校におけ

る子どもへの対応」．平成 30年度中国地区学

校保健・学校医大会．平成 30 年 8 月 19 日．

島根県松江市 サンラポーむらくも． 

7. 中塚幹也：<講演>「ＬＧＢＴの理解と支援に

ついて」．平成 30年度 三原市学校保健会総

会．平成 30年 8月 24日．三原市役所城町庁

舎． 

8. 中塚幹也：<講演>「LGBTの基礎知識と医療的

支援」．第 49回日本看護学会一ヘルスプロモ

ーションー学術集会 ランチタイムミニレ

クチャー．平成 30年 9月 20日．岡山コンベ

ンションセンター． 

9. 中塚幹也：<講演>「LGBTの基礎知識と医療の

実際」．第 59 回日本母性衛生学会 教育講演

1．平成 30年 10月 19～20日．新潟コンベン

ションセンター（朱鷺メッセ）． 

10. 中塚幹也：<講演>「LGBTの基礎知識と性同一

性障害診療の実際」．平成 30 年度 香川県医

学会．平成 30 年 10 月 21 日．香川県善通寺

市市民会館． 

11. 中塚幹也：<講演>「LGBTを理解し伝えるため

に」岡山県中学校教育研究会 人権教育部会 

第 33 回 研究発表大会．平成 30 年 11 月 9

http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-5.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-5.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-5.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-6.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-6.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-6.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-7.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-7.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-7.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-8.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-8.php
http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/opinion/015/004/-no1-8.php
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日．建部町文化センター． 

12. 中塚幹也：<講演>「LGBT当事者と「生殖医療

で子どもを持つこと」全国調査２０１6，およ

び，性同一性障害当事者への調査から」．岡山

大学大学院保健学研究科 第 10 回 生と死の

倫理シンポジウム 様々な家族のカタチ

「LGBT と家族形成」．平成 30 年 12 月 22 日．

岡山大学鹿田キャンパス 臨床第 1講義室 

13. 新井富士美、中塚幹也：<一般演題>「思春期

の性同一性障害当事者に対する二次性徴抑

制療法と反対の性ホルモン治療 」第 70回日

本産科婦人科学会．平成 30年 5月 10～13日．

仙台国際センター 

14. 服部瑠衣,石岡洋子，片岡久美恵,中塚幹也：

<一般演題>「学校における性同一性障害の子

どもへの対応と医療との連携」．第 59回日本

母性衛生学会．平成 30 年 10 月 19～20 日．

新潟コンベンションセンター（朱鷺メッセ）． 

15. 瀬尾奏衣，広保沙紀，平千紘，安村朋姫，舟

田瑞希，山本友里恵，石岡洋子，片岡久美恵，

中塚幹也：<一般演題>「性同一性障害当事者

における「特別養子縁組」や「生殖医療」に

より子どもを持つことへの意識」．第 59回日

本母性衛生学会．平成 30年 19～20日．新潟

コンベンションセンター（朱鷺メッセ）． 

16. 16.南原あかり，細木菜々恵，田﨑史子，片岡

麻美，千葉智美，為定春奈，中塚幹也：<一般

演題>「LGBT に関する高校生，大学生の知識

と意識」 第 59 回日本母性衛生学会．平

成 30 年 10 月 19～20 日．新潟コンベンショ

ンセンター（朱鷺メッセ）． 

17. 細木菜々恵，田﨑史子，為定春奈，片岡麻美，

南原あかり，千葉智美，中塚幹也：<一般演題

>「「卵子提供により子どもを持つこと」に対

する大学生の意識」．第 59回日本母性衛生学

会．平成 30 年 10 月 19～20 日．新潟コンベ

ンションセンター（朱鷺メッセ）． 

18. 須崎かな，難波瑞穂，高橋麻友，東田明日香，

中塚幹也：<一般演題>「性の多様性と家族形

成への意識」．岡山県母性衛生学会．平成 30

年 10月 27日．岡山県看護会館 

19. 難波瑞穂，須崎かな，高橋麻友，東田明日香，

中塚幹也：<一般演題>「トランスジェンダー

当事者の部活動またはサークル活動」に対す

る大学生の意識」．岡山県母性衛生学会．平成

30年 10月 27日．岡山県看護会館． 

20. 中塚幹也：<パネルディスカッション>「多様

な性を認め合う社会を実現するために今私

たちができることとは？」．岡山弁護士会 

2019 年度 憲法記念県民集会「知ってる？

LGBT 多様な性を認め合う社会を目指して」．

令和 1年 5月 11日～令和 1年 5月 11日．山

陽新聞社本社ビル 1階 さん太ホール． 

21. 中塚幹也：<講演>「ＬＧＢＴの基礎知識と学

校における子どもへの対応」．安佐学校保健

会総会．令和 1 年 5 月 23 日～令和 1 年 5 月

23日．安佐医師会館． 

22. 中塚幹也：<講演>「性教育で知っておくべき

ＬＧＢＴQ の基礎知識」．2019 年度 岡山 SRH

研究会セミナー「性教育で知っておくべき新

しい知識」．令和 1 年 5 月 26 日～令和 1 年 5

月 26日．岡山中央病院 セミナー室． 

23. 中塚幹也：<講演>「生と性のつながり：その

多様性」．中国学園大学 中国学園短期大学 

性教育講演会．令和 1 年 6 月 12 日～令和 1

年 6月 12日．中国学園大学 中国学園短期大

学． 

24. 中塚幹也：<講演>「トランスジェンダー/性同

一性障害(性別不合)」．厚労科学研究 日本版

Bright Futures 第１回班会議．令和 1 年 6

月 16日～令和 1年 6月 16日．東京大学医学

部附属病院． 

25. 中塚幹也：<講演>「ＬＧＢＴの基礎知識：ト

ランスジェンダーの子どもへの対応」．静岡

県田方地区学校保健会総会．令和 1年 6月 20

日～令和 1年 6月 20 日．田方教育会館． 



104 

 

26. 中塚幹也：<講演>「LGBTとは？私たちにでき

ること」．倉敷市男女共同参画センター講演

会．令和 1年 6月 22日～令和 1年 6月 22日．

倉敷市男女共同参画推進センター 

27. Mikiya Nakatsuka： <講演 >「 Situations 

surrounding transgenders in Japan」．第 29

回日本女性心身医学会研修会 日韓合同企

画：JSPOG-KSPOG Joint Symposium．令和 1年

6月 29日～令和 1年 6月 30日．杏林大学 井

の頭キャンパス． 

28. 中塚幹也：<講演>「LGBTの基礎と医療施設で

の対応」．香川県立中央病院 職員研修会 臨

床倫理研修．令和 1 年 7 月 5 日～令和 1 年 7

月 5日．香川県立中央病院． 

29. 中塚幹也：<講演>「性同一性障害の子どもへ

の支援：小児科スタッフが知っておくべきこ

と」．日本小児科学会山口地方会・山口県小児

科医会合同総会・特別講演．令和 1 年 8 月 4

日～令和 1 年 8 月 4 日．ANA クラウンプラザ

ホテル宇部． 

30. 中塚幹也：<講演>「LGBTの基礎知識と企業が

考えること」．岡山県産業保健総合支援セン

ター 産業保健研修会 ．令和 1 年 8 月 22 日

～令和 1 年 8 月 22 日．岡山産業保健総合支

援センター． 

31. 中塚幹也：<講演>「「性別違和」のある児童生

徒への支援」．京都府総合教育センター 人権

教育講座Ⅰ．令和 1年 8月 23日～令和 1年 8

月 23日．京都府総合教育センター． 

32. 中塚幹也：<講演>「LGBT/SOGI の基礎知識：

地域や学校における対応と医療との連携」．

高知県 思春期保健に関わる支援者等研修会．

令和 1年 9月 5日～令和 1年 9月 5日．高知

県立塩見記念青少年プラザ． 

33. 中塚幹也：<講演>「性同一性障害診療の実際

と産婦人科医」．第 20 回日本内分泌学会中国

支部学術集会・JEＳ We Can  （男女共同参

画推進委員会） 共同企画 パネルディスカ

ッション 「トランスジェンダーと内分泌」．

令和 1年 9月 7日～令和 1年 9月 7日．岡山

国際交流センター． 

34. 中塚幹也：<講演>「LGBTの基礎と病院での対

応」．医療法人社団清和会 笠岡第一病院 倫

理研修会．令和 1 年 9 月 11 日～令和 1 年 9

月 11日．医療法人社団清和会 笠岡第一病院． 

35. 中塚幹也：<講演>「GID(性同一性障害）学会

の活動～トランスジェンダーと就労の課題：

自治体・企業のできること～」．2019年度 厚

生労働省委託事業 職場におけるダイバー

シティ推進事業 ヒアリング．令和 1 年 9 月

19 日～令和 1 年 9 月 19 日．ビジョンセンタ

ー東京駅前． 

36. 中塚幹也：<講演>「ＬＧＢＴ/ＳＯＧＩ：大学

ができること」．大阪大学 SOGI セミナー「あ

なたもその一人 多様性を受け入れるとは」

～個性を発揮し一人ひとりが活躍できる大

学に～．令和 1 年 9 月 26 日～令和 1 年 9 月

26日．大阪大学コンベンションセンター． 

37. 中塚幹也：<講演>「ＬＧＢＴについて理解を

深める ～ 学校としてすべきこと～」．令和

元年度 静岡県高等学校・特別支援学校保健

主事研修会．令和 1年 9月 27日～令和 1年 9

月 27日．総合教育センター あすなろ． 

38. 中塚幹也：<講演>「性教育の中で伝えること：

ライフプランや性の多様性など新たな課題

に対応するには」．兵庫県 性に関する指導・

エイズ教育研修会．令和 1 年 9 月 28 日～令

和 1年 9月 28日．兵庫県県民会館． 

39. 中塚幹也：<講演>「性別違和の身体的治療や

その問題点、家族」．GID（性同一性障害）学

会 第 11 回エキスパート研修会．令和 1 年

10 月 5 日～令和 1 年 10 月 5 日．鹿児島市医

師会館 大会議室． 

40. 中塚幹也：<講演>「第 2 部：LGBT/SOGI の基

礎知識」．宮崎県人権啓発活動協働推進事業 

宮崎産業経営大学法学部人権講座「セクシャ
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ル・マイノリティの人権について考える」．令

和 1年 10月 5日～令和 1年 10月 5日．宮崎

産業経営大学． 

41. 中塚幹也：<講演>「第 3部：LGBTを取り巻く

社会の課題」．宮崎県人権啓発活動協働推進

事業 宮崎産業経営大学法学部人権講座「セ

クシャル・マイノリティの人権について考え

る」．令和 1 年 10 月 5 日～令和 1 年 10 月 5

日．宮崎産業経営大学． 

42. 千葉智美，細木菜々恵，石岡洋子，片岡久美

恵，中塚幹也：<一般演題>「トランスジェン

ダー当事者の部活動またはサークル活動」に

対する大学生の意識」．第 60回日本母性衛生

学会総会・学術集会．令和 1年 10月 12日～

令和 1年 10月 13日．ヒルトン東京ベイ． 

43. 千葉智美，細木菜々恵，石岡洋子，片岡久美

恵，中塚幹也：<一般演題>「大学生における

「性の多様性」「LGBT 家族形成」への意識」．

第 60回日本母性衛生学会総会・学術集会．令

和 1年 10月 12日～令和 1年 10月 13日．ヒ

ルトン東京ベイ． 

44. 細木菜々恵，千葉智美，長谷部薫，高田茉奈，

高野みのり，石岡洋子，片岡久美恵，中塚幹

也：<一般演題>「LGBT 当事者が生殖医療で子

どもを持つことへの意識：産婦人科施設代表

者への全国調査から」．第 60回日本母性衛生

学会総会・学術集会．令和 1年 10月 12日～

令和 1年 10月 13日．ヒルトン東京ベイ． 

45. 中塚幹也：<講演>「LGBT と生殖医療」．生殖

医療サポーターの会 OKAYAMA 第 124 回 定

期ミーティング．令和 1年 10月 17日～令和

1年 10月 17日．岡山大学医学部保健学科． 

46. 中塚幹也：<講演>「「生殖・妊娠・子育て・Ｌ

ＧＢＴ」関連の技能集団形成プロジェクト」．

岡山大学創立７０周年記念事業企画・ホーム

カミングデイ 2019 in 鹿田 岡山大学大学

院保健学研究科オープンフォーラム 2019．令

和 1年 10月 26日～令和 1年 10月 26日．岡

山大学 Jホール． 

47. 中塚幹也：<講演>「LGBTの基礎知識と子ども

への対応」．令和元年度 香川県 LGBT 等に関

する教職員研修会．令和 1年 10月 29日～令

和 1 年 10 月 29 日．サンポートホール高松． 

48. 中塚幹也：<講演>「性教育で何を話すのか？」．

「妊娠中からの母子支援」即戦力育成プログ

ラム 19 第 25 日「「性教育」を創る」．令和

1 年 11 月 7 日～令和 1 年 11 月 7 日．岡山大

学医学部保健学科． 

49. 中塚幹也：<シンポジウム>「性同一性障害/性

別違和/性別不合と家族形成：結婚子どもそ

してライフプラン」．第 64回日本生殖医学会

学術講演会．令和 1 年 11 月 7 日～令和 1 年

11月8日．神戸国際会議場、神戸国際展示場． 

50. 中塚幹也：<講演>「自治体職員が知っておき

たい LGBT の基礎知識」．岡山市職員研修会 

LGBT支援者（アライ）の見える化のための研

修．令和 1 年 11 月 12日～令和 1 年 11月 12

日．岡山市勤労者福祉センター． 

51. 中塚幹也：<講演>「自治体職員が知っておき

たい LGBT の基礎知識」．岡山市職員研修会 

LGBT支援者（アライ）の見える化のための研

修．令和 1 年 11 月 13日～令和 1 年 11月 13

日．岡山市勤労者福祉センター． 

52. 中塚幹也：<講演>「LGBT/SOGI の基礎知識：

トランスジェンダーの子どもへの対応」．第

44 回 東日本小児科学会．～．都市センター

ホテル 

53. 中塚幹也：<講演>「トランスジェンダーの子

どもの封じ込める体験と学校での対応」．教

育現場をサポートする LGBT 関連セミナーin

岡山．令和 1 年 12 月 5 日～令和 1 年 12月 5

日．岡山コンベンションセンター． 

54. 中塚幹也: LGBT/SOGIと医療．第13回日本性差

医学・医療学会 

55. 中塚幹也:卵子凍結・提供への意識と実態に

関する全国調査報告：特にLGBT当事者の生殖
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医療について．第24回岡山生命倫理研究会 

56. 中正 成美，守谷 菜月，藤井  彩，石岡 洋

子，片岡 久美恵，中塚 幹也:大学における

LGBT当事者への支援」及びカミングアウトさ

れた時の「アウティング」に対する大学生の

意識．第61回日本母性衛生学会総会・学術集

会 

57. 近藤穂奈美, 山下華奈,  藤井美空, 中川百

子， 

58. 石岡洋子, 片岡久美恵, 中塚幹也:自治体職

員におけるLGBTに関する知識と意識．第61回

日本母性衛生学会総会・学術集会 

59. 高田茉奈，細木菜々恵，高野みのり，千葉智

美，辻祥子，長谷部馨，石岡洋子，片岡久美

恵，中塚幹也: LGBT当事者の生殖医療の利用，

養子・里子による家族形成についての一般市

民の意識．第61回日本母性衛生学会総会・学

術集会 

60. 中塚幹也:トピック4：ＬＧＢＴを理解する．

日本小児科医会 第22回「子どもの心」研修会 

61. 中塚幹也:トピック 5：ＬＧＢＴの子どもと

その対応．日本小児科医会 第22回「子どもの

心」研修会 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 1. 特許取得 

なし 

 2. 実用新案登録 

なし 

 3.その他 

なし 
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 厚生労働科学研究費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）） 

総合分担研究報告書 
 

思春期の保健課題調査と健診実装化に関する研究 
 

研究分担者  永光 信一郎 （久留米大学小児科学講座） 

研究協力者  稲光 毅   （公益社団法人日本小児科医会） 

           

研究要旨： 

【目的】平成 30 年度から令和 2 年度の 3 ヵ年において、日本版 Bright Futures の作成を目指

して思春期のヘルスプロモーションについて分担研究者として担当した。1）平成 30 年度

に思春期の健康課題を明らかにするためにアンケート調査を実施し、2）令和元年度に保健

課題克服のための思春期健診の実施マニュアルと子ども用アンケート用紙を作成した。3）

令和 2 年度に実施マニュアルの妥当性を評価する目的でパイロット介入を実施した。 

【方法】1）K 市中学校 2 校の全生徒（754 名）を対象に思春期の保健課題に関する 44 問の

アンケート調査を実施した（平成 30 年 10 月~11 月）。健やか親子 21 の改善指標に位置づけ

られている「増加する思春期のやせ」に着目し、その促進因子について解析をおこなった。

2）思春期保健指導マニュアルは分担研究者の平岩が開発した思春期問診票を一部改訂し、

各々の問診項目に対する簡易な保健指導内容を制作した。15 項目の子ども用アンケート用

紙を考案した。K 地区医療圏 4 医師会の協力を得て介入研究のプロトコールおよびマニュア

ルを作成した。3）COVID-19 の影響により大規模介入が実施できず、2 医療機関（16 名）

に対するパイロット介入を実施した。 

【結果】1）体重を減らしたいと思う女子生徒は中 1（31.0%）、中 2（48.3%）、中 3（48.6%）

と学年とともにあがり、太っていると感じている女子は同じく中 1（11.8%）、中 2（16.8%）、

中 3（20.8%）と学年で上昇していた。体重を減らしたいと思う生徒は、太っていると感じ

ており、朝食を摂らない、家族と食事をしない率が、体重を減らす行動をしない生徒に比

べ率が高かった。2）15 項目のアンケート項目に対応した 15 項目の保健指導内容（生活習

慣：5 項目、家族機能：2 項目、身体健康：2 項目、学校：2 項目、メディア・事故；：2 項

目、メンタルヘルス：2 項目）を作成した。各々に対して健診時の参考資料とする 3 つの医

師向けコメントと 2 つの子ども向けのコメントを作成し、さらに保健指導内容の解説文と

して 300 字程度の指導内容について文献データを元に作成した。3）保健指導に要した時間

は 5 分以内で、アンケート項目の解析では、週に 1 度眠れないことがあるが 4 人（25%）、

自分が健康と感じない 7 人（44%）、テレビ・スマホ・ゲームを 1 日に 2 時間以上する 13 人

（81%）、シートベルトをしない人 7 人（44%）認められた。医師が保健指導した項目で最

も頻度が高かったのはスクリーンタイムについてであった（80%）。保健指導を行なった項

目数は１項目から 5 項目で、平均 2.3 項目であった。保護者が希望する保健指導項目として

は、体格（身長・やせ・肥満など）7 人（44%）、ネット・スマホ使用について 7 人（44%）、

月経のこと 5 人（31 %）であった。11 人の保護者（69%）が今後も予防接種時の保健指導

を希望した。 

【考察】医療受診行動が少ない思春期の子ども達において、調査研究や介入研究から様々

な対策を講じることのできる健康課題があることが明らかになった。また、思春期健診と

いう保健指導が個別健診の形で可能であることがわかり、保護者側のニーズも高いと思わ

れた。今後は制度化に向けて、学校健診との役割分担の明確化、診療報酬への掲載、費用

対効果の検証などが必要である。 

 

 

Ａ．研究目的 

子どもを取り巻く環境には必ずこころとから

だの健康を損なうリスクがあるが、そのリスクに

子どもも、家族も気づかずに日々の生活を送り、

表面化したときには、問題が複雑になっている場

合もある。例えば肥満、やせなどの食生活の問題、

メディアへの長時間暴露、正しい知識をもたない

性行動などがある。予防教育によってそれらのリ
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スクを減らすことができる。しかし、現行の学校

健診では学科履修に支障を来す運動器・感覚器な

どの身体疾患の有無を評価することが目的とな

っているため、健康に関する十分な予防教育を子

どもたちは経験することなく成人期を迎えるこ

とになる。私たち小児科医が、健康な子どもを診

る機会は乳幼児健診と予防接種の時のみである

（Well Child Visit）。成人期の心身の健康を維持す

るためには、学童期、思春期から子ども達自身が、

自分自身の健康に関心をもつことが大切である。

1 人で考えるのではなく大人（かかりつけ医）と

話す機会をもつことが必要であり、それが思春期

健診の目的である。 

思春期の是正すべき健康課題のひとつとして、

不健康なやせがあげられる。摂食障害は小児期に

発症する精神疾患で、本邦における頻度は中学生

で 0.17~0.40%、高校生では 0.42~0.56%と言われて

いる。小児科発症の摂食障害の予後は 60~70%が

完解すると言われているが重篤な身体的、精神的

合併症を呈して、青年期、成人期に自殺のリスク

が高まることがある。一方で、摂食障害までは至

らないが、若者の中で不健康なやせを示す比率が

中高生の 20%前後を占めており、その比率は上昇

している 5)。不健康なやせは、不妊症や骨粗鬆症

の原因になるため、思春期からの適切な保健指導

が必要である。 

アメリカ小児科学会（AAP）は、子ども達の健

康増進・疾病予防を通じて子どもへのヘルスサー

ビスの質を改善するため、連邦政府健康資源サー

ビス局母子健康局の主導の下、The Bright Futures: 

Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, 

and Adolescents を作成した。平成 30 年度から令和

2 年度の 3 ヵ年において、日本版 Bright Futures の

作成を目指して思春期のヘルスプロモーション

について分担研究者として担当した。1）平成 30

年度に思春期の健康課題を明らかにするために

アンケート調査を実施し、2）令和元年度に保健

課題克服のための思春期健診の実施マニュアル

と子ども用アンケート用紙を作成した。3）令和 2

年度に実施マニュアルの妥当性を評価する目的

でパイロット介入を実施した。 

 

Ｂ．研究方法 

 

平成 30 年度 

思春期の健康課題整理のためのアンケート調査 

アンケート 

分担研究者の平岩が欧州の Health Behaviour in 

School-aged Children (HBSC) のアンケートと米国

の Bright futures のアンケートを参考にして 44 項

目のアンケートを作成した（表 1）。一部設問を除

いて回答は 4 択とした（例 1; ①とてもそう思い

ます ②そう思います ③どちらでもありません 

④そう思いません 例 2；①何度もあります ②あ

ります ③わかりまえせん ④ありません）。 

対象者 

K 市内の公立中学校 2 校の全校生徒 754 名を対象

とした（中 1： 291 名、中２：218 名、中 3：229

名、男子 376 名、女子 351 名、不明 11 名）。平成

30 年 10 月～11 月にクラス内で無記名で実施した。 

解析項目 

設問 29「体重を減らすためになにかしようと決め

ていますか」に①“決めています”と回答した群

をダイエット行動に関心をもつ生徒と判断し、学

年・性および以下の設問とのクロス集計を実施し

た。問 28 自分は太っていると感じますか 問

30 平日、毎日朝食をたべますか 問 33 毎日家

族の大人の人といっしょに夕食を食べています

か 問 3 学校は好きですか 問 4 毎日友だち

とパソコンやスマホでやり取りしますか 問 10 

自分の健康状態は「よい」「まずまず」ですか 問

20 現在の生活にとても満足していますか 問

41 自分がつぶれそうなように強く感じたり不

安になったりすることがありますか 各々のク

ロス集計に関して実数値とパーセントの表を作

成した（各表の上段は人数を示す。下段は比率を

示す）。 

（倫理面への配慮） 

本研究課題は久留米大学倫理委員会で承認さ

れた（#18188）。 

 

令和元年度 

思春期健診の実施マニュアル作成 

1. 思春期保健指導マニュアルの作成 

(a) 問診票項目（保健指導項目）の選定 

以下の点に留意して指導マニュアルの選定項目

を検討した。 

・健診医が話題としてとりあげやすい項目 

・健診医が質問をしやすい項目 

・健診医がコメントを伝えやすい項目 

・子どもにとって重要な保健指導項目 

・家族にとっても関心が高い保健指導項目 

 

(b) 保健指導コメントの作成 

思春期の子どもの診療に不慣れな健診医が対応

した場合を想定して、各問診票項目に沿った 5 項

目のコメントを作成した（3 つは医師向けの内容

で、2 つは子ども向けの内容とした）。5 項目のコ

メントは健診を実施しながらも確認することが

できる短いフレーズとし。 
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(c) 保健指導解説の作成 

健診医が健診実施時以外に確認できる保健指導

の解説文を作成した。保健指導内容については指

導内容のエビデンスを明確にするために文献の

照会も実施した。各解説文は 300 字程度として、

健診医が診療の合間に確認できるボリュームに

することを配慮した。 

 

(d) 子ども用保健指導リーフレットの作成 

健診医が問診票や健診での面談から抽出した保

健指導内容に沿う子ども向けのリーフレットを

質問ごとに作成する。 

 

 

令和２年度 

思春期健診のパイロット介入実施 

対象：小児科クリニック（2施設）に二種混合ワ

クチンまたは日本脳炎ワクチンで来院した10～

13歳の生徒で、アンケートおよび予防接種実施前

の保健指導の同意が得られた者を対象とした。 

 

方法：2019年度の本研究班で作成した健診インタ

ビューマニュアルや子ども用アンケート用紙を

と具体的な手順マニュアルの作成を試みた。 

① 医療機関（クリニック/医院）スタッフ（主に

看護スタッフ）は、手順マニュアルを参考に

しながら、アンケート調査依頼書を用いて、

二種混合予防接種で受診した被接種者（子ど

も）およびその保護者にアンケートへの協力

を要請する。 

② 協力の得られた保護者/子どもに対して、保護

者が予防接種問診票に必要事項を記載して

いる間に、被験者は子ども用アンケートに回

答する（表2）。 

③ 予防接種担当医が二種混合予防接種実施前

に、アンケートの内容を確認し、予防接種被

接種者（子ども）にアンケート内容を予防接

種被接種者（子ども）にフィードバックする

（その際、必要時には保健指導マニュアルを

参照する。）。 

④ アンケート内容フィードバック後に、予防接

種実施医は医師アセスメントシートに必要

事項を記入する。 

⑤ 予防接種終了後に、保護者は保護者アンケー

トに記載する。 

 

解析項目：1) 保健指導に要した時間、2) アンケ

ート各15項目の回答分布、3) 医師が実施した保健

指導項目・項目数、4) 保護者が希望する保健指導

項目を集計した。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究課題は久留米大学の倫理承認を得て実施

した（#20022）。 

 

 

Ｃ．研究結果   

  

平成 30 年度 

思春期の健康課題整理のためのアンケート調査 

 

問 28 自分は太っていると感じますか 

   （学年・性別） 

男子 女子 男子 女子 男子 女子

　とてもよく思います 10 15 5 19 4 21

　よく思います 20 32 10 30 15 28

　わかりません 50 61 38 46 39 39

　感じません 70 19 49 18 62 13

総計 150 127 102 113 120 101

男子 女子 男子 女子 男子 女子

　とてもよく思います 6.7% 11.8% 4.9% 16.8% 3.3% 20.8%

　よく思います 13.3% 25.2% 9.8% 26.5% 12.5% 27.7%

　わかりません 33.3% 48.0% 37.3% 40.7% 32.5% 38.6%

　感じません 46.7% 15.0% 48.0% 15.9% 51.7% 12.9%

総計 100% 100% 100% 100% 100% 100%

自分は太っていると
かんじますか

中１ 中２ 中３

自分は太っていると
かんじますか

中１ 中２ 中３

 
太っていると感じる子の率は男子では学年とともに低下

している。女子では 11.8%（中 1）, 16.8%（中 2）, 20.8%

（中 3）と学年とともに上昇している。 

 

問 29 体重を減らすためになにかしようと決め

ていますか（学年・性別） 

 

男子 女子 男子 女子 男子 女子

 きめています 10 20 6 24 7 15

 きめようとしています 5 20 8 31 9 34

 わかりません 29 27 25 27 17 19

 きめていません 105 62 63 32 88 33

総計 149 129 102 114 121 101

男子 女子 男子 女子 男子 女子

 きめています 6.7% 15.5% 5.9% 21.1% 5.8% 14.9%

 きめようとしています 3.4% 15.5% 7.8% 27.2% 7.4% 33.7%

 わかりません 19.5% 20.9% 24.5% 23.7% 14.0% 18.8%

 きめていません 70.5% 48.1% 61.8% 28.1% 72.7% 32.7%

総計 100% 100% 100% 100% 100% 100%

体重を減らすためになにか
しようと決めていますか

中１ 中２ 中３

体重を減らすためになにか
しようと決めていますか

中１ 中２ 中３

 
体重を減らすためになにかすると決めている、決めようと

している率は、女子では 31.0%（中 1）, 48.3%（中 2）, 48.6%

（中 3）と男子の 3~4 倍を示している。 
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表１ 思春期アンケート  

 

問 1  自分用のスマートフォンを持っていますか 

問 2 家族と一緒に食事をしていますか 

問 3  学校は好きですか 

問 4  毎日友だちとパソコンやスマホでやり取りしますか 

問 5  自分の部屋にテレビかパソコンがありますか 

問 6  話しやすい身近な大人の家族はいますか 

問 7 学校の勉強は「とても」「うまく」いっていますか 

問 8  学校の勉強が負担になっていますか 

問 9  学校の友達は親切で助けてくれますか 

問 10  自分の健康状態は「よい」「まずまず」ですか 

問 11 家族に助けられていると思いますか 

問 12 友だちに助けられていると思いますか 

問 13 自動車に乗るときにシートベルトをしていますか 

問 14 家であなたを怖がらせたりおどしたり傷つけたりする人がいますか 

問 15 学校などであなたを怖がらせたりおどしたり傷つけたりする人がいますか 

問 16 気分の良い時も悪い時もありますが普段と変わりなく生活を楽しんでいますか 

問 17 タバコを吸いますか  

問 18 アルコールを飲みますか 

問 18 お酒を飲む機会がありましたか 

問 20 現在の生活にとても満足していますか 

問 21 週に１度以上健康で気になることがありますか 

問 21a 週に１度以上頭が痛いことがありますか 

問 21b 週に１度以上おなかが痛いことがありますか 

問 21c 週に１度以上きぶんが悪いことがありますか 

問 21d 週に１度以上いらいらすることがありますか 

問 21e 週に１度以上眠れないことがありますか 

問 22 １年以内に３回以上体を使ったけんかをしたことがありますか 

問 23 誰かをこの数カ月でいじめたことがありますか 
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問 41 自分がつぶれそうなように強く感じたり不安

になったりすることがありますか （学年・性別） 

男子 女子 男子 女子 男子 女子

はい 21 25 11 23 11 25

ときどき 28 42 16 34 26 33

めったにありません 48 34 39 25 35 25

いいえ 53 33 35 29 50 19

総計 150 134 101 111 122 102

男子 女子 男子 女子 男子 女子

はい 14.0% 18.7% 10.9% 20.7% 9.0% 24.5%

ときどき 18.7% 31.3% 15.8% 30.6% 21.3% 32.4%

めったにありません 32.0% 25.4% 38.6% 22.5% 28.7% 24.5%

いいえ 35.3% 24.6% 34.7% 26.1% 41.0% 18.6%

総計 100% 100% 100% 100% 100% 100%

自分がつぶれそうなように
強く感じたり不安になったり

することがありますか

中１ 中２ 中３

自分がつぶれそうなように
強く感じたり不安になったり

することがありますか

中１ 中２ 中３

 
自分がつぶれそうなように強く感じたり不安になる率は

女子で高く、その頻度も 18.7%（中 1）, 20.7%（中 2）, 24.5%

（中 3）と学年とともに増加している。 

 

問 28 自分は太っていると感じますか 

問 29 体重を減らすためになにかしようと決めていますか 

 きめています 29 28 22 9 88

 きめようとしています 25 48 34 5 112

 わかりません 14 24 97 10 145

 きめていません 14 35 125 218 392

総計 82 135 278 242 737

 きめています 33.0% 31.8% 25.0% 10.2% 100%

 きめようとしています 22.3% 42.9% 30.4% 4.5% 100%

 わかりません 9.7% 16.6% 66.9% 6.9% 100%

 きめていません 3.6% 8.9% 31.9% 55.6% 100%

総計 11.1% 18.3% 37.7% 32.8% 100%

自分は太っているとかんじますか

体重を減らすためになにか
しようと決めていますか

とてもよく
思います

よく
思います

わかりません 感じません

総計

総計

体重を減らすためになにか
しようと決めていますか

自分は太っているとかんじますか

とてもよく
思います

よく
思います

わかりません 感じません

 
体重を減らすためになにかしようと決めている人の中に

は、自分が太っていると感じている人の率は 33.0%で、 決

めていない人の場合の 3.6%に比べ、約 10 倍高い。 

 

問 30 平日、毎日朝食を食べていますか 

問 29 体重を減らすためになにかしようと決めていますか 

 きめています 60 20 1 7 88

 きめようとしています 75 27 3 7 112

 わかりません 101 31 8 6 146

 きめていません 323 50 15 8 396

総計 559 128 27 28 742

 きめています 68.2% 22.7% 1.1% 8.0% 100%

 きめようとしています 67.0% 24.1% 2.7% 6.3% 100%

 わかりません 69.2% 21.2% 5.5% 4.1% 100%

 きめていません 81.6% 12.6% 3.8% 2.0% 100%

総計 75.3% 17.3% 3.6% 3.8% 100%

総計

平日、毎日朝食を食べていますか

体重を減らすためになにか
しようと決めていますか

かならず
食べます

だいたい
食べます

わかりません 食べません 総計

平日、毎日朝食を食べていますか

体重を減らすためになにか
しようと決めていますか

かならず
食べます

だいたい
食べます

わかりません 食べません

 

体重を減らすためになにかしようと決めている人の中に

は、平日、毎日朝食を食べていない人が 8.0%と、決めて

いない人の 2.0%に比べ 4 倍多い。 

 

問 33 毎日家族の大人の人と一緒に夕食を食べますか 

問 29 体重を減らすためになにかしようと決めていますか 

 きめています 46 28 7 7 88

 きめようとしています 56 42 6 9 113

 わかりません 78 44 16 8 146

 きめていません 229 131 21 13 394

総計 409 245 50 37 741

 きめています 52.3% 31.8% 8.0% 8.0% 100%

 きめようとしています 49.6% 37.2% 5.3% 8.0% 100%

 わかりません 53.4% 30.1% 11.0% 5.5% 100%

 きめていません 58.1% 33.2% 5.3% 3.3% 100%

総計 55.2% 33.1% 6.7% 5.0% 100%

総計

毎日、家族と一緒に夕食を食べますか？

体重を減らすためになにか
しようと決めていますか

かならず
食べます

だいたい
食べます

わかりません 食べません

毎日、家族と一緒に夕食を食べますか？

体重を減らすためになにか
しようと決めていますか

かならず
食べます

だいたい
食べます

わかりません 食べません

総計

 
体重を減らすためになにかしようと決めている人の中に

は、毎日、家族と一緒に夕食たべていない人が 8.0%と、

決めていない人の 3.3%に比べ 2.4 倍多い。 

 

問２ 学校は好きですか 

問 29 体重を減らすためになにかしようと決めていますか 

 きめています 46 28 7 7 88

 きめようとしています 56 42 6 9 113

 わかりません 78 44 16 8 146

 きめていません 229 131 21 13 394

総計 409 245 50 37 741

 きめています 22.7% 42.0% 20.5% 14.8% 100%

 きめようとしています 17.7% 44.2% 29.2% 8.8% 100%

 わかりません 26.7% 47.3% 18.5% 7.5% 100%

 きめていません 31.7% 46.7% 17.0% 4.6% 100%

総計 27.5% 45.9% 19.6% 7.0% 100%

学校は好きですか？

体重を減らすためになにか
しようと決めていますか

とてもそう
思います

そう
思います

どちらでも
ありません

そう思いま
せん

体重を減らすためになにか
しようと決めていますか

とてもそう
思います

そう
思います

どちらでも
ありません

そう思いま
せん

学校は好きですか？

総計

総計

 
体重を減らすためになにかしようと決めている人の中に

は、学校を好きでない人が 14.8%と、決めていない人の

4.6%に比べ 3 倍多い。 

 

問４ 毎日友だちとパソコンやスマホでやり取りしますか 

問 29 体重を減らすためになにかしようと決めていますか 
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毎日友だちとパソコンやスマホでやり取りしますか

 きめています 37 25 10 16 88

 きめようとしています 45 39 17 12 113

 わかりません 44 55 19 28 146

 きめていません 119 138 46 92 395

総計 245 257 92 148 742

毎日友だちとパソコンやスマホでやり取りしますか

 きめています 42.0% 28.4% 11.4% 18.2% 100%

 きめようとしています 39.8% 34.5% 15.0% 10.6% 100%

 わかりません 30.1% 37.7% 13.0% 19.2% 100%

 きめていません 30.1% 34.9% 11.6% 23.3% 100%

総計 33.0% 34.6% 12.4% 19.9% 100%

体重を減らすためになにか
しようと決めていますか

とてもそう
思います

そう
思います

どちらでも
ありません

そう思いま
せん 総計

体重を減らすためになにか
しようと決めていますか

とてもそう
思います

そう
思います

どちらでも
ありません

そう思いま
せん 総計

 
体重を減らすためになにかしようと決めている人の中に

は、毎日友だちとパソコンやスマホでやり取りしていると、

とてもそう思う人が 42.0%と、決めていない人の 30.1%に

比べ 1.4 倍多い。 

 

問 10 自分の健康状態は「よい」「まずます」ですか 

問 29 体重を減らすためになにかしようと決めていますか 

 きめています 30 38 9 11 88

 きめようとしています 29 59 17 8 113

 わかりません 53 62 27 4 146

 きめていません 181 165 37 12 395

総計 293 324 90 35 742

 きめています 34.1% 43.2% 10.2% 12.5% 100%

 きめようとしています 25.7% 52.2% 15.0% 7.1% 100%

 わかりません 36.3% 42.5% 18.5% 2.7% 100%

 きめていません 45.8% 41.8% 9.4% 3.0% 100%

総計 39.5% 43.7% 12.1% 4.7% 100%

総計

自分の健康状態は「よい」ですか

体重を減らすためになにか
しようと決めていますか

とてもそう
思います

そう
思います

どちらでも
ありません

そう思いま
せん 総計

自分の健康状態は「よい」ですか

体重を減らすためになにか
しようと決めていますか

とてもそう
思います

そう
思います

どちらでも
ありません

そう思いま
せん

 
体重を減らすためになにかしようと決めている人の中で

自分の健康状態はよいとは思っていない人が 12.5%と、決

めていない人の 3.0%に比べ 4 倍多い。 

 

問 20 現在の生活にとても満足していますか 

問 29 体重を減らすためになにかしようと決めていますか 

 きめています 22 38 14 14 88

 きめようとしています 19 57 28 9 113

 わかりません 34 71 35 5 145

 きめていません 112 182 74 26 394

総計 187 348 151 54 740

 きめています 25.0% 43.2% 15.9% 15.9% 100%

 きめようとしています 16.8% 50.4% 24.8% 8.0% 100%

 わかりません 23.4% 49.0% 24.1% 3.4% 100%

 きめていません 28.4% 46.2% 18.8% 6.6% 100%

総計 25.3% 47.0% 20.4% 7.3% 100%

総計

現在の生活にとても満足していますか

体重を減らすためになにか
しようと決めていますか

とても満足し
ています

満足してい
ます

どちらでも
ありません

満足してい
ません 総計

現在の生活にとても満足していますか

体重を減らすためになにか
しようと決めていますか

とても満足し
ています

満足してい
ます

どちらでも
ありません

満足してい
ません

 

体重を減らすためになにかしようと決めている人の中で

自分の生活に満足していない人が 15.9%と、決めていない

人の 6.6%に比べ 2.4 倍多い。 

 

問 41 自分がつぶれそうなような強く感じたり

不安になったりすることがありますか 

問 29 体重を減らすためになにかしようと決めていますか 

 きめています 23 29 18 18 88

 きめようとしています 32 38 22 21 113

 わかりません 21 38 53 30 142

 きめていません 50 75 114 153 392

総計 126 180 207 222 735

 きめています 26.1% 33.0% 20.5% 20.5% 100%

 きめようとしています 28.3% 33.6% 19.5% 18.6% 100%

 わかりません 14.8% 26.8% 37.3% 21.1% 100%

 きめていません 12.8% 19.1% 29.1% 39.0% 100%

総計 17.1% 24.5% 28.2% 30.2% 100%

総計

自分がつぶれそうなように強く感じたり
不安になったりすることがありますか

自分がつぶれそうなように強く感じたり
不安になったりすることがありますか

体重を減らすためになにか
しようと決めていますか

はい ときどき
めったに

ありません
いいえ 総計

体重を減らすためになにか
しようと決めていますか

はい ときどき
めったに

ありません
いいえ

 
体重を減らすためになにかしようと決めている人の中で

自分がつぶれそうなような強く感じたり不安になったり

することがある人が 26.1%と、決めていない人の 12.8%に

比べ 2 倍多い。 

 

 

令和元年度 

思春期健診の実施マニュアル作成 

1. 思春期健診インタビューマニュアルの作成 

(a) 問診票項目（保健指導項目）の選定 

以下の 15 項目を問診票（保健指導項目）の候補

とした。1~5（生活習慣）、6~7（家族機能）、8~9

（身体健康）、10~11（学校）、12~13（メディア・

事故）、14~15（メンタルヘルス）（図 1） 

 

(b) 保健指導コメントの作成 

上記質問 15 項目中１～５の保健指導コメントに

ついて下記に記す。□は医師向けコメント、■は子

供向けコメント（図 1）。 

 

(c) 保健指導解説の作成（図 1）。 

 

(d) 子ども用保健指導リーフレットの作成 

（図 2）。 
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 図 1 思春期健診インタビューマニュアル

 



114 
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118 

 

図 2 子ども用保健指導リーフレット 
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令和２年度 

思春期健診のパイロット介入実施 

 

思春期健診手順マニュアル（図 3） 

院内研究協力啓発用ポスター（図 4） 

子ども用アンケート（図 5） 

 
 

1) 保健指導に要した時間 

 

  
 

 

2) アンケート各 15 項目の回答分布 

 

 
 

  

  

 
   

  
 

3) 医師が実施した保健指導項目・項目数 
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図 3 思春期健診手順マニュアル 
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図４ 院内研究協力啓発用ポスター 
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図 5 子ども用アンケート 

 

 

 

1.  毎朝
まいあさ

、 朝 食
ちょうしょく

を食
た

べていますか？  はい わかりません いいえ 

2.  毎日
まいにち

、ジュースや炭酸
たんさん

飲料水
いんりょうすい

を飲
の

みます

か？ 

 いいえ わかりません はい 

3.  夜
よる

は何時
なんじ

に寝
ね

ますか？  ８～９時
じ

, 9～10時
じ

, 10時
じ

~11時
じ

, 11時
じ

以降
いこう

 

4.  週
しゅう

に１度
ど

以上
いじょう

眠
ねむ

れないことがありますか  いいえ わかりません はい 

5.  学校
がっこう

の休
やす

み時間
じ か ん

や休
やす

みの日
ひ

に外
そと

で遊
あそ

んだり、 

運動
うんどう

をしたりしますか？ 

 はい わかりません いいえ 

6.  家族
かぞく

と一緒
いっしょ

に食事
しょくじ

をしますか？  はい わかりません いいえ 

7.  家族
かぞく

とよく会話
かいわ

をしますか？  はい わかりません いいえ 

8.  自分
じぶん

の体 重
たいじゅう

が多
おお

すぎるあるいは少
すく

なすぎる

と  感
かん

じますか？ 

 いいえ わかりません はい 

9.  自分
じぶん

が健康
けんこう

だと感
かん

じていますか？  はい わかりません いいえ 

10. 学校
がっこう

で楽
たの

しいことはなんですか？ 

   (  )に〇をつけてください（複数可
ふ く す う か

） 

 
(  ) 勉 強

べんきょう

    (  ) 休
やす

み時間
じかん

 (  ) 給 食
きゅうしょく

  

(  ) 友
とも

だち (  ) 課外
かがい

活動
かつどう

 (  ) ない 

11. 学校
がっこう

の勉 強
べんきょう

が負担
ふたん

になっていますか？  いいえ わかりません はい 

12. 1日
にち

に２時間
じかん

以上
いじょう

、テレビ・スマホ・ゲーム画面
が め ん

 

を見
み

ますか？ 

 いいえ わかりません はい 

13. 車
くるま

（後部
こうぶ

座席
ざせき

）に乗
の

ったとき、シートベルト 

をしていますか？ 

 はい わかりません いいえ 

14. 学校
がっこう

のこと、友
とも

だちのことで心配
しんぱい

なことは 

ありますか？ 

 いいえ わかりません はい 

15. 学校
がっこう

でいじめをみかけたらどうしますか？ 

                                 （複数可
ふくすうか

） 

 
親
おや

に言
い

う, 先生
せんせい

に伝
つた

える, 止
や

めるように言
い

う,

わかりません, 何
なに

もしない 
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4) 保護者が希望する保健指導項目 

 

 
 

 
 

 

Ｄ．考察 

小児医療の進歩に伴い思春期や成人期を迎え

る患者の移行医療への関心が高まる一方、思春期

の子ども達を誰が診ていくのかは我が国の医療

の中での長年の課題である。さらに予防接種の普

及も加わり、医療提供体制は、慢性疾患やメンタ

ルヘルスケアおよび健康教育や健康寿命の延伸

に注目が集められている。思春期の保健指導は、

その後の青年期、成人期の心と体の健康増進に多

大に貢献すると思われる。また我が国が抱える

様々な母子保健課題（育てにくさ、虐待、産後う

つ等）の克服にも妊娠期からではなく思春期から

の保健指導が重要と思われる。米国小児科学会が

発行している健診ガイドライン『Bright Futures』

では、思春期の各年齢で指導すべき保健内容など

先行的ガイダンスが記されている。子ども達のヘ

ルスプロモーションつまり健康増進は、いかに子

ども達が自分自身の健康に関心をもち、日頃より

健康意識を高めていくかである。そのときに第 3

者による保健指導が、彼らのヘルスプロモーショ

ンを促進させることが期待される。しかし、ここ

で保健指導は誰が行うかという疑問が生じる。学

校での保健教育なのか、家庭での保健教育なのか、

医療による保健教育なのか。1 年に 1 回の集団健

診の形で実施されている学校健診の目的は、児童

生徒等及び職員の健康の保持管理や増進、学校に

おける教育活動での安全管理であり、学校生活で

問題となる主に身体疾患のスクリーニングであ

る。つまりプライベートに配慮した個別なメンタ

ルヘルスの指導等は実施されていない。一方、米

国で実施されている思春期健診は、プライベート

クリニックで身体診察以外に、リスクアセスメン

トツールである HEADSS【Home（家庭）, Education

（教育）, Activities（活動）, Drug use and abuse（薬

物使用・乱用）, Sexual behavior（性行動）, Suicidality 

and depression（希死念慮・うつ）】を用いた面接

が行われている。具体的には家庭で家族や同胞と

の関係や悩み、学習面での悩み、将来の進路、適

切な運動や睡眠習慣、違法薬物の知識や断り方の

模擬練習、避妊方法や緊急避妊の知識確認、いじ

め予防、抑うつ時の SOS の出し方などを面接で取

り上げている。 

3 年間の研究期間中に 1）思春期の健康課題の

実態アンケート調査（平成 30 年度）、2）保健課

題克服のための思春期健診の実施マニュアルと

子ども用アンケート用紙作成（令和元年度）3）

思春期パイロット介入研究（令和 2 年度）を実施

した。平成 30 年度のアンケート調査では、思春

期の子どもの不健康なやせの率の改善、摂食障害

罹患の予防には、ダイエット行動に対する適切な

保健指導が実施できる場の確保が必要であり、そ

の際に、ダイエット行動に関連している因子とし

て、痩身願望、不適切な食事習慣や生活習慣以外

に、自分への不安感、満足感、学校への不適応な

ど psycho-social な因子も関わっている可能性があ

ることを、保健指導を実施する立場の者は留意し

て置く必要があることが明らかなとなった。令和

元年度には、思春期のヘルスプロモーション向上

を目指した「思春期健診」の社会実施化について

の準備として、思春期保健指導マニュアル（イン

タビューマニュアル）の開発を行うことができた。 

思春期健診の社会実装化のためにはいくつかの

課題がある。多忙なプライマリ・ケア現場で 45

分の健診を実施することは不可能である。また、

現行の医療保険制度の中で新たな予算を獲得し

て、思春期健診を全国展開していくことは困難で

ある。限られた時間と資源を有効にプロセスする

ための方策として、10 分以内の健診と、学童思春
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期の子どもが予防接種時にプライマリ・ケアを受

診した時を有効活用することを考えた。さらなる

課題としては、小児科医をはじめとするプライマ

リ・ケア医にとって学童思春期の子どもとの診療

の機会は少なく、医療面接に不慣れな点である。

これらの問題を解決するために①子どもへの問

診票の導入、②簡易保健指導マニュアル冊子の制

作を検討した。子どもの問診票は 15 項目：1~5（生

活習慣）、6~7（家族機能）、8~9（身体健康）、10~11

（学校）、12~13（メディア・事故）、14~15（メン

タルヘルス）からなり 3 分以内で回答できる内容

とした。保護者が予防接種問診票に必要事項を記

載している時に、子どもも回答できる範囲とした。

回答は基本 3 択（いいえ、わからない、はい）で、

限られた時間内で健診医が保健指導項目を適切

に抽出できるように、保健指導が必要と思われる

回答（例：毎朝、朝食を食べていますか？ はい 

わからない いいえ）が右側に揃うように解答欄

の配列を調整した。簡易保健指導マニュアル（思

春期健診インタビューマニュアル）冊子は、それ

ら保健指導項目が抽出された際に、話題を掘り下

げることのできる知見や、指導内容を 5 項目程度、

簡易に記した。裏面には文献紹介も含めて診療の

合間や、診療後に読める範囲（300 字程度）のト

ッピクスも記載した。さらに、子どもへのメッセ

ージとしての保健指導内容をインフォグラフィ

ックス調で作成したリーフレット（ポストカード

サイズ）も設問毎に作成して、必要時に手渡すよ

うに検討した。令和 2 年度の思春期健診介入研究

では、予防接種来院時に保健指導を実施すること

が可能であることが示された。今回の調査では 5

分以内で 2項目の保健指導が実施可能であること

が推察された。10分の時間を確保できれば、3～4

項目の保健指導項目が可能と思われる。今回の調

査では女性被験者の保護者（6 名）の 5 名から月

経に関する保健指導の希望があった。予防接種の

対象者年齢別（例：小学校低学年、小学校高学年、

中学生、高校生）で年齢に特化された保健指導が

実施できることが期待される。とくに小児科医が

おこなうべき月経の保健指導や性教育などを整

理し、HPV ワクチンが再開されたときに指導をお

こなうことが期待される。 

 
 

Ｅ．結論    

3 年間の研究期間中に思春期健診のインタビュ

ーマニュアルや、子ども用アンケート用紙等の資

材を制作し、小規模なパイロット介入を実施し、

予防接種時の保健指導（思春期健診）が可能であ

ることを明らかにした。今後の課題は、思春期健

診の費用対効果を評価すること、思春期健診のア

ウトカム評価を行うことである。今後、健診によ

る保健指導の有用性が示された後に、地方自治体

の健康推進事業として制度化されることが期待

される。 
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指す介入研究について久留米市思春期保健意見

交換会 2018.7.27（久留米市） 

 

永光信一郎．小児科医・産婦人科医・精神科医・

心療内科医のための親子の心の診療マップ．久留

米精神科医会学術講演会．2018.10.1(久留米) 

 

永光信一郎．周産期から子育て世代の切れ目のな

い支援．平成 30 年度 第 1 回『筑後かかりつけ

医・産業医と精神科医連携研修』．2018.10.16(久留

米) 

 

永光信一郎．思春期の保健課題の克服～中高生 2

万人のアンケート調査から．日本小児科医会 第

18 回思春期の臨床講習会．2018.11.4(東京) 

 

永光信一郎．思春期の子どもの理解を深めよう～

話さない息子よ、娘よ、何を考えてるの？～．平

成30年度日田市家庭教育講演会．2018.11.16(大分) 

 

永光信一郎．思春期の親子のかかりつけ医制度に

向けて．大牟田小児科医会講演会．2018.11.28(大

牟田) 

 

永光信一郎. 『 君を知ってる？』 ～思春期健診

と思春期アプリによるヘルスプロモーション～ 

平成 30年度 AMED脳と心の研究課一般市民向け

公開シンポジウム 脳とこころの研究 第四回公

開シンポジウム テーマ「脳とこころの発達と成

長」 2019.3.2（東京） 

 

永光信一郎．思春期の親子のかかりつけ医制度を

目指して．第 29 回日本外来小児科学会年次集会 

2019.9.1(福岡) 

 

永光信一郎．子どものこころにどう触れる？～誰

もができる心身症治療．子どもの状態を客観的に

把握する～検査の進め方とQTAの利用 第122回

日本小児科学会学術集会2019.4.19(金沢) 

 

永光信一郎. 生老病死と心身医学1 子どもの心

とからだ ―親子の心の診療と思春期― 第2回

日本心身医学会合同集会心身医学会 2019.11.17

（大阪） 

 

Kotaro Yuge, Yukako Yae, Aiko Isooka, Ryuta Ishii, 

Shinichiro Nagamitsu, Kazuhiro Iwama, Naomichi 

Matsumoto ,Toyojiro Matsuishi, Yushiro Yamashita．A 

novel USP8 mutation causes Rett syndrome-like 

phenotypes in a Japanese boy．15th Asian Oceanian 

Congress of Child Neurology (AOCCN 2019) ．
2019.9.20 Malaysia 

 

Yukako Yae, Kotaro Yuge, Aiko Isooka, Masao Suda, 

Ryuta Ishii, Takashi Ohya, 

Shinichiro Nagamitsu, Naoki Hashizume, Motomu 

Yoshida, Minoru Yagi, Yushiro Yamashita ． 
Bioelectrical impedance analysis is a good method of 

treatment efficacy on spinal muscular atrophy: A pilot 

study ． 15th Asian Oceanian Congress of Child 

Neurology (AOCCN 2019)．2019.9.20 Malaysia 

 

永光信一郎、岡田あゆみ、小柳 憲司、山崎 知

克、村上佳津美．小児特定疾患カウンセリング料

の適応拡大に向けた実態調査（秋のアンケート）．

第 37 回 日 本 小 児 心 身 医 学 会 学 術 集 会 

2019.9.14(広島) 

 

永光信一郎、松岡美智子、千葉比呂美、石井 隆

大、岡田あゆみ、小柳 憲司、山崎 知克、村上

佳津美、山下裕史朗．親子の心の診療マップ（女

性版・子ども版・親版）の作成―「気づき」と「つ

なぐ」―．第 37 回日本小児心身医学会学術集会 

2019.9.13(広島) 

 

石井隆大、永光信一郎、石井潤、坂口廣高、水落

建輝、山下裕史朗．治療経過中に門脈ガス血症を

来した摂食障害の 2 例．第 506 回日本小児科学会

福岡地方会例会 2019.10.12(福岡) 

 

永光信一郎. 親子の心の診療マップ ー多職種の

連携を目指してー50 回北九州子どものこころ懇

話会 2019.5.10（北九州） 

 

永光信一郎．不登校児童・生徒の対応の支援．三
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瀦郡学校保健会研修会 2019.6.12(福岡） 

 

永光信一郎．思春期の子どものこころの特徴と問

題：より良い対応を目指して．第 25 回日本医学

会公開フォーラム 2019.6.15(東京) 

 

永光信一郎. 親子の心の診療マップ（女性版・子

ども版・親版）ティーンズ健診令和元年度久留米

市思春期意見交換会 2019.7.26（久留米） 

 

永光信一郎. 児童虐待の現状と予防への取り組

について 小児科医の立場から 10 ポイントレッ

スン 令和元年度第１回『筑後かかりつけ医・産

業医と精神科医師連携研修』2019.10.15（久留米） 

 

永光信一郎. 合併症・：副作用に着目した ADHD

薬物治療(チックなど)．ADHD Symposium 2019 

in Kobe 2019.11.10(神戸) 

 

永光信一郎．思春期のヘルスプロモーション～誰

が、いつ、何をどのように関わるか？～． 

令和元年度（第 66 回）福岡県小児保健研究会・

母子保健関係者研修会 2019.12.7(久留米) 

 

永光信一郎. 子どもの心の問題 小児精神神経

疾患と心身症. 産業医科大学医学部講義 成長と

発達１（小児科学）2019.12.10（折尾） 

 

永光信一郎．思春期のヘルスプロモーション ～

小児科医による思春期健診の社会実装化を目指

し て ～ ． 山 口 県 小 児 科 医 会 学 術 講 演 会 

2019.12.15(山口) 

 

永光信一郎．思春期健診と CBT アプリによる思

春期ヘルスプロモーション 第 38 回日本小児心

身医学会学術集会 2020.9.11（久留米 Web） 

 

Nagamitsu S, Horikoshi M, Sakashita K, Sakuta R, 

Okada A, Matsuura K, Kakuma T, Yamashita Y．
Effectiveness of health promotion interventions for 

adolescents using healthcare visits and a smartphone 

cognitive behavior therapy application: A randomized 

controlled trial．American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry (AACAP)’s 67th Annual 

Meeting 2020.10.19（San Francisco Web） 

 

永光信一郎，江崎光世，末田遼，石井隆大，酒井

さやか，山下大輔，阪下和美，岡田あゆみ，北島

翼，作田亮一，山下裕史朗．思春期ヘルスプロモ

ーションスケールの標準化研究．第 123 回日本小

児科学会学術集会 2020.8.23（神戸 Web） 

 

永光信一郎，松岡美智子，石井隆大，山下裕史朗．

親子の心の診療を支える親子向けアプリ政策に

関する研究～子どもと親のためのヒーロー図鑑 

心を支えてくれるヒーローたち～．第 38 回日本

小児心身医学会学術集会 2020.9.12（久留米Web） 

 

松岡美智子，石井隆大，永光信一郎．精神疾患患

者の子ども支援としての心理教育ツールの作成

に関する研究と，研究を始める契機となった症例．

第 38 回 日 本 小 児 心 身 医 学 会 学 術 集 会 

2020.9.12(久留米 Web) 

 

石井隆大，永光信一郎，山下大輔，山下裕史朗．

治療に難渋した摂食障害の 1 例 知的障害を合併

した小学校低学年の摂食障害．第 38 回日本小児

心身医学会学術集会 2020.9.12(久留米 Web) 

 

石井隆大，永光信一郎，山下裕史朗．子どもの睡

眠障害予防教育アプリケーション：ぐっすり・わ

ーきんぐを用いたパイロット研究．第 38 回日本

小児心身医学会学術集会 2020.9.12（久留米Web） 

 

山下大輔，石井隆大，永光信一郎，山下裕史朗．

相撲クラブへの拒否感から摂食障害に陥った１

例．第 38 回日本小児心身医学会学術集会 

2020.9.12(久留米 Web) 

 

土生川千珠，永光信一郎，小柳憲司，綿井友美，

柳本嘉時，吉田誠司，鈴木雄一，呉宗憲，村上佳

津美：思春期の学校健診～大人が知らない 子ど

もの心とからだ～．第 38 回日本小児心身医学会

学術集会 2020.9.12(久留米 Web) 

 

石井隆大，永光信一郎，山下裕史朗．発達障害の

要支援度評価尺度の当院における実状と課題．第

67 回日本小児保健協会学術集会 2020.11.4～

11.15（オンデマンド配信） 

 

石井隆大，永光信一郎，山下裕史朗．親子で取り

組む睡眠障害予防・教育介入アプリの試み．第 67

回日本小児保健協会学術集会 2020.11.4～11.15

（オンデマンド配信） 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

   

 1. 特許取得 

   なし 

 2. 実用新案登録 

   なし 

 3.その他 

   なし 
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 厚生労働科学研究費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）） 

総合分担研究報告書 
 

乳幼児健診における視覚スクリーニングの標準化と連携に関する研究 
 

研究分担者  仁科 幸子（国立成育医療研究センター 感覚器・形態外科部 眼科） 

研究協力者  松岡 真未・石井 杏奈・三井田 千春・松井 孝子・吉田 朋世・横井 匡 

東 範行 （国立成育医療研究センター 感覚器・形態外科部 眼科） 

       林  思音 （山形大学医学部眼科） 

 
           

研究要旨：研究要旨：乳幼児の視覚は発達途上にあり、視覚刺激の遮断に対する感受性が

高い。このため乳幼児期に起こる眼疾患や斜視の視機能予後は、いかに早期に発見できる

で決まる。したがって、乳幼児健診における有効な視覚スクリーニングの標準化と連携を

図ることは、健やかな子どもの発育を促すための切れ目のない保健・医療体制を提供する

ために、急務の課題と考えられる。 

本研究では、第一に「乳幼児健康診査身体診察マニュアル」に準拠した新生時、乳幼児期

の視覚異常の診察と判定法について各地で解説し、小児科医や保健センターへ普及につと

めた。また要精密検査児を受け入れる眼科医に対するマニュアルも作成し、眼科学会及び

各地の眼科医会で解説をして普及につとめた。また乳幼児健診マニュアルの動画作成にあ

たり、視覚異常について担当・監修した。 

第二に、新たな視覚スクリーニング機器 Spot Vision Screenerの 3歳児健診における有用

性を山形県寒河江市で検証して情報発信した。また低年齢児における有効性を国立成育医

療研究センターで検証し、小児科と眼科の連携のための運用マニュアルを更新するために、

基準値の検討を行った。 

第三に新生児および乳児の重症眼疾患の早期検出を目的とした Red reflex法と、問診およ

び視診のチェックリストを作成し、多施設で新生児科・小児科医からの意見を聴取した。

第四に関連学会と連携して３歳児健診における新たな視覚検査マニュアル（～屈折検査の

導入に向けて～）の作成を主幹し、現在本邦で使用可能な屈折検査機器の使用法や基準値

について解説した。  

第五に、小児期の切れ目のない Health supervision のための指針（日本版 Bright Futures）の

作成にあたり、眼疾患（乳幼児期、学童期以降）に関する指針を分担して作成した。 

 

Ａ．研究目的 

乳幼児の視覚は発達途上にあり、視覚刺激の遮

断に対する感受性が高い。このため乳幼児期に起

こる眼疾患や斜視の視機能予後は、第一に早期に

発見できるかどうかで決まる。しかし、従来の乳

幼児健診は、問診や小児科医の診察が主体で、実

施の有無、時期、方法には地域差があり、視覚の

感受性の高い 0～3 歳に起こる眼疾患の有効な検

出法は確立していない。また、3 歳児健康診査に

おける眼の疾病及び異常の有無の診察は全国に

導入され、視力検査が必須項目となっているが、

実施方法には地域による格差があり、弱視の見逃

しの問題が指摘されている。したがって、乳幼児

健診における有効な視覚スクリーニングの標準

化と連携は、健やかな子どもの発育を促すための

切れ目のない保健・医療体制を提供するために急

務の課題と考えられる。 

本研究では、視覚スクリーニングの標準化に関

し、「乳幼児健康診査身体診察マニュアル」に準

拠して全国に情報発信すること、視覚異常の早期

発見のため新たな視覚スクリーニング機器Spot 

Vision Screener（SVS）の有効性を検証すること

を目的に研究を実施した。 

また新生児および乳児の重症眼疾患の検出を

目的としたRed reflex法と、問診および視診のチ

ェックリストを作成し、多施設で新生児科・小児

科医からの意見を聴取した。 

さらに、関連学会と連携して３歳児健診におけ

る新たな視覚検査マニュアル（～屈折検査の導入

に向けて～）の作成を主幹した。 

小児期の切れ目のないHealth supervisionのた

めの指針（日本版Bright Futures）の作成にあ

たり、眼疾患（乳幼児期、学童期以降）に関する

指針を分担して作成した。 
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Ｂ．研究方法 

１）乳幼児健診における視覚スクリーニングの標

準化と普及 

身体診察マニュアルに準拠した新生時、乳幼児

期の視覚異常の診察と判定法をまとめ、小児科医

および保健センターへ情報発信した。また精密検

査を行う眼科医へマニュアルを作成し、情報発信

につとめた。 

また 3 歳児健診、1 歳 6 か月児健診のマニュア

ル動画作成にあたり、視覚異常について担当・監

修した。 

２）新たな視覚スクリーニング機器 SVSの検証 

①3歳児健診における検討 

山形県寒河江市の 3歳児健診を受けた 3歳 6か

月児 298名に対し、二次検査に SVSによる屈折検

査と眼位検査を導入し、有効性を検証した結果を

情報発信した。 

②低年齢児における検討 

国立成育医療研究センター眼科に受診した生

後 6か月から 3歳までの小児 473例に SVSを試用

し、有効性を検討した。また、小児科医と眼科医

の連携のための SVS運用マニュアルを更新するた

めに、屈折異常の基準値の検討を行った。 

３）新生児および乳児に対する視覚スクリーニン

グ法の検討 

新生児及び乳児期の重症眼疾患の視覚スクリ

ーニングに有効な red reflex 法については、院

内（成育センター）および多施設（大阪大、三重

大、浜松大）で新生児科・小児科医に対する研修

会を開催し、意見を聴取した。 

また新生児および乳児に対する問診と視診の

チェックリスト（図１、図２）を作成し、新生児

科・小児科医から意見を聴取した。 

 
図１ 問診と視診のチェックリスト（新生児） 

（生後７日～１か月） 

 

 
図２ 問診と視診のチェックリスト（乳児） 

（４～６か月） 

 

４）３歳児眼科健診における屈折検査の導入 

 日本眼科医会、日本小児眼科学会、日本弱視斜

視学会と連携して屈折検査の導入を主眼とする

新たな３歳児健診における視覚検査マニュアル

の作成を主幹した。現在使用可能な屈折検査機器

の使用法や基準値について解説した。2021年 6月

に発刊予定である。 

５）日本版 Bright Futures のための指針 

眼疾患に関する指針を乳幼児期、学童期以降に区

分して作成した。 

（倫理面への配慮） 

国立成育医療研究センター新生児科及び眼科

で行った視覚スクリーニング及び精密検査につい

ては、患者家族の同意を得て実施したもので、本

研究による患者への負担は生じていない。検査結

果の解析にあたっては、匿名化し、個人が特定でき

ないように配慮して行った。 

研究の実施にあたり、下記の課題について機関

内倫理委員会にて審査を受け、承認を得た。 

1) 仁科幸子：両眼開放屈折検査装置を用いた乳

幼児の弱視危険因子の検出精度の検討（国立

成育医療研究センター,平成 29 年 8 月 28 日, 

承認番号 1557） 

2) 仁科幸子：新生児・乳児の視覚スクリーニン

グに関する多施設共同研究（国立成育医療研

究センター,平成 31 年 3 月 18 日, 承認番号

2113） 

3) 林思音、山下英俊：三歳児眼科健診における

弱視早期発見研究（山形大学医学部, 平成 30
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年 4月 16日, 承認番号 2018-1） 

 

Ｃ．研究結果    

１）乳幼児健診における視覚スクリーニングの標

準化と普及 

身体診察マニュアル（文献１）に準拠した新生

時、乳幼児期の視覚異常の診察と判定法を図解し

たレジメとスライドを作成し、小児科医のための

研修会をはじめ、各地の小児科医会、眼科医会の

学術講演会にて解説した。 

また要精密検査となった児に対する眼科医の

対応を含めた眼科健診マニュアル（文献２）を、

日本眼科医会と連携して作成し、各地の眼科医会

で解説を行った。 

3 歳児健診、1 歳 6 か月児健診のマニュアル動

画作成にあたり、視覚異常について以下の検査法

を担当・監修した。 

① 3歳児 

【必須項目】 

問診票：視力検査結果、目のアンケート結果 

眼位異常：角膜反射法 

【推奨項目】 

眼位異常：遮閉試験 

屈折検査：フォトスクリーナー 

② 1歳 6か月児 

【必須項目】 

   視覚反応の異常：固視・追視不良、 

眼位異常：角膜反射法 

【推奨項目】 

目の診察：片眼ずつ遮閉して固視追視を確認、

嫌悪反射の有無を診る。 

２）新たな視覚スクリーニング機器 SVSの検証 

①3歳児健診：山形県寒河江市 

3 歳 6 か月児 298 名に対し、二次検査に SVS に

よる屈折検査と眼位検査を導入し、従来の方法

（問診・視力検査）と比較検討した。 

検査可能率は従来の方法では 83.9%であったが、

SVS 検査では 99.7%と高率であった。また従来の

方法でもスクリーンング機能を果たしていたが、

SVS によって従来は見逃されていた不同視弱視や

屈折異常が検出された。SVS 検査で異常判定基準

に該当した比率は 8.7%であった。したがって、従

来の健診に SVSを加えることで健診精度が向上す

ると考えられた。成果を JJO に掲載して情報発信

した。 

② 低年齢児：国立成育医療研究センター眼科 

Spot Vision Screener（SVS）を国立成育医療

研究センター眼科に受診した生後 6か月から 3歳

までの小児 228例に試用し、両眼同時測定の可否、

SVS による異常判定結果（斜視判定、屈折異常判

定）と、眼科精密検査・判定結果（要治療・要経

過観察）を比較検討した。自覚的検査の難しい低

年齢児に対し SVSは有用であり、器質疾患や斜視

の検出精度が高いが(文献３)、弱視危険因子とな

る屈折異常判定には乱視、不同視、近視の偽陽性

が多く、判定基準に改変の余地があると考えられ

た。これを基に、SVS の活用と連携を図るため、

小児科医向け SVS運用マニュアル Ver.1を作成し、

関連学会の審議を経て情報発信した(文献４)。 

さらに屈折異常判定の基準値を検証するため、

SVSを施行した生後6か月から3歳までの小児473

例のうち、両眼同時測定可能で、斜視判定のない

259 例を対象として、屈折異常判定の基準値を検

証した。方法として、SVSによる屈折異常判定を、

調節麻痺下精密屈折検査値と比較し、精度を検討

した。弱視危険因子の判定は米国の基準を用いた。

さらに SVS設定基準値と日本弱視斜視学会・日本

小児眼科学会推奨基準値で精度を比較した。 

設定値では感度 92.0％、特異度 81.8%で、偽陰

性は遠視、偽陽性は乱視、不同視であった。推奨

値では感度 74.0％、特異度 93.3%となり、偽陰性

が 3 歳は 4 例から 5 例へ、3 歳未満は 0 例から 8

例に増えた。推奨値を用いると感度が低下するが

特異度が上がる。したがって、偽陽性が減り要治

療例を的確に検出することができると考えられ

た。 

３）新生児および乳児に対する視覚スクリーニン

グ法の検討 

新生児科・小児科医からの意見として、Red 

reflex法に関しては、使用機器はレチノスコープ

の方がポケレチライトより容易であること、睡眠

中や啼泣中は実施困難であり新生児より生後１

か月以降の方が実施可能率が高いこと、診察室が

の照度が高いと実施困難であることが挙げられ

た。しかし、技術を習得すると実施可能率は 100%

近くなることが示された。 

問診のチェックリストに関しては、新生児科・

小児科医から、生直後は親も目を確認できていな

いので聴取困難であること、家族歴の詳細が不明

であり、どこまで聴取すべきか悩ましいことが指

摘された。視診のチェックリストに関しては、新

生児は開瞼が困難でありチェックしにくいこと、

覚醒していないと時間がかかること、項目が多く

時間がかかるなどの指摘があった。また斜視の偽

陽性が多いことが問題となった。 

４）３歳児眼科健診における屈折検査の導入 

 新たに発刊する３歳児健診における視覚検査

マニュアルに、屈折検査機器（スポットビジョン

スクリーナー、プラスオプテイクス、レチノスコ

ープ、レチノマックス）の使用法と基準値を掲載

して解説を行った。屈折検査を導入する視覚検査

のフローチャートを示した（図３）。 
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図３ 屈折検査を行う場合の 

視覚検査フローチャート 

 

５）日本版 Bright Futures のための指針 

眼疾患に関する指針を下記の項目を立てて作成

した。 

１、 乳幼児期の眼疾患 

【視覚の発達と眼疾患】 

●視覚の発達 

●乳幼児期に注意すべき眼疾患 

●幼児期に頻度の高い弱視と斜視 

【健診での注意点（問診と診察）】 

●問診 

●診察のポイント 

●手持ち自動判定機能付きフォトスクリーナー

装置、Spot Vision Screener 

●3歳児眼科健診 

【フォローアップ方針】 

【保護者へのガイダンス】 

２、 学童期以降の眼疾患 

【注意すべき眼疾患】 

●弱視・斜視 

●眼外傷 

●感染症 

●アレルギー性結膜炎 

●コンタクトレンズ 

●屈折異常 

●色覚異常 

●心因性視覚障害 

【健診での注意点（問診と診察）】 

●学校健診 

【フォローアップ方針】 

【保護者へのガイダンス】 
 

Ｄ．考察 

身体診察マニュアルに準拠した新生時、乳幼児

期の視覚異常の診察と判定法を小児科医、保健セ

ンター、眼科医に普及させることで、重症眼疾患、

斜視、弱視の早期発見と予後の向上に結び付くと

考えられる。マニュアルの動画も作成したため、

さらなる普及の一助となると期待される。 

新たな視覚スクリーニング機器 SVSは、検査成

功率が高く、鋭敏度が高いため、3 歳児眼科健診

の精度向上に大きく寄与すると考えられる。3 歳

以下の低年齢児に対しては、SVS 運用アニュアル

（文献４）を検証した。小児科と眼科が連携体制

をとって、十分な活用を図ることが課題である。 

多施設で新生児科・小児科医にスクリーニング

を試して頂いた結果、新生児の所見獲得には生直

後より生後１か月が確実であること、斜視のスク

リーニングに偽陽性が多くなること家族歴の聴

取や視診項目の重点化が必要であることが分か

った。実装化に向けた課題として、小児科医へ向

けた実技研修、精度が高くかつ効率のよいスクリ

ーニング法の選択、眼科の乳児診察体制づくりが

挙げられる。 

３歳児健診における視覚スクリーニングには

屈折検査の導入がきわめて有用であることが検

証された。屈折検査を３歳児眼科健診に導入する

ため、標準化したマニュアルを新たに作成した。

今後、屈折検査が全国に普及して、十分に活用さ

れることが期待できる。 

また日本版Bright Futuresのための指針（眼疾

患）が活用されて、切れ目のない保健・医療体制

の提供に寄与することを期待する。 
 

Ｅ．結論    

乳幼児健診における視覚スクリーニングの標

準化と連携に向けて、身体診察マニュアルに準拠

した診察と判定法の普及、新生児・乳児の視覚ス

クリーニング法の作成に寄与することができた。 

 また視覚スクリーニング機器SVSの有用性を検

証し、連携のためのマニュアルの実証を行った。  

各種屈折検査を３歳児健診に導入するための

新たなマニュアルを作成し2021年6月に発刊予定

である。屈折検査を全国に普及させるための礎を

築いた。 



133 

 

今後も、視覚に関し、切れ目のない保健・医療

体制の提供の実装化に寄与していきたい。 
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世代シークエンサーによる遺伝子変異解析．

第 122回日本眼科学会総会，大阪，2018.4 

62. 中尾志郎、仁科幸子、田中慎、羅秀玉、吉田

朋世、横井匡、東範行．乳児期に重篤な網膜

症を合併した色素失調症の３例．第 43回日本

小児眼科学会総会，名古屋，2018.3 

63. 三井田千春、仁科幸子、石井杏奈、松岡真未、

赤池祥子、新保由紀子、越後貫滋子、吉田朋

世、横井匡、東範行．低年齢児における Spot 

Vision Screenerの有用性．第 43回日本小児

眼科学会総会，名古屋，2018.3 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 1. 特許取得 
 なし 
 2. 実用新案登録 
 なし 
 3.その他 
 なし 
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 厚生労働科学研究費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）） 

総合分担研究報告書（2018-2020年度） 
 

思春期の薬物メディア依存に関する研究 
 

研究分担者  中山秀紀 （独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター） 

研究協力者  樋口進（独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター） 

松崎尊信（独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター） 

三原聡子（独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター） 

北湯口孝（独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター） 

前園真毅（独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター） 

           

研究要旨 

近年、本邦でも青少年世代を中心としたインターネットやゲームの問題（依存的な）使

用が問題化している。またしばしば中高生が違法薬物の所持や飲酒・喫煙なども問題化し

ている。今後の青少年の健全な育成には依存症対策は重要な位置を占めており、その実態

把握や予防啓発教育は必要である。また青少年世代のインターネットやゲームの問題使用

には幼児・児童期のこれらの使用が関与している可能性があり、その実態把握も必要と考

えられた。そして学童思春期の biopsychosocial なガイドラインマニュアル作成に資する研

究・調査を行い、マニュアル作成に寄与することを目的とする。 

研究１では、2018 年度～2020 年度まで某市の公立中学校９校（2018 年は 8 校）の 1 年

生に対して、横断的な質問紙調査を行った。2018 年 19 年では 6 月に、2020 年では 7 月に

調査が行われた。またその結果を用いてインターネットやゲーム等の依存症予防教育（2020

年度は資料のみ）を行った。研究２では、某男子私立中学 2 年生に対して、依存症予防に

関する授業と、その前後に質問紙調査を行った（2020 年度では、予防教育の前の質問紙調

査のみ行った）。研究３では、2019 年に 2 か所の私立幼稚園児を対象にインターネットやゲ

ームの使用状況の質問紙調査を行った。これらの結果の詳細については、各年度の報告書

をご参照いただきたい。本報告書では主に、研究１における 3 年間の調査結果の比較し、

COVID-19 流行による影響を検証した。 

3 年間における研究１（公立中学 1 年生）の結果の比較では、就寝時刻は 2018/19 年に

比べて、2020 年ではより遅い人の割合が高く、自分専用のスマートフォン所持率は 2018/19

年に比べて、2020 年では 10％程度高くなっていた。平均インターネット利用時間は、

2018/19 年よりも 2020 年のほうが平日・休日ともに 1 時間弱、平均インターネット利用時

間が長かった。平均ゲーム利用時間は、2018.19 年よりも 2020 年のほうが平日・休日とも

に 30 分程度延長していた。診断質問票（以下 DQ）5 点以上でインターネット依存が疑わ

れた生徒の割合は 2018 年では 4.9%、2019 年では 4.3%、2020 年では 5.5%に該当した。 

2020 年の調査結果では、2018 年 19 年の結果よりも平均インターネットやゲーム時間が

延長し、就寝時刻の遅延傾向も認められた。3 か月あまりの長期休校や、その後の部活動の

縮小や行事の縮小・延期などが影響したと考えられる。またインターネットの依存が疑わ

れる生徒の割合も若干上昇していた。 

また、この 3 年間の研究において、「幼少からの習慣的なゲーム使用は、その後のゲーム
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の依存的使用や、ゲーム時間の延長と強く関連すること」、「（インターネット等利用に関す

る）依存症予防教育を行っても、夏休み後にはインターネット利用時間が延長しがちであ

ったこと」、「家庭内のゲーム使用に関するルールの存在は、必ずしもゲームの依存的使用

には有効ではないこと」、「インターネットやゲームの依存的使用とうつ状態は強く関連し

ていること」、「2020 年度の休校明け（7 月）には、過年度（6 月）と比較してインターネ

ット・ゲーム利用時間が延長しがちであった」などの新たな知見が得られた。今後これら

の知見を依存症予防教育に生かしていきたい。 

COVID-19 の流行により、人々の生活スタイルは大きな影響を受けた。インターネット

機器は学習・コミュニケーション・娯楽などにさらに必要不可欠なものになりつつあるの

は事実であろう。しかしながら、その依存的使用については十分留意すべきと考えられる。

生徒・保護者などを対象とした依存症予防教育・そして依存状態となったときには治療的

アプローチを行える医療機関の拡充が望まれる。 

 

 

Ａ．研究目的 

 近年、本邦でも青少年世代を中心としたインタ

ーネットやゲームの問題（依存的な）使用が問題

化している。またしばしば中高生が違法薬物の所

持・乱用や飲酒・喫煙なども問題化している。そ

して、2020年の初頭から、本邦においても新型コ

ロナウイルス流行が発生し、同年3月～5月までほ

とんどの学校（研究が行われた中学校を含む）が

休校となった。その後6月頃より多くの学校は授

業再開となるが、授業時間や部活動などが一部制

限を受け、学校行事の中止・延期・縮小などが行

われた。生徒たちの在宅時間が増えることによっ

て、インターネットやゲームの時間が増え、それ

らへの依存度が増すことが懸念される。 

そして、今後の青少年の健全な育成には依存症

対策は重要な位置を占めており、その実態把握や

予防啓発教育は必要である。また青少年世代のイ

ンターネットやゲームの問題使用には幼児・児童

期のこれらの使用が関与している可能性があり、

その実態把握も必要と考えられた。そして学童思

春期のbiopsychosocialなガイドラインマニュアル

作成に資する研究・調査を行い、マニュアル作成

に寄与することを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

研究１：中学校におけるインターネットやゲーム

等の問題（依存的）使用に関する実態調査 

 2018 年 6 月/2019 年 6 月/2020 年 7 月に、公立

中学校 1 年生（2018 年：8 校/868 名、 2019 年 9

校/1139 名、2020 年 9 校/1240 名を対象に、各生

活やインターネットゲーム利用等に関する質問

紙調査を行った。それぞれの年度の回答者数は

2018 年：814 名、2019 年：1035 名、2020 年：

1125 名であった。 

質問紙調査の概要はインターネットやゲーム

の平日・休日における平均利用時間、就寝時刻、

起床時刻、授業中の眠気、習い事の参加状況、イ

ンターネットやゲームの使用状況・利用時間、日

本語版Diagnostic Questionnaire(Young博士の作

成した 8項目のインターネットの依存的使用に関

する質問票)A)B)などである。 

研究の詳細や倫理的配慮、研究２．３について

は、各年度の総括報告書をご参照いただきたい。 

 

引用文献 

A) Young, K. S., (1996). Internet Addiction: 

The Emergence of a New Clinical Disorder. 

CyberPsychology and Behavior, 1(3), 

237-244. 

B) 大井田隆（研究代表者）他：厚生労働科学研

究費補助金・循環器疾患糖尿病等生活習慣病

対策総合研究事業・未成年の健康課題および



140 

 

生活習慣に関する実態調査研究、平成 25 年

総括研究報告書，2014 

 

 

Ｃ．研究結果    

研究１：中学校におけるインターネットやゲーム

等の問題（依存的）使用に関する 3 年間の実態調

査結果の比較（付録１） 

結果の概要は、平日に 0:00 過ぎに就寝した生徒

は、2018 年が 8.2%に、2019 年が 8.2％、2020

年が 11.0％に、休日に 0:00 過ぎに就寝した生徒

は、2018 年が 12.7%に、2019 年が 12.9％、2020

年が 17.8％に該当した。塾・習い事への参加頻度

は2019年よりも2020年のほうがやや低くなって

いた。平日の平均インターネット利用時間は 2018

年では平均 94.6±102.8 分、2019 年では 103.7±

98.5 分、2020 年では 149.6±117.8 分であった。

休日の平均インターネット利用時間は 2018 年で

は 159.4±182.4 分、2019年では 169.9±166.3 分、 

2020 年では 215.8±181.5 分であった。2018 年・

2019 年よりも 2020 年のほうが、多くの種類のイ

ンターネットデバイスを、そしてより多くの種類

のインターネットコンテンツを利用していた。自

分専用のスマートフォンの所持率は、2018 年は

59.0％、2019 年は 59.9％、2020 年は 71.2％であ

った。平日の平均ゲーム利用時間は、2018 年では

58.1±81.3 分、2019 年では 65.4±91.9 分、2020

年では 90.0±99.8 分であった。休日の平均ゲーム

利用時間は、2018 年は 98.7±147.3 分、2019 年

は 101.0±145.4 分、2020 年は 138.4±152.0 分で

あった。インターネット依存度においては、DQ5

点以上の「依存疑い群」は 2018 年 4.9％、2019

年 4.3％、2020 年 5.5％に該当した。 

 

D. 考察 

 2020 年の調査が行われた時期は 7 月上旬であ

り、COVID-19 による長期休校が終わり、その後

の短縮授業などの期間を経て、授業が正常化しよ

うとしていたものの、部活動や行事は大きな制約

を受けていた時期でもある。各年度の比較では、

2020 年では、過年度よりも就寝時刻がより遅く、

インターネットやゲームの利用時間は、平均して

それぞれ 60 分、30 分ほど延長していた。またイ

ンターネット依存度も若干上昇していた。利用し

ているインターネットデバイスの種類やコンテ

ンツの種類も2020年のほうが増加傾向にあった。

COVID-19 による生活の変化がインターネット

やゲームの利用状況に影響を与えた可能性があ

ろう。 

COVID-19 の流行により、人々の生活スタイル

は大きな影響を受けた。インターネット機器は学

習・コミュニケーション・娯楽などにさらに必要

不可欠なものになりつつあるのは事実であろう。

しかしながら、その依存的使用については十分留

意すべきと考えられる。生徒・保護者などを対象

とした依存症予防教育・そして依存状態となった

ときには治療的アプローチを行える医療機関の

拡充が望まれる。 

 

Ｅ．結論    

 また、この3年間の研究において、「幼少からの

習慣的なゲーム使用は、その後のゲームの依存的

使用や、ゲーム時間の延長と強く関連すること」、

「（インターネット等利用に関する）依存症予防

教育を行っても、夏休み後にはインターネット利

用時間が延長しがちであったこと」、「家庭内のゲ

ーム使用に関するルールの存在は、必ずしもゲー

ムの依存的使用には有効ではないこと」、「インタ

ーネットやゲームの依存的使用とうつ状態は強

く関連していること」、「2020年度の休校明け（7

月）には、過年度（6月）と比較してインターネ

ット・ゲーム利用時間が延長しがちであった」な

どの新たな知見が得られた。今後これらの知見を

依存症予防教育に生かしていきたい。 
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2018. 19. 20 年度の調査との比較 

2018 年と 19 年 6 月に A 市内の公立中学校 9 校(2018 年度は 8 校)の 1 年生を対象に行われた調

査結果と、2020 年度の結果を比較しました。 

 

表 A-0 年度別の学校別の調査参加者数（Q1 回答数 2974 名） 

学校名 A B C D E F G H I 

2018 年 

100% 

124 

15.2% 

131 

16.1% 

97 

11.9% 

44 

5.4% 

93 

11.4% 

69 

8.5% 

87 

10.7% 

169 

20.8% 

0 

0% 

2019 年 

100% 

116 

11.2% 

157 

15.2% 

102 

9.9% 

59 

5.7% 

123 

11.9% 

64 

6.2% 

85 

8.2% 

165 

15.9% 

164 

15.9% 

2020 年 

100% 

144 

12.8% 

157 

14.0% 

109 

9.7% 

59 

5.2% 

133 

11.8% 

65 

5.8% 

118 

10.5% 

176 

15.6% 

164 

14.6% 

 

表 A-1.1 年度別の年齢（回答数 2961 名） 

 12 歳 13 歳 

2018 年 

100% 

650 

80.2% 

161 

19.9% 

2019 年 

100% 

851 

82.2% 

184 

17.8% 

2020 年 

100% 

810 

72.7% 

305 

27.4% 

 

表 A-1.2 年度別の性別（回答数 2925 名） 

 男子 女子 

2018 年 

100% 

392 

49.2% 

405 

50.8% 

2019 年 

100% 

488 

47.5% 

539 

52.5% 

2020 年 

100% 

572 

52.0% 

529 

48.1% 
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表 A-2 年度別の習い事・塾への参加頻度（回答数 2137 名） 

 全く参加せず 週 1 回以下 週 2.3 回 週 4.5 回 週 6.7 回 

2018 年 

100% 

- - - - - 

2019 年 

100% 

199 

19.5% 

145 

14.2% 

436 

42.6% 

160 

15.6% 

83 

8.1% 

2020 年 

100% 

247 

22.2% 

196 

17.6% 

480 

43.1% 

139 

12.5% 

52 

4.7% 

2018 年度は同項目の調査なし 

 

表 A-3 年度別の平日の就寝時刻（回答数 2948 名） 

総計 20:59 より前 21:00 台 22:00 台 23:00 台 0:00 台 1:00 より後 

2018 年 

100% 

18 

2.2% 

169 

20.8% 

338 

41.6% 

222 

27.3% 

51 

6.3% 

15 

1.9% 

2019 年 

100% 

32 

3.2% 

212 

20.9% 

424 

41.9% 

262 

25.9% 

74 

7.3% 

9 

0.9% 

2020 年 

100% 

35 

3.3% 

245 

22.9% 

432 

40.3% 

242 

22.6% 

92 

8.6% 

26 

2.4% 

 

表 A-4 年度別の休日の就寝時刻（回答数 2898 名） 

総計 20:59 より前 21:00 台 22:00 台 23:00 台 0:00 台 1:00 より後 

2018 年 

100% 

24 

3.0% 

164 

20.2% 

293 

36.1% 

228 

28.1% 

63 

7.8% 

40 

4.9% 

2019 年 

100% 

39 

3.8% 

217 

21.2% 

391 

38.2% 

246 

24.0% 

94 

9.2% 

38 

3.7% 

2020 年 

100% 

30 

2.7% 

238 

21.4% 

375 

33.8% 

271 

24.4% 

132 

11.9% 

65 

5.9% 
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表 A-5 年度別の授業中の眠気（回答数 2954 名） 

総計 全くない まれにある ときどきある よくある いつもある 

2018 年 

100% 

106 

13.1％ 

261 

32.1% 

241 

29.7% 

151 

18.6% 

53 

6.5% 

2019 年 

100% 

107 

10.4% 

252 

24.4% 

395 

38.3% 

200 

19.4% 

77 

7.5% 

2020 年 

100% 

171 

15.4% 

352 

31.7% 

349 

31.4% 

172 

15.5% 

67 

6.0% 

 

表 A-6 年度別の平日の学習以外の目的でのインターネット利用時間（回答数 2922 名） 

2018 年：平均 94.6±102.8 分 2019 年：103.7±98.5 分 2020 年：149.6±117.8 分 

総計 0 分 1-59分 60-119

分 

120-17

9 分 

180-23

9 分 

240-29

9 分 

300-359

分 

360-419

分  

420

分 以

上 

2018 年 

100% 

98 

12.2% 

211 

26.2% 

234 

29.1% 

118 

14.7% 

72 

8.9% 

28 

3.5% 

25 

3.1% 

8 

1.0% 

11 

1.4% 

2019 年 

100% 

105 

10.4% 

211 

20.9% 

302 

30.0% 

191 

18.9% 

102 

10.1% 

46 

4.6% 

25 

2.5% 

12 

1.2% 

14 

1.4% 

2020 年 

100% 

45 

4.1% 

142 

12.8% 

262 

23.6% 

259 

23.4% 

193 

17.4% 

78 

7.0% 

55 

5.0% 

30 

2.7% 

45 

4.1% 

 

表 A-7 年度別の休日の学習以外の目的でのインターネット利用時間（回答数 2923 名） 

2018 年：平均 159.4±182.4 分 2019 年：169.9±166.3 分 2020 年：215.8±181.5 分 

総計 0 分 1-59

分 

60-119

分 

120-179

分 

180-239

分 

240-299

分 

300-359

分 

360-419

分  

420 分

以上 

2018年 

100% 

79 

9.8% 

135 

16.7% 

170 

21.1% 

151 

18.7% 

84 

10.4% 

61 

7.6% 

39 

4.8% 

25 

3.1% 

63 

7.8% 

2019年 

100% 

93 

9.1% 

129 

12.7% 

196 

19.3% 

194 

19.1% 

141 

13.9% 

81 

8.0% 

63 

6.2% 

33 

3.2% 

88 

8.6% 

2020年 

100% 

48 

4.4% 

98 

8.9% 

188 

17.1% 

177 

16.1% 

158 

14.4% 

122 

11.1% 

108 

9.8% 

63 

5.7% 

136 

12.4% 
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表 A-8 ネット依存度別の最近 1 か月間で利用したインターネット機器（ゲーム機器を含む）（複

数回答方式，回答数 2956 名） 

総計 パソコン スマホ タブレッ

ト 

携帯ゲー

ム機 

据え置きゲ

ーム機 

ガラケー その他 

2018 年 

100% 

240 

29.6% 

527 

65.0% 

341 

42.1% 

196 

24.2% 

202 

24.9% 

63 

7.8% 

72 

8.9% 

2019 年 

100% 

295 

28.7% 

734 

71.5% 

408 

39.7% 

318 

31.0% 

258 

25.1% 

49 

4.8% 

102 

9.9% 

2020 年 

100% 

366 

32.7% 

860 

76.9% 

565 

50.5% 

380 

34.0% 

318 

28.4% 

24 

2.2% 

163 

14.6% 

 

表 A-9 自分専用のスマートフォンの所持の有無（回答数 2925 名） 

総計 自分専用のスマホを持っている 持っていない 

2018 年 

100% 

477 

59.0% 

331 

41.0% 

2019 年 

100% 

619 

59.9% 

415 

40.1% 

2020 年 

100% 

771 

71.2% 

312 

28.8% 

 

表 A-10 最近 1 か月間で利用したインターネットコンテンツ（ゲームを含む）（複数回答方式，回

答数 2942 名） 

総計 ニ ュ ー

ス・情報検

索 

メール・チ

ャット・電

話 

ブ ロ

グ・掲示

板 

ＳＮＳ オ ン ラ イ

ンゲーム 

動画 /音

楽 

買い物・オ

ー ク ショ

ン 

その他 

2018 年 

100% 

544 

67.6% 

543 

67.5% 

70 

8.7% 

145 

18.0% 

359 

44.6% 

625 

77.6% 

108 

13.4% 

108 

13.4% 

2019 年 

100% 

414 

40.4% 

667 

65.1% 

59 

5.8% 

240 

23.4% 

455 

44.4% 

827 

80.7% 

111 

10.8% 

169 

16.5% 

2020 年 

100% 

545 

49.0% 

793 

71.3% 

77 

6.9% 

329 

29.6% 

561 

50.5% 

9043 

84.8% 

153 

13.8% 

195 

17.5% 
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表 A-11 年度別の平日のゲーム利用時間（回答数 2869 名） 

2018 年平均：58.1±81.3 分 2019 年：65.4±91.9 分 2020 年：90.0±99.8 分 

総計 0 分 1-59

分 

60-119

分 

120-179

分 

180-239

分 

240-299

分 

300-359

分 

360-419

分  

420

分 以

上 

2018 年 

100% 

211 

26.5% 

261 

32.8% 

187 

23.5% 

72 

9.1% 

35 

4.4% 

10 

1.3% 

8 

1.0% 

6 

0.8% 

5 

0.6% 

2019 年 

100% 

319 

32.7% 

219 

22.5% 

223 

22.9% 

111 

11.4% 

49 

5.0% 

17 

1.7% 

13 

1.3% 

12 

1.2% 

12 

1.2% 

2020 年 

100% 

204 

18.6% 

227 

20.7% 

315 

28.7% 

174 

15.8% 

83 

7.6% 

42 

3.8% 

21 

1.9% 

15 

1.4% 

18 

1.6% 

 

表 A-12 年度別の休日のゲーム利用時間（回答数 2866 名） 

2018 年平均：98.7±147.3 分、2019 年：101.0±145.4 分、2020 年：138.4±152.0 分 

総計 0 分 1-59

分 

60-119

分 

120- 

179 分 

180- 

239 分 

240- 

299 分 

300- 

359 分 

360- 

419 分  

420 分

以上 

2018 年 

100% 

166 

20.9% 

206 

26.0% 

170 

21.4% 

100 

12.6% 

64 

8.1% 

23 

2.9% 

23 

2.9% 

12 

1.5% 

29 

3.7% 

2019 年 

100% 

302 

31.0% 

147 

15.1% 

184 

18.9% 

142 

14.6% 

83 

8.5% 

37 

3.8% 

15 

1.5% 

21 

2.2% 

44 

4.5% 

2020 年 

100% 

167 

15.2% 

161 

14.7% 

250 

22.8% 

170 

15.5% 

125 

11.4% 

77 

7.0% 

51 

4.6% 

35 

3.2% 

62 

5.6% 

 

表 A-13 インターネット依存度の分類 

総計 通常使用群 問題使用群 依存疑い群 

2020 年 803 

75.1% 

207 

19.4% 

59 

5.5% 

2019 年 776 

78.9% 

166 

16.9% 

42 

4.3% 

2018 年 620 

79.3% 

123 

15.7% 

38 

4.9% 

＊Q9.1-Q9.8 の質問で「はい」（1 点）、「いいえ」（0 点）で配点し、0-2 点で通常使用群、3-4

点で問題使用群、5 点以上で依存疑い群としています（Young 博士が作成した診断質問票による） 
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（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）） 

総合分担研究報告書 
 

米国の小児保健体制の応用に関する検討 

 
研究分担者 阪下和美 （国立成育医療研究センター総合診療部総合診療科・医員） 

                                                                               

           

研究要旨： 

 米国小児科学会が推奨するヘルススーパービジョン診察のガイドラインである “Bright 

Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents”の内容および構

成概念を分析した。子どもの心身の健康を身体的・精神的・社会的に支援するために、か

かりつけ医による継続的なヘルススーパービジョン診察の概念は、本邦の乳幼児健康診査

および就学以降の健康支援に応用できる可能性がある。また、本邦の小児医療に十分普及

していない概念として健康の社会的決定要因（Social Determinants of Health、SDH)があり、

特に SDH の概念を本邦の小児医療に導入することは必要と考えられた。Bright Futures ツー

ルキットのように簡便かつ迅速に実施可能なツールの開発と、一次予防的介入を実践する

ための体制確立が必要である。 

 

 

Ａ．研究目的 

1．背景  

本邦は国民皆保険制度および乳児・小児医療費

助成制度のもと、すばらしい医療アクセスを誇る

一方で、医療者から個別に一次予防的指導・健康

教育を受ける機会は乏しい。小児医療従事者が対

応すべき病態や社会的状況が増えつつある中で、

明らかな心身の症状や社会的困難が生じる前に、

それぞれの子どもの困難な点やニーズを発見し、

積極的に一次予防を行っていくことが必要であ

る。 

米国では米国小児科学会（American Academy of 

Pediatrics、以下AAP）を中心に出生前～21歳まで

を対象としたヘルススーパービジョン診察が行

われている。ヘルススーパービジョン診察は本邦

の健診に該当するものであるが、実施形式および

内容は異なる。本邦では器質的疾患のスクリーニ

ングを中心とした二次予防が主目的であるが、ヘ

ルススーパービジョン診察は積極的な一次予防

も主目的とされている。 

2．目的 

本調査ではAAPのBright Futures: Guidelines for 

Health Supervision of Infants, Children, and 

Adolescents（以下Bright Futures ガイドライン）第

4版1の内容、構成概念および医療体制を分析し考

察する。 

 

B．研究方法 

本調査では Bight Futures ガイドラインおよび関

連文献の調査を行う。文献検索のみによる研究で

あり、倫理面への配慮は要さない。 

 

C．研究結果 

1．米国の医療保険制度と母子保健 

 多様な人種、社会的・文化的背景を持つ人口を

抱える米国では、小児（ここでは 21 歳までと定

義する）を取り巻く環境も多岐に渡り、健康に影

響するリスク因子および健康課題は多い。 

 1960 年代の米国では、現在の日本のように、臓

器・分野別の専門医（サブスペシャリスト）が多

く、疾病対策を中心とした医療が行われていた。

総合医（ジェネラリスト）が減少した結果、それ

ぞれの患者のニーズに応じた全人的医療を提供

することが難しくなり、プライマリケアが重視さ

れるようになった。疾病治療に要する医療費の増

大を少しでも抑制するために、疾病予防のための

介入の必要性が認識され、プライマリケア医の重

要な任務となった。さらに、かかりつけ医制度（特

定のプライマリケア医をかかりつけとして登録

し、すべての医療ケアの窓口とする制度）を確立

することで、この政策が効果的に実践されるよう

になった。 

米国の医療費は非常に高額である。医療保険に

加入せずに医療を受けることは困難であるが、そ

の制度の複雑さ故に加入できない人も少なくな

い。統計によると総人口の 9.1％、18 歳以下人口

の 5％が無保険である 2。国民健康保険や社会健康

保険はなく、民間の保険会社による医療保険を個

人・家庭で選択し、加入する仕組みであり、個人・

家庭の社会経済状況がそれぞれの医療保険プラ
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ンに反映する。保険料の支払いができない低所得

者は加入することすらできないという社会的問

題を受け、1965 年には公的医療保険である

Medicare（高齢者対象）と Medicade（低所得者対

象）が導入された。 

 このような医療格差を少しでも是正し、小児人

口の健康向上を実現するため、一次予防を重視し

た保健政策が進められている。健診は小児プライ

マリケアの中で最も重要視されている項目であ

る。健診はヘルススーパービジョン診察（health 

supervision visit）という言葉で表現される。ヘル

ススーパービジョン診察はかかりつけ医による

個別面談・診察であり、通常、児一人につき 30

分以上をかける。現在の健康状態の評価および器

質的疾患のスクリーニングとともに、健康を損な

いうるリスク因子や課題について患児・養育者と

対話を行う。American Academy of Pediatrics （ア

メリカ小児科学会、以下 AAP）は、より標準化さ

れた小児のヘルススーパービジョン診察を全国

的に展開するため、1994 年に年 Bright Futures ガ

イドラインを発刊した。 

 上述のように米国の医療保険には問題点が多

くあるものの、ヘルススーパービジョン診察に代

表されるような予防的介入を行う上では利点が

ある。大部分の医療保険会社が予防的介入を対象

とする。治療に対する医療費は支払わないが、予

防的介入は支払う保険もある。医師が医療費を請

求する際には code と呼ばれる番号を申請する必

要があるが、予防的介入の「対象患者」・「患者

のリスクの程度」・「要した時間」・「内容」等

により、細かく code が規定されている 3。保険会

社としても治療に要する費用より予防的介入に

要する費用の方がかなり安価であるため、後者に

対する支払を好む傾向がある。この仕組みに支え

られ、ヘルススーパービジョン診察が可能となっ

ている。 

 

２．ヘルススーパービジョン診察の内容 

ガイドラインでは、次のように小児期を分類し、

受診時期が推奨されている。 

⚫ 乳児期（出生前～月齢 12 未満）：出生前（プ

リネイタルビジット）、新生児（日齢 0～2）、

1 週目（日齢 3～5）、月齢 1、月齢 2、月齢 3、

月齢 6、月齢 9 

⚫ 早期小児期（1～4 歳）：月齢 12、月齢 15、月

齢 18，2 歳、2 歳半、3 歳、4 歳 

⚫ 中期小児期（5～10 歳）：1 年ごと 

⚫ 思春期（11～21 歳）：1 年ごと 

ヘルススーパービジョンビジットで実施する項

目は以下である。 

⚫ 受診までの経過（健康状態や疾病罹患の有無、

家族歴）の聴取 

⚫ 親子間のやりとりの観察 

⚫ 発育の評価（測定） 

⚫ 発達の評価 

⚫ 全身の身体診察 

⚫ 傷病スクリーニング検査 

⚫ 予防接種 

⚫ 予期ガイダンス（Anticipatory guidance） 

 発育の評価のため、体重・身長は毎回測定し、

頭囲は月齢 18 まで測定する。2 歳以降は BMI を

計算する。3 歳以降は血圧を測定する。体重・身

長・頭囲・BMI の値を成長曲線にプロットする。 

傷病スクリーニング検査には、ユニバーサルス

クリーニング（すべての児に実施するもの、以下

共通スクリーニングと訳す）と選択的スクリーニ

ング（リスクのある児に実施するもの）がある。

異常を認めた場合は、適宜介入をする。 

発達の評価はヘルススーパービジョン診察の

度に行うが、発達のマイルストーンを確認する重

要な節目として、月齢 9、月齢 18、2 歳半に詳細

な発達評価を行う。 

予防接種は疾病対策予防センター（CDC）の定

めるスケジュールに沿って接種をする。受診の度

に、接種していないワクチンがないかを確認し、

あれば接種する。 

予期ガイダンスとは、健康の社会的決定要因に

対する質問や助言、次のヘルススーパービジョン

ビジットまでに予想される児の発達や行動の変

化、健康リスクへの対応について、詳細に情報を

提供するものである。ガイドラインには質問例や

説明例が多く記載されており参考になる。 

 

３．ヘルススーパービジョン診察の実施形式 

 米国では集団健診や学校健診はない。新生児

（出生直後）の診察を除き、ヘルススーパービジ

ョン診察を受けるためには、保険で登録したかか

りつけ医のクリニックを受診する必要がある。 

１）プリネイタルビジット 

母親（妊娠後期の女性）が医師を訪れ行われる。

米国では、生まれてくる児のかかりつけプライマ

リケア医を出生前に決定することが推奨されて

いる。新生児のケアや産後に起こりうる母体の変

化、母親が不安に感じる点などについて話し合う。

信頼関係を築く最初の一歩となる。この受診は必

須ではないが、母親にとっては不安を解消し適切

な新生児ケアに関する知識を得られる場となり、

医師にとっては母体合併症の把握、母親や家族の

状況の把握、家庭環境におけるリスク評価を実施

できる場となる。児が出生する前にかかりつけ医

を決めていない・持てない（医療保険に加入でき
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ていない）こともあり、出生前にこの診察を受け

ていない母親も少なくない。 

 

２）新生児（日齢 0～2）のヘルススーパービジョ

ン診察 

かかりつけ医が、出生した病院に訪問して行う。

その医師が訪問できない場合には、出生した病院

に勤務する総合医が行う。母体合併症の有無、出

生時の状態と診察時までの経過を確認する。全身

の診察を行い、先天性奇形を含む何らかの異常所

見の有無を確認する。医師は母親（および家族）

に祝福の言葉を述べ、予期ガイダンスを提供する。

退院後の外来受診予約を確認して終了する。なお、

米国では、産後の母体に問題がなければ、経膣分

娩は 2 泊 3 日（経産婦は 1 泊 2 日も可）、帝王切

開は 3 泊 4 日の入院が一般的である。合併症がな

く新生児も母親と一緒に退院となる。 

 

３）生後 1 週目（日齢３～５）でのヘルススーパ

ービジョン診察 

出生後の入院期間が短いため、黄疸や経口摂取

困難、脱水、感染症の初期兆候などを見落とさぬ

ように日齢 3～5（退院後 24～72 時間以内）での

外来受診が推奨されている。実際に出産して間も

ない母親がクリニックへの受診のため外出する

のは難しいことが予想されるが、ガイドラインで

は往診や保健師訪問等を利用して、この時期に新

生児を評価することを推奨している。特に早期産

児、高ビリルビン血症のリスクのある児、頭血腫

のある児、母体合併症のある児において、生後 1

週目の診察は重要である。 

 

４）月齢１から 10 歳のヘルススーパービジョン

診察 

 各月齢・年齢に応じたスクリーニング検査や A

予期ガイダンスを提供する。上述した実施すべき

項目をすべて完了するのには、通常一人あたり 30

分～60 分を要する。 

 

５）11～21 歳のヘルススーパービジョンビジット 

 思春期に入ると、養育者（母親または両親）と

の対話だけではなく、医師と児本人が 1 対 1 で話

をする機会を持つことが推奨されている。児本人

だけと話したことは養育者（親）には決して伝え

ないことを約束して、児の健康面での疑問や懸念

について相談する。ハイリスク行動（薬剤使用・

飲酒・喫煙、無免許運転、安全でない性行為など）

について、児と直接話し合い、必要に応じて指

導・情報提供を行う。後期思春期に入ると、多く

の青年が進学や就職に伴い一人での生活を始め

るため、自分の健康に責任を持つ重要性や、成人

医療への移行についても話し合う。 

 

4．予期ガイダンス 

各時期のヘルススーパービジョン診察におけ

る予期ガイダンスを記載する。養育者および本人

と話し合うべき重要項目を述べる。本邦の一般的

な保健指導と異なるのは、心理社会的なトピック

が多く含まれる点と、ガイダンス提供時に養育

者・児本人と話し合い、健康課題の把握や行動変

容の目標を共有が重要視される点である。 

１）プリネイタルビジットの重要項目 

⚫ 母親（両親）の心配な点や質問に回答する。 

⚫ 健康の社会的決定要因について話し合う。 

➢ リスク因子：居住環境、食の確保、妊娠

への適応、家庭内暴力、母体の薬物使

用・飲酒・喫煙 

➢ 保護因子：十分に情報提供されている、

文化的伝統 

⚫ 親と家族の健康について聴取し、助言する。

（母体の健康状態、食事・運動、妊婦健診受

診歴） 

⚫ 新生児のケアについて説明する。 

⚫ 栄養と授乳・哺乳について説明する。（母乳

栄養指導、人工乳栄養指導） 

⚫ 安全面の注意をする（乗用車のチャイルドシ

ート使用、熱中症予防、安全な睡眠、ペット

の安全、銃器の安全、安全な家屋の環境） 

 

２）新生児（日齢 0～2）、生後 1 週目（日齢 3～

5）の重要項目 

⚫ 母親（両親）の心配な点や質問に回答する。 

⚫ 健康の社会的決定要因について話し合う。 

➢ リスク因子：居住環境、食の確保、家庭

内暴力、母体の薬物使用・飲酒・喫煙 

➢ 保護因子：家族からの支援  

⚫ 親と家族の健康について聴取し、助言する。

（母体の健康状態、食事・運動、妊婦健診受

診歴、同胞の状態） 

⚫ 新生児のケアについて説明する。 

⚫ 栄養と授乳・哺乳について説明する。（母乳

栄養指導、人工乳栄養指導） 

⚫ 安全面の注意をする（乗用車のチャイルドシ

ート使用、熱中症予防、安全な睡眠、ペット

の安全、銃器の安全、安全な家屋の環境） 

 

３）月齢１・月齢 2 の重要項目 

⚫ 母親（両親）の心配な点や質問に回答する。 

⚫ 健康の社会的決定要因について話し合う。 

➢ リスク因子：居住環境、食の確保、家庭

内の喫煙、家庭内暴力、母体の薬物使
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用・飲酒・喫煙 

➢ 保護因子：家族からの支援、託児施設（月

齢 2 以降） 

⚫ 親と家族の健康について聴取し、助言する。

（産後健診、産後うつ、家族関係） 

⚫ 新生児の行動と発達について説明する。（睡

眠・覚醒リズム、機嫌の変化、メディアの影

響、遊び方など） 

⚫ 栄養と授乳・哺乳について説明する。（母乳

栄養指導、人工乳栄養指導） 

⚫ 安全面の注意をする（乗用車のチャイルドシ

ート使用、安全な睡眠、転落や溺水など屋

内・屋外での事故予防） 

 

４）月齢 4・月齢 6・月齢 9 の重要項目 

⚫ 母親（両親）の心配な点や質問に回答する。 

⚫ 健康の社会的決定要因について話し合う。 

➢ リスク因子：居住環境（鉛の有無）、食

の確保、家庭内の喫煙、家庭内暴力、母

体の薬物使用・飲酒・喫煙 

➢ 保護因子：家族からの支援、託児施設 

⚫ 乳児の行動と発達について説明する。（親子

のコミュニケーション、一定した日々の日課、

メディアの影響、遊び方。9 か月以降にはし

つけについても説明する。） 

⚫ 歯の健康について説明する。（母親の歯の健

康状態、良い口腔衛生を保つ方法） 

⚫ 栄養と授乳・哺乳について説明する。（母乳

栄養指導、人工乳栄養指導、離乳食および健

康な食生活） 

⚫ 安全面の注意をする（乗用車のチャイルドシ

ート使用、安全な睡眠、転落・溺水・誤飲な

ど屋内・屋外での事故予防） 

 

５）1～4 歳の重要項目 

⚫ 養育者（母親または両親）の心配な点や質問

に回答する。 

⚫ 健康の社会的決定要因について話し合う。 

➢ リスク因子：居住環境（鉛の有無）、食

の確保、家庭内の喫煙、家庭内暴力、母

体の薬物使用・飲酒・喫煙 

➢ 保護因子：家族や友人からの支援、託児

施設 

⚫ 日課（毎日決まって行うこと）を確立するよ

うに説明する。（就寝時間、昼寝の時間、家

族で過ごす時間、歯磨きなど。メディア使用

に関する注意。） 

⚫ 児の行動と発達について説明する。（18 か月

以降にはトイレトレーニングやしつけにつ

いて説明。2 歳半時にはプレスクールへの準

備、4 歳時には学校への準備を進めるよう伝

える。） 

⚫ 歯の健康について説明する。（歯磨き、かか

りつけ歯科医を決め歯科検診を受ける。） 

⚫ 栄養と食事について説明する。（大人と同じ

食事への移行、自立して食べることを促す） 

⚫ 安全面の注意をする（乗用車のチャイルドシ

ート使用、転落・溺水・誤飲など屋内・屋外

での事故予防） 

 

６）5～10 歳の重要項目 

⚫ 養育者（母親または両親）の心配な点や質問

に回答する。 

⚫ 健康の社会的決定要因について話し合う。 

➢ リスク因子：居住環境、食の確保、家庭

内の喫煙、近隣または家庭内の暴力、母

家庭内の薬物使用・飲酒・喫煙 

➢ 保護因子：自己肯定感、家族とのつなが

り、友人とのつながり、情緒的安定 

⚫ 発達と心の健康について話し合う。（家庭の

ルールと日課を作る、他人への思いやりや敬

意を育む、忍耐、怒りのコントロール、自立

心） 

⚫ 学校について話し合う。（学校への準備、日

課の確立、出席状況、学業成績、放課後の活

動、親と教師のコミュニケーション） 

⚫ 身体の成長と発達について説明する。 

⚫ 歯の健康について話し合う。（歯磨き、糖分

の多い飲食物の制限） 

⚫ 栄養と食事について話し合う。（野菜・果実

の摂取、ビタミン D とカルシウムの摂取、欠

食しない、適切な運動） 

⚫ 安全面の注意をする。（乗用車のシートベル

ト使用、熱中症予防、水の安全、銃器の安全） 

 

７）11～21 歳の重要項目 

⚫ 本人および養育者（母親または両親）の心配

な点や質問に回答する。 

⚫ 健康の社会的決定要因について話し合う。 

➢ リスク因子：居住環境、食の確保、家庭

内の喫煙、近隣または家庭内の暴力、母

家庭内の薬物使用・飲酒・喫煙 

➢ 保護因子：学業成績、家族・友人・地域

とのつながり、ストレスコーピング、自

己決定 

⚫ 身体の成長と発達について話し合う。（ボデ

ィイメージ、健康な食事、運動） 

⚫ こころの健康について話し合う。（情緒の調

節、セクシャリティ） 

⚫ 歯の健康について話し合う。（歯磨き、糖分

の多い飲食物の制限） 
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⚫ リスクを減らす助言をする。（妊娠・性感染

症、喫煙、電子タバコ、飲酒、処方やストリ

ートドラッグ、音響外傷） 

⚫ 安全面の注意をする。（乗用車のシートベル

ト使用、ヘルメット使用、熱中症予防、薬物

使用時に運転をしない、銃器の安全） 

 

5．健康の社会的決定要因 

「子どものニーズ」を発見し、子どもの心身の健

康を身体的・精神的・社会的に支援するために、

小児医療従事者が認識すべき概念として、健康の

社会的決定要因（Social Determinants of Health、以

下SDH)がある。SDHには、心身の健康促進につな

がる「保護因子」と、心身の健康を損なう「リス

ク因子」がある。AAPはBright Futures ガイドライ

ン第4版を改訂するにあたり、SDHの概念を追加

している5。子どもは成人の庇護なしでは生存・成

長できず、環境が及ぼす影響は成人以上にずっと

大きい。さらに、小児期に養われる身体面・社会

面・情緒面の能力が一生涯の心身の健康の基盤と

なることを考慮すると、子どものSDHを考慮する

ことは非常に重要である。子どものSDHを評価す

るために、米国ではWE CARE（The Well-Child Care 

Visit, Evaluation, Community Resources, Advocacy, 

Referral, Education）Intervention4、SEEK(The Safe 

Environment for Every Kids) Parent Questionnaire-R 

(PQ-R)5,6、ASK (the Addressing Social Key) 

Questions for Health7質問紙といったさまざまなス

クリーニングツールが開発され、またその効果を

判定するための研究も複数行われている。 

各々の SDH スクリーニングツールの効果に関

する研究はまだ途上である。この分野での研究報

告は 2007 年以降に増え、医療者の SDH に関する

関心が高まっていることが示唆される。このレビ

ューで紹介されたスクリーニングツールが対象

としている SDH のドメインは次のように分類さ

れる。各ドメインの具体的な項目も列記する。 

⚫ 家族・家庭環境：家庭内暴力、親のうつ病／

精神疾患、親のストレス、身体的・性的・精

神的虐待、家庭内での喫煙・アルコール・薬

物使用、両親の別居や離婚、銃器保持、家族

の投獄 

⚫ 健康状態および医療：医療保険未加入、医療

アクセス不良（経済的／物理的）、精神疾患

の存在、受動喫煙の存在、親および子どもの

身体的活動度、親の果実・野菜の摂取量、か

かりつけ医がいない状態、ヘルスリテラシー 

⚫ 経済的安定：食料不足、住居の不安定さ、低

収入・家計の問題（請求書支払い困難等）、

雇用の問題、法的支援の必要性 

⚫ 教育環境：必要な教育の不足、託児所不足、

親の学歴、子どもの学習困難や行動の問題、

子どもの教育的支援を要する状態 

⚫ 近隣を含む居住環境：物理的に安全でない住

居、良くない近隣の治安、暴力の存在、いじ

めの存在 

⚫ 社会的環境・コミュニティ環境：移民である

状態、宗教的組織へ参加、社会的支援の有無、

差別の存在 

SDH スクリーニングによる評価後、判明したリ

スク因子に対して、医療従事者が地域資源と連携

しながら介入を行うことが望ましい。 

 

6．Bright Futuresツールキット 

Bright Futures ガイドラインでは、推奨されるヘ

ルススーパービジョン診察の各時期に使用でき

る「ツールキット」8 がとして提案されている。

このツールキットは本邦の健康診査票とは異な

り、あくまでも医師が効率よく包括的な評価をす

るための「指標」として作成されており使用は義

務ではない。ツールキットの内容に沿って診察・

医療面接を行うと評価すべき項目を漏らさず確

認でき、必要な情報提供ができるようになってい

る。なお、ツールキットは Bright Futures が提案す

る一つの商品として購入できる。 

ツールキットは診察前質問紙、健診時カルテ、

保護者・児への予期ガイダンスハンドアウトの３

部分から構成されている。ハンドアウトにはそれ

ぞれの月齢・年齢で注視すべき分野の予期ガイダ

ンス（助言・指導）が読みやすい平易な言葉で掲

載されている。6 歳までは保護者向けのハンドア

ウトのみであるが、7 歳以上では児本人へのハン

ドアウトもある。 

 

Ｄ．考察 

ヘルススーパービジョン診察の実施形式を、医

療体制・医療保険の全く異なる本邦へそのまま導

入することは不可能であり適切ではない。しかし、

現在の小児保健体制に、心理社会面のリスク評価

を含む包括的な一次予防の観点を追加すること

は可能と考えられ、また追加を検討すべきである。 

包括的な評価の視点を持つために、子どもを中心

として、親・家族、地域（コミュニティ）、政策

というレベルごとに SDH を考えるとよい。臨床

の現場では子ども本人の要因、親・家族の要因は

評価しやすく、健康指導等の介入もしやすい。特

に、貧困、食料不足、家庭内暴力といった諸問題

は、顕在化しづらいが本邦でも確実に存在し、積

極的に評価すべきである。また、それぞれの地域

で頻度の高い健康課題・社会的問題があれば、独

自に質問項目を設けるとよいだろう。 

⚫ 子ども本人の要因：年齢、性別、気質・性格、
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性自認、発達上の問題や心身の慢性疾患の有

無、嗜好、生活習慣など 

⚫ 親・家族の要因：親の生活習慣（食習慣、睡

眠習慣含む）、嗜好、経済状況、居住環境、

心身の健康状態、ペアレンティングスキル、

家庭不和の有無、家庭内暴力の有無、家族の

大きさ、家族の文化・風習など 

⚫ 地域（コミュニティ）の要因：居住地域の物

理的な環境（郊外、都市部、安定した移動手

段の有無）やインフラストラクチャー（道

路・交通、公共施設、学校、医療機関、公園、

住宅、ライフライン等の生活基盤）、治安、

地域のつながりの強さ、文化・風習など 

⚫ 政策の要因：地方自治体による支援プログラ

ムや福祉サービス、子どもの健康に関わる自

治体の政策や国策など 

SDHを含む心理社会面の評価と指導を提供する

ための、「質問紙＋予期ガイダンス」の形式のツ

ールを開発し、乳幼児健康診査や一般診療の場で

効率的にリスク評価と情報提供ができるとよい。

就学以降は学校健診と並行して、医療者による個

別の心理社会面の評価を少なくとも年 1回は行う

ことが理想であり、今後の体制確立が必要である。

言うまでもなく、医療機関と校医・養護教諭・ス

クールカウンセラーとの連携は必須となる。この

ような体制を整えるための財源の確保が大きな

課題と考えられる。 

 

Ｅ．結論    

Bight Futuresガイドラインが推奨する一予防を
重視する姿勢を本邦にも採用すべきと考えられた。
そのために、簡便かつ効率的に心理社会面・SDH
の評価と予期ガイダンス提供を可能とするツール
の開発が必要である。就学以降は一次予防的介入
を実践できる体制確立が必要である。 

 

 

 

Ｆ．研究発表 

該当事項なし。 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

該当事項なし。 
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 厚生労働科学研究費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）） 

総合分担研究報告書 
 

小児の心身医学的健診と支援法に関する研究： 

Ⅰ．ネウボラ、Bright Futures の健康記録と医療情報管理 

Ⅱ，Bright Futures における里親・養親支援 

Ⅲ．自記式 Pediatric Symptom Checklist17 日本語版の開発 
 

研究分担者  石﨑優子  （関西医科大学小児科学講座・准教授） 

研究協力者   樋口隆弘  （関西医科大学総合医療センター・非常勤） 

      柳夲嘉時 （関西医科大学小児科学講座・助教） 

   石田陽彦  （関西大学大学院心理学研究科・教授） 

石田拓也  （たちメンタルクリニック・非常勤） 

上西裕之  （関西大学大学院心理学研究科・特任准教授） 

小野真由子  （関西大学大学院心理学研究科・大学院生） 

           

研究要旨：小児の心身医学的健診の普及と思春期の健全育成の支援を目指して以下の研究

を行った。 

【研究１】 米国の Bright Futures、フィンランドの Neuvora、日本版ネウボラを比較した。

妊娠期、出産直後、子育て期を通じた地域の関係機関の連携による子育て世代包括支援セン

ターの切れ目ない支援法として、フィンランドの Neuvora をモデルにした日本版ネウボラ

が各地に広がっているが、両者とも就学までとなっている、一方 Bright Futures は 21 歳まで

であることから、日本版 Bright Futures が日本版ネウボラから引継いで学童・思春期のヘル

ススーパービジョンを行うことにより、切れ目ない支援が可能になると考えられた。 

【研究２】Bright Futures ではさまざまな家族の支援のあり方を示しており、「Families With 

Adopted Children」の項では、養子に見られる行動上の特性、発達や愛着の問題、他職種との

連携、対応の仕方等を解説している。そこでその記載内容を参考とし、国内の里親・養親を

対象とした知見を併せて『里子・養子のいる家庭の支援（幼児期・学童期）』を作成した。 

【研究３】Pediatric Symptom Checklist（PSC）は、小児科外来で心理社会的問題を持つ子ど

もを早期発見することを目的に米国マサチューセッツ総合病院で開発された。PSC は Bright 

Futures においてスクリーニングツールとして推奨され、活用されている。本研究では自記

式 PSC 短縮版（17 項目版）の日本語版(JPSC17-Y)を作成し、信頼性と妥当性を検討するこ

とを目的として、小学生 217 名と中学生 84 名を対象として予備的に調査した。その結果、

再検査法による信頼性は高く（r=.86, p<.001）、因子構造も原版に準拠していた。Cronbach の

α 係数は 0.85 で、内的整合性が確保できた。JPSC17-Y は信頼性と妥当性が確保され、心理

社会的問題を持つ子どもを早期に発見できるツールとなりうることが示唆された。 

 

 

A. 研究目的 

『 Bright Futures』は、 American Academy of 

Pediatrics が子どもや青年を身体・心理・社会的に

捉え、支援することを目的として、個別健康健診

（health supervision visit）で活用すべくまとめられ、

出生から 21 歳までの子どもの月齢・年齢層に応

じ、受診時に確認すべきポイントや質問例、診察

すべき項目などが簡潔にまとめられている。 

日本では、「ニッポン一億総活躍プラン」
(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku

/pdf/plan1.pdf)において、妊娠期から子育て期にわ

たる切れ目ない支援を実施する目的で、母子保健

分野と子育て支援分野がそれぞれの機能で役割

分担しつつ、一体的にサービスを提供する子育て

世 代 包 括 支 援 セ ン タ ー
(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172988.html

)が令和２年度末までの全国展開を目指すことと

されている。 

そのモデルとなるのが、妊娠期の相談から子ど

もの心身の成長・発達について家族全体を支えな

がら支援するシステムであるフィンランドのネ

ウボラであり、現在日本各地で「地域版ネウボラ」
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が始まっている。 

本分担研究では、日本版 Bright Futures の普及に

向けて、①フィンランドのネウボラ、日本版ネウ

ボラ、Bright Futures の健康記録と医療情報管理を

比較し日本版Bright Futuresの位置づけを考察し、

②家族支援の方法の一つとして Bright Futures に

おける里親・養親支援のあり方をまとめ、③臨床

現場における思春期の心理社会的問題のスクリ

ーニングツールである自記式 Pediatric Symptom 

Checklist17 項目版日本語版の開発を行った。 

 

【研究Ⅰ.ネウボラ、Bright Futures の健康記録と医

療情報管理】 

B.研究方法 

フィンランドのネウボラ、それを翻案した日

本版ネウボラ、Bright Futuresの健康記録と医療情

報管理について、文献検索と現地調査を行っ

た。 

 

C.研究結果 

１）ネウボラ 

ネウボラ(Neuvola)とは、フィンランド語で

「アドバイスの場」を意味し、妊婦健診・相談

から出産後、就学までの子どもの心身の成長・

発達を母と子のみならず家族全体を支えながら

支援するシステムである
(http://www.finland.or.jp/public/default.aspx?nodeid=

49799&contentlan=23&culture=ja-JP)。フィンラン

ド国内のすべての自治体にあり、フィンランド

に生まれた子どもは無料で利用でき、日本では

育児パッケージとネウボラナースが知られてい

る。育児パッケージは、赤ちゃんを出産した家

庭にフィンランド社会保険庁事務所（KELA）か

ら支給される母親手当のひとつであり、新生児

の衣類、肌着や靴下、オムツ、育児グッズなど

の 60 点の育児アイテムが箱におさめられ、さら

にその箱が新生児用のベビーベッドになる。 

ネウボラには妊産婦ネウボラと子どもネウボ

ラとがあり、妊産婦ネウボラの活動の目的は、

妊産婦と胎児の健康を守り、もうすぐ親になる

人々と家族全体の健康を増進し、これから誕生

する子どもの健全かつ安全な養育環境を整える

ことである(横山 美江、Hakulinen Tuovi 編著. フ

ィンランドのネウボラに学ぶ母子保健のメソッ

ド 子育て世代包括支援センターのこれから．

2018 年.)。子どもが誕生すると、子どもネウボラ

が子どもと家族全体の健康をサポートする。子

どもネウボラは子どもの健診から予防接種まで

就学前の子供のプライマリ・ケアを担当し、就

学後は School Nurse に役割を引き継ぐ。健診や

指導記録も含む子どものデータは Personal 

Health Record として保存される。 

また 2007 年に KELA による個人の Electolic 

Health Record である Kanta(Kanta Services, 

https://www.kanta.fi/en/citizens)が導入された。フ

ィンランドに生まれた時から賦与される個人番

号に紐付された形で、公立、私立、歯科の治療

内容、データ、処方箋が記載されるシステムで

ある。ネウボラ・カルテも同様に Kanta に紐付け

されることにより、子どもの健診記録やさまざ

まな情報が残されている。 

２）日本版ネウボラ 

ネウボラはフィンランドの子育て支援として

日本に紹介されたが、さらに子育て世代包括支

援センター構想により、日本各地で地域の名前

を付けた「地域版ネウボラ」が広がっている

（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-

11900000-

Koyoukintoujidoukateikyoku/h26nshm.pdf)。 

日本版ネウボラは医療ではなく保健、福祉に

よるものであり、フィンランドのように予防接

種のような医療行為は行わない。また年齢の上

限はおおよそ就学前までである。 

３）Bright Futures と日本版 Bright Futures 

Bright Futures は米国の小児科医による 0 歳～

21 歳までのヘルスチェックアップであり、医師

による健診、医療行為である。日本版 Bright 

Futures も小児科医による医療行為の一環として

行われる。 

 

D. 考察 

地域版ネウボラが先行して広がっている日本

において、日本版 Bright Futures は、就学前は

子育て世代包括支援センター、すなわち現在あ

る日本版ネウボラと併存し、学童以降は学校保

健と協力しながら、それを引き継いで思春期か

ら成人までを引き受けるのが望ましい（図１）。 

 

【研究Ⅱ．Bright Futures における里親・養親支

援】 

Bright Futures ではさまざまな家族の支援のあ

り方を示しており、「Families With Adopted 

Children（養子のいる家庭）」の項では、養子に

見られる行動上の特性、発達や愛着の問題、他

職種との連携、対応の仕方等を解説している。

そこでこの項の記載内容を参考とし、国内の里

親・養親を対象とした調査(石崎, 2020)と小児科

医を対象とした里親・養親家庭の支援に関する

意識調査(石崎､2020)の結果から得た知見を併せ

て『里子・養子のいる家庭の支援（幼児期・学

童期）』とした（研究班 HP に公表）。 

 

https://www.kanta.fi/en/citizens
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/h26nshm.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/h26nshm.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/h26nshm.pdf
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【研究Ⅲ．自記式 Pediatric Symptom 

Checklist17 日本語版(JPSC17-Y)の開発】 

Ｂ．研究方法 

1) JPSC17-Yの作成 

JPSC17-Yは、令和元年度にDr. Murphyらによ

る自記式PSC短縮版「Y-PSC17」と法橋らによる

保護者記入式の「PSC17日本語版」を参考に、小

児科医と心理士とが協力して作成した。続いて

職業翻訳者によるバックトランスレーションに

より、原版と整合性があると評価された。 

2) 対象 

 対象は、近畿地方の公立小学校の 5、6 年生の

児童 217 名、および私立中学校 1〜3 年生の生徒

84 名である。回答の不備や無回答を除いた有効

回答は小学生では 201 名、中学生では 64 名、合

計 265 名であった。 

3) 調査方法 

 2020 年 8～12 月に学校の教室で実施した。方

法は、被検者の担当教員が趣旨説明文書が記載

されている質問紙を配布し、生徒が無記名で回

答し封入した上で、担当教員に提出させた。 

 JPSC17-Y は、回答選択肢型の 17 項目に対し

て、「全くない」、「時々ある」、「しばしばある」

の 3 段階で回答し、それぞれ、0、1、2 点と得点

化して、総得点を算出する。 

 また再検査法による信頼性を検討するため、

中学生に対して、1 ヶ月の期間をあけて、

JPSC17-Y を再度実施した。 

4) 倫理的配慮 

本研究は関西医科大学総合医療センター倫理審

査委員会の承認を得て実施した（承認番号： 

2020015）。 

 

Ｃ．研究結果    

1)信頼性の検討 

 2 回の調査に回答した有効回答者 64 名を対象

とした JPSC17-Y スコアの Pearson の積率相関係

数は、r=.86（p<.001）であった。 

2) 因子構造と内的整合性の検討 

 因子構造を確認するために、最尤法による探

索的因子分析を実施した。固有値の減衰状況お

よび解釈可能性から１因子構造が妥当であると

考えられた。そこで、１因子構造を仮定した対

角重み付け最小二乗法を用いた確認的因子分析

を実施し、適合度を確認した。その結果、適合

度は χ2(119)=135.22、GFI=.97、AGFI=.96、

TLI=.99、CFI=.99、NFI=.94、SRMR=.08、

RMSEA=.02 であった。また、17 項目の Cronbach

の α 係数は、α=.85 であった。 

 

Ｄ．考察 

PSC は Bright Futures においてスクリーニング

ツールとして推奨され、活用されている。本研

究では小児科領域における思春期の心理社会的

問題のスクリーニングの開発を目的として、

JPSC17-Y を作成し、小・中学生を対象として、

信頼性と妥当性の予備的検討を行った。その結

果、JPSC17-Y は、研究者間で内容的妥当性を確

認できた。小学 5,6 年生、中学 1,2,3 年生を対象

として、再検査信頼性は高く、さらに内的整合

性も確認できた。ゆえに PSC17-Y は子どもの心

理社会的問題を持つ子どもを早期に発見するツ

ールとなりうることが示唆された。 

 

Ｅ．結論    

日本版 Bright Futures は、就学前は子育て世代

包括支援センター、すなわち現在ある日本版ネ

ウボラと併存し、学童以降は学校保健と協力し

ながら、それを引き継いで思春期から成人まで

を引き受けることが望ましい。また思春期の健

全な心身育成において JPSC17-Y を用いた心理社

会的問題の早期発見、早期の支援が可能であ

る。 

 

 
Ｆ．研究発表 
 1.  論文発表 
1) 石崎優子、古川恵美、岩坂英巳  フィンラン
ドの子どもの医療・福祉・教育から学ぶ. 第1回
連載開始にあたって～フィンランド視察とユヴ
ァスキュラ・日本国際カンファレンスの概要～．
チャイルドヘルス． 23：196-199, 2020. 

2) 樋口隆弘、石﨑優子、上西裕之、柳夲嘉時、小
野真由子、石田陽彦、金子一成.  日本語版自記
式Pediatric Symptom Checklist短縮版の有用性
の検討．子どもの心とからだ（印刷中）． 

 
 
 2.  学会発表 
1)Ishizaki, Y. & Furukawa, E. Difficulties to raise 
 adopted children, desirable pediatrician’s support, 
 and management of children’s health records -   
 Neuvola vs. Bright Futures. Japan-Jyväskylä  

Foster Parents Research Conference. Aug. 29,   
2019, Jyväskylä, Finland. 

2) 樋口隆弘、石﨑優子、上西裕之、柳夲嘉時、小
野真由子、石田陽彦、金子一成.日本語版自記式P
ediatric Symptom Checklist (PSC) 短縮版の有用
性の検討. 第39回日本小児心身医学会学術集会
（2021年9月） 

3) 上西裕之、樋口隆弘、石﨑優子、柳夲嘉時、小
野真由子、石田陽彦、金子一成. 日本語版自記式
Pediatric Symptom Checklist (PSC) 短縮版の小児
心身症患者への有用性．第39回日本小児心身医学
会学術集会（2021年9月） 
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Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
 1. 特許取得 
 なし。 
 2. 実用新案登録 
 なし。 
 3.その他 
 なし。 
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図１．Bright Futures、Neuvora、日本版ネウボラ、日本版 Bright Futures の比較 

 

 Bright Futures Neuvora 日本版ネウボラ 日 本 版 Bright 
Futures 

所轄官庁 AAP と MCHB 社会保険庁（KELA） 内閣府 厚生労働省 

事業 小児科医による相

談、 

ヘルスチェックアッ

プ 

保健福祉サービス（相

談支援、紹介健診）、医

療行為（予防接種、簡

単な診療） 

保健・福祉サービス

（相談支援、健診） 

小児科医による相

談、ヘルスチェック

アップ  

 

記録 診療録 ネウボラカルテ 

電子カルテ（Kanta） 

 ＝診療録 

地域により異なる

が、原則医療行為で

はないため、診療録

ではない。 

診療録 

 

継続性 出生前から思春期ま

で。 

0-21 歳 

定期健診は 0-6 歳。 地域により異なる。  

場 医療機関 ネウボラ 地域により異なる。 医療機関 

 

担当者 小児科医 保健師、医師、他。 地域により異なるが

原則は非医師。 

小児科医 

 

備考  ①妊婦ネウボラ、子ど

もネウボラ、家族ネウ

ボラと幅広い。②健診

だけではなく、予防接

種、簡単な医療行為も

含む。③定期健診は 6

歳まで、6 歳以降は

School Nurse に。 

日本版ネウボラから

医療機関に紹介され

ることはあるが、日

本版ネウボラそのも

のは医療行為を含ま

ない。 

 

 

 

表１．自記式 PSC17 日本語版 

あなたにもっともよくあてはまると思う回答に印☑を付けてください。 

          全くない 時々ある しばしばある 

1. そわそわして，じっと座っていられない   □ □ □ 

2. 悲しい、幸せでない     □ □ □ 

3. ぼんやりしていることが多すぎる   □ □ □ 

4. ものを分け合うことはいやだ    □ □ □ 

5. 他の人の気持ちがわからない    □ □ □ 

6. 希望をもてない     □ □ □ 

7. 一つのことに集中できない    □ □ □ 

8.  他の子とけんかをする        □ □ □ 

9. 自分に嫌気がさす     □ □ □ 

10.自分が悪くても人のせいにする    □ □ □ 

11.あまり楽しくない気がする    □ □ □ 

12.ルールを守らない     □ □ □ 

13.つい動きまわってしまう    □ □ □ 

14.他の人をからかう     □ □ □ 

15.心配事が多い      □ □ □ 

16.他人のものを勝手に取ってしまう   □ □ □ 

17.気が散りやすい     □ □ □  
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 厚生労働科学研究費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）） 

総合分担研究報告書 
 

標準化された乳幼児健診の実施に向けた研究； 

乳児健診における心雑音の病的意義の検討 
 

研究協力者  松裏 裕行 東邦大学医学部小児科学講座（大森） 教授 

 
           

研究要旨： 

 当院は東京都大田区(人口約 73万人)唯一の大学病院として長年に亘り保健所における乳

幼児健診に深く関与してきた。今回、乳幼児健康診査における標準的な身体診察項目の有

効性と実行性を検証することを目的とする研究の一部として乳幼児健診で指摘された心雑

音の意義について検討した。 

 対象は精密検査票の発行を受け当院を受診した乳幼児 264 名で、このうち循環器疾患を

疑診されのは心雑音・不整脈など 66 例（25.0％）でその内訳は心雑音 63 名（男児 29 名、

女児 33 名）、不整脈 3 名（男児 2 名、女児 1 名）であった。 

 小児循環器専門医による精査の結果、心雑音を指摘された 63 名中 53 名 84.1％は無害性、

10 名(15.9％)が軽症心疾患（疑い例含む）と診断された。いずれの症例も運動・ワクチン接

種を含む日常生活等に制限は不要だが、３歳で心雑音を指摘された心房中隔欠損の３例は

数年の経過観察後、経皮的閉鎖術施行を予定している。 

 保健所の乳幼児健診において心雑音は最も頻度の高い精密検査票の発行の理由の１つで

あるが、３歳児健診の大半が無害性であった。心エコーで何らかの異常を認めても待機的

治療で十分な心房中隔欠損が中心であり、精査加療を急ぐ先天性心疾患の診断契機となる

可能性は低いと考えられた。 

 

 

Ａ．研究目的 

 本邦における 1歳 6か月児健診及び 3歳児健診

では、統一された標準的な診察項目や所見の取り

方がないために、必要な項目が欠如していたり、

検出率に差があるなどの地域差が認められてい

る。 

 当院は東京都大田区(人口約 73万人：小児人口

約 8万人)内の唯一の大学病院で、長年に亘り保

健所における乳幼児健診に深く関与してきた。

2020年度から本研究班に参加し、乳幼児健康診査

における標準的な身体診察項目の有効性と実行

性を検証することを目的とする研究の一部とし

て乳幼児健診で指摘された心雑音の意義につい

て検討した。 

 

Ｂ．研究方法 

 対象は2019年1月1日〜12月31日および2020年7

月1日〜12月24日の間に東邦大学医療センター大

森病院小児科を受診した乳幼児264名（男児119

名；女児145名：3-4ヶ月健診34名、１歳半健診68

名、３歳児健診162名）である（図１）。 

 

 

図１ 

 
方法は、後方視的に電子カルテを調査し、診断・

検査結果を調査した。倫理面と個人情報保護への

配慮については、以下の方法で実施した。即ちデ

ータ収集は研究者自身が勤務先である東邦大学

医療センター大森病院の電子カルテを直接検索

し、得られたデータと患者リストは連結可能匿名

化したパスワード付きファイルに入力し、さらに

IDとパスワードで保護され研究者専用の執務室

に設置された研究者専用のPCで処理した。 
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Ｃ．研究結果    

 保健所からの精密検査票発行の主な理由は、心

雑音・不整脈など66例（25.0％）で、その内訳は

心雑音63名（男児29名、女児33名）、不整脈3名（男

児2名、女児1名）であった。循環器疾患についで

多かったのは血尿・蛋白尿など腎泌尿器疾患61例

（23.1％）、低身長・尿糖など内分泌疾患60例

（22.7％）、発達遅滞疑い・頭囲異常など神経疾患

36例（13.6％）などであった（図２）。 

 

図２ 

 
 

 

 

 心疾患を疑診された全員は小児循環器専門医

が診察したが、心不全兆候やチアノーゼなど有意

な異常を認めず全身状態良好で、入院精査を必要

とした症例はなかった。さらに心電図・心エコ

ー・胸部Xｐなどの検査を実施したところ、心雑

音を指摘された63名中53名84.1％は無害性、10名

(15.9％)が軽症心疾患（疑い例含む）と診断された。 

心雑音を指摘された年齢は平均26.0±12.3ヶ月で、

健診時期別では3-4ヶ月健診8％、１歳半33％、３

歳59％であった（図３）。 

 

図３ 

 
 

 

 診断結果の内訳は心房間短絡４名（心雑音を指

摘された乳幼児の6.3％）、境界域の僧帽弁逸脱２

例、極めて軽症の心室中隔欠損・動脈管開存・大

動脈弁狭窄・肺動脈弁狭窄各１名で、いずれも肺

高血圧の合併はなく無投薬で経過観察中である。 

 心房間短絡を心エコーで認めた４例中１例は、

心雑音を3-4ヶ月健診で指摘され来院したが卵円

孔開存の可能性が高く自然閉鎖が期待され、１歳

すぎに再度確認予定である。心房間短絡を伴う残

りの３例は３歳児健診で指摘され、有意な短絡を

有するため今後発育に伴い更に短絡量が増多す

ることが予想され、経過観察の後、心臓カテーテ

ル検査など精査を行って治療（経皮的カテーテル

閉鎖術ないし開心術）を検討する予定である（図

４）。 

 

図４ 

 
 

 

 心房中隔欠損（卵円孔開存疑い含む）以外の僧

帽弁逸脱・閉鎖不全など軽症先天性心疾患と診断

された６名は、受診時月齢24.6±8.6ヶ月（６例中

５例は19.6〜23ヶ月）であった。診断時の重症度

から判断すると全ての症例で学童期を含め運動

制限不要ないし発育に伴い経過観察不要になる

と想定されるが、現時点では慎重に経過観察中で

ある。   

 不整脈を指摘された３例の内訳は心室期外収

縮１名（治療不要、日常生活制限不要）、洞不整

脈２例で、治療や日常生活に制限は不要である。 

 

Ｄ．考察 

 保健所の乳幼児健診において心雑音は最も頻

度の高い精密検査票の発行の理由の１つである

が、３歳児健診のほぼ全例が無害性であった。心

エコーで何らかの異常を認めても待機的治療で

十分な心房中隔欠損が中心であり、精査加療を急

ぐ先天性心疾患の診断契機となる可能性は低い

と考えられた。 
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Ｅ．結論    

 定期乳幼児健診において心雑音は最も頻度の

高い所見の１つであるが、大半が無害性で、精査

加療を急ぐ心疾患の診断契機となる可能性は低

い。 

 身体症状に乏しくても慎重な経過観察を要す

る症例があり、小児循環器専門医を一度は受診す

ることが望ましいと考えられた。これらの症例の

遠隔期予後を検証する必要がある 

 
 
Ｆ．研究発表 
 1.  論文発表 
 未発表 

 
 2.  学会発表 
 2021年第68回小児保健協会学術集会（2021年6
月18日〜20日）において発表予定 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 1. 特許取得 
  該当なし 
 
 2. 実用新案登録 
  該当なし 
  
 3.その他 

  該当なし 
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 厚生労働科学研究費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）） 

総合分担研究報告書 
 

我が国の小児保健医療の文献・データからの現状評価・課題の抽出に関する研究 
 

研究分担者  竹原 健二 （国立成育医療研究センター政策科学研究部・室長） 

研究協力者  須藤茉衣子 （国立成育医療研究センター政策科学研究部・研究員） 

 
           

研究要旨： 

背景：近年の社会環境や養育環境の変化は、子どもの成育環境にも影響を与え、小児期の健

康課題は、変化・多様化してきている。一次予防や早期発見を目的とした健康診断や保健指

導によって、小児期の心身の健康を包括的に支援する小児医療体制を確立するためには、子

どもの発達段階に応じた健康課題を年齢別に適切に把握する必要がある。 

方法：本研究では、JMDC レセプトデータや、厚生労働省保険局が提供を行っている、レセ

プト情報・特定健診等情報データベース（NDB）を用いて、0 歳から 18 歳までの小児期の

疾患別受療状況に関する集計を行った。集計単位とする傷病分類は主に、厚生労働省「傷病、

傷害及び死因の統計分類」の ICD 中間分類を使用した。 

結果：JMDC 及び NDB レセプトに記載されている傷病名の出現数は、「急性上気道感染症」

（全年齢）や、「皮膚炎及び湿疹」（乳幼児期）、「口腔，唾液腺及び顎の疾患」（学童期）、「眼

筋，眼球運動，調節及び屈折の障害」（思春期）が上位を占めた。NDB レセプトデータで、

ICD の中間分類ごとにカウントした傷病名の出現数を、ICD の章ごとに合計すると、「精神

及び行動の障害」(F00-F99)、「神経系の疾患」(G00-G99)では学童期や思春期に向けて、年齢

とともに出現数が増加していた。 

考察：診療報酬請求を目的としたデータベースであることの限界はあるが、全国・全疾患を

対象としたデータであることの特性を活用して、レセプトデータから、疾患別に小児期の受

療状況を検討した。眼科・歯科疾患や精神疾患など、学童期や思春期に年齢とともに増加す

る疾患は、成人期にいたるまで長期にわたり影響を及ぼすものである。小児期に予防的な視

点から介入を行うことで、長期的な疾病負担の減少につながる可能性もある。従来から日本

の学校健診で対象となってきた身体疾患に加え、子どもの健康課題を包括的に支援する体

制構築が必要である。 

Ａ．研究目的 

近年の社会環境や養育環境の変化は、子ども

の成育環境にも影響を与え、小児期の健康課題

は、変化・多様化してきている。従来、日本の

学校健診で対象となってきた身体的な問題に加

え、うつ病、摂食障害、睡眠、薬物、ゲーム・

メディア依存、性行動・性別違和、いじめ・虐

待など、子どもの精神的・社会的健康課題への

対応が必要とされている。こうした小児期の身

体的・精神的・社会的健康課題を、包括的に支

援する小児医療体制の構築は、子どもの心身の

健やかな成育を保障するために重要である。 

小児期の心身の健康を支援する小児医療体制

として、一次予防や早期発見を目的とした健康

診断や保健指導などが考えられるが、そのタイ

ミングや内容を検討する際には、子どもの発達

段階に応じた健康課題を年齢別に適切に把握

し、またあらゆる疾患をできるだけ網羅的に評

価して、介入すべき健康課題を特定することが

理想である。そのため小児期の健康課題に関す

る疫学的特徴を年齢別に把握することは重要な

課題である。 

本研究では、JMDCレセプトデータや、厚生労

働省保険局が提供を行っている、レセプト情

報・特定健診等情報データベース（NDB）を用

いて、小児期の疾患別受療状況に関する集計を

行った。診療報酬請求を目的としたデータベー

スであることの限界はあるが、全国の医療機関

から収集されたレセプトデータを活用して、疾

患別の受療状況を分析することで、既存の情報

に加え、小児期の健康課題に関する実態把握の

ための基礎資料を作成することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

JMDCレセプトデータを用いた集計： 

JMDC社が保有するレセプトデータを対象に集
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計を行い、小児期の年齢別・疾患別受療状況を

示した。JMDCのレセプトデータは、複数の健康

保険組合から提供されたデータセットで（大企

業の従業員およびその扶養家族を対象）、全人口

に対するカバー率は約 2％である。そのうち、小

児（0-19歳まで）の 2012-2016年診療分に該当

するデータを抽出し、解析をおこなった。JMDC

レセプトデータでは、加入者一意の IDが付与さ

れており、患者の同一性が確保されている。本

研究では、各年齢の加入者数を用いて、各疾患

の診断率を算出した（ICD10中間・小分類別年齢

別患者数／年齢別加入者数）。 

 

NDBレセプトデータを用いた集計： 

 2012年から 2016年までの 5年間を対象とし、

0歳から 18歳までの患者の NDBレセプトデータ

（医科・DPC・歯科）を用いて、患者 ID単位

で、レセプトに記載されている傷病名（ICD10中

間分類）の出現数を年齢別に集計した。主傷病

フラグの有無に関わらず、レセプトに記載され

た傷病名を対象とし、疑いフラグ「1」のケース

は除外した。年齢は対象年内の疾病分類毎の初

出年齢とした。 

（倫理面への配慮） 

レセプトデータの利用に関しては、国立成育

医療研究センターの倫理審査委員会の承認を得

た（受付番号：1683）。なお、本研究で扱ったデ

ータに個人情報は含まれていない。レセプト情

報等の提供に関するガイドラインに従い、患者

数が 10 未満になる集計値は「-」でマスクし

た。 

 

Ｃ．研究結果    

JMDCレセプトデータ： 

JMDCの2012年から2016年まで（5年間）のレ

セプトデータを年齢別・疾患別（ICD10「中間分

類」及び小分類）に集計し、各疾患の診断率

（患者数／加入者数）を算出した。乳児期に多

い疾患は、「インフルエンザ及び肺炎」、「腸管感

染症の感染症」の他、「上気道その他の疾患」

（アレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎、扁桃及び

アデノイドの慢性疾患など）、「皮膚炎及び湿

疹」、「丘疹落屑・鱗屑性障害」であった。年齢

が上がるにつれて、「皮膚炎及び湿疹」は減り、

「慢性下気道症候群」（気管支拡張症、肺気腫な

ど）、「急性上気道感染症」（急性鼻咽頭炎、多部

位及び部位不明の急性上気道感染症）、「その他

の急性下気道感染症」（急性気管支炎など）の診

断率が高くなっていた。学童期に入ると、視聴

覚の障害の診断率が高くなり、年齢が上がるに

つれ、屈折及び調節の障害も増えていた。 

 

NDBレセプトデータ： 

 2012年から2016の5年間に、レセプト（医科・

DPC・歯科）に記載された各傷病名の出現数を

ICDの中間分類ごとに患者ID単位年齢別に集計し

た。どの年齢でも、「急性上気道感染症」

（ICD10：J00-06）が出現数の上位（1位もしく

は2位）にあがっていた。年齢別の特徴として

は、乳児期では「皮膚炎及び湿疹」（L20-30）の

件数が多く、2歳から4歳では、「その他の急性下

気道感染症」（J20-22）や「慢性下気道疾患」

（J40-47）の件数が多くなっていた。5歳以降で

は、「口腔，唾液腺及び顎の疾患」（K00-14）や

「上気道のその他の疾患」（J30-39）、10代以降で

は、「眼筋，眼球運動，調節及び屈折の障害」

（H49-52）が上位に来ていた。 

 また、年齢別の傾向を把握するため、ICDの中

間分類ごとにカウントした傷病名の出現数を、

ICDの章ごとに合計し、年齢別の傾向を図1に示

した（第20章「傷病及び死亡の外因」(V01-

Y98)、第21章「健康状態に影響を及ぼす要因及

び保健サービスの利用」(Z00-Z99)、第22章「特

殊目的用コード」を除く）。大まかな傾向として

は、以下の5つに分類された（図1）。 

 

1.青）0歳での出現数が最も多く、その後年齢と

ともに減少する：「感染症及び寄生虫症」(A00-

B99)「耳及び乳様突起の疾患」(H60-H95)、「呼

吸器系の疾患」(J00-J99)、「皮膚及び皮下組織の

疾患」(L00-L99)、「周産期に発生した病態」

(P00-P96)、「先天奇形、変形及び染色体異常

(Q00-Q99) 、「症状、徴候及び異常臨床所見・異

常検査所見で他に分類されないもの」（R00-

R99） 

2.緑）0歳で最も大きな出現数を示した後一旦減

少するが、その後年齢とともに緩やかに増加す

る：新生物(C00-D48)（※どの年齢でも良性新生

物＜腫瘍＞[D10-36]の件数が多い）、「血液及び造

血器の疾患並びに免疫機構の障害」(D50-

D89) 、「内分泌、栄養及び代謝疾患」(E00-E90)  

3.グレー）0歳から出現数が一旦減少するが、そ

の後学童期から思春期にかけて増加する：「眼及

び付属器の疾患」(H00-H59)、「循環器系の疾

患」(I00-I99)、「腎尿路生殖器系の疾患」(N00-

N99) 

4.ピンク）学童期や思春期に向けて、年齢ととも

に出現数が増加する：「精神及び行動の障害」

(F00-F99)、「神経系の疾患」(G00-G99) 

5.黄）その他：「口腔，唾液腺及び顎の疾患」 の

中間分類を含む「消化器系の疾患」(K00-K93)で

は学童早期における出現数が多く、「筋骨格系及
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び結合組織の疾患」(M00-M99)は学齢後期に多

い。「妊娠、分娩及び産褥」(O00-O99)では出生

時と10代後半で増加し、「損傷、中毒及びその他

の外因の影響」(S00-T98)では10代前半まで一定

数の出現件数を示し10代後半では減少してい

た。 

 

Ｄ．考察 

本研究では、JMDCレセプトデータやNDBレセプ

トデータから、傷病名の出現数をカウントし、

小児期の疾患別受療状況を検討した。レセプト

に記載されている傷病名の出現数は、「急性上気

道感染症」（全年齢）や、「皮膚炎及び湿疹」（乳

幼児期）、「口腔，唾液腺及び顎の疾患」（学童

期）、「眼筋，眼球運動，調節及び屈折の障害 」

（思春期）が上位を占めた。この結果は、患者

調査や学校保健統計調査の結果と類似してい

る。 

学校保健統計調査やレセプトデータを用いた

集計では、「口腔，唾液腺及び顎の疾患」 、「眼

筋，眼球運動，調節及び屈折の障害」の出現数

が多くなっており、学校健診での指摘が、眼や

歯の疾患の受診件数に影響していることも考え

られる。これに対して、学童期や思春期に向け

て、年齢とともに出現数の増加がみられた疾患

のうち、「精神及び行動の障害 」や「神経系の

疾患」といった精神疾患や機能性疾患に関して

は、学校健診での検診項目に含まれておらず、

こうした疾患に関しては一次予防や早期発見を

目的とした介入が行われていないことになる。 

厚生労働省の患者調査のデータを参照する

と、10代の医療機関の受療率（全傷病対象）

は、他の年代に比べて非常に少ない。しかしな

がら、精神保健上の問題は未治療期間が長くな

るほど、長期的な疾病負担が大きくなることも

指摘されている。眼科・歯科疾患や精神疾患な

ど小児期に年齢とともに増加する疾患は、成人

期にいたるまで長期にわたり影響を及ぼすもの

である。学童期・思春期の年代を対象に、予防

的な視点から介入を行うことで、長期的な疾病

負担の減少につながる可能性もある。 

 

本研究の限界： 

本研究ではJMDCレセプトデータ、及びNDBレ

セプトデータを基に、年齢別に各傷病名の出現

数を集計した。しかし、レセプトデータにはい

くつかの大きな課題がある。1つめに、NDBレセ

プトデータに関して今回は保険者番号を基に生

成された患者IDを使用したが、保険離脱・加入

によりIDが変わるため、重複カウントが発生し

ている。JMDCレセプトデータに関しては、加入

者台帳を作成し、保険離脱を判別できるが、い

くつかの健康保険組合のレセプトデータに限定

される。2つめに、本研究では、診断名の妥当性

を検証できていない。診療報酬請求を目的とし

たレセプト病名の可能性や、またすでに治癒し

ている傷病名がレセプトに残り続けているケー

スもあると考えられる。本来であれば、特異的

な診療行為と傷病名を組み合わせるなどして、

疾患定義を検討する必要があるが、今回は行っ

ていない。3つめに、全額公費負担分（生活保護

等）や、第三者行為（交通事故等）など、保険

外の診療に関する情報は含まれていない。 

 

Ｅ．結論    

以上のような限界はあるものの、レセプトデ
ータは、全国・全疾患を対象としており、小児
期の介入すべき健康課題を、包括的に把握する
上で、有力な資料の一つになると考えられる。
早期支援・早期発見の重要性は、身体的・精神
的・社会的、どの健康課題にも共通しており、
子どもの健康課題を包括的に支援する体制構築
が必要である。子どもの心身の健やかな成長発
達を支えるために、これらの資料を活用し、各
年齢における成長段階に応じた健康課題を適切
に把握することで、予防的な視点からの支援が
求められる。 
 
謝辞 
データ処理・集計に関して、有限会社電脳研究
所にお礼申し上げる。 
 
※令和元年度の分担報告書掲載の「表1」に訂正
があったため本報告書に再掲する。 
 
Ｆ．研究発表 
 1.  論文発表 
 （投稿準備中） 
 
 
 2.  学会発表 
 なし 
 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 1. 特許取得 
 なし 
 
 2. 実用新案登録 
 なし 
 
 3.その他 
 なし 
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図1 年齢別・ICD中間分類別・傷病名の出現数（ICD章ごとに合計） 
※図は軸の最大値が大きい順にソート 
※2012-2016年の5年間の平均及び最大値・最小値を示す 
※10未満は0として扱い、グラフを作成 
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厚生労働科学研究費補助金 
（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）） 
令和元年度 分担研究報告書 
 
【訂正】表1 年齢別・傷病分類別（ICD10・章分類）傷病名の出現数（2016年診療分NDBレセプトデータを用いて集計） 
※「精神及び行動の障害」「神経系の疾患」「傷病及び死亡の外因」の数値に修正あり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※14-18歳は該当年齢の出現数の合計を5で割った値 
※傷病分類別に、数値が大きい順に濃いグラデーション 
 
 
 
 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14-18歳

感染症及び寄生虫症 1366685 1193774 1029663 1097750 1106581 1047369 878458 780471 690937 600514 508078 453795 390634 361710 283560

新生物＜腫瘍＞ 44955 22730 20175 20045 21456 24260 24089 24118 25041 24929 25007 27027 28568 28224 30811

血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 92425 45300 27444 24172 22299 21480 19302 17105 16136 15868 15668 17605 25363 33979 34936

内分泌，栄養及び代謝疾患 259250 147919 123594 135924 132493 124816 106985 99294 94421 91772 86622 87659 92302 98196 105743

精神及び行動の障害 29146 32552 49328 71115 83935 103362 107013 109791 111071 110496 104720 103113 103898 110011 108208

神経系の疾患 22581 17300 18173 20859 23914 26806 28376 30785 33472 36639 38956 44890 55492 68539 78019

眼及び付属器の疾患 606355 498699 506070 626896 657251 757869 820458 864512 884117 886856 830318 839236 816565 812953 777026

耳及び乳様突起の疾患 729820 730659 659330 684020 635737 579760 501785 401129 345458 289522 247275 215403 187656 159379 108337

循環器系の疾患 46173 26653 25494 25895 24652 25870 31802 27140 27267 30851 29700 33242 50991 50575 49696

呼吸器系の疾患 3690461 3408669 3294276 3468902 3443548 3347196 3088325 2927676 2758898 2570970 2326840 2244527 2061743 1976975 1441096

消化器系の疾患 527436 545340 703461 835745 897373 983452 1005379 992382 963185 923458 836306 785822 733698 696819 675682

皮膚及び皮下組織の疾患 2547558 1736847 1531373 1449835 1343824 1247713 1089620 968948 883517 804642 733623 729089 716128 704061 659531

筋骨格系及び結合組織の疾患 47565 71645 83103 78388 75303 76447 81631 89068 105244 133522 164256 208177 272692 334608 242900

腎尿路生殖器系の疾患 67423 45496 57195 74311 72032 66685 57100 51280 46529 41041 36665 35481 35026 36834 63141

妊娠，分娩及び産褥 15219 2362 1358 910 602 495 599 621 580 420 271 274 288 292 4845

周産期に発生した病態 594960 55787 33582 23751 16345 13379 9473 6762 5357 4039 2988 2505 2018 1427 948

先天奇形，変形及び染色体異常 184134 79233 63031 56737 50746 49707 48887 44647 41787 40385 38987 40956 40894 36758 27055

症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 787034 547582 494924 542066 532941 508594 442293 404977 379346 353196 322858 316065 324972 336844 280081

損傷，中毒及びその他の外因の影響 475708 521520 451428 411104 384783 385046 405767 412848 424193 436852 443166 476039 507131 555895 367385

特殊目的用コード ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

傷病及び死亡の外因 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

健康状態に影響をおよぼす要因及び保健サービスの利用 5645 2418 2175 2079 2068 2061 1920 1873 1784 1734 1631 1712 1886 1883 2598
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研究成果の刊行に関する一覧表 
                                                                                                 
      書籍                                                                                       
 

 著者氏名  論文タイトル名 書籍全体の 
 編集者名 

 書 籍 名 出版社名  出版地 出版年  ページ 

永 光 信 一
郎 

起立性調節障害  【今日の診断
指針】 

医学書院  2019  

永 光 信 一
郎 

不登校  【今日の診断
指針 私はこ
う治療してい
る 2019】 

医学書院  2019  

片岡 祐子 14 事故，その他  新生児・乳幼
児の聴覚障害.
小児科診療ガ
イドライン-最
新の診療指針-
 第4版 

  2018 737-740 

中 塚 幹 也
（監修） 

 中 塚 幹 也
（監修） 

個「性」って
なんだろう? 

あかね書
房 

東京都 2018 1-112 

中塚幹也 ライフプランを考
えるあなたへ－ま
んがで読む－未来
への選択肢＜拡大
版＞ 

岡山大学大
学院保健学
研究科編 
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健学研究
科中塚研
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岡山市 2019 1-53 

中塚幹也 第一章～思春期～
８同性愛、多様な
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日本産科婦
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女と男のディ
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神奈川県 2018 24 
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９性同一性障害 

日本産科婦
人科学会編 
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クショナリー
HUMAN+改
訂第二版 
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法人日本
産科婦人
科学会 

神奈川県 2018 25 

中塚幹也 2章リプロダクテ
ィブヘルスに関す
る概念 2節セク
シュアリティとジ
ェンダー 

中 込 さ と
子、小林康
江、荒木奈
緒 

ナーシング・
グラフィカ母
性看護学①概
論・リプロダ
クティブヘル
スと看護 

（株）メ
ディカ出
版 

大阪市 2019 32-33 

中塚幹也 2章リプロダクテ
ィブヘルスに関す
る概念 4節性分
化疾患 

中 込 さ と
子、小林康
江、荒木奈
緒 

ナーシング・
グラフィカ母
性看護学①概
論・リプロダ
クティブヘル
スと看護 

（株）メ
ディカ出
版 

大阪市 2019 36 

中塚幹也 2章リプロダクテ
ィブヘルスに関す
る概念 5節性意
識の発達 

中 込 さ と
子、小林康
江、荒木奈
緒 

ナーシング・
グラフィカ母
性看護学①概
論・リプロダ
クティブヘル
スと看護 

（株）メ
ディカ出
版 

大阪市 2019 37 
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中塚幹也 2章リプロダクテ
ィブヘルスに関す
る概念 6節性同
一性障害 

中 込 さ と
子、小林康
江、荒木奈
緒 

ナーシング・
グラフィカ母
性看護学①概
論・リプロダ
クティブヘル
スと看護 

（株）メ
ディカ出
版 

大阪市 2019 38-41 

中塚幹也 6章生殖に関する
生理 1節女性の
生殖器． 

中 込 さ と
子、小林康
江、荒木奈
緒 

ナーシング・
グラフィカ母
性看護学①概
論・リプロダ
クティブヘル
スと看護 

（株）メ
ディカ出
版 

大阪市 2019 98-102 

中塚幹也 6章生殖に関する
生理 2節男性の
生殖器 

中 込 さ と
子、小林康
江、荒木奈
緒 

ナーシング・
グラフィカ母
性看護学①概
論・リプロダ
クティブヘル
スと看護 

（株）メ
ディカ出
版 

大阪市 2019 102-103 

中塚幹也 6章生殖に関する
生理 6節性行動、
性反応 

中 込 さ と
子、小林康
江、荒木奈
緒 

ナーシング・
グラフィカ母
性看護学①概
論・リプロダ
クティブヘル
スと看護 

（株）メ
ディカ出
版 

大阪市 2019 114-118 

中塚幹也 第5章性の多様性
「1性同一性障害」 

吉沢豊予子 助産師基礎教
育テキスト20
19年版 

日本看護
協会出版
会 

東京都 2019 208-220 

中塚幹也 第5章性の多様性
「2性分化疾患」 

吉沢豊予子 助産師基礎教
育テキスト20
19年版 

日本看護
協会出版
会 

東京都 2019 221-230 

中塚幹也 第5章性の多様性
「3同性愛」 

吉沢豊予子 助産師基礎教
育テキスト20
19年版 

日本看護
協会出版
会 

東京都 2019 231-234 

中塚幹也 性分化疾患と性同
一性障害 

福井次矢、
高木誠、小
室一成 

今日の治療指
針.私はこう治
療している20
19年版（Volu
me61) 

医学書院 東京都 2019 1310-131
2 

中塚幹也 性分化疾患と性同
一性障害 

福井次矢、
高木誠、小
室一成 

今日の治療指
針.私はこう治
療している20
19年版（ポケ
ット判) 

医学書院 東京都 2019 1310-131
2 

中塚幹也 第三編研修におけ
る主な指導内容 
第10章 今日的な
教育課題１教育課
題の解決に向けた
取り組み ㉔性の
多様性：LGBTの理
解 

初任者研修
実務研究会 

初任者研修実
務必携追録第
10号 

第一法規
株式会社 

東京都 2019  
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中塚幹也 第5章性の多様性
「 1 性 同 一 性 障
害」．助産師基礎
教育テキスト2020 

吉沢豊予子 助産師基礎教
育テキスト20
19年版 

日本看護
協会出版
会 

東京都 2020  

中塚幹也 連携症例ファイル
＃20_性別違和ト
ランスガール 

永光信一郎 親子の心の診
療に関する多
職種連携マニ
ュアル 

学校法人
久留米大
学 

福岡県 2020  

仁科幸子 

 

 

 

小児や障害児に適
した眼鏡―デザイ
ンと装用させるコ
ツ 

 

日本近視学
会・日本小
児 眼 科 学
会・日本視
能訓練士協
会 

小児の近視  
診断と治療 

三輪書店 東京 2019 P139-142 

 

仁科幸子 新生児・乳児の眼
科的異常 

五十風隆 小児科診療ガ
イドライン―
最新の治療指
針―第４版 

総合医学
社 

東京 2019 p741-744 

仁科幸子 先天白内障 大橋裕一・
村上晶 

眼科疾患  最
新の治療. 201
9-2021 

南江堂 東京 2019 p195 

中山秀紀   スマホ依存か
ら脳を守る 

朝日新聞
出版 

東京 2020  

中塚幹也 ライフプランを考
えるあなたへ -ま
んがで読む -未来
への選択肢〈改訂
版〉 

岡山大学大
学院保健学
研究科 

ライフプラン
を考えるあな
たへ -まんが
で読む -未来
への選択肢＜
標準版＞〈改
訂〉 

友野印刷
株式会社 

岡山県 2020 1-44 

中塚幹也 (6)性同一性障害 日本産科婦
人科学会 

産婦人科専門
医のための必
修知識2020年
度版 

杏林社 東京都 2020 Ｅ25-Ｅ2
7 

仁科幸子 視覚器の異常 秋 山 千 枝
子、五十嵐
隆、岡明、
平岩幹男 

小児保健ガイ
ドブック 

診断と治
療社 

東京 2021 p96-98 

仁科幸子 角膜の先天・周産
期異常、網膜の周
産期・発育異常 

大鹿哲郎 眼科学 第3版 文光堂 東京 2020 p111-113 

p349-351 
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Moriuchi H, As
ano K, Ito Y, Y
oshikawa T, Ya
mada H, Suzut
ani T, Inoue N, 

Japanese Congenital 
Cytomegalovirus Stu
dy Group. More than
 two years follow-up
 of infants with cong
enital cytomegaloviru
s infection in Japan. 

Pediatr Int 60(1)  2018: 

Nakamura M, 
Kita S, Kikuchi
 R, Hirata Y, S
hindo T, Shimiz
u N, Inuzuka 
R, Oka A, Kam
ibeppu K. 

A Qualitative Assess
ment of Adolescent 
Girls' Perception of 
Living with Congenit
al Heart Disease: Fo
cusing on Future Pr
egnancies and Childb
irth 

J Pediatr N
urs. 

e12-e18 38 2018 

Ae R, Nakamur
a Y, Tada H, K
ono Y, Matsui 
E, Itabashi K, 
Ogawa M, Sasa
hara T, Matsub
ara Y, Kojo T, 
Kotani K, Maki
no N, Aoyama 
Y, Sano T, Kos
ami K, Yamash
ita M, Oka A 

An 18-Year Follow
-up Survey of Dioxin
 Levels in Human M
ilk in Japan. 

J Epidemiol. 28(6) 28(6) 2018 

Nakamura M, 
Tanaka S, Inou
e T, Maeda Y, 
Okumiya K, Es
aki T, Shimomu
ra G, Masunag
a K, Nagamitsu
 S, Yamashita 
Y． 

Systemic Lupus Eryt
hematosus and Sjögr
en's Syndrome Comp
licated by Conversio
n Disorder: a Case 
Report． 

Kurume Med
 J. 

64(4) 97-101 2018 

野々山未希子, 永
光信一郎, 服部律
子. 

高校生の対人関係への
認識と性に関連する悩
み 

日本性感染症
学会誌 

29 43-52 2018 
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永光信一郎 親子の心の診療に携わ
る人材を育成していく
ために． 

小児の精神と
神経 

58(3) 194-7. 2018 

永光信一郎 オールジャパン体制で
挑む子どもの心の臨床 

子どもの心と
からだ 

26 414-417 2018 

永光信一郎、松岡
美智子 

思春期の患者・保護者
への接し方のコツ 

小児科 59(5) 496-502 2018 

永光信一郎, 三牧
正和 

健やか親子21（第2次）
「すべての子どもが健
やかに育つ社会」を目
指して 

小児科   2018 

永光信一郎 【被虐待児における学
童・思春期の精神症状】
特集：児童虐待の実態
を知ろう 

思春期学   2018 

菅谷 明子, 片岡 
祐子,  峠  和美 ,  
假谷 伸, 前田 幸
英, 大道 亮太郎,
 佐藤 吏江, 西﨑
 和則 

次世代シークエンサー
を併用した難聴の遺伝
学的検査が有用であっ
た小児難聴の3例 

日本遺伝カウ
ンセリング学
会誌 

39 145-150 2018 

片岡 祐子, 菅谷 
明子，福島 邦博，
前田幸英，假谷 
伸，西﨑 和則 

新生児聴覚スクリーニ
ングの費用対効果の検
討 

日本耳鼻咽喉
科学会会報 

121 1258-1265 2018 

Shinohara Y, N
akatsuka M. 

Descriptive Study of 
Gender Dysphoria in
 Japanese Individual
s with Male-to-Femal
e Gender Identity Di
sorder. 

Acta Med O
kayama 

72(2) 143-151 2018 

樫野千明，瀬尾奏
衣，周宇，新井富
士美，中塚幹也 

"性同一性障害当事者
における｢特別養子縁
組｣や｢生殖医療｣によ
り子どもを持つことへ
の意識"． 

ＧＩＤ（性同
一性障害）学
会雑誌 

11(1) 115-128 2018 

瀬尾奏衣，周宇，
樫野千明，新井富
士美，中塚幹也 

ジェンダークリニック
を受診する性同一性障
害当事者における戸籍
上の性別変更のための
手術要件への意識． 

ＧＩＤ（性同
一性障害）学
会雑誌． 

11(1) 129-144 2018 
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周宇，南原あか
り，樫野千明，瀬
尾奏衣，中塚幹也 

高校生，大学生におけ
るLGBT に関する知識
と意識 

ＧＩＤ（性同
一性障害）学
会雑誌 

11(1) 157-167 2018 

中塚幹也 配偶子保存の必要性と
課題：配偶子凍結に伴
う倫理的問題 

臨床婦人科産
科 

72(5) 424-428 2018 

中塚幹也 新連載：助産師・看護
師に知ってほしいLGB
Tの基礎知識「LGBT，
トランスジェンダーっ
て何？」 

臨床助産ケア 10(3) 82-85 2018 

中塚幹也 Special Report ＬＧ
ＢＴの基礎知識と性同
一性障害診療の実際 

Schneller (107) 3-6 2018 

中塚幹也 連載第2回：助産師・看
護師に知ってほしいL
GBTの基礎知識「子ど
もの頃のLGBT当事者」 

臨床助産ケア 10(4) 72-75 2018 

中塚幹也 性同一性障害への性別
適合手術の保険適用の
意義と今後の課題 

月刊保団連 (1276) 39-43 2018 

中塚幹也 連載第3回：助産師・看
護師に知ってほしいL
GBTの基礎知識「思春
期の性同一性障害の子
どもとホルモン療法」 

臨床助産ケア 10(5) 96-99 2018 

中塚幹也 連載第4回：助産師・看
護師に知ってほしいL
GBTの基礎知識「性同
一性障害診療における
看護スタッフの役割」 

臨床助産ケア 10(6) 103-106 2018 

中塚幹也 特集：思春期にまつわ
る最近の話題13．思春
期における性同一性障
害" 

産科と婦人科 85(12) 1491-1495 2018 

中塚幹也 連載第5回：助産師・看
護師に知ってほしいL
GBTの基礎知識「性同
一性障害診療を行う外
来の環境整備」 

臨床助産ケア 11(2) 76-80 2019 

中塚幹也 連載第6回：・看護師に
知ってほしいLGBTの
基礎知識「LGBTを性教
育で取り上げる」 

臨床助産ケア 11(2) 76-80 2019 
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中塚幹也 性同一性障害に関する
診療～保険収載時代へ
の適合～． 

日本産婦人科
医会報 

70(7) 10-11 2018 

中塚幹也 文科省通知（2015 年）
に至るまで 

ＧＩＤ（性同
一性障害）学
会雑誌 

11(1) 55-56 2018 

中塚幹也 GID 学会の現在の課
題と未来への展望 

ＧＩＤ（性同
一性障害）学
会雑誌 

11(1) 71-74 2018 

中塚幹也 性同一性障害（GID）
診療を取り巻く最近の
状況－専門知識を持っ
ておこうと思う方へ－ 

日本女性医学
学会ニューズ
レター 

24(2) 10 2019 

中山秀紀，樋口進 物質関連および嗜癖性
障害における寛解と再
発、そして再発予防 

精神科治療学 33(9) p1107-1111 2018 

中山秀紀 久里浜医療センターで
のインターネット依存
治療について 

日本精神科病
院協会雑誌 

37(10) p1014-1017 2018 

中山秀紀，樋口進 

 

 

 

 

 

今後活用が期待される
検査 ヤングテスト(ネ
ット依存テスト) 

小児内科 50(9) p1449-1451 2018 

中山秀紀，樋口進 インターネット依存 精神科 33(6) p511-515 2018 

中山秀紀，上野文
彦，三原聡子，樋
口進 

中学生におけるインタ
ーネット依存と睡眠問
題との関連 

日本アルコー
ル・薬物医学
会雑誌 

53(5) p171-181 2018 

中山秀紀 映像メディア・スマホ
依存は赤ちゃんの時か
ら 現状とその対策  
メディア・スマホ依存
の現状とその治療 依
存症の治療施設の現状
と治療 

小児保健研究 77(6) p594-597 2018 

阪下和美 米国の小児健診体制(B
right Futures)と本邦
への応用の検討 

日助産師本医
師会雑誌 

147(3) 568－572 2018 

阪下和美 こどもの健康を促す小
児予防医学～米国の健
診システムから応用で
きること～ 

兵庫小児科医
会報 

  2019 

山崎嘉久 乳幼児健診で健やかな
親子を支援する 

小児科 66(2) 191-197 2019 
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山崎嘉久 ブラジル人学校での学
校健診：制度のはざま
の中で. 

小児科診療 

 

 

 

 

 

82(3) 375-379 2019 

上原里程，山崎嘉
久他 

次子出産を希望しない
ことと早期産と御関
連：健やか親子２１最
終評価より 

日本公衆衛生
雑誌 

66(1) 15-22 2019 

Sugaya A, Fuk
ushima K, Tak
ao S, Kasai N, 
Maeda Y, Fujiy
oshi A, Kataok
a Y, Kariya S, 
Nishizaki K 

Impact of reading an
d writing   
skills on academic 
achievement among sc
hool-aged hearing-im
paired children 

Internationa
l Journal Pe
diatric Otor
hinolaryngol
ogy 

 126 2019 

中塚幹也 ＜LGBT/SOGIの基礎知
識＞1LGBT， SOGIの
中の「性同一性障害」と
は 

Modern 
Physician 

39 430-433 2019 

中塚幹也 連載第7回：助産師・看
護師に知ってほしい
LGBTの基礎知識
「LGBTの子どものライ
フプランへの支援：結
婚」 

臨床助産ケア 11 114-119 2019 

中塚幹也 性同一性障害と生殖医
療：様々な「家族のカタ
チ」 

日本生殖内分
泌学会雑誌 

24 31-34 2019 

中塚幹也 連載第8回：助産師・看
護師に知ってほしい
LGBTの基礎知識
「LGBT当事者のライフ
プランへの支援：性同一
性障害当事者が子ども
を持つ」 

臨床助産ケア 11 84-87 2019 

中塚幹也 連載第9回：助産師・看
護師に知ってほしい
LGBTの基礎知識
「LGBT当事者のライフ
プランへの支援：LGBT
当事者と家族形成」 

臨床助産ケア 12 92-95 2020 

中塚幹也 性同一性障害の子ども
への支援：小児科スタッ
フが知っておくべきこ
と 

山口県小児科
医会会報 

31 14-16 2020 

中塚幹也 連載第10回(最終回)：助
産師・看護師に知ってほ
しいLGBTの基礎知識
「ライフプラン教育と
LGBTの子ども」 

臨床助産ケア 12 57-60 2020 
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中塚幹也 特別報告：多様化する健
康課題～性別違和感を
持つ子供たち～「研究者
の立場から」 

日本健康相談
活動学会誌 

15 7-10 2020 

Tanaka S, Yokoi 
T, Katagiri S, Yo
shida T, Nishina 
S, Azuma N 

Severe recurrent fibrova
scular proliferation after
 combined intravitreal b
evacizumab injection an
d laser photocoagulation
 for aggressive posterio
r retinopathy of premat
urity. 

Retin Cases B
rief Rep 

  2019 Jul 17. 
doi: 

Miyamichi D, Nis
hina S, Hosono 
K, Yokoi T, Kura
ta K, Sato M, Ho
tta Y, Azuma N. 

Retinal structure in Leb
er congenital amaurosis
 caused by RPGRIP1 
mutations. 

Human Geno
me Variation 

6-32  2019 https://d
oi.org/10.1038/
s41439-019-00
64-8 

Yoshida T, Nishin
a S, Matsuoka M,
 Akaike S, Ogon
uki S, Yokoi T, 
Azuma N 

Pediatric strabismus cas
es possibly related to e
xcessive use of informa
tion and communication
 technology devices.  

Advances in st
rabismus, 13th 
Meeting of the
 International 
Strabismologic
al Association.
 Joint Meeting
 with the Ann
ual Meeting of
 the American
 Association f
or Pediatric O
phthalmology 
and Strabismu
s  

 18-22 2019 

Kurata K, Hosono
 K, Hayashi T, 
Mizobuchi K, Kat
agiri S, Miyamich
i D, Nishina S, S
ato M, Azuma N,
 Nakano T, Hotta
 Y. 

X-linked retinitis pigme
ntosa in Japan: Clinical
 and genetic findings in
 male patients and fem
ale carriers. 

Int J Mol Sci   2019, 20, 151
8; doi:10.3390/
 ijms20061518 

Yoshida T, Katagi
ri S, Yokoi T, Nis
hina S, Azuma N 

Optical coherence tomo
graphy and video recor
ding of a case of bilate
ral contractile peripapill
ary staphyloma. 

Am J Ophthal
mol 

13 66-69 2019 
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Hirayama1 J, Alifu 

Y, Hamabe R, 

Yamaguchi S, 

Tomita J, 

Maruyama Y, 

Asaoka Y, 

Nakahama K, 

Tamaru T, 

Takamatsu K, 

Takamatsu N, 

Hattori A, Nishina 

S, Azuma N, 

Kawahara A, 

Kume K, Nishina 

H. 

 

The clock components 
Period2, Cryptochrome1
a, and Cryptochrome2a 
function in establishing 
light-dependent behavior
al rhythms and/or total 
activity levels in zebrafi
sh. 

Sci Rep   
2019 Jan :196. 

doi: 

10.1038/s4159

8-018-37879-8. 

飯森宏仁、佐藤美

保、鈴木寛子、彦

谷明子、堀田喜

裕、吉田朋世、仁

科幸子、東範行 

亜）急性後天共同性内
斜視に関する全国調査
―デジタルデバイスと
の関連について― 

眼臨紀 13 (1) 42-47, 2020 

中尾志郎、仁科幸

子、八木瞳、田中

慎、吉田朋世、横

井匡、東範行 

外直筋鼻側移動術を施
行した動眼神経麻痺の
一例. 

眼臨紀 13 (2) 105-110 2020 

石井杏奈、仁科幸

子、松岡真未、三

井田千春、赤池祥

子、新保由紀子、

越後貫滋子、吉田

朋世、横井匡、東

範行 

眼器質疾患をもつ低年
齢児に対するSpot Visi
on Screener 

日視会誌 48 73-80 2019 

林思音、仁科幸

子、森隆史、清水

ふき、南雲幹、臼

井千惠、杉山能

子、八子恵子 

三歳児眼科健診におけ
る屈折検査の有用性：
システマテイックレビ
ュー. 

眼臨紀 12 (5) 373-377, 2019 

田中慎、仁科幸

子、中尾志郎、吉

田朋世、横井匡、

東範行 

斜位近視を契機に発見
された小脳腫瘍の小児
例. 

眼臨紀 12 (4) 323-327, 2019 

重安千花，山田昌

和，大家義則，川

崎諭，東範行，仁

科幸子，木下茂，

外園千恵，大橋裕

一，白石敦，坪田

一男，榛村重人，

村上晶，島﨑潤，

宮田和典, 前田直

之, 山上聡, 臼井

智彦, 西田幸二 

厚生労働科学研究費難
治性疾患政策研究事業
希少難治性角膜疾患の
疫学調査研究班, 角膜
難病の標準的診断法お
よび治療法の確立を目
指した調査研究班：前
眼部形成異常の診断基
準および重症度分類. 

日眼会誌 124巻2号 89-95 2020 
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仁科 幸子 

 

フォトスクリーナーに

よる弱視の早期発見 

保育と保健 26 (1) 102-104 2020 

仁科 幸子 デジタルデバイスと急

性内斜視 

日本の眼科 91 (3) 338-339 2020 

仁科 幸子 

 

乳幼児の視覚スクリー

ニング 

日本の眼科 90 (10) 1291-1292, 2019 

仁科 幸子 乳幼児の視覚スクリー

ニング 

東京小児科医

会報 

38 (1) 63-69 2019 

仁科 幸子・佐藤

美保 

序説 弱視と斜視のカ

レントトピックス 

あたらしい眼

科 

36 (8) 971-972 2019 

吉田朋世・仁科幸

子 

急性後天性共同性内斜

視. 特集 弱視と斜視の

カレントトピックス 

あたらしい眼

科 

36 (8) 995-1001 2019 

吉田朋世・仁科幸

子 

デジタルデバイスと急

性内斜視. 特集 デジタ

ルデバイス時代の視機

能管理 

あたらしい眼

科 

36 (7) 877-882 2019 

仁科 幸子 レーバー先天盲. ～知

っておきたい稀な網

膜・硝子体ジストロフ

ィー 

オクリスタ 75 (6) 31-37 2019 

仁科 幸子 手持ちフォトスクリー

ナー装置、乳幼児期の

眼鏡・コンタクトレン

ズ 

チャイルドヘ

ルス 

22 (6) 21-23, 

47-49 

2019 

Nakayama H, U
eno F, Mihara 
S, Kitayuguchi 
T, Higuchi S 

Relationship between
 problematic Interne
t use and age at ini
tial weekly Internet 
use 

Journal of B
ehavioral Ad
dictions 

9(1) 129-139 2020 

ElSalhy M, Miy
azaki T, Noda 
Y, Nakajima S,
 Nakayama H, 
Mihara S, Kita
yuguchi T, Hig
uchi S, Muram
atsu T, Mimura
 M 

Relationships betwee
n Internet addiction 
and clinicodemograp
hic and behavioral f
actors 

Neuropsychi
atr Dis Trea
t 

26(15) 739-752 2019 

中山秀紀 行動のアディクション
 ネット依存 

治療 102(3) 346-348 2020 

中山秀紀 インターネット・ゲー
ム依存症の現状と治療 

思春期青年期
精神医学 

29(2) 108-112 2020 

中山秀紀 ゲーム依存 思春期学 37(4) 312-316 2019 

中山秀紀 インターネット依存・
ゲーム依存 

精神科治療学 34増刊 41-43 2019 
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中山秀紀 ゲーム障害の治療 医学のあゆみ 271(6) 587-590 2019 

中山秀紀 久里浜医療センターで
のインターネット依存
症治療 

精神神経学雑
誌 

121(7) 562-566 2019 

中山秀紀 インターネット依存治
療の実践 

児童青年精神
医学とその近
接領域 

1 32-35 2019 

中山秀紀 現代嗜癖の表層 イン
ターネット・ゲーム依
存の現状と対処 

アディクショ
ンと家族 

34(2) 101-104 2019 

      中山秀紀 ネット・ゲーム依存と
ひきこもり 

心と社会 50(2) 15-19 2019 

中山秀紀 子育てにおけるメディ
ア メディアの上手な
利用とは 

小児保健研究 78(2) 93-97 2019 

中山秀紀 ICD-11と依存症 心と社会 50(1) 75-80 2019 

中山秀紀 ゲーム障害 精神医学 61(3) 271-276 2019 

阪下 和美 ヘルス・スーパービジ

ョンについて 

東京小児科医

会報(0287-36

13) 

38巻2号 29-32 2019.11 

阪下 和美 総論 Bright Futures

の考え方 バイオサイ

コソーシャルモデルの

視点から 

小児内科(038

5-6305) 【バ

イオサイコソ

ーシャルモデ

ルで行う小児

科診療 -小児

に 根 差 す 生

物・心理・社

会 的 医 療 と

は】 

51巻11号 1731-1735 2019.11 

阪下 和美 一般外来で対応できる

診療 子どものこころ

のヘルス・スーパービ

ジョン 

小児科診療(0

386-9806) 

【子どものこ

ころ診療エッ

センス】 

82巻10号 1265-1271 2019.10 

阪下 和美 こどもの健康を促す小
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改訂の序 

 
 平成 29 年 3 月に乳幼児健康診査 身体診察マニュアルを発刊した。これは、「乳幼児に

対する健康診査の実施について」（平成 10 年 4 月 8 日児発第 285 号厚労省児童家庭局長通

知）（最終改正平成 27 年 9 月 11 日 雇児発 0911 第 1 号）の別添５に記載されている診察所

見に依拠した診察項目について、小児科専門医および整形外科や眼科、耳鼻咽喉科などの専

門診療科医の意見を元に作成したものであった。 
その後、平成 29 年度～令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（成育疾患克服等

次世代育成基盤研究事業 (健やか次世代育成総合研究事業)）乳幼児健康診査に関する疫学

的・医療経済学的検討に関する研究（研究代表者 山崎嘉久）において、疫学的な調査が行

われ、乳幼児健康診査においてスクリーニングの対象となる疾患が挙げられた。また、これ

らの疾患をスクリーニングするための診察項目が示された。 
改訂版乳幼児健康診査 身体診察マニュアルでは前述の「乳幼児に対する健康診査の実

施について」にこうした科学的な根拠を加味し、さらに関連学会からの要望を考慮して診察

項目を選定した。 
その他、このたびの改訂では、健康診査を行う現場での使いやすさを目指して、各月齢や

年齢別に診察項目を列記した診察項目表を作成した。さらにその診察項目に対応した判定

基準表も作成することとした。その判定基準の説明がマニュアルの本文に記載してあると

いう構造を取っている。 
本マニュアルには研修用のビデオが付帯されている。マニュアルに記載してある診察項

目の具体的な診察手順等について示してある。医師の研修用であるので使用に当たっては

そのことに留意していただきたい。なお、3～4 か月児健診と 9～10 か月児健診向けの研修

ビデオは令和 2 年度厚生労働行政推進調査事業 感染症流行下における適切な乳幼児健康

診査のための研究（20CA2034）（研究代表者 小枝達也）にて作成したもので、このたびの

本マニュアルと一緒に配布させていただくこととした。 
本マニュアルに記してある診察項目を基準として、各自治体で様々な工夫を凝らして、そ

の地域の独自色を出していただけることを期待している。 
 

2021 年 3 月 
 
平成 30 年度～令和 2 年度厚生労働科学研究補助金（成育疾患克服等次世代育成総合研究

事業）身体的・精神的・社会的(biopsychosocial)に健やかな子どもの発育を促すための切れ

目のない保健・医療体制提供のための研究（研究代表者 岡 明） 
標準化された乳幼児健診体制の構築（分担研究者 小枝達也、研究協力者 河野由美・小

倉加恵子・前川貴伸） 
研修ビデオ作製協力者  
仁科幸子 国立成育医療研究センター眼科、朝貝芳美 信濃医療福祉センター    



序文（初版） 

 
 「乳幼児健康診査 身体診察マニュアル」および「乳幼児健康診査事業 実践ガイド」

は、平成 29 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 課題 23「乳幼児健康診査のための

「保健指導マニュアル（仮称）」及び「身体診察マニュアル（仮称）」作成に関する調査

研究」の事業費により作成した。 
その主旨は、以下の通りである。 

 
１ 調査研究事業の目的 
乳幼児健康診査（以下、「乳幼児健診」とする。）における問診内容や健康診査時の手

技が標準化されていないため、診察する医師や関わる看護職等のスタッフの技量により結

果が異なるといった課題に対し、乳幼児健康診査の標準化につなげるため、現場で実践可

能なマニュアル等を作成する。 
 

２ 調査研究事業の内容 

 「標準的な乳幼児健診に関する調査検討委員会」を組織し、日本小児医療保健協議会

（四者協）健康診査委員会や関係学会・団体等と密接に連携して事業を実施した（担当責

任者：国立成育医療研究センター 小枝達也）。 

なお、本研究事業では下記の調査を実施した。 

・乳幼児健診における医師の診察項目、精度管理、医師研修に関する実態調査 

・乳幼児健診における標準的な問診項目への回答者の状況と背景因子に関する調査 

・乳幼児健診における現場担当者の保健指導スキルに関する調査 

 
３ 冊子の内容 
「乳幼児健康診査 身体診察マニュアル」は、乳幼児健診事業で診察に従事する医師を

主な対象として、厚生労働省が示している標準的な診察項目に基づいて、具体的な実施方

法を記述した。 
「乳幼児健康診査事業 実践ガイド」は、市区町村が実施する乳幼児健診事業の企画、

運営から評価の実践方法、及び多職種が連携する保健指導（乳幼児健診結果を踏まえた事

後指導を含む。）について、保健師をはじめとするすべての乳幼児健診事業の従事者、お

よび市区町村を支援する都道府県の関係者を対象として記述した。 
すべての自治体において、両冊子が相補的に利用され、乳幼児健診事業の標準化や「健

やか親子２１（第２次）」の展開が進むことを期待する。 
 
2018 年 3 月 

事業担当者：国立成育医療研究センター こころの診療部   小枝 達也 

あいち小児保健医療総合センター 保健センター 山崎 嘉久 

国立成育医療研究センター こころの診療部   田中 恭子 
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第１章 総説 

 
第１節 乳幼児健康診査の意義 

 わが国の乳幼児健康診査には、以下のような意義がある。 
１．健康状況の把握 

 乳幼児健康診査の意義で最も重要なのは、健康状況の把握である。全身の計測および医師や歯

科医師の診察によって心身の健康状況を把握し、それをもって健康増進に役立てたり、疾病の早

期発見と早期治療のきっかけとなる情報を受診者に提供することがもっとも重要な役割である。 
 「検診」は特定の疾病があるかどうかを診るものであるのに対し、「健康診査」は総合的な健康

診断であるという違いにも留意する必要がある。ある特定の疾病や状況の把握に偏り過ぎず、社

会面も考慮した総合的な観点からまんべんなく診るというのが基本的なスタンスである。 
２．地域における健康状況の把握への活用 

 個人の健康状況の把握だけでなく、居住する地域全体の乳幼児の健康状況を把握することも乳

幼児健康診査の意義である。乳幼児集団の健康状況をモニターし、母子保健事業計画に有効に活

用することにも大きな意味がある。 
３．出会いの場 

 乳幼児健康診査には、医師、歯科医師、助産師、保健師、管理栄養士、心理相談担当者など多職

種が関わっている。日頃の子育ての疑問や悩みを相談し、継続的な相談相手を得る場としての意

義は大きい。集団健康診査では、他の子どもや保護者の様子を見聞きする場でもある。 
 
第２節 健康診査における医師の役割 

１．診察 

 乳幼児健康診査では、疾病のスクリーニングから子どもの発育や発達の確認、生活習慣の確立

に向けた支援、子育て支援につなげる保健指導などさまざまな内容を取り扱う。その中で医師の

役割は、問診での情報や全身の計測結果を参考にしながら、診察にて乳幼児の健康状況の全体像

を把握することである。スクリーニングすべき疾病や状態を念頭に置きながら、見立てとして「所

見あり」なのか「所見なし」なのかの判定を行う。 
２．多職種連携 

 子どもや保護者の状態によっては、継続的な育児支援が必要ということもある。そうした育児

支援の必要性については、健康診査に関わった行政も含めた多職種の者が参加するカンファレン

ス等において、さまざまな情報を持ち寄って総合的に判断するため、そのカンファレンス等に医

師も参加することが望ましい。 
 
第３節 健康診査時の留意事項 

 健康診査での診察は、短時間でまんべんなく診ることに留意する。時間をかけた詳細な診察で
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はないので、保護者に所見があったことを伝える際には、疑いであっても病名を伝えることは慎

重にすべきである。不安を与えるのが健康診査の目的ではない。 
また、疑わしき所見があったときには、保護者に対して具体的に次に取るべき行動を示唆する

ことが望ましい。単に「様子を見ましょう」というあいまいな指示で終わることは避けるべきで

ある。様子を見るにしても、いつまで様子を見るのか、その後はどこに相談したり受診すればよ

いのかなどの情報提供を行うことがとても重要である。 
 
第４節 母子健康手帳の活用について 

 厚生労働省からの通知（雇児発 0911 第 1 号）に、母子健康手帳の活用については下記表のよう

に記してある。 
 

表 1-1 母子健康手帳に関する通知 
健康診査においては、母子健康手帳の内容を参考とし、それまでの発達状況等を保護

者の記録も含めて確認するとともに、実施した健康診査の結果について同手帳に記入

する。また、児の健康状態の一貫的な把握を行うため、保育所等が実施する健康診断

の結果について同手帳への記入がなされるよう、協力を求めるとともに、保護者が自

らその結果を確認するよう指導する。 

 
 健康診査の場は、子どもにとって緊張する場でもあるので、普段の様子とは異なることが容易

に想像される。そのため前述の通知には、普段の様子をよく知っている保護者の記載を確認して

診察時の参考にすることの大切さが明記されている。また医師には通知を遵守して、診察結果を

母子健康手帳に記載することが求められる。 
 何らかの所見があった場合には、直接的な表現で記載することがためらわれることもある。た

とえば「言葉の遅れ」などである。そうした所見については、保護者が母子健康手帳に書かない

ように求めてくることも想定される。その場合には「絵本の読み聞かせをふやしましょう」や「もっ

とたくさん話しかけてあげましょう」などアドバイスという形で「言葉の遅れ」をうかがわせる

記載にするとよい。保護者の気持ちを汲み取るがゆえに、母子健康手帳に何も記載しないという

のは、上記の通知を遵守していないことになってしまうので注意が必要である。 
 

第５節 スクリーニングの対象となる疾病 

平成 29 年度～令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（成育疾患克服等次世代育成基

盤研究事業 (健やか次世代育成総合研究事業)）乳幼児健康診査に関する疫学的・医療経済学的検

討に関する研究（研究代表者 山崎嘉久）において、疫学的な調査が行われ、乳幼児健康診査に

おいてスクリーニングの対象となる疾患が挙げられた。それによると 3～4 か月児健診では 33 疾

患、1 歳 6 か月児健診では 26 疾患、3 歳児健診では 26 疾患とされている（表 1-2、出典一覧表

1）。9，10 か月児健診は 3～4 か月児健診での疾患に準ずることとした。 
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本マニュアルでは、これらの疾患に加え厚生労働省から発出されている「乳幼児に対する健康

診査の実施について」に記載されている所見や疾患を加味し、1 歳 6 か月児健診および 3 歳児健

診において心雑音とぜんそく性疾患を加えた。 
なお、1 か月児健診については、疫学的な調査が行われていないため、本文ではなく Appendix 

1 に記載することとした。 
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表 1-3 1 歳 6 か月児健康診査の診察項目（出典一覧表 2） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1-4 1 歳 6 か月児健康診査の診察所見（出典一覧表 2） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. 身体発育状況 

2. 栄養状態 

3. 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 

4. 皮膚の疾病の有無 

5. 四肢運動障害の有無 

6. 精神発達の状況 

7. 言語障害の有無 

8. 予防接種の実施状況 

9. 育児上問題となる事項（生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等） 

10. その他の疾病及び異常の有無 

1. 身体的発育異常 

2. 精神発達障害・・精神発達遅滞、言語発達遅滞 

3. 熱性けいれん 

4. 運動機能異常 

5. 神経系・感覚器系の異常・・視覚、聴覚、てんかん性疾患、その他 

6. 血液疾患・・貧血、その他 

7. 皮膚疾患・・アトピー性皮膚炎、その他 

8. 循環器系疾患・・心雑音、その他 

9. 呼吸器系疾患・・ぜんそく性疾患、その他 

10. 消化器系疾患・・腹部膨満・腹部腫瘤、そけいヘルニア、臍ヘルニア、便秘、その他 

11. 泌尿生殖器系疾患・・停留精巣、外性器異常、その他 

12. 先天異常 

13. 生活習慣上の問題・・小食、偏食、その他 

14. 情緒行動上の問題・・指しゃぶり、多動、不安・恐れ、その他 

15. その他の異常 
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表 1-5 3 歳児健康診査の診察項目（出典一覧表 2） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1-6 3 歳児健康診査の診察所見（出典一覧表 2） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. 身体発育状況 

2. 栄養状態 

3. 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 

4. 皮膚の疾病の有無 

5. 眼の疾病及び異常の有無 

6. 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無 

7. 四肢運動障害の有無 

8. 精神発達の状況 

9. 言語障害の有無 

10. 予防接種の実施状況 

11. 育児上問題となる事項（生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等） 

12. その他の疾病及び異常の有無 

1. 身体的発育異常 

2. 精神発達障害・・精神発達遅滞、言語発達遅滞 

3. 熱性けいれん 

4. 運動機能異常 

5. 神経系・感覚器系の異常・・視覚、聴覚、てんかん性疾患、その他 

6. 血液疾患・・貧血、その他 

7. 皮膚疾患・・アトピー性皮膚炎、その他 

8. 循環器系疾患・・心雑音、その他 

9. 呼吸器系疾患・・ぜんそく性疾患、その他 

10. 消化器系疾患・・腹部膨満・腹部腫瘤、そけいヘルニア、臍ヘルニア、便秘、その他 

11. 泌尿生殖器系疾患・・停留精巣、外性器異常、その他 

12. 先天異常 

13. 生活習慣上の問題・・小食、偏食、その他 

14. 情緒行動上の問題・・指しゃぶり、吃音、多動、不安・恐れ、その他 

15. その他の異常 
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第６節 診察項目表と判定基準の解説 
この度の改訂では、健康診査を行う現場での使いやすさを目指して、3～4 か月児健康診査、9～

10 か月児健康診査、1 歳 6 か月児健康診査、3 歳児健康診査の 4 つについて健康診査診察項目表

と判定基準表を作成することとした。 
身体計測や生活習慣については保健師による記述とし、それ以外を医師の診察項目としている

が、各自治体の状況によってはこれらの配分が増減することには問題はない。 
健康診査において身体計測は、診察前に保健師ないしは看護師が担当することを推奨する。 
身長は臥位または立位で 0.1cm 単位まで測定する。体重は乳児では 10g 単位まで、幼児では 100

ｇ単位まで測定する。頭囲は眉間の中点と外後頭隆起をつなぐ線にて 0.1cm 単位まで計測する。

ポイントとしては、計測した値を必ず成長曲線のグラフに記入してもらうことである。医師はグ

ラフを見て、身長、体重、頭囲の 3 つについて、3 パーセンタイルの線を下回っていないこと及び

97 パーセンタイルの線を上回っていないことを視認することが求められる。 
身長と体重に加えて、体格（身長と体重のバランス）にも留意する必要がある。体格は肥満度

で評価する。肥満度は（実測体重(kg)-標準体重(kg)）/標準体重(kg)×100（％）で算出される。1 歳

6 か月健診以降は肥満度判定曲線を用いて肥満度を判定する。幼児では肥満度－15％から＋15％

を正常範囲、＋30％以上をふとりすぎ、－20％以下をやせすぎと判定する。 
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3～4 か月児健康診査診察項目表 
 

  
保 　身体的発育異常 □

健 □ 低体重 □ 体重増加不良

師 □ 大頭 □ その他（　　　　　　　）

記 　けいれん □ □ 有り

入

　身体的発育異常 □ □

　精神的発達障害 □

□ 笑わない □ 声が出ない

□ 視線が合わない □ その他（　　　　　　　）

　運動発達異常 □

医 □ 頚定の遅れ □ 姿勢の異常

□ 手の握り □ その他（　　　　　　　）

　神経系の異常 □

□ 筋緊張の異常 □ 反射の異常

□ その他（　　　　　　　　）

　感覚器の異常 □

□ 視反応の異常 □ 斜視

師 □ 聴覚の異常

　血液疾患 □

□ 貧血 □ その他（　　　　　　　）

　皮膚疾患 □

□ 湿疹 □ 仙骨皮膚洞・腫瘤

□ 傷跡・打撲痕 □ 血管腫

□ その他（　　　　　　　）

　股関節 □

□ 開排制限 □ その他（　　　　　　　）

記 　循環器系疾患 □ なし

□ 心雑音 □ その他（　　　　　　　）

　呼吸器系疾患 □ なし

□ 喘鳴 □ その他（　　　　　　　）

　消化器系疾患 □

□ 腹部膨満 □ 腹部腫瘤

□ そけいヘルニア □ 臍ヘルニア

入 □ 便秘 □ その他（　　　　　　　）

　泌尿生殖器系疾患 □

□ 停留精巣 □ 外性器異常

□ その他（　　　　　　　　）

　先天異常 □ □ 有り　（　　　　　　　）

　その他の異常 □ □ その他（　　　　　　　）

□ 異常なし □ 既医療（　　　　　　　）

□ 要観察 □ 要紹介（　　　　　　　）

なし

なし

なし

グラフ記入あり グラフ記入なし

なし

なし

なし

判定

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし
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3～4 か月児健康診査判定基準表 
 

  
所見 判定基準 所見 判定基準

低体重 ３パーセンタイル未満 体重増加不良 体重発育％タイル曲線を2本下降

大頭 97パーセンタイル以上

けいれん 母子手帳、保護者から聞き取り

必ずグラフに記入してあるかチェック

笑わない あやしても笑わない（聞き取りも可） 声が出ない あやしても声を出さない(聞き取り可)

視線が合わない 目が合わない、目で追ってこない

頚定の遅れ 引き起こしで45度まで首が保てない 姿勢の異常 強いATNR、後弓反張、蛙肢位など

手の握り 握らせようとしてもつかまない

筋緊張の異常 低緊張（逆U字）、緊張亢進 反射の異常 原始反射の残存

視反応の異常 固視・追視がない、目に関する問診 斜視 ペンライトによる角膜反射法・遮閉試験にて

聴覚の異常 保護者からの聞き取りとチェックリスト

貧血 皮膚や眼瞼結膜の蒼白

湿疹 かゆみのある反復性湿疹 仙骨皮膚洞・腫瘤
臀裂上方の陥凹(臀裂の延長や変形を伴う)、臀裂外の
陥凹、明らかな瘻孔、母斑や発毛を伴う腰仙部の腫瘤

傷跡・打撲痕 見えにくい部位にも注意 血管腫 海綿状の膨隆など

開排制限

心雑音 無害性雑音以外

喘鳴 気道狭窄音の聴取

腹部膨満 左右差、異常な緊満感 腹部腫瘤 全体を触診して腫瘤を探る

そけいヘルニア 視診での膨隆、触診で腫瘤を触れる 臍ヘルニア 視診にて大きさを確認

便秘 腹部膨満、便塊の触知

停留精巣 陰嚢内に精巣が確認できない 外性器異常 男児；尿道口の位置異常

女児；陰核肥大、陰唇癒合、高度な色素沈着

先天異常 外表奇形がある

股関節開排制限　床から20度以上の制限または皮膚溝非対称、家族歴、女児、骨盤位分娩のうち2項目以上
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9～10 か月児健康診査診察項目表 
 保 　身体的発育異常 □

健 □ 低体重 □ 体重増加不良

師 □ 大頭 □ その他（　　　　　　　　）

記 　熱性けいれんの既往 □ □ 有り

入

　身体的発育異常 □ □

　精神的発達障害 □

□ 呼びかけに応じない □ 喃語がでない

□ まねをしない □ 人見知りをしない

□ その他（　　　　　　　　）

医 　運動発達異常 □

□ 座位をとれない □ 四つ這いをしない

□ つかまり立ちをしない □ 物をつかまない

□ その他（　　　　　　　　）

　神経系の異常 □

□ 筋緊張の異常 □ 反射の異常

□ その他（　　　　　　　　）

師 　感覚器の異常 □

□ 視反応の異常 □ 斜視

□ 聴覚の異常

　血液疾患 □

□ 貧血 □ その他（　　　　　　　　）

　皮膚疾患 □

□ アトピー性皮膚炎 □ 仙骨皮膚洞・腫瘤

□ 傷跡・打撲痕 □ その他（　　　　　　　　）

記 　股関節 □

□ 開排制限 □ 下肢長差

□ その他（　　　　　　　　）

　循環器系疾患 □ なし

□ 心雑音 □ その他（　　　　　　　　）

　呼吸器系疾患 □ なし

□ 喘鳴 □ その他（　　　　　　　）

　消化器系疾患 □

入 □ 腹部膨満 □ 腹部腫瘤

□ そけいヘルニア □ 臍ヘルニア

□ 便秘 □ その他（　　　　　　　　）

　泌尿生殖器系疾患 □

□ 停留精巣 □ 外性器異常

□ その他（　　　　　　　　）

　先天異常 □ □ 有り　（　　　　　　　　）

　その他の異常 □ □ その他（　　　　　　　　）

□ 異常なし □ 既医療（　　　　　　　　）

□ 要観察 □ 要紹介（　　　　　　　　）

なし

判定

グラフ記入あり グラフ記入なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし
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9～10 か月児健康診査判定基準表 
 所見 判定基準 所見 判定基準

低体重 ３パーセンタイル未満 体重増加不良 体重発育％タイル曲線を2本下降

大頭 97パーセンタイル以上

必ずグラフに記入してあるかチェック

呼びかけに応じない 親が呼び掛けても反応しない 喃語がでない 言葉になる手前の喃語が言えない

まねをしない 拍手、バイバイなど動作の真似をしない 人見知りをしない 医師が抱っこしても怖がらない

座位をとれない 一人で支えなしに座れない 四つ這いをしない 四つ這いで前進しない

つかまり立ちをしない 自ら物につかまって立ち上がれない 物をつかまない 物を握らせても握らない

筋緊張の異常 垂直抱きで脇が上がる、下肢が伸展交叉 反射の異常 パラシュート反射が出ない

視反応の異常 固視・追視不良、遮閉試験で嫌悪反応 斜視 遮閉試験にて斜視がある

聴覚の異常 呼びかけに応じない、声の真似をしない

貧血 顔色、眼瞼結膜蒼白

アトピー性皮膚炎 かゆみのある反復性湿疹 仙骨皮膚洞・腫瘤
臀裂上方の陥凹(臀裂の延長や変形を伴う)、臀裂外の
陥凹、明らかな瘻孔、母斑や発毛を伴う腰仙部の腫瘤

傷跡・打撲痕 見えにくい部位にも注意

開排制限
股関節開排制限　床から20度以上の制限または皮膚
溝非対称、家族歴、女児、骨盤位分娩のうち2項目以
上

下肢長差 アリス徴候陽性

心雑音 無害性雑音以外

喘鳴 気道狭窄音の聴取

腹部膨満 左右差、異常な緊満感 腹部腫瘤 全体を触診して腫瘤を探る

そけいヘルニア 視診での膨隆、触診で腫瘤を触れる 臍ヘルニア 視診にて大きさを確認

便秘 腹部膨満、便塊の触知

停留精巣 陰嚢内に精巣が確認できない 外性器異常 男児；尿道口の位置異常

女児；陰核肥大、陰唇癒合、高度な色素沈着

先天異常 外表奇形がある

　有熱時の痙攣の有無を聞く（マニュアルのp44参照）
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1 歳 6 か月児健康診査診察項目表 

 
 
 
  

保 　身体的発育異常 □

□ 低身長 □ やせ

健 □ 肥満 □ その他（　　　　　　　　）

　熱性けいれんの既往 □ □ 有り

師 　生活習慣上の問題 □

□ 小食 □ 偏食

記 □ 便秘 □ 睡眠リズム

□ その他（　　　　　　  　　）

入 　情緒行動上の問題 □

□ 不安・恐れ □ その他（　　　　　　　　）

　身体的発育異常 □ □

　精神的発達障害 □

□ 指示理解の遅れ □ 発語の遅れ

□ 多動 □ 視線の合いにくさ

医 □ その他（　　　　　　　　）

　運動機能異常 □

□ 歩行の遅れ □ 胸郭・脊柱の変形

□ 歩容の異常 □ O脚

□ 手の使い方が未熟

師 □ その他（　　　　　　　　）

　神経系・感覚器の異常 □

□ 視覚反応の異常 □ 眼位の異常

□ 聴覚反応の異常 □ その他（　　　　　　　　）

　皮膚疾患 □

記 □ アトピー性皮膚炎 □ 傷跡・打撲痕

□ その他（　　　　　　　）

　循環器系疾患 □ なし

□ 心雑音 □ その他（　　　　　　　　）

　呼吸器系疾患 □

入 □ 喘鳴 □ その他（　　　　　　　　）

　消化器系疾患 □

□ 腹部腫瘤 □ そけいヘルニア

□ 臍ヘルニア

□ その他

　泌尿生殖器系疾患 □

□ 停留精巣 □ その他（　　　　　　　　）

□ 異常なし □ 既医療（　　　　　　　　）

□ 要観察 □ 要紹介（　　　　　　　　）

なし

なし

なし

なし

グラフ記入なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

判定

なし

グラフ記入あり
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1 歳 6 か月児健康診査判定基準表 

 
 
 
 

 
  

所見 判定基準 所見 判定基準

低身長 ３パーセンタイル未満 やせ ３％タイル未満/肥満度－20％以上

肥満 肥満度＋30％以上

小食 保護者の訴えがあればチェック 偏食 保護者の訴えがあればチェック

便秘 日々の排便について聞く 睡眠リズム 規則正しいか、夜更かしがないか

不安・恐れ 保護者の訴えがあればチェック

必ずグラフに記入してあるかチェック

指示理解の遅れ 絵・身体部位での指差しができない 発語の遅れ 有意味語２つ以下

多動 親の膝上でもじっとせず、再々降りようとする 視線の合いにくさ 名前を呼んでも視線が合わない

歩行の遅れ 未歩行 胸郭・脊柱の変形 漏斗胸、側弯

歩容の異常 歩幅の左右不均衡、尖足の有無 O脚 両足内果部をつけて、膝部離解４横指以上

手の使い方 2個の積み木が積めない

視覚反応の異常 固視・追視不良 眼位の異常 斜視（角膜反射法で異常）

聴覚反応の異常 聞こえの問診表

アトピー性皮膚炎 かゆみのある反復性湿疹(好発部位を考慮) 傷跡・打撲痕 見えにくい部分も注意

心雑音 無害性雑音以外

喘鳴 気管狭窄音の聴取

腹部腫瘤 立位（座位）触診にて固い腫瘤あり そけいヘルニア 立位視診にてそけい部の膨隆あり

臍ヘルニア 立位視診にて臍部の膨隆あり

停留精巣 陰嚢内に精巣を触知しない

　有熱時の痙攣の有無を聞く（マニュアルのp44参照）
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3 歳児健康診査診察項目表 

 

 
  

保 　身体的発育異常 □

□ 低身長 □ やせ

健 □ 肥満 □ その他（　　　　　　　　）

　熱性けいれんの既往 □ □ 有り

師 　生活習慣上の問題 □

□ 小食 □ 偏食

記 □ 便秘 □ 睡眠リズム

□ その他（　　　　　　  　　）

入 　情緒行動上の問題 □

□ 不安・恐れ □ その他（　　　　　　　　）

　身体的発育異常 □ □

　精神的発達障害 □

□ 指示理解の遅れ □ 発話の遅れ

□ 多動 □ 視線の合いにくさ

医 □ 吃音 □ その他（　　　　　　　）

　運動機能異常 □

□ 歩容の異常 □ 胸郭・脊柱の変形

□ O脚

□ 指の使い方が未熟 □ その他（　　　　　　　　）

師 　神経系・感覚器の異常 □

□ 視力の異常 □ 眼位の異常

□ 聴力の異常 □ その他（　　　　　　　　）

　皮膚疾患 □

□ アトピー性皮膚炎 □ 傷跡・打撲痕

記 □ その他（　　　　　　　）

　循環器系疾患 □ なし

□ 心雑音 □ その他（　　　　　　　　）

　呼吸器系疾患 □

□ 喘鳴 □ その他（　　　　　　　　）

入 　消化器系疾患 □

□ 腹部腫瘤 □ そけいヘルニア

□ 臍ヘルニア

□ その他

　泌尿生殖器系疾患 □

□ 停留精巣 □ その他（　　　　　　　　）

□ 異常なし □ 既医療（　　　　　　　　）

□ 要観察 □ 要紹介（　　　　　　　　）

なし

なし

なし

なし

グラフ記入なし

なし

なし

グラフ記入あり

なし

なし

なし

なし

判定

なし
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3 歳児健康診査判定基準表 

 
 
  

所見 判定基準 所見 判定基準

低身長 ３パーセンタイル未満 やせ ３％タイル未満/肥満度－20％以上

肥満 肥満度＋30％以上

　有熱時の痙攣の有無を聞く（マニュアルのp61参照）

小食 保護者の訴えがあればチェック 偏食 保護者の訴えがあればチェック

便秘 日々の排便について聞く 睡眠リズム 規則正しいか、夜更かしがないか

不安・恐れ 保護者の訴えがあればチェック

必ずグラフに記入してあるかチェック

指示理解の遅れ 大小、長短、４色のすべてが理解できない 発話の遅れ ２語文が出ない

多動 動き回り、椅子や親の膝に座れない 視線の合いにくさ 視線が合わない、合ってもごく短い

吃音 スムーズに発話できない

歩容の異常 歩幅の左右不均衡 胸郭・脊柱の変形 漏斗胸、側弯

O脚 両足内果部をつけて、膝部離解４横指以上

指の使い方が未熟 母指と示指で輪を作ることができない

視力の異常 視力検査結果、目のアンケート結果 眼位の異常 斜視（角膜反射法で異常）

聴力の異常 聞こえの問診、ささやき声検査(絵シート)

アトピー性皮膚炎 かゆみのある反復性湿疹（好発部位を考慮） 傷跡・打撲痕 見えにくい部分も注意

心雑音 無害性雑音以外

喘鳴 気管狭窄音の聴取

腹部腫瘤 立位（座位）触診にて固い腫瘤あり そけいヘルニア 立位視診にてそけい部の膨隆あり

臍ヘルニア 立位視診にて臍部の膨隆あり

停留精巣 陰嚢内に精巣を触知しない
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第２章 乳児健康診査 

 

第１節 法的位置づけ 

市区町村は、乳幼児健康診査（満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児と満三歳を超え満四

歳に達しない幼児）に加えて、必要に応じ、妊産婦又は乳児もしくは幼児に対して健康診査を行

うことが、母子保健法により定められている。これに基づき、乳児健康診査として、ほとんどの

市区町村で 3～4 か月児健康診査が実施されており、ついで 9,10 か月児健康診査が実施されてい

る。 

 

第２節 乳児期共通の診かた 

１．問診 

以下の項目については、問診で確認してから診察を行う。 

１）健康診査時の月齢 
＊修正月齢：低出生体重児、早産児では出産予定日を出生日として換算した「修正月齢」

を求め、身体発育、精神運動発達、離乳の進み方などの評価に用いる。いつまで修正年齢を

使うかコンセンサスはないが、一般には、極低出生体重児や在胎 3～4 週未満出生の早産児で

は２～3 歳まで、3～4 週以降～37 週未満（late preterm）の早産児では１歳頃まで修正年齢を

用いる。より未熟性のつよい児は 3 歳以降も修正年齢での評価が必要な場合がある。 

２）先天異常、合併疾患 
３）家族歴：特に、先天性の視覚・聴覚障害、股関節脱臼について注意 
４）新生児期の異常：仮死、NICU への入院 
５）栄養方法：母乳、混合、人工栄養、離乳食 
６）排泄：尿・便の色、性状と回数 
７）養育不安：育児に対する感情、母子健康手帳への記載内容 
８）発達のマイルストンによる発達レベル(表 2-1) 
  限られた時間で発達を評価するためには、発達のマイルストンを理解しておくことが望ま

れる。表 2-1 は、Denver II－デンバー発達判定法－の各観察項目について 90％以上の子ども

が達成した月齢から作成した。該当する月齢で観察項目が達成できていない場合には介入の

必要性について考慮する。 

９）けいれんの有無：これまでのけいれんの有無、有りの場合はけいれん時の発熱の有無を確

認する。 
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表 2-1 乳児期の発達のマイルストン 

（Denver II－デンバー発達判定法－各観察項目で９0％以上の子どもの達成月齢から作成） 
 

  個人－社会 微細運動－適応 言語 粗大運動 
０か月 顔を見つめる   ベルに反応、声をだす 左右対称の運動 
１か月  正中線まで追視   頭を上げる 

２か月  正中線を越えて追視 「アー」「ウー」などの

発声 
 

３か月 笑いかける、あやし笑

い   声を出して笑う 45°頭を上げる、首がす

わる 

４か月 手をみつめる ガラガラを握る、180°追
視、両手を合わす キャアキャア喜ぶ 90°頭を上げる、両足で

体を支える 

５か月  レーズンを見つめる、

物に手を伸ばす 音の方に振り向く 胸を上げる、頭ととも

に引き起こされる 
６か月 玩具をとる   声の方向に振り向く 寝返り 

７か月  熊手形でつかむ、毛糸

を探す 
  

８か月 自分で食べる 両手に積み木をもつ パ、ダ、マなどをいう 座れる、５秒以上 
９か月  積み木を持ちかえる   

10 か月  親指を使ってつかむ 喃語を話す つかまり立ち、5 秒以

上、一人ですわる 

11 か月  積み木を打ち合わせる ダ、ガ、バ等の音を 3
つ以上つなげる つかまって立ち上がる 

12 か月 
拍手をまねる、欲しい

ものを示す、バイバイ

をする 
 意味なく「パパ」「マ

マ」という 
 

 

２．身体的発育異常 

１）所見の取り方 
（１）乳幼児身体発育曲線（平成 12 年調査に基づく発育曲線）に計測値をプロットして評価す

る。（巻末資料） 

（２）主要パーセンタイル曲線(3、10、25、50、75、90、97 パーセンタイル曲線)に沿っている

かを評価する。 

（３）低体重・低身長を認めたら、早産・低出生体重児かどうかを確認する。Small for dates (SFD) 

児(出生体重、身長とも在胎期間相当の 10 パーセンタイル未満)、Light for dates (LFD)児(身

長のいかんに関わらず出生体重が 10 パーセンタイル未満) についても評価する。 

２）判定基準と対応 
（１）性別の身体発育曲線上で、3 パーセンタイル以上 97 パーセンタイル未満を正常範囲とす

る。 

（２）主要パーセンタイル曲線(3、10、25、50、75、90、97 パーセンタイル曲線)の 2 本を短期

間で横切る場合を体増加不良の判定とする。あるいは、プロットした曲線が主要曲線の傾

きよりなだらかになってきた場合も増加不良が示唆される。 

（３）増加不良が認められた場合、その月年齢と随伴する症状を把握することは重要である。

また、原因として適切な栄養が与えられているか、育児過誤や虐待も念頭にいれ問診を確
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認する必要がある。 

（４）出生体重が小さいほど、修正月年齢をもちいて評価しても相当年齢の発育値とくらべ、

特に低年齢の間、下回ることが多い。さらに、より小さく生まれた児ほど、暦月齢での正

常範囲にキャッチアップする時期は遅くなる。SFD 児や LFD 児は AFD 児よりも体重、身

長のキャッチアップ率が低い。キャッチアップとは乳幼児発育曲線でプロットした場合、3

パーセンタイルまたは－2SD の曲線の下方にあったのが、曲線をまたいで同曲線の上方に

達してきた場合をいう。SFD 児、LFD 児ではキャッチアップまでの長期的な経過観察が必

要である。 

 

３．けいれん 

１）所見の取り方 
保護者への問診や母子手帳への記載を確認する。けいれんの既往がある場合には熱の有無

を問診で確認する。頭部を前屈、両上肢屈曲する一瞬の発作を短時間繰り返す場合には West

症候群が疑われる。West 症候群では発作が見られる時期に前後して、笑わなくなる、お座り

が不安定になるなど、発達の退行も特徴であることに留意する。 

２）判定基準と対応 
一般的に、乳幼児期におこるけいれんで最もよく見られる熱性けいれんは、1 歳以降が好発

年齢である。乳児期、特に 6 か月未満に見られる全身けいれんは、発熱に伴う場合であって

も注意が必要である。乳児期から軽微な発熱によってけいれんを繰り返している場合には、

何らかの基礎疾患を有している場合もあることを考慮し専門の医療機関に紹介する。West 症

候群は早期の治療介入が予後を改善するといわれているため、疑われた場合は早急に脳波検

査が必要であり医療機関へ紹介する。 

 

４．先天異常（先天性形態異常） 

出生前の原因による形態異常であり、出生時に認めるか、あるいは生後しばらくして気づかれ

る疾患や病態である。先天奇形、染色体異常症、先天奇形症候群などの多彩な疾患が含まれる。 
１）所見の取り方 
（１）頭、顔面、四肢などの小奇形：全身の視診により表 2-2 の項目を診る。 

（２）顔貌異常：ダウン症候群などの独特の顔貌をもつ症候群、特定できないが特徴的な顔貌

（characteristic face）、顔面筋の筋力低下によるミオパチー顔貌等の有無をみる。 

２）判定基準と対応 
形態異常から、先天奇形、染色体異常症、先天奇形症候群が疑われた場合には、診断名では

なく、所見を保護者に説明した上で、精密検査のため医療機関を紹介する。 
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表 2-2 乳児健康診査でみる主な外表小奇形 

頭 部 短頭、長頭、後頭部突出、後頭部扁平、三角頭 

顔 面 三角形の顔、四角い顔、前額突出、小顎症、下顎突出、下顎後退 

眼   眼間離開、眼球近接、眼瞼裂斜上、眼瞼裂斜下、内眼角贅皮、眼瞼裂狭小、眼瞼下垂、

眉毛癒合、長い睫毛 

鼻  低い鼻梁、突出した鼻梁、広い鼻梁、低い鼻低、突出した鼻、上向き鼻孔、未発達な鼻

翼、長い人中、深い人中 

耳 耳介変形、突出した耳、大耳、小耳、副耳、耳介低位、耳瘻孔、耳前瘻孔 

口  広い口、狭い口、口角下垂、上口唇・下口唇の肥厚・皮薄、巨歯、巨舌、舌癒着、高口

蓋、粘膜下裂口蓋、魔歯、口蓋垂裂 

頸  翼状頸、短い頸、後頸部皮膚のたるみ 

下肢 揺り椅子状の足底、幅広い母趾、サンダルギャップ、突出した踵、内転中足、折り重な

り趾、合趾症、多趾症 

上肢 小さい手、短指症、細長い指、母指欠損、内転母指、幅広い母指、屈指症、彎指趾症、

太鼓ばち指、先細り指、幅広い指突 

手掌紋 単一手掌屈曲線、手掌皮線の欠損 

詳しくは以下を参照のこと 
日本小児遺伝学会（国際基準に基づく小奇形アトラス 形態異常の記載法 ―写真と用語の解説

http://plaza.umin.ac.jp/p-genet/atlas/index.html 
 
５．児童虐待 

１）所見の取り方 
身体の視診にて傷跡、打撲痕、出血斑、やけど痕などに留意する。とくに目立たない臀部

や大腿内側に注意し、皮膚の汚れの有無にも留意する。体重増加を確認する。予防接種の記

録、母子手帳への記載などにも注意する。 

２）判定と対応 
複数の傷や傷跡があったり、皮膚の汚れが目立ったりする場合、体重増加不良を伴うなど

の場合には育児支援の必要度、緊急度が高いと判定する。母子保健行政担当者と相談し総合

的に判断し、子ども家庭相談センター等へ連絡する。 
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第３節 ３～４か月児健康診査 
3～4 か月は、Moro 反射などの原始反射から離脱する時期で、頚定、手の協調運動、追視などの

機能を獲得する。3～4 か月児健康診査での標準的な診察所見について、診察項目表の順に「所見

の取り方」と「判定基準と対応」を解説する。 
 

１．身体的発育異常 

１）所見の取り方 
計測した体重・身長・頭囲が身体発育曲線に記入されているかを確認する。何パーセンタ

イルに相当するか、曲線に沿った発育かどうかを確認する。頭囲については大頭はないか、

急激な増加がないかも確認する。低体重や体重増加不良がみられた場合には、早産、低出生

体重の有無、哺乳量や哺乳回数、哺乳時間などの栄養方法を確認し、打撲痕・傷跡、皮膚の

清潔度などにも注意する。 

２）判定基準と対応 
グラフに記入された計測値が発育曲線上で何パーセンタイルの曲線近くにあるかを判定す

る。体重が 3 パーセンタイル曲線より下方の低体重、曲線が主要曲線を２つ以上横切る、あ

るいは明らかに傾きがなだらかになる体重増加不良、頭囲が 97 パーセンタイル以上の大頭の

場合は精査を要する。早産児の場合には修正月齢で評価する。 

低体重の程度、主要曲線にどの程度沿っているかで経過観察とするか、精査とするかを判

断する。他の所見を伴う場合には、嚥下障害、育児過誤、児童虐待も念頭にいれた対応を行

う。 

 
２．精神的発達障害 

１）所見の取り方 
笑ったり、話しかけたり、おもちゃを見せるなどしてあやすと笑う。目をあわせると視線

があい、追視がみられる。声かけに応じて、泣き声以外の「あー」「うー」などの声がでる

（cooing）。所見がとれない時は保護者からの聞き取りでもよい。 

２）判定基準と対応 
あやしても笑わない、あやしても声がでない、視線があわない、目で追ってこない場合に

は知的発達遅滞・発達障害が疑われる。程度に応じて経過観察または精密検査のための医療

機関への紹介とする。視覚・聴覚障害の場合もあるので注意して評価する。 

 

３．運動発達異常 

１）所見の取り方 
（１）頚定：引き起こし反応により確認する。４か月では、両手をもって引き起こすと頭部と

体幹が平行して動き、肘関節、肩関節に力が入り上肢を屈曲させる。床から 45 度まで引き

起こした時に頚部と体幹の軸が一致して頭部が後ろに倒れない（図 2-1a）。 
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（２）姿勢：仰臥位、腹臥位で観察する。仰臥位で顔は正面を向き両下肢は屈曲して両足を浮

かし、両手を顔の前にもってきて遊ぶ。四肢は活発に動かし、腹臥位では顔が床に対して

90 度になり、正面を向き、頚が肩より高い位置に来て上半身を両肘で支える。肘の位置は

肩より前方になる。 

（３）手の握り：手は開いていることが多く、手にふれたものをつかむことができる。 

２）判定基準と対応 
（１）頚定の遅れ：45 度まで引き起こしても頭部が前屈せず、頭部が後屈したままならば、頚

定は未完了である（図 2-1 b）。90 度まで引き起こし前後に首を軽くゆすった時に、頭部が

大きく揺れて立ち直りできない場合も頚定していない。 

（２）姿勢の異常：仰臥位で頭が一方をむいたままで動かせない（強い非対称性緊張性頚反射

肢位）、明らかな反り返り（後弓反張）、四肢を床面につけたままの姿勢（いわゆる蛙肢位）、

腹臥位で顔があがらないのは異常が疑われる。 

（３）手の握り：手を強く握ったままで握らせようとしてもつかまない場合も異常が疑われる。 

頚定が未完了の場合、3 か月～４か月前半であれば、約１か月後の経過追跡とする。４か

月後半の場合や、明らかな姿勢や運動の異常、筋緊張の異常を伴う場合には、運動発達遅

滞、脳性麻痺などが疑われるため医療機関への受診をすすめる。 

 

 

         2-1 a                          2-1 b                        2-1 c 

 

図 2-1  引き起こし反応の姿勢 

 

４．神経系の異常 

１）所見の取り方 
仰臥位、腹臥位での姿勢、引き起こし反応、水平抱き(腹臥位懸垂)での姿勢から筋緊張低下

や亢進を評価する。筋肉をつまみ弾性をみる。水平抱きでは、やや頭を挙げ、体幹は軽度の

屈曲か伸展、上肢は軽く伸展し手を開き、下肢は軽く伸展する（図 2-2 a）。 

原始反射である Moro 反射、手の把握反射は消失している。 

Moro 反射：新生児の後頭部を手の平で約 15cm 持ち上げ、頭を急に落下させる。児は肘関節

を伸展し、手を開き、上肢を外転（第 I 相）、その後上肢をゆっくり抱え込むように内転、屈
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曲する（第 II 相）。6 週までは第 II 相まで存在するが、それ以後は第 I 相のみとなり、4 か月

までに消失する。 

手掌把握反射：小指側より検者の指を挿入し、手掌を圧迫すると反射的に把握がみら

れる反射。生後 3 か月頃には消失し始め、遅くとも 5～6 か月には消失する。 
 

２）判定基準と対応 
（１）筋緊張の異常：引き起こし反応で、突っ張って立ち上がってしまう（図 2-1 c）は緊張亢

進を、上肢が伸展したままで頭部がついてこない（図 2-1 b）は緊張低下を疑う。仰臥位で

明らかな反り返り（後弓反張）、強い非対称性緊張性頚反射肢位、強く手を握っているのは

緊張亢進、四肢を床面につけたままの姿勢（いわゆる蛙肢位）は緊張低下を示唆する異常

な姿勢である。水平抱きで体幹が逆 U 字型（緊張低下）（図 2-2 b）、頭部が後屈し下肢が伸

展する反り返り（緊張亢進）（図 2-2 c）がみられるのは異常所見である。 

（２）反射の異常：４か月で Moro 反射が残存している、手掌把握反射が強く残存しているのは

異常所見である。 

姿勢や反射で明らかな異常が認められる場合には運動発達遅滞、脳性麻痺、知的発達遅

滞などが疑われるため、医療機関の受診をすすめる。 

 

     
 

          2-2 a                      2-2 b            2-2 c 

 

 

図 2-2 水平抱き(腹臥位懸垂)の姿勢 

 

５．感覚器の異常 

5.1 視覚の異常 
重症眼疾患の早期発見が重要である。生後２～３か月頃から、両目で物を立体的にとらえ

る機能（立体視）が急速に発達するが、この時期に顕性化してくるのが乳児内斜視である。

正常な乳児では生後４か月で約 85％、生後６か月になると 95％以上が正位となる。生後２か

月以降に大角度の内斜視がある場合には自然軽快はほとんどない。乳児内斜視は未治療のま

ま 3 か月以上放置すると、弱視をきたし立体視の獲得が困難となる。乳児期から目に関する

問診（表 2-3）を積極的に行う。 
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表 2-3 乳幼児の目に関する問診 

 瞳が白くみえたり、光ってみえることはないですか        

 眼の大きさや形がおかしいと思ったことがありますか 

 視線が合いますか 

 動くものを目で追いますか 

 目がゆれることはないですか 

 目つきや目の動きがおかしいと思ったことがありますか 

 極端にまぶしがることはないですか 

 片目を隠すと嫌がりませんか 

 

１）所見の取り方 
（１）視診：ペンライトを使用して瞳孔反応をみる。続いて外眼部・前眼部を注意深く診察す

る。白色瞳孔（瞳の奥が白い）、羞明、流涙、充血、眼球の大きさの左右差、瞼の異常、瞳

孔の形の異常、角膜混濁、瞳孔領白濁などの異常所見があれば眼疾患が疑われる（表 2-4）。

さらに自然な状態で頭位異常や眼位異常（斜視）の有無を観察する。 

 

表 2-4 眼疾患を疑う異常所見 

異常所見 眼疾患 

白色瞳孔 網膜芽細胞腫 網膜硝子体疾患 網膜剥離 硝子体出血 眼内炎 

羞明・流涙・充血 先天緑内障 前眼部形成不全 睫毛内反 眼内炎 

角膜混濁 先天緑内障 分娩時外傷 角膜デルモイド 前眼部形成不全 

眼球・角膜の左右差 先天緑内障(大きい) 小眼球・小角膜（小さい） 

眼瞼の異常 眼瞼下垂 動眼神経麻痺 眼瞼欠損 小眼球 

瞳孔の形の異常 先天無虹彩 前眼部形成不全 瞳孔膜遺残 

瞳孔領白濁 先天白内障 

 

（２）固視検査：ペンライトや興味をひくオモチャを使用して固視と追視を観察する。片眼性

の疾患は良い方の目で見ているため異常に気づきにくい。必ず片眼ずつ交互に手指で隠し

て、左右の視反応（固視、追視）に違いがないか観察することが重要である。一眼を隠し

たときだけ嫌がるしぐさ（嫌悪反応）がみられる場合や（図 2-3a）、一眼だけが常に斜視で、

斜視でない方の眼を遮閉すると、他眼では固視できずに視線が定まらない場合には（図 2-

3b）には、他眼に重症眼疾患がある可能性が高い。 

（３）眼位検査：ペンライトを両眼にあてて角膜からの反射を観察する。左右眼ともに瞳孔の

中心に反射光が観察されれば正位（顕性斜視なし）、反射光が瞳孔中心からずれていれば内、

外、上、下斜視が疑われる（図 2-4 Step 1: 角膜反射法）。次に、片眼ずつ遮閉して他眼の動
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きを観察する。他眼の位置ずれが起これば斜視と判定できる（図 2-4 Step 2: 遮閉試験）。内

眼角贅皮のために内側の白目（強膜）が隠れて、見かけ上の内斜視（仮性内斜視）を呈す

ることがある。角膜反射法と遮閉試験を行えば真の斜視かどうか判別できる。 

２）判定基準と対応 
視診にて異常所見のある児、視反応が不良な児、左右眼の視反応に差がある児、斜視のあ

る児は、早急に眼科での精密検査をすすめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図 2-3 片眼性眼疾患の検出（右眼に疾患のある場合） 

 

図 2-4 眼位検査（左眼斜視の検出） 

 

左眼が外へ動く 

→左眼内斜視 

左眼が内へ動く 

→左眼外斜視 

左眼が下へ動く 

→左眼上斜視 

左眼が上へ動く 

→左眼下斜視 

右眼を遮

左眼が動かない 

→正位（斜視なし） 正

左眼内斜視 

左眼外斜視 

左眼上斜視 

左眼下斜視 

Step 1: 角膜反射法 Step 2: 遮閉試験 

左眼（斜視でない方の眼）を遮閉すると 

右眼では固視できず眼球が揺れる 

b 片眼の斜視    

a 嫌悪反応  

左眼を隠したときだけ嫌がる 
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5.2 聴覚の異常 

１）所見の取り方 
保護者から「聞こえ」について聞き取る。保護者から「聞こえていない」という不安の訴え

があった場合に、「聴覚発達チェックリスト」(表 2-5)をつけてもらう。新生児聴覚スクリーニ

ングを受けたか、受けた場合の結果も確認する。 

２）判定基準と対応 
（１）そばから観察できる聴性行動は生後４か月前後に一時的に鈍くなり、周囲からみて「聞

こえていない」ようにみえることがある。このため保護者からの聞き取りではこの時期に

難聴に対する不安を訴える保護者は多い。 

（２）「聴覚発達チェックリスト」による判定 

高度以上の難聴では全ての項目で「×」。 

健聴では、生後４か月以降につけると、Moro 反射などの原始反射を評価する０か月から

２か月の項目には「×」。3 か月以降の項目のいくつかに「○」となる。 

（３）その他：新生児聴覚スクリーニングを受検していない、新生児聴覚スクリーニングで両

側もしくは一側リファーであって精密聴覚検査機関に通院していない、頚定していない（先

天性難聴の多くは内耳性難聴であるが、難聴に併発して前庭機能の機能異常が発生し首の

据わりが遅れることがある。）場合には注意が必要である。 

難聴に対する不安の訴えがあり、上記で聴覚の異常の疑いに該当する場合には、精密聴

覚検査機関（日本耳鼻咽喉科学会のホームページに公開）へ紹介する。 

上記のいずれにも該当しない児では、月齢にしたがって聴性行動が回復してくるかどう

か、「聴覚発達チェックリスト」（出典一覧表 3）に基づいてチェックし、難聴に対する不安

があったら精密聴覚検査機関を受診するように促す。 
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表 2-5 聴覚発達チェックリスト（田中・進藤式） 
０か月ごろ 
（ ） 突然の音にビクッとする 
（ ） 突然の音にまぶたをぎゅっと閉じる 
（ ） 眠っているときに突然大きな音がするとまぶたが開く 
１か月ごろ 
（ ） 突然の音にビクッとして手足を伸ばす 
（ ） 眠っていて突然の音に目を覚ますか、または泣き出す 
（ ） 目が開いているときに急に大きな音がするとまぶたを閉じる 
（ ） 泣いているとき、または動いているとき声をかけると泣きやむか動作を止める 
（ ） 近くで声をかける（またはガラガラを鳴らす）とゆっくり顔を向けることがある 
２か月ごろ 
（ ） 眠っていて急に鋭い音がすると、ビクッと手足を動かしたりまばたきをする 
（ ） 眠っていて子どもの騒ぐ声や、くしゃみ、掃除機などの音に目を覚ます 
（ ） 話しかけると、アーとかウーとか声を出して喜ぶ（またはニコニコする） 
３か月ごろ 
（ ） ラジオの音、テレビの音、コマーシャルなどに顔（または眼） を向けることがある 
（ ） 怒った声や優しい声、歌や音楽に不安げな表情をしたり喜んだり嫌がったりする 
４か月ごろ 
（ ） 日常のいろいろな音（玩具・テレビ・楽器・戸の開閉）に関心を示す（振り向く） 
（ ） 名を呼ぶとゆっくりではあるが顔を向ける 
（ ） 人の声（特に聞き慣れた母の声）に振り向く 
（ ） 不意の音や聞き慣れない音、珍しい音にははっきり顔を向ける 
５か月ごろ 
（ ） 耳元に目覚まし時計を近づけると、コチコチという音に振り向く 
（ ） 父母や人の声などよく聞き分ける 
（ ） 突然の大きな音や声に、びっくりしてしがみついたり泣き出したりする 
６か月ごろ 
（ ） 話しかけたり歌をうたってやるとじっと顔をみている 
（ ） 声をかけると意図的にさっと振り向く 
（ ） ラジオやテレビの音に敏感に振り向く 
７か月ごろ 
（ ） 隣の部屋の物音や、外の動物の鳴き声などに振り向く 
（ ） 話しかけたり歌をうたってやると、じっと口元を見つめ、時に声を出して応える 
（ ） テレビのコマーシャルや番組のテーマ音楽の変わり目にパッと振り向く 
（ ） 叱った声（メッ、コラなど）や近くでなる突然の音に驚く（または泣き出す） 
８か月ごろ 
（ ） 動物のなき声をまねるとキャッキャと言って喜ぶ 
（ ） きげんよく声を出しているとき、まねてやると、またそれをまねて声を出す 
（ ） ダメッ、コラッなどというと、手を引っ込めたり泣き出したりする 
（ ） 耳元に小さな声（時計のコチコチ音）などを近づけると振り向く 
９か月ごろ 
（ ） 外のいろいろな音（車の音、雨の音、飛行機の音など）に関心を示す（音のほうにはってゆく、または

見まわす） 
（ ） 「オイデ」「バイバイ」などの人のことば（身振りを入れずにことばだけで命じて）に応じて行動する 
（ ） となりの部屋で物音をたてたり、遠くから名を呼ぶとはってくる 
（ ） 音楽や、歌をうたってやると、手足を動かして喜ぶ 
（ ） ちょっとした物音や、ちょっとでも変わった音がするとハッと向く 
10か月ごろ 
（ ） 「ママ」、「マンマ」または「ネンネ」など、人のことばをまねていう 
（ ） 気づかれぬようにして、そっと近づいて、ささやき声で名前を呼ぶと振り向く 
11か月ごろ 
（ ） 音楽のリズムに合わせて身体を動かす 
（ ） 「・・・チョウダイ」というと、そのものを手渡す 
（ ） 「・・・ドコ？」と聞くと、そちらを見る 
12〜15か月ごろ 
（ ） となりの部屋で物音がすると、不思議がって、耳を傾けたり、あるいは合図して教える 
（ ） 簡単なことばによるいいつけや、要求に応じて行動する 
（ ） 目、耳、口、その他の身体部位をたずねると、指さす 
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６．血液疾患 

１）所見の取り方 
貧血について、全身の皮膚色、眼瞼結膜の色調をみる。点状出血斑、紫斑の有無をみ

る。 

２）判定基準と対応 
皮膚色、眼瞼結膜の蒼白は貧血が疑われ、専門の医療機関を紹介する。複数の点状出

血斑、紫斑を認めた場合にも、専門の医療機関を紹介する。 

 

乳児期の貧血がその後の神経発達に影響するという報告がある。食事指導を通して介入効

果が期待できるため、３～４か月児健診でスクリーニングすべき疾患に挙げている。乳児

後期以降では食事指導を通して１次予防に努めることが重要である。 

 

７．皮膚疾患 

１）所見の取り方 
（１）湿疹：視診・触診で湿疹の部位、性状を診る。いわゆる乳児湿疹には、乳児脂漏性

湿疹やアトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎などが含まれる。脂漏性湿疹は生後 3 か月を

過ぎると皮脂の分泌が低下し自然軽快することが多い。アトピー性皮膚炎は、やや遅

く発症し、顔面、頭部を主体に生じ、左右対称性に体幹、四肢にも病変が波及する。

痒みが強く搔爬痕、痂皮などを伴うことが多い。 

（２）仙骨部皮膚洞・腫瘤：仙骨部の陥凹(dimple)の位置や深さ、腫瘤や血管腫、皮膚所

見をみる。 

（３）傷跡・打撲痕：身体の視診にて傷跡、打撲痕、出血斑、やけど痕などに留意する。

とくに目立たない臀部や大腿内側に注意し、皮膚の汚れの有無にも留意する。 

（４）血管腫：乳児血管腫は典型的には生後１～４週に出現し増大するやや盛り上がった

赤色を呈する。腫瘤型、局面型、皮下型、混合型などがある。産科退院時には気づか

れていないことも多い。他の血管腫として、海綿状血管腫、単純性血管腫がある。 

（５）その他：多発する黒子、カフェ・オ・レ斑や巨大な色素性母斑等では母斑に併発す

る神経皮膚症候群を考慮する。 

２）判定基準と対応 
（１）湿疹：いわゆる乳児湿疹では、皮膚の清潔と保湿を中心とするスキンケアを指導す

る。アトピー性皮膚炎が疑われ、痒みがつよい時、湿潤や出血があるなど程度が強い

時、悪化傾向にあるときは医療機関の受診をすすめる。健康診査は治療が不十分なア

トピー性皮膚炎乳児を発見して適切な医療機関へと繋げることができる貴重な機会

であることに留意する。 

（２）仙骨部皮膚洞・腫瘤：腫瘤や血管腫、正中部の異常発毛や母斑など皮膚所見のある

例、陥凹の位置が臀裂上縁や臀裂外の例、陥凹が深い、臀裂が中央からずれている、

臀部の大きさに左右差がある例は、潜在性二分脊椎症、脊髄係留等の疑いがあり医療

機関へ紹介する。臀裂内で尾骨部にある浅い陥凹は必ずしも紹介は必要でない。経過



30 

観察する場合には、便秘や尿路感染症、排泄自立の遅延などの症状が出現した場合に

は専門医療機関に受診するように説明する。 

（３）傷跡・打撲痕：複数の傷や傷跡があったり、皮膚の汚れが目立ったりする場合、虐

待に関連した育児支援の必要度が高いと判定する。必要に応じて母子保健行政担当

者と相談の上、子ども家庭相談センター等へ連絡する。 

（４）血管腫：乳児血管腫は治療の適応が考えられる場合には医療機関を紹介する。機能

障害や潰瘍・出血・二次感染・敗血症の危険性、また将来的にも整容的な問題を惹起

する可能性のある病変では早期に治療を検討・開始する必要がある。海綿状血管腫は

部位や大きさにより異なるが治療が必要な場合もあり、医療機関へ紹介する。 

（５）その他：神経皮膚症候群が疑われる場合も、精密検査のために医療機関を紹介する。 

 

８．股関節 

１）所見の取り方 
（１）股関節開排制限 

赤ちゃんを仰臥位に寝かせ、骨盤を水平にし、股関節と膝関節を 90 度～100 度に

屈曲して開く。骨頭に傷害が生じることもあり、開排制限があれば無理に開かない。

股関節を開いたとき、床からの角度(a)が 20 度以上ある場合を開排制限陽性とする

（図 2-5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                図 2-5 左股関節開排制限 

 

 

（２）その他 

大腿皮膚溝非対称：赤ちゃんを仰臥位に寝かせて、下肢を伸展し大腿皮膚溝の深さ、

長さ、位置の非対称を診る。深く大腿後面まで達する左右差を陽性とする。 

そけい皮膚溝非対称：開排制限がある側（この図では左）のそけい皮膚溝が深く長くな

る（図 2-6）。 

20 ° 以上
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図 2-6 そけい皮膚溝非対称（左そけい皮膚溝が深く、長い） 

 
２）判定基準と対応 

身体所見のみでなく、問診が極めて重要で、家族歴、女児、骨盤位分娩の危険因子を

確認する必要がある。日本整形外科学会、日本小児整形外科学会による発育性股関節形

成不全症の医療機関への紹介基準は以下の通りである。 
① 股関節開排制限 

② 大腿皮膚溝、またはそけい皮膚溝の非対称 

③ 家族歴：血縁者の股関節疾患 

④ 女児 

⑤ 骨盤位分娩（帝王切開時の肢位を含む） 

のうち、①開排制限が陽性であれば医療機関へ紹介する。または②、③、④、⑤のうち

２つ以上あれば医療機関へ紹介する。 

 
９．循環器系疾患 

１）所見の取り方 
心音はできるだけ安静な状態で、聴診により、心音の速さ、リズム不整がないかを確

認する。高肺血流疾患で肺高血圧があると II 音の亢進が聴かれる。心雑音を聴取する

場合には、聴取する場所、最強点、収縮期か拡張期か連続性かを判定する。 

２）判定基準と対応 
心雑音を聴取する場合には、心音の異常音を聴取するか、呼吸形式の異常、末梢の冷

たさ、哺乳不良、体重増加不良を伴うか、そけい部の大腿動脈を触知するかなどの症状・

所見もあわせて判定し、無害性雑音以外は精密検査のために医療機関へ紹介する。経過

観察とする場合は必ず１～２か月後に再診察とする。 

 

１０．呼吸器系疾患 

１）所見の取り方 
喘鳴やラ音などの気道狭窄音や異常音がないか、左右差がないかを確認する。喘鳴が

ある場合には、吸気性か呼気性か、多呼吸・陥没呼吸等の症状はないかをみる。 

２）判定基準と対応 
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喘鳴がある場合には、多呼吸・陥没呼吸、チアノーゼ等の症状もあわせて評価し、精

密検査のために医療機関へ紹介する。強い吸気性喘鳴は、喉頭・気管軟弱症や喉頭・気

管狭窄症の疑いがあり、直ちに受診をすすめる。左右差がある場合やラ音を聴取すると

きには全身状態と併せて医療機関への受診をすすめる。

１１．消化器系疾患 

１）所見の取り方

（１）腹部膨満は、視診で膨満の程度、皮膚の光沢、左右対称性を、触診で緊満感を診る。

（２）腹部腫瘤は腹部全体を触り、腫瘤の有無を確認する。

（３）そけいヘルニア：視診、触診によりそけい部、陰嚢、陰唇の腫脹がないかをみる。

通常は腫脹の内容は腸管であり、手で腫脹を圧迫するとグル音とともに整復される

女児でリンパ節様の可動性のあるやや硬い腫瘤を触知する場合には卵巣脱出が考え

られる。

（４）臍ヘルニアがある場合には大きさを観察する。

（５）便秘：便の回数は個人差があり、栄養方法によっても異なる。哺乳状況、腹部膨満、

拡張した腸管の有無や、便が粘土状の固形でないか、爆発的な排便がないかなどの症

状を確認する。

（６）その他：診察の最後に舌圧子を用いて、口腔内を観察する。口蓋裂、軟口蓋裂、先

天歯の有無、口腔カンジダ症による白斑の有無を診る。

２）判定基準と対応

（１）腹部膨満は便秘や嘔吐の症状がなければ経過観察とするが、程度が強い場合や症状

を伴う場合は、医療機関の受診をすすめる。

（２）腹部腫瘤を触れる場合には、神経芽細胞腫、Wilims 腫瘍、奇形腫や水腎症などの可

能性があり、精密検査のため医療機関を紹介し、直ちに受診をすすめる。

（３）そけいヘルニアを認める場合には、医療機関を紹介する。

（４）臍ヘルニアは６か月頃までに自然軽快することが多く経過観察のみでよい場合が

ほとんどであるが、著しく大きい場合には、医療機関の受診をすすめる。

（５）著しい腹部膨満、血便などの症状を伴う便秘は医療機関の受診をすすめる。

（６）その他：口蓋裂、軟口蓋裂を認めた時は、専門の医療機関の受診をすすめる。先天

歯は哺乳に影響がなければ経過観察でもよい。口腔カンジダ症は程度に応じて治療

が必要なことを説明する

１２．泌尿生殖器系疾 

１）所見の取り方

（１）停留精巣：両側陰嚢内にそれぞれ睾丸を触知できるか、できない時はそけい部から

軽く圧迫して触知できるかどうかにより確認する。

（２）外性器異常：男児では外尿道口の開口部の位置をみて、尿道下裂がないか確認する。

女児では、視診により陰核肥大、陰唇癒合の有無と色素沈着の程度を診る。
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（３）その他：男児では、陰嚢腫大がみられたら透光性を確認する。透光性があり手で押

さえて整復できない場合には陰嚢水腫や精索水腫が疑われる。

２）判定と対応

（１）停留精巣は、経時的に陰嚢内に降りる場合もあり、3～4 か月健康診査では経過観

察としてもよいが、全く睾丸を触知しない場合には医療機関に紹介する。

（２）外性器異常：男児で尿道口の開口位置異常は尿道下裂が疑われ、専門医療機関に紹

介する。女児の外陰で陰核肥大、陰唇癒合、高度な色素沈着は、精密検査のため医療

機関を紹介する。

（３）その他：陰嚢水腫や精索水腫は経過観察とするが、そけいヘルニアと鑑別がつかな

い場合には、医療機関の受診をすすめる。

１３．先天異常 

第２節 乳児期共通の診かた ４．先天異常（先天性形態異常）を参照。

１４．その他の異常 

児童虐待

第２節 乳児期共通の診かた ５．児童虐待を参照。
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第４節 ９～10 か月児健康診査

9～10 か月には姿勢の変化による重心移動に対して姿勢を保つ平衡反応が出現する。パラ

シュート反射が確立し、安定した座位、四つ這い、つかまり立ちが可能となり、多様でなめ

らかな運動がみられる。9～10 か月児健康診査での標準的な診察所見について、診察項目表

の順に「所見の取り方」と「判定基準と対応」を解説する。

１．身体的発育異常 

１）所見の取り方

計測した体重・身長・頭囲が身体発育曲線にプロットされているかを確認する。何

パーセンタイルに相当するか、曲線に沿った発育かどうかを確認する。頭囲については

急激な増加がないかも確認する。体重増加不良がみられた場合には、哺乳量や哺乳回数、

哺乳時間などの授乳方法、離乳食の量や形態などの進み方を確認する。打撲痕・傷跡、

皮膚の清潔度などにも注意する。

２）判定基準と対応

グラフに記入された計測値が発育曲線上で何パーセンタイルの曲線近くにあるかを

判定する。体重が３パーセンタイル曲線より下方の低体重、曲線が主要曲線を２つ以上

横切る、あるいは明らかに傾きがなだらかになる体重増加不良、頭囲が 97 パーセンタ

イル以上の大頭の場合は精査を要する。早産児の場合には修正月齢で評価する。

低体重の程度、主要曲線に沿っているかどうかで経過観察とするか、精査とするかを

判断する。離乳色の進み方に問題がある場合には指導と経過観察を行う。他の所見を伴

う場合には、嚥下障害、育児過誤、児童虐待も念頭にいれた対応を行う。

２．精神的発達障害 

１）所見の取り方

呼びかけに応じて視線があう、あるいは振り向く。近くにあるおもちゃをつかんでと

り、振ったり、なめたりして一人で遊ぶ。「まんまん」、「ばーばー」、「ぱぱぱぱ」など

の喃語が聞き取れる。二つの積み木を持って打ち合わせたり、拍手、バイバイなどの動

作のまねをする。知らない人をじっと見たり、見て泣いたりする、他人が抱くと怖がる

などの人見知りをする。診察で所見がとれない場合には、問診で確認する。

２）判定と対応

よびかけに応じない、喃語が出ない、まねをしない、この時期までに全く人見知りを

しない、周囲に無関心な場合には精神発達の異常を疑う。視覚や聴覚に異常がある場合

もあるので注意する。他に所見がなければ親子遊び、おもちゃ遊びなどの指導を行い経

過観察とするが、他の異常所見を伴う場合には医療機関の受診をすすめる。

３．運動発達異常 

１）所見の取り方

座位、腹臥位、立位での姿勢と運動、手での物のつかみ方をみる。
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（１）座位：引き起こすと協力して座位をとる。10 か月では手放しで座位保持ができる。

座位の姿勢は、背中はまっすぐに伸ばし下肢は前方に投げだし、両股関節は半外転、

両膝半屈曲の座位が一般的である（図 2-7 a）。 

（２）腹臥位（四つ這い）：両手で上体を支え、胸をあげ、腰を上げた四つ這いで前方に

すすむ。手を着地させ、肩と股関節の高さを維持したままで、下肢は膝で支持して股

関節の屈曲伸展を交互に繰り返す。

（３）立位（つかまり立ち）：自ら物につかまって片膝立ちから上肢で支えて立ち上がる

ことができる。つま先立ちになることもあるが、一時的であり足底をついて体を支え

ることができる。

（４）つかみ方：小さな積み木などをわたして物のつかみ方の発達をみる。小さな物を１

指と２指ではさんでつまむことができる（図 2-8 c、d）。持ち替えもできる。この時

期に利き手はまだなく、左右同じように使える。

2-7 a 2-7 b 2-7 c

図 2-7 座位 

図 2-8 物のつかみ方（出典一覧表 4）

a b 

c d 
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２）判定基準と対応

（１）座位をとれない児は運動発達に明らかに問題がある。横座位(図 2-7 b)や割り座(図

2-7c)は片麻痺や痙性両麻痺でみられるが、精神運動発達遅滞や健常児でもみられる

ことがあり、他の所見とあわせて判断する。

（２）四つ這いしない場合、ずり這いのまま、背這いをする、腹臥位にされることをいや

がりはいはいをしないシャッフリング ベビー（shuffling baby）などのバリエーショ

ンがある。これらは脳性麻痺、知的障害、発達障害、先天性神経筋疾患等の除外が必

要であるが、予後正常な児の中にもみられる。

（３）つかまり立ちができない、できても両下肢伸展、つま先立ちのまま上肢のみで支え

るのは異常である。両脇をもって引き上げ立たせても（垂直懸垂）、下肢を曲げて立

とうとしない場合、逆に下肢を伸展交叉し尖足がみられる場合には異常が疑われる。 

（４）物をつかまない、物を握らしても落としてしまう、掌全体でつかむ(図 2-8 a、b)、

明らかな左右差などの所見が見られるときは異常が疑われる。

以上のような、運動発達の異常が疑われる場合には、異常・遅れの程度と他の所見と

の重複などから、経過観察とするか、精密検査のために医療機関への紹介とするかを判

断する。経過観察とする場合には観察期間を決め、獲得する運動機能を養育者に説明す

る。 

４．神経系の異常 

１）所見の取り方

（１）筋緊張は、筋肉の弾性と関節可動域を利用して評価する。股関節の屈曲、足関節の

背屈等行う。仰臥位、腹臥位、立位の姿勢、反射を診るときの姿勢も参考にする。

（２）パラシュート反射：座位で左または右に倒すと倒れる方の手を伸ばし、手を広げて

床面につける（側方パラシュート反射（図 2-9 a, b））。躯幹を支えて抱き上げ上体を

頭から落下させるようにすると両上肢を伸展させ両手、指を開いて体を支えようと

する（前方パラシュート反射（図 2-9 c））。 

２）判定基準と対応

（１）筋緊張の異常：膝関節を伸展させて足関節を背屈させると抵抗が強く背屈できない、

垂直懸垂や腹臥位で下肢が伸展交叉したまま、仰臥位での反り返りが強い、水平抱き

で頭部が後屈し下肢が伸展する反り返りなどの所見は筋緊張亢進が疑われる。足ク

ローヌスがみられ、膝蓋腱反射が亢進している等の所見があれば痙直型脳性麻痺を

疑う。逆に、両腋窩に手を入れて抱き上げると肩関節が持ち上がってしまって、手か

らすべり落ちそうになる状態（slip through sign あるいは loose shoulder）を認める、水

平抱きで体幹が逆 U 字型となる、仰臥位で四肢を床面につけたままの姿勢（いわゆ

る蛙肢位）、股関節の過剰な開排は緊張低下所見である。

（２）反射の異常：10 か月で前方パラシュート反射がみられないもの（図 2-9 d）、左右差

のあるもの、手を握ったままのものは異常である。
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筋緊張と異常、反射の異常がみられた場合には、精密検査のため医療機関を紹介する。

ただし、関節の可動域や反射の判定は、診察時の子どもの状態に左右されることも少な

くない。判定が困難な場合には、経過観察として１か月程度の経過観察とする。

2-9 a 2-9 b

2-9 c 2-9 d

図 2-9 パラシュート反射 

５．感覚器の異常 

5.1 視覚の異常 
乳児期と同様に、先天白内障、先天緑内障、先天眼底疾患、網膜芽細胞腫などの重症眼

疾患と乳児内斜視の早期発見が重要である。

１）所見の取り方

3～４か月児健康診査の項を参照

２）判定基準と対応

3～４か月児健康診査の項を参照

（１）視反応の異常：ペンライトを使用した視反応で固視・追視不良を認める。遮閉試験

で嫌悪反応がみられる場合には眼疾患が疑われる。

（２）斜視：角膜反射法と遮閉試験で眼位の異常がみられた場合には斜視が疑われる。

異常が疑われたら、早急に眼科での精密検査をすすめる。
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5.2 聴覚の異常 
１）所見の取り方

呼びかけに応じて視線があう、あるいは振り向く。「まんまん」、「ばーばー」、「ぱぱ

ぱぱ」などの声をまねた喃語が聞き取れる。保護者から「聞こえていない」という不安

の訴えがあった場合に、「聴覚発達チェックリスト」を使用する。

２）判定基準と対応

呼びかけに応じない、声のまねをしない場合には、「聴覚発達チェックリスト」に基づ

いてチェックし、難聴の疑いがあれば精密聴覚検査機関を受診するように促す。

６．血液疾患 

3～4 か月健康診査の項目を参照 

７．皮膚疾患 

3～4 か月健康診査の項目を参照 

８．股関節 

下肢長差以外は 3～4 か月児健康診査の項目を参照 

１）所見の取り方

下肢長差(Allis 徴候)は、仰臥位で両側股関節、膝関節を屈曲し踵を床面につけ、立て

膝状態として両膝の高さの差を診る。

２）判定基準と対応

下肢長差(Allis 徴候)は、脱臼側の下肢は短縮し膝の高さは低くなっていれば陽性であ

る。下肢長差を認める、または発育性股関節形成不全症の医療機関への紹介基準を満た

す場合には専門の医療機関へ紹介する。

９．循環器系疾患 

3～4 か月健康診査の項目を参照 

１０．呼吸器系疾患 

3～4 か月健康診査の項目を参照 

１１．消化器系疾患 

3～4 か月健康診査の項目を参照 

１２．泌尿生殖器系疾患 

１）所見の取り方

（１）停留精巣は、両側陰嚢内にそれぞれ睾丸を触知できるか、できない時はそけい部か
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ら軽く圧迫して触知できるかどうかにより確認する。そけい部と陰嚢内を移動して

触知する場合には移動性睾丸が疑われる。

（２）外性器異常：3～4 か月児健康診査の項目を参照

２）判定基準と対応

（１）停留精巣は、経時的に陰嚢内に降りる場合もあるが、全く睾丸を触知しない場合、

睾丸の大きさに左右差を認める場合には医療機関に紹介する。

（２）外性器異常：3～4 か月児健康診査の項目を参照

１３．先天異常 

第２節 乳児期共通の診かた ４．先天異常（先天性形態異常）を参照。

１４．その他の異常 

児童虐待

第２節 乳児期共通の診かた ５．児童虐待を参照。
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第３章 １歳６か月児健康診査 

第１節 法的位置づけと概要

1 歳 6 か月児健康診査は、母子保健法第 12 条に定められていて、「満一歳六か月を超え満

二歳に達しない幼児」を対象として、市町村が実施者として行われている。平成 27 年 9 月

に乳幼児健康診査の実施要綱修正版が厚生労働省より通知されていて、その中に最新の診

察項目と診察所見が記されているので、健康診査を担当する医師は、これらの事項について

診察し、その所見の有無についてもれなく判断することが求められる。

1 歳 6 か月は大脳支配が優位になり、運動面・知的面・行動面において人間としての基本

的な能力を獲得し、外界に対して探索を広げるようになる時期である。身体的には呼吸機

能・循環器機能・消化管機能・免疫機能が向上し、脆弱な乳児から幼児へと身体的安定が進

む時期である。1 歳 6 か月児健康診査では、身体的発育、運動発達・精神発達、身体所見の

異常の有無をチェックする。先天異常の多くはすでに発見され医療機関で相談を受けてい

ることが多い時期であるが、効率よく全身を診察して身体的健康状態を評価することが求

められる。そのためには、診察の手順を決めておくとよい。以下にその１例を示す。

１．診察の手順 

1歳6か月の幼児では、保護者との分離不安が高まっている時期でもあるため、不安で泣

き出したり、親にしがみついて離れなかったりするため、十分な診察ができないことも少

なくない。医師は以下に例示した診察手順に慣れておくとよい。

１）はじめに問診票（既往歴・発達歴・生活歴・予防接種・養育環境）の記載内容、身

体計測結果（身長・体重・頭囲・胸囲、肥満度）と成長曲線を確認する。

２）おむつだけで、保護者と手をつないで診察室に入室してもらう。

３）保護者の膝の上に児を座らせる。座ったら児と目を合わせて、優しく話しかけ緊張

をほぐす。

４）視診、触診、聴診を行い、最後におむつを外して外陰部診察を行う。これらの項目

は児が、泣いていてもすばやく実際に診察すべき事項である。

５）保護者に説明を行い、母子健康手帳に必要事項を記入する。

６）育児に支援的な言葉かけをするよう心がける。

７）保護者に「他に心配なことはありますか？」と確認し、診察を終了する。
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２．診察項目 

14、15 頁に診察項目を掲載した。診察項目の選定基準は総説に記してある。スクリーニ

ングすべき疾患と平成 27 年 9 月に一部改正された乳幼児健康診査実施要綱(※１)に記載さ

れている診察項目と診察所見を加味して作成してある。第２節以降はこの診察項目の順に

したがって所見の取り方および判定基準と対応について記述する。

第２節 診察内容

１．身体的発育異常 

１）所見の取り方

身長、体重、頭囲の３つについて、成長曲線に過去の計測値と今回の計測値をプロッ

トし、計測値の位置（パーセンタイル）と経時的変化（曲線の形）を確認する。身長と

体重のバランスは肥満度曲線を用いて判定する。

２）判定と対応

＜判定基準＞

 低身長：身長 3 パーセンタイル未満 

 やせ：体重 3 パーセンタイル未満 または 肥満度-20％以下 

 体重増加不良：体重パーセンタイル曲線を 2 本下降 

 肥満：肥満度 30％以上 

 頭囲拡大：頭囲 97 パーセンタイル以上 または 急な拡大 

正常の判定は、身長・体重・頭囲が 3～97 パーセンタイル内のものとする。また、身

長、体重、頭囲が成長曲線に沿って増加し、急激な変動が見られないことや肥満度が-
15％から 15％以内であることも正常と判定する要件である。 
対応としては、身体発育異常が見られる場合、養育環境の確認や原因疾患の精査が必

要であり、医療機関への紹介を考慮する。低身長の原因には①家族性、②SGA 性低身

長、③栄養不足、④慢性疾患に伴う成長障害（心疾患、腎疾患、消化器疾患など）、⑤

内分泌疾患（成長ホルモン分泌不全、甲状腺機能低下症など）、⑥遺伝的疾患（染色体

異常など）、⑦骨系統疾患などがある。①や②は通常成長率の低下をきたさない。成長

率の低下を伴う場合は、③栄養不足や④～⑦の基礎疾患の可能性を考慮する。

体重増加不良は低体重かつ体重増加の停滞が見られるもので、この時期に見られる

身体発育異常の１つである。原因として①栄養摂取量不足（種々の要因が含まれる）、

②栄養吸収障害（下痢、腸疾患、消化管アレルギー）、③エネルギー消費亢進や利用障

害（慢性疾患、代謝疾患）などがある。①栄養摂取不足が原因であることが多いが、そ

の要因も多様である。生活習慣・養育環境の確認や原因疾患の精査が必要であり、医療

機関への紹介を考慮する。養育環境の確認や原因疾患の精査が必要であり、保健相談を

行い、医療機関への紹介を考慮する。
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２．精神的発達障害 

1 歳 6 か月児は周囲の認知が進み、保護者から離れて遊ぶことができるようになる一方

で、周囲への警戒心が強くなる時期でもある。健康診査（特に集団健康診査）という不慣れ

な場面では保護者から離れられず、医師の診察時に緊張してやりとりに応じられなかった

り、泣いてしまったりすることが良くある。身体診察の前に、よりリラックスできる環境で

発達面の評価を行うなど工夫をすることが望ましい。子どもが評価に応じることが難しい

場合は保護者からの問診を参考に評価する。

１）所見の取り方

精神的発達は、（１）知的発達と（２）社会性・行動の発達の 2 つの視点をもって、

おもに（１）知的発達は言語理解と発語の程度で、（２）社会性・行動の発達は相手を

意識した視線・指差しの有無で評価する。

（１）知的発達

① 言語理解

・絵の指差し(応答の指差し)
絵カード（または絵本）を見せて「わんわんはどれ？」などと質問すると、質

問に対して絵を指差して応える（応答の指差しが見られる）かどうか評価する。

絵カードがないときは「おめめはどこ？」「おくちはどこ？」など体の部位を質

問する。

・言語指示に従う

積み木などを持たせて、言葉だけで「お母さんにあげてください」や、「ない

ないしてください」（コップに積み木をいれるように）など指示し、簡単な指示

に従うことができるか評価する。言葉の指示だけでは指示に従えない場合、ジェ

スチャーを加えて「どうぞ」「ちょうだい」とやりとりができることを確認する。

② 言語表出

診察時に発語があればそれを所見とする。または、絵カード（または絵本）をみ

せて、「これなあに」と聞いて、物の名前を言わせてみる（犬、ねこ、ボール、車

など見慣れているものが好ましい）。発語がない場合には保護者からの問診により、

有意語の数を確認する。喃語（アア、ダダなど）は有意語としてカウントしない。

有意語を 3 語以上話せば正常とする。 

（２）社会性・行動の発達

① 社会性の発達

社会性の発達としては、コミュニケーション能力を診るとよく、以下にその一例

を示す。

・こちらからの問いに対する反応（アイコンタクト、動作模倣）

まず、保護者の膝の上に児を座らせる。座ったら児と目を合わせて、「○○ちゃ

ん、こんにちは」と言って頭を下げる。視線があうかどうか、まねて頭を下げる

かどうか観察する。
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・共同注意の確認

少し慣れてきたら、「はい、どうぞ」と物（積み木やボール）を子どもに手渡

す。物を受け取るかどうか、またそのときに子どもの視線が物だけでなく相手に

も向けられるかどうか、物をはさんで子どもと興味を共有できるか（共同注意が

成立するか）を観察する（共同注意についてはコラム 1 を参照）。 

・やりとりの成立

子どもが物をうけとったら、今度は「先生にちょうだい」と言い、物のやりと

りができるかどうかを確認する。ジェスチャーを交えてよい。やりとりするとき

にも視線が合うかどうか、「えらいね！」「すごいね！」とほめたときに嬉しそう

にするか観察する。

② 行動の発達

診察場面への適応と、診察室内での児の行動を観察する。ただし、診察の場でい

ろいろな行動が観察できるとは限らないし、時間もない。そこで養育者への問診で、

日常生活の中で見られる遊びの発達や生活行動を確認する。収集する情報として

は、「大人のまねをするか」「オモチャや人に興味を示すか」「簡単なやりとりがで

きるか」「少し強い言葉で制すると、少し待てるか」などが挙げられる。

２）判定と対応

＜判定基準＞

 指示理解の遅れ：応答の指差しがみられない（絵を指差すことができない）

 発語の遅れ：有意語が 2 語以下 

 多動：親の膝上でじっとせず再々降りようとする

 視線の合いにくさ：名前を呼んでも視線が合わない

（１）知的発達

応答の指差しが見られない、言語指示が通らない場合は、①聴力障害、②精神発達

遅滞、③コミュニケーションの発達の遅れ（自閉スペクトラム症）、④養育環境の問

題の可能性を考える必要がある。聴力障害がないかどうかは常に留意が必要である。

１回の評価では不正確なこともあるので、追跡観察を行い、言語発達の遅れが続く場

合は療育機関や医療機関を紹介する。

言語理解の遅れに加え、運動発達の遅れ（歩行未開始）、微細運動の遅れ（積み木

が積めない）、遊びや基本的な生活行動の発達の遅れ（おもちゃを用いて遊ぶことが

できない、スプーンを使って食べる・簡単なお手伝いをするなどの行動が見られない）

があれば全般的な精神運動発達遅滞が疑われるので医療機関を紹介する。

1 歳 6 か月児の 90％以上は 3 語以上の有意語を話すので、有意語が 3 語未満の場

合は言語表出の遅れと判定する。有意語がないあるいは 2 語以下であっても、言語理

解が良く、社会性の発達が良好である（言葉は話さないが、応答の指差しが可能で、

視線がよく合い、言語のみの指示に的確に従うことができる）は表出性言語遅滞の可
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能性が高い。家族歴があればさらに可能性は高まる。通常３歳までに言葉表出が伸び

ることが多く、無理に言語表出を促す必要はないが、２歳時にフォローアップを行い、

ことばの発達を確認することが望ましい。

（２）社会性・行動の発達

1 歳 6 か月児は他者を意識し、安心できる他者（特に母親）に対しては、自分の興

味・関心を共有しようと積極的に働きかける。名前をよんであいさつをしても視線が

合わない、物のみに注意が向き相手に注意を向ける様子（共同注意）が見られない、

言語指示のみでなくジェスチャーを交えたやりとりも全く成立しない場合は、コ

ミュニケーションの発達の遅れ（自閉スペクトラム症）が疑われる。この年齢の子ど

もは緊張してやりとりに応じられないことが良くあるが、これらの様子が目立つ場

合は再評価が必要である。フォローアップを行い、医療機関や療育機関へ紹介する。

子どもが親の膝上でじっとしていることができず再々降りようとしたり、好き勝

手に遊び回ったりする場合は多動と判定する。この時期の多くの子どもは多動であ

るが、明らかに場面に応じた行動抑制ができない場合、多動的行動特性の他に、知的

発達のおくれ（状況判断ができていない）や自閉スペクトラム症（自己中心性、新奇

場面への不慣れ）の可能性を考慮する必要がある。

このような場合、保護者は子どもの行動をどのように受け取っているか、普段の生

活でも同じ様子がみられるのか、育児で困っていることがないか、育てにくさがない

かどうかを確認し、必要なアドバイスや支援につなげる。

３．熱性けいれん 

１）所見の取り方

問診で熱性けいれんの状況を確認する。

２）判定と対応

・無熱時の発作を伴うもの、神経学的異常を遺すものは、熱性けいれんとは異なる。医

療機関を受診していない場合は、医療機関を紹介する。

・熱性けいれんの持続時間が長時間（15 分以上）であった場合や熱性けいれんを繰り

返している場合、まだ医療機関に相談をしたことが無いならば、今後の発熱時の対応

について医療機関に相談することをすすめる。

４．運動発達異常 

4.1 運動発達の遅れ 
１）所見の取り方

運動機能は、身体の粗大運動と、手指の巧緻運動にわけて判定する。

（１）粗大運動

・上手に歩くことができるかどうかで判定する。

・おむつのみで歩かせて診察室に入らせる。保護者から離れることができない場合は



45 

無理に分離させず、上手に歩くことができるか、歩き方に心配がないかどうか保護

者に確認する。身体診察後に診察台から保護者のところまで歩くことができるか

どうかを確認する。手が肩よりも上に上がっている状態（ハイガード）、手が腰の

辺りまで下がってきている状態（ミドルガード）、手が下に下りている状態（ロー

ガード）の順に歩容としては成熟したものとなる（図 3-1）。 

図 3-1 歩行の様子 

（２）巧緻運動

・おもちゃや道具を用途にあわせて操作することができることを確認する。

・色のついた立方体の積み木（１辺 3cm）を積むことができるかどうかで判定する。

指に使い方、両手の協調、手と目の協調に注目する。

２）判定と対応

＜判定基準＞

 歩行の遅れ：歩くことができない

 手の使い方が未熟：２個の積み木が積めない

・歩行が未開始の場合、理学所見・神経学的異常所見を伴う場合は精神運動発達遅

滞、脳性麻痺、神経筋疾患などを考慮し医療機関を紹介する。歩行開始の遅れのみ

で、言語理解が良く知的発達が良好である場合は追跡観察で粗大運動の発達を再評

価する。

・積み木をつむ動作は、微細運動の発達以外に、手と目の協調運動、積み木を積む

という知的操作を評価している。積み木を積むことができない、舐めたり、投げ捨

てるだけで積もうとしない場合には発達遅滞の可能性を考え、保健センターなどで

のフォローにつなげる。

ハイガード ミドルガード ローガード
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4.2 運動機能異常 
１）診察項目

運動機能異常としては四肢や脊柱の異常も含めて診察の対象である。以下のものを

診察する。 

（１） O 脚

（２） 歩容異常

（３） 胸郭変形

（４） 脊柱変形

２）所見の取り方

（１） O 脚は立位又は仰臥位で左右の足関節内果部をつけた状態で膝部の離開をみる。

（２） 歩容異常は、歩く様子をみる

（３） 胸郭変形は、座位または立位で正面、側面と背面から胸郭の変形をみる。

（４） 脊柱変形は、座位または立位で正面、側面と背面から脊柱の変形をみる。とくに

脊柱側弯は背面から体幹前屈位で棘突起の配列や肋骨隆起をみる。

３）判定と対応

＜判定基準＞

 歩容の異常：動揺歩行、墜下性歩行、尖足歩行など

 O 脚：両足内踝をつけて膝部離開４横指以上（O 脚） 
 胸郭・脊柱の変形：強度の胸郭変形、明らかな側弯

（１） 発育性股関節形成不全、くる病、O 脚などでみられる動揺歩行、脚長差のある例

にみられる墜下性歩行、尖足歩行など異常があれば医療機関へ紹介する。発育性

股関節形成不全例でも疼痛はなく、走ることもできる。

（２） 生理的な O 脚が見られる時期であるが、両足内踝をつけて立位をとったときに膝

部に 3 横指の離開がみられた例は、家庭で経過観察し増悪したら医療機関で精査

するように指導する。膝部離開が 4 横指以上の例は二次健康診査へ紹介する。低

身長を伴う例や左右の膝形態が異なる例は注意が必要となる。

（３） 強度の胸郭変形（鳩胸、漏斗胸、胸郭の大きさに左右差があるなど）は医療機関

へ紹介する。保護者の精査希望にも配慮する。明らかな斜頚（左右側屈・回旋に

明らかに左右差がある）、明らかな側弯、後弯（胸腰椎移行部や腰椎に角状の背側

への突出がある）、前弯は医療機関へ紹介する。発育性股関節形成不全など下肢長

差による代償性脊柱側弯や両側脱臼例の腰椎前弯増強にも注意する。斜頚につい

ては筋性、眼性、炎症性、骨性斜頚などとの鑑別が必要となる。

５．神経系・感覚器の異常 

5.1 視覚の異常 
眼疾患、斜視、弱視の原因となる強度屈折異常の早期発見が重要である。
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（１）診察項目

3～4 か月児健康診査と同じ

（２）所見の取り方

3～4 か月児健康診査と同じ

（３）判定と対応

＜判定基準＞

 視覚反応の異常：固視・追視の不良 

 眼位の異常：斜視など（角膜反射法） 

3～4 か月健康診査と同じ。頭位異常（斜頚）のある例は、眼性斜頚の鑑別のため頭部傾

斜試験を行って眼位を観察する。

5.2 聴覚の異常 
１）聴力の異常

（１） 所見の取り方

表 3-1 に示した問診票をつけてもらう。

表 3-1 聞こえに関する問診票（出典一覧表 5） 
１．聞こえの反応

１） 見えないところからの呼びかけ、テレビから流れてくるコマーシャルの音楽や番

組のテーマ音楽などに振り向きますか。

２） 耳の聞こえが悪いと思ったことがありますか。

３） “ささやき声”で名前を呼んだときに振り向きますか。

２．ことばの発達 

１） 簡単なことばによる言いつけができますか。

２） 意味のあることばを 3つ以上言えますか。

３．その他の難聴に関連する項目 

１） 家族（父母、祖父母、兄弟姉妹など）に、小さい時から聞こえの悪い方がいます

か。

２） 妊娠中に風疹にかかりましたか。

３） 1500g 未満で生まれましたか。あるいは、５日以上 NICU に入院しましたか。

４） 仮死で生まれましたか。

５） 黄疸が強く、交換輸血を受けましたか。

６） 耳や口に形態異常がありますか。あるいは、頭髪の一部が白くなっていません

か。

７） 髄膜炎にかかりましたか。

８） 頭部を骨折して入院しましたか。
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（２） 判定と対応

＜判定基準＞ 

 聴覚反応の異常：聞こえに関するプロトコールでリファー 

図 3-2 に示したプロトコールにしたがって、パスとリファーを判定する。 

リファーとした場合には地域の幼児聴力検査が可能な耳鼻咽喉科での精密聴覚検

査が必要となる。

図 3-2 聞こえに関するプロトコール（出典一覧表 5）

６．皮膚疾患 

１）所見の取り方

明るい室内で全身の皮膚を視診と触診により診察して判定する。皮膚付属器である

爪や毛髪にも注意をはらう。びらんや浸出液を伴う皮膚を診察する場合はディスポー

パス リファー
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ザブル手袋を着用する。皮膚の色、皮膚乾燥の程度、皮膚の清潔、皮膚の異常所見とし

て湿疹（アトピー性皮膚炎を含む）、紫斑や点状出血、白斑・色素斑・母斑、血管腫、

皮膚感染の有無を確認する。異常所見がある場合は、その大きさや全身の分布を確認す

る。 

２）判定および対応

＜判定基準＞

 アトピー性皮膚炎：程度の強い湿疹

 傷跡・打撲痕：説明のできない傷跡・瘢痕・打撲痕

（１） 程度が強い湿疹を認める場合は医療機関の受診をすすめる。アトピー性皮膚炎は

「増悪・寛解を繰り返す、瘙痒のある湿疹を主病変とする疾患であり、患者の多くは

アトピー素因を持つ」と定義される慢性の皮膚疾患である。かゆみが強い湿疹が特徴

的な場所（乳児では顔面や四肢遠位、幼児期以降は眼周囲・耳介周囲・頸部や四肢屈

曲部）に見られ 2 か月以上続いている場合はアトピー性皮膚炎の可能性を考えるが、

湿疹の原因は多様なので、健康診査の場のみでアトピー性皮膚炎と診断はせず、スキ

ンケアの指導を含めた事後対応を含めて医療機関の受診をすすめる。

（２） 膝や前脛骨部など打撲しやすい場所に見られる単独の軽微な紫斑に病的意義は少

ないが、紫斑が目立つ場合や打撲することがない部位（背部や大腿内側など）に紫斑

を認める場合は、易出血素因の有無や身体的虐待の可能性を考慮し、医療機関を紹介

する。説明のできない傷跡・瘢痕・打撲痕を認める場合にも身体的虐待の可能性を考

慮し、事後対応を慎重に協議する必要がある。

（３） 白斑（木の葉状）が 3 か所以上の場合には結節性硬化症、5mm 以上の褐色斑（カ

フェ・オ・レ斑）が 6 か所以上の場合には神経線維腫症の可能性を考慮して医療機関

を紹介する。

（４） 母斑（色調あるいは形の異常を主体とする限局性の皮膚奇形）は扁平母斑、色素性

母斑、大田母斑、異所性蒙古斑、脂腺母斑などがある。美容的な観点から保護者の心

配があれば医療機関を紹介する。

（５） 「サーモンパッチ」は眉間、眼瞼に好発する限局性の血管拡張性病変（血管奇形の

１つであり、血管腫とは区別される）である。出生後すぐから鮮紅色の皮膚変化とし

て見られ、増大傾向は示さず、2 歳までに瘢痕を残さず退色する。後頚部・後頭部に

見られるものは「ウンナ母斑」と呼ばれ、退色に時間がかかるが、それでも大部分は

５歳頃までに目立たなくなるため、経過観察のみでよい。一方、乳児血管腫は血管内

皮細胞の増殖性病変で、生直後にはほとんど目立たないが生後１～４週に明らかと

なり１歳までに急速に増大（増殖期）し、5～7 歳までに数年間かけて退縮（退縮期）

することが特徴である。βブロッカーやレーザー治療の適応となることがあり乳児

期（増殖期のうち）に医療機関を紹介することが望ましい。その他にも広い皮膚血管

病変を認め、医療管理が行われていない場合は、医療機関を紹介する。

（６） 皮膚感染症で多いものは、伝染性膿痂疹（とびひ）、伝染性軟属腫（水いぼ）、皮膚
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真菌症である。無治療であれば医療機関を紹介する。

７．循環器系疾患 

１）所見の取り方

視診（チアノーゼ・バチ指の有無）と心音の聴診（心拍数、リズム、心雑音、過剰心

音の有無）、触診（手足末梢冷感の有無）により判定する。 

２）判定および対応

＜判定基準＞

 心雑音

 明らかな頻脈、徐脈、脈不整

異常を認める場合、保護者に既往歴と家族歴を確認する。先天性心疾患はすでに診断

されていることが多いが、健康診査で初めて異常を認めた場合は医療機関を紹介する。

明らかな心拍数やリズムの異常、過剰心音、末梢冷感等を認める場合は速やかに医療機

関を紹介する。 

８．呼吸器系疾患 

１）所見の取り方

視診（呼吸器症状、頻呼吸、努力呼吸の有無）と左右の前胸部・側胸部・背部の聴診

（呼吸音の異常、副雑音の有無）により判定する。副雑音は①stridor、②crackles、

③wheezes に大別される。

２）判定と対応

＜判定基準＞

 肺胞呼吸音の明らかな左右差

 強い喘鳴

全身状態が良いにも関わらず、明らかな左右差を認める場合、何らかの器質的疾患の

可能性を考え、X 線撮影などの精査を行うため医療機関を紹介する。健康診査は体調が

よいときの受診が基本であるが、ときに体調不良時に健康診査を受けにくる場合があ

る。呼吸器症状がある場合は適切に隔離を行い、呼吸器症状の程度に応じて医療機関を

紹介する。 

wheezes は気管支喘息発作時に聴取する副雑音であるが、健康診査の場でウイルス性

気管支炎と気管支喘息発作を区別することはできない。喘鳴反復（風邪をひくたびにゼ

イゼイする）、気管支喘息の家族歴、アトピー素因を併せ持つ場合は気管支喘息の可能

性を考慮し医療機関での相談を提案する。 

９．消化器系疾患 

１）所見の取り方

保護者の膝の上で保護者の体にもたれるように半坐位として診察する。視診、触診
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の順に診察をする。視診では腹部膨満、臍ヘルニアや臍の異常の有無、そけい部の膨隆

の有無を確認する。触診では手を温めてから優しく子どもの臍部に手を当てる。表面的

な触診を行い、明らかな不快感や圧痛がないことを確かめてから、深い触診で腹部腫

瘤、肝腫大、脾腫、便塊貯留の有無を確認する。 

２）判定と対応

＜判定基準＞

 腹部腫瘤

 そけいヘルニア

（１） 腹部膨満と便塊の貯留が目立つ場合、特に新生児期からの頑固な便秘、排便時の

不快や排便をこらえる行動が見られる場合は、医療機関を紹介する。

（２） 便塊以外の腹部腫瘤を触知する場合は腫瘍（肝芽腫、神経芽腫、ウィルムス腫

瘍、奇形腫など）の可能性を考慮して医療機関を紹介する。

（３） 臍ヘルニアは腹直筋の成長とともに自然に目立たなくなるとされるが、ヘルニア

門が大きい（2cm 以上）場合にはヘルニアが残存しやすいとの報告もある。保存的

圧迫療法が行われることもあるため、臍の突出が目立つ場合や家族が希望する場合

には医療機関への紹介を考慮する。

（４） そけいヘルニアは自然治癒することがなく、経過観察によりヘルニア嵌頓を発症

する可能性があることから、早期に医療機関（小児外科）を紹介する。

１０．泌尿生殖器系疾患 

１）所見の取り方

男児の場合、立位で視診により陰茎と陰嚢の形態異常の有無を確認してから陰茎と

陰嚢を触診する。陰茎の大きさを確認し、やさしく包皮を翻転させ外尿道口が正常位置

に見えることを確認する。翻転できない場合は無理に翻転させなくてもよい。次に陰嚢

を触診し、陰嚢腫大の有無、両側の陰嚢内に精巣を触知することを確認する。陰嚢腫大

がある場合は透光性を確認する。1 歳 6 か月児健診では女児の陰部診察は必須ではな

い。

２）判定と対応

＜判定基準＞

 停留精巣

男児

（１）陰嚢腫大は、柔らかく円滑で波動があり透光性を認める場合は陰嚢水腫である可能

性が高い。陰嚢水腫は交通性陰嚢水腫が多く、腫大のサイズが体位で変化することが

特徴である。陰嚢水腫は自然消失が期待できる（多くは 2 歳まで）ため経過観察でよ

いが、そけいヘルニアを合併する際は外科的治療が考慮される。透光性がない場合や

陰嚢水腫と判断しにくい場合は医療機関を紹介する。
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（２）陰嚢内に精巣を触知しない場合、停留精巣が疑われる。1 歳 6 か月で精巣下降がな

ければ経過観察により自然下降することはなく、不妊症や精巣腫瘍の発生の問題が

あるため外科的治療が必要になるため医療機関を紹介する。

（３）1 歳 6 か月児の包茎は正常であるが、包皮先端がピンホール状で全く包皮翻転がで

きず、排尿時に包皮が膨らむバルーニングが見られるなど排尿異常を伴う場合や、尿

路感染を合併する場合は、医療機関を紹介する。

１１．生活習慣上の問題

１）所見の取り方

問診で確認する。1 日の生活リズム、食習慣の基礎の確立の有無、排便や排尿の回数、

歯磨きや入浴など保清の状況を尋ねる。

２）判定と対応

1 歳 6 か月は、食事や睡眠を含めた生活習慣の基礎が確立する時期である。一方で、

それまで保護者に依存していた生活行動が、少しずつ「自分で」できるようになる（で

もまだ上手にはできない）自立への入り口の時期でもある。生活習慣に問題がある場合

は、保健指導を指示する。

１２．情緒行動上の問題

１）所見の取り方

1 歳 6 か月の子どもは身体面では自由に体をコントロールができるようになり活動

範囲が急速に拡大する。認知面の発達により、自我が芽生え、自立欲求が強くなるため

自己主張やイヤイヤが激しくなる。同時に、自分と相手の違いを理解できるようになり、

自分と異なる相手に興味を持つようになる。想像力や記憶力の発達により、みたて遊び

ができるようになり、少しずつ物事の予測をたてることができるようになる。新奇場面

への予期不安が強まる時期でもある。保護者を安全基地として外界に探索をしては安

全基地に戻るという行動を繰り返しながら成長する。

1 歳 6 か月健康診査は子どもにとっては緊張する非日常的な場面である。このため 1

歳 6 か月健康診査では非日常的な場面に対する子どもの反応、他人である医師への反

応、保護者とのアタッチメントを行動観察により評価する。

行動観察の工夫の一例を示す。

子どもを直接診察する前に、子どもが興味を示しそうなおもちゃを保護者から少し

離れた場所に置いておき、子どもを自由にさせておく。医師は保護者からの問診を確認

しながら、その間の子どもの行動観察を行う。保護者と親しげに話をすることにより他

者である医師への子どもの警戒心が軽減する。そのなかで子どもの行動観察を行う。

２）判定と対応

はじめは保護者の近くから離れないか、少し離れて遊んでは保護者の近くに戻って

くる。保護者から離れて遊んでいる間も、ときどき保護者の方を振り返って大丈夫かど

うか確かめる（社会的参照：Social referencing）、おもちゃへの興味や関心を自分から保
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護者に伝えようとする（誘導的共同注意：Initiating joint attention）行動が見られること

が普通である。新規場面への緊張は正常の反応であるが、ある程度の時間がたっても保

護者にしがみつき全く離れようとしない場合や泣き続ける場合は新規場面に対しての

不安・不快が過度である。日常生活場面でも母が困りを感じていることがよくあるので、

育児上の困りがないかどうか確認し、必要な支援を検討する。新規場面でおもちゃのみ

に興味を示し、全く保護者を参照しない、周囲に関心を示さない場合は、コミュニケー

ションの発達やアタッチメント形成の問題が考慮されるため、育児状況を確認しフォ

ローアップを検討する。
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（コラム １） 共同注意（Joint attention）と指差し（pointing）

共同注意とは、ある物や出来事に対する興味・関心を他者と共有する行動のことである。「ほら

見て！」と子どもが興味の対象を相手に伝え、相手の関心を自分の興味の対象に引き付け、興味

の対象を共有し、さらには対象に対するお互いの感情（すごいね、楽しいね）も共有できている

状態が成熟した三項関係である。同じ物や出来事を挟んで「シェアできている」「つながっている」

と感じられることが重要である。 

指差しにも同様に発達段階があり、1 歳 6 か月では自分の興味・関

心を相手に伝えることを目的とした「共感の指差し」（叙述の指差し）

が見られることが重要である。 

共同注意による三項関係の成立と、共感の指差しができるようになる

ことは、この時期の社会性発達として非常に重要である。 

発達段階 年齢 内容 

視線と意図の検出 ０～９か月 他者の視線と意図を検出し、他者に関心を示す。

（二項関係） 

応答的共同注意  ３～18 か月 相手の視線や振向き、指差しに反応して、相手の

注目している物を察知し、共有する。 

誘導的共同注意  ６～24 か月 自分の興味の対象を相手に伝え、相手の関心を

引き付け、相手と興味の対象を共有する。（三項

関係） 

■指差しの発達

指差しの種類 年齢 内容 

興味の指差し 10～11 か月 
興味のあるものを指さす。相手がいないこともあ

る。 

要求の指差し 

Imperative pointing 
10～14 か月 

自分の欲しいのを取るよう相手に要求をする。要

求伝達が主目的である。 

叙述の指差し 

Declarative pointing 
12～18 か月 

自分が気になったものを相手に知らせ、相手に見

ることを求める。「共感の指差し」 

応答の指差し 18 か月 相手からの質問に対して答えるための指差し。 
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（コラム ２） M-CHAT を用いた自閉スペクトラム症への気づき

厚生労働省は 1 歳 6 か月健康診査にて、幼児の社会的行動を記した 23 項目からなる M-
CHAT という質問紙を用いて、自閉スペクトラム症に気付くことを推奨している。医師診察では

行わないが、保健師が問診で使用していることがあることを知っておくとよい。

・第１段階スクリーニング

3 項目/23 項目 以上の不通過または １項目/重要 10 項目 以上の不通過

重要 10 項目とは項目番号が以下のものをさす；2、6、7、9、13、14、15、20、21、23 
・第 2 段階スクリーニング

保健師による電話での聞き取りを実施する

3 項目/23 項目 以上の不通過または 2 項目/重要 10 項目 以上の不通過 
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１３．その他の異常

１）所見の取り方

健康診査の場面で以下の様子が見られる場合には、不適切な養育の可能性に留意し

て、特に注意深い身体診察を行う。 

（１）子どもの様子

① 明らかな皮膚や衣服の不潔

② 体重増加不良

③ 予防接種の未実施

④ 極端な分離不安

（２）保護者の様子

① 子どもに無関心（子どもを放置してスマホに夢中になっているなど）

② 子どもの周囲で喫煙をしている

③ 子どもに強く怒鳴りつけている、子どもを叩いている

④ 表情が沈んでおり無気力、抑うつ的

２）判定と対応

不適切な養育については要支援と判断し、適切な保健相談・育児支援を行い、積極的

な見守りとフォローアップを検討する。児童虐待を疑う所見を認める場合は、保健行政

と相談の上、子ども家庭相談センター等へ連絡する。 
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第４章 ３歳児健康診査 

第１節 法的位置づけと概要 

３歳児健康診査は母子保健法第 12 条に定められていて、「満三歳を超え満四歳に達しな

い幼児」を対象として、市町村が実施者として行われている。平成 27 年 9 月に一部改正さ

れた乳幼児健康診査実施要綱が厚生労働省より通知されていて、その中に最新の診察項目

と診察所見が記されているので、健康診査を担当する医師は、これらの事項について診察し、

その所見の有無についてもれなく判断することが求められる。

集団健康診査においては、一人当たりの診察時間が短いため、要領よくポイントを抑えて

診察する必要がある。

１．診察手順 

３歳の幼児では、保護者が近くにいれば独りでも行動ができるようになっており、1歳6か

月健康診査のときのように不安で泣き出したり、親にしがみついて離れなかったりすると

いった行動はほとんどなくなる。しかし、初めての場所や人の前では話ができなくなったり、

動けなくなったりするどの反応が見られることは少なくない。

医師は以下に例示した診察手順に慣れておいて、円滑に診察することが求められるし、実

際に診察できなかったことを養育者に尋ねて、診察の補完的な情報として活用するとよい。 
１）はじめに問診票（既往歴・発達歴・生活歴・予防接種・養育環境）の記載内容、身

体計測結果（身長・体重・頭囲、肥満度）と成長曲線を確認する。

２）下着 1 枚で保護者と一緒に診察室に入室してもらう。

３）保護者とは別の椅子（小さめのもの）に座るように指示する。座ったら児と目を合

わせて、挨拶をする。嫌がる場合には保護者の膝の上に児を座らせてもよい。

４）挨拶に続いて児の名前を尋ねる、年齢を尋ねるなどの会話をする。言語発達やコ

ミュニケーション能力を診ることが目的だが、診察の場や医師に慣れるための準備で

もある。

５）座位のままで視診、触診、聴診を行う。

６）椅子から下りて立つように指示し、O 脚の有無を確認する。

７）保護者のほうを向かせて、後ろからささやき声にて聴力を診る。診察室がうるさい

など診察ができない場合は問診で代用してもよい。

８）保護者に向かってお辞儀をさせて脊柱の変形の有無を診る。

９）粗大運動機能の評価として、歩かせて歩容を診る。

保護者に説明を行い、母子健康手帳に必要事項を記入する。

10）保護者に「何か心配なことはありますか？」と尋ね、短く答えられる範囲で対応

し、終了する。詳しく説明が必要な内容は、保健師に連絡して保健指導や子育て支援

の対象として挙げる。
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２．診察項目 

16、17 頁に診察項目を掲載した。診察項目の選定基準は総説に記してある。スクリーニ

ングすべき疾患と平成 27 年９月に一部改正された乳幼児健康診査実施要綱(※１)に記載さ

れている診察項目と診察所見を加味して作成してある。第２節以降はこの診察項目の順に

したがって所見の取り方および判定と対応について記述する。

第２節 診察内容

１．身体的発育異常 

１）所見の取り方

満 3 歳を超え満４歳に達しない幼児の体格は、おおむね身長 90cm、体重 15kg が目安

である。性別の成長曲線上（資料参照）で 3 パーセンタイル以上 97 パーセンタイル未

満を正常範囲とするが、成長曲線で過去の成長の経過を評価して、急激な変化にも留意

する必要がある。具体的な測定の留意点は 9 ページを参照していただきたい。 
身長と体重がそれぞれ正常範囲であっても、体格のバランスに留意する必要がある。

肥満度は－15％から＋15％が正常範囲である。3 歳児では、視診にて肋骨や鎖骨が見え

るくらいの状態が標準体重前後であり、肋骨や鎖骨が見えないくらいの体格では、おお

よそ 20％くらいの肥満度となる。 
２）判定と対応

＜判定基準＞

 身長・体重・頭囲が 3 パーセンタイル未満または 97 パーセンタイル以上 
 体重がパーセンタイル曲線を 2 本下降（体重増加不良） 

低身長は身長が 3 パーセンタイル未満、高身長は身長が 97 パーセンタイル以上の時

に疑う。SGA（small-for-gestational age）性低身長、成長ホルモン分泌不全症など治療可

能な低身長の可能性もあるため、医療機関への紹介を考慮する。体重増加不良が先行し

ていることが明らかな場合は、養育環境・摂食状態、周産期異常の有無などを確認する。

健康診査の時点で身長が 3 パーセンタイル以上であっても、それ以前と比較して伸び

が停滞している場合には、経過観察が必要である。

痩せは体重が 3 パーセンタイル未満、肥満度－15％未満が続く場合に、肥満は体重が

97 パーセンタイル以上、肥満度＋15％以上が続く場合に疑う。いずれも栄養指導の対

象とする。痩せでは低出生体重児や食物アレルギーの可能性、肥満では頻度は少ないが

二次性肥満の可能性があり、これらを示唆する既往歴や所見があれば医療機関へ紹介

する。また、身長、体重が正常範囲内であっても、急激な変動がある場合にも追跡観察

とするとよい。体重が 3 パーセンタイル未満で、成長曲線を外れて体重増加が停滞また

は減少する場合は、体重増加不良と判断する。体重増加不良は養育環境の確認や原因疾

患の精査が必要であり、医療機関への紹介を考慮する。育児過誤やこども虐待が疑われ

る場合は、関係機関と情報共有をおこない連携して支援を行う。
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２．精神的発達障害 

１）所見の取り方

３歳における精神的発達については、（１）知的発達と（２）社会性・行動の発達の

視点を持って診察する。（１）知的発達は言語理解と発語の程度で、（２）社会性・行動

の発達は会話でのやりとりや行動観察、保護者からの問診を参考に評価する。

（１）知的発達の診察

① 言語理解

・大小のりんごの絵を見せて、その大小を尋ね指差しさせる。

・電車の絵を見せて、その長短を尋ね指差しさせる。

・積み木を２個と４個を別々に積んで、その高低を尋ね指差しさせる

・色つきの自動車（図 4-1 赤、青、黄、緑）の４色を見せて、色を尋ね指差しさ

せる。指さしした色を答えさせてもよい。

図 4-1 色の呼称に使う自動車 

② 言語表出

・子どもに名前と年齢を尋ねて答えさせる。

・今日は誰と一緒に来たのかを尋ねて答えさせる。

・家庭での様子（遊びや食事で好きなものなど）あるいは保育所での様子を尋ねて

答えさせる。 

（２）社会性・行動の発達の診察

（１）では診察開始時の会話や指示への応答を通じて、言語発達やコミュニケー

ション能力を診察する。その際、児の診察の場への適応や対人関係を観察し、社会性
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や行動の発達についても評価する。観察のポイントは次のとおりである。

・医師の指示に従える。診察に協力できる。

・会話中に視線は合う。やり取りが成立する。

・会話中に突然別の話を始めたり、動き回ったりしない

２）判定と対応

＜判定基準＞

 言語理解：大小、長短、4 色が理解できていない。 

 言語表出：2 語文が出ていない。スムーズに発語できない 

 社会性・行動：視線が合わない、合ってもごく短い。動き回り、いすや親の膝に座れ

ない。

（１）知的発達の判定と対応

① 言語理解

３歳前半で大小が理解できない場合には、明らかに理解力の遅れが疑われるので医

療機関や療育機関を紹介する。高低が理解できなかったり、4 色のうちいくつか答え

られなかったり場合には経過観察とする。3 歳 6 か月以降では、長短や高低が理解で

きない場合や４色のすべてが答えられない場合には理解力の遅れが疑われるので医療

機関や療育機関を紹介する。

②言語表出

３歳で発語が単語レベルで二語文が出ていない場合はことばの遅れと判断する。

助詞は必ずしも出ていなくてもよい。発語とともに、大小や色など抽象概念の理解

状態を確認する。抽象概念を獲得している場合は言語発達がキャッチアップするこ

とが多いため、経過観察とする。発語だけでなく言語理解にも遅れがある場合は、

聴力を確認したうえで医療機関や療育機関への紹介を考慮する。

話すことはできるが、尋ねたことに答えることができず会話が成立しにくい場合

には自閉症を疑う必要がある。視線の合いにくさなど社会性の発達状況とあわせて

医療機関や療育機関への紹介を考慮する。

「発音がはっきりしない」という相談も多い時期である。構音発達は 5 歳前後で

完成するとされており、構音の未熟性（サカナがタカやチャカナ、ダルマがラルマ

になど）は異常ではない。発話全体の明瞭度が悪く、聴き取れない場合には聴力を

確認したうえで経過観察とする。聴覚（聴力）障害が疑われる場合は、医療機関へ

紹介する。

（２）社会性・行動の発達

医師を見ることがない、簡単な指示に従えずじっとしていない、簡単な会話ややり取

りが成立しない場合には医療機関や療育機関を紹介する。保護者を参照しなかったり、

一人遊びが多かったりする場合は社会性の発達の遅れが疑われるので、追跡観察にす



61 

るとよい。 

短時間の診察においては、行動観察・評価を十分に行うことは困難である。また、健

康診査という非日常場面であることにも留意する必要がある。緊張したり、恥ずかし

がったりして医師との会話ができないこともある。保護者からの情報を問診から把握

し、診察所見とあわせて判断する。保育所等に入園している場合は、同年齢の子どもと

の対人関係や集団行動の状態についても情報を得ておくとよい。

３．熱性けいれん 

１）所見の取り方

問診上で情報を収集する。

２）判定と対応

・無熱時の発作を伴うものや神経学的異常をのこすものは熱性けいれんとは異なる。医

療機関を受診していない場合は、医療機関を紹介する。

・熱性けいれんの持続時間が 15 分以上であった場合や熱性けいれんを繰り返している

場合で医療機関に相談をしたことがない場合は、今後の発熱時の対応について医療

機関に相談することを勧める。

４．運動機能異常 

4.1 運動発達の異常 
１）所見の取り方

運動機能は、（１）身体の移動等の粗大運動と（２）手指の動きを見る微細運動に分

けて所見をとる。

（１）粗大運動

３歳児は成人と同様に手と足を交互に振って歩くことができる。また走行や跳躍

が可能になり、足を交互にして階段を上がることができるようになる。診察室では歩

く様子を観察する。

（２）微細運動

微細運動も器用になり、鉛筆で〇を書いたり、積み木を 8 個積み上げたりすること

ができ、日常生活ではお箸が使えるようになったり、大きなボタンであればかけるこ

とができる。健康診査では道具がなくても可能な方法として、母指と示指で輪を作る

こと（オッケーの形）ができることを確認する。

２）判定と対応

＜判定基準＞

 粗大運動：歩行が不安定だったり、左右への重心の動揺がある

 微細運動：母指と示指で輪を作ること（オッケーの形）ができない

３歳児で歩行できていない例は明らかに異常であり、健診までに医療機関を受診してい
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ることを確認する。3歳児健康診査では、歩行できていても歩く様子（歩容）に問題がある

例を発見する。 

歩行が不安定だったり、左右への重心の動揺がみられたりする場合は、精密検査として医

療機関を紹介する。脳性麻痺や神経筋疾患で痙性や失調がある場合や不随意運動がある場

合がある。 

発育性股関節形成不全、くる病、O脚などでみられる動揺歩行、脚長差のある例にみられ

る墜下性歩行、尖足歩行などあれば医療機関へ紹介する。 

微細運動の遅れは、脳性麻痺などによる運動機能の問題だけでなく、発達障害や知的障害

にみられる協調運動機能の遅れでもみられる。発達全体の評価を考慮して、追跡観察とする。 

4.2 運動器の異常

１）所見の取り方

（１）O 脚：立位で左右の足関節内果部をつけた状態で膝部の間の距離をみる

（２）胸郭変形：座位と立位で、正面、側面と背面から胸郭の変形をみる。

（３）脊柱変形：座位と立位で、正面、側面と背面から脊柱の変形をみる。とくに脊柱側

弯は背面から体感前屈位で棘突起の配列や肋骨隆起をみる。

２）判定と対応

＜判定基準＞

 O 脚：両足関節内果をつけた時に膝部に 4 横指以上の離開がある 
 胸郭：強度の変形（漏斗胸、明らかな左右差など）

（１）O 脚：立位で両足関節内果をつけた時に膝部に 4 横指以上の離開がみられた場合

は、医療機関へ紹介する。

（２）胸郭変形：漏斗胸、胸郭の大きさに左右差があるなど強度の胸郭変形がある場合は、

医療機関へ紹介する。まれに基礎疾患を合併する例がある。容姿が他の子どもと異な

ることが親子に与える心的負担が大きいことが報告されており、保護者の精査希望

にも配慮する。

（３）脊柱変形：明らかな側弯、後弯（胸腰椎移行部や腰椎に角状の背側への突出がある）

前弯は医療機関へ紹介する。発育性股関節形成不全など下肢調査による代償性脊柱

側弯や両側脱臼例の腰椎前弯増強にも注意する。

５．神経系・感覚器の異常 

5.1 視覚の異常 
斜視や高度の屈折異常（遠視や乱視）があると、中枢へのシナプス形成が阻害され、眼鏡

やコンタクトレンズでは矯正できない片眼または両眼の視力不良（弱視）となる。弱視は予

防・治療が可能であるが、感受性期間（6～8 歳）を過ぎると不可逆的な視力不良となる。

弱視の有病率は約 2％で、小児や若年者の視力不良の原因として頻度が高い。大部分の弱視

は３歳児健康診査で早期に検出されれば予後良好で、矯正眼鏡の常用と健眼遮閉治療・弱視
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訓練によって就学までに治癒することができる。

３歳児視覚検査ではアンケート（表 4-1）と視力検査が必須項目である。一次検査はアン

ケートと家庭での視力検査、二次検査はアンケート記入項目の確認と二次問診、家庭での視

力検査結果の確認と視力の再検査、医師の診察である。なお、自治体によっては、屈折検査

や両眼視機能検査（立体視検査）、視能訓練士による診察を加えて視覚検診の精度を上げ

る試みがされている。

表 4-1 目に関するアンケート 
１） 目つきや目の動きがおかしいですか

２） まぶしがりますか

３） 目を細めて見ますか

４） 物に近付いて見ますか

５） 頭を傾けたり、横目で見たりしますか

６） 明るい戸外で片目をつぶりますか

７） 目が揺れていますか

８） まぶたがさがっていますか

９） 黒目の大きさが左右で違いますか

10） 瞳孔（黒目の中央）が白っぽく見えることがありますか

11） 近くのものを見るときに、目が内側に寄ることがありますか

12） 親、兄弟姉妹に弱視、斜視、生まれつきの目の病気の人がいますか

１）所見の取り方

（１）視診：3～4 か月児健康診査と同じ

（２）眼位検査：3～4 か月児健康診査と同じ

（３）視力検査：視力検査は、2.5m の検査距離で 0.1（練習用）と 0.5 に相当するランド

ルト環単独視標等の検査セットを使って片眼ずつ行う。検査セットを送付し、家庭で

の視力検査を正確に行うように、わかりやすい説明書を配布する。

２）判定と対応

＜判定基準＞

 角膜反射法で斜視がある

 視力検査の異常

 角膜反射法で斜視がある場合や視診にて明らかな異常所見がある場合は医療機関へ

紹介する。

家庭での視力検査で左右眼いずれかでも視力 0.5 が確認できなかった児、検査のでき

なかった児は二次検査にて視力の再検査を行う。月齢や発達状況によって検査ができ

ないことがあり、３歳６か月頃になると検査可能率が向上する。二次検査で視力の再検

査を実施した結果、左右眼のいずれかでも視力 0.5 が確認できなかった児、検査のでき
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なかった児は眼科での精密検査を勧告し、受診結果について保護者に確認をする必要

がある。

5.2 聴覚の異常 
１）所見の取り方

健康診査を受診する前に問診票が配布され、ささやき声検査などが家庭で実施され

ているので、その結果を確認する。なお、自治体によっては、ティンパノメトリーや指

こすりテスト、信号音による聞き取りテスト、耳鼻咽喉科医や言語聴覚士による診察を

加えて聴覚検診の精度を上げる試みがされている。

表 4-2 聴覚に関わる問診票（出典一覧表 6） 
１） 家族、親戚の方に、小さいときから耳の聞こえのわるい方がいますか。

２） 中耳炎に何回かかかったことがありますか。

３） 普段鼻づまり、鼻水が多い、口で息をしている、のどれかがありますか。

４） 呼んで返事をしなかったり、聞き返したり、テレビの音を大きくするなど、聞こえ

がわるいと思うときがありますか。

５） 保育所の保育士など、お子さんに接する人から、聞こえがわるいと言われたことが

ありますか。

６） 話しことばについて、遅れている、発音がおかしいなど、気になることがあります

か。

７） あなたの言うことばの意味が動作などを加えないと伝わらないことがありますか。

図 4-2 ささやき声検査で用いられる絵シート（出典一覧表 6）
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２）判定と対応

＜判定基準＞

聴覚にかかわる問診票（表 4-2）は、１）～３）の参考項目と、４）～７）の重要項目

に分けられる。判定方法とその後の方針をフローチャートに示す（図 4-3）。 
 重要項目４）～７）がすべて「いいえ」の場合は、ささやき声検査の結果を確認する。

絵シートの 6 個の絵のうち〇が 5 個以上ある場合はパス、〇が 4 個以下の場合は精

密検査とする。

 重要項目４）～７）のいずれか 1 項目以上に「はい」と答えている場合は、ささやき

声検査の結果にかかわらず精密検査とする。

図 4-3 聴覚に関する判定のフローチャート（出典一覧表 6） 

表 4-2 の問診票の第１項目はあまり重要視されない。問診票の第 2、第 3 項目は滲出

性中耳炎を念頭においたものである。滲出性中耳炎によっても軽度から中等度の難聴

を発症することがあるので、耳鼻咽喉科医に精査を依頼する。問診票の第 4、第 5 項目

は直接難聴の有無を問う問診であり、いずれかにチェックが入っていた場合にはリ

ファーとしてよい。問診票の第 6、第 7 項目のいずれかにチェックが入った場合、ささ

やき声検査の結果を参照する必要がある。ささやき声検査でも難聴が疑われた場合に

は難聴疑いとしてリファーとする。
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６．皮膚疾患 

１）所見の取り方

皮膚色、皮膚の緊満度（turgor）、皮膚の乾燥度、色素沈着、発疹や出血、皮膚の感染

症などをチェックする。

２）判定と対応

＜判定基準＞

 程度の強い湿疹

 説明のできない傷跡や打撲痕

程度の強い湿疹、例えば湿潤や出血があったり、掻爬痕があり強いかゆみを訴える

湿疹などでは医療機関の受診をすすめる。アトピー性皮膚炎では、かゆみを伴うもの、

顔面を超えて体幹、四肢に広がっているもの、２か月以上持続しているもの、家族歴

や合併アレルギー疾患がある場合では、医療機関受診をすすめる。

膝や前脛骨部など外傷を受けやすい場所にみられる単独の軽微な傷跡や打撲痕に

は病的意義は少ない。紫斑がめだつ場合、新旧の傷跡や打撲痕が混在する場合、外傷

を受けることが少ない部位（背部や大腿内側など）に傷跡や打撲痕を認める場合は、

易出血素因の有無や身体的虐待の可能性を考慮して医療機関を紹介する。身体的虐

待の可能性が疑われる場合は医療機関への紹介にとどめず、すみやかに関係機関と

情報共有をおこない、連携して支援を行う。

その他にも所見が認められるのに医療管理が行われていない場合には、医療機関

に紹介をする。自然消退するものや悪性化の可能性がないものでも、美容的な観点で

医療機関への紹介が必要になることがある。

７．循環器系疾患 

１）所見の取り方

視診（チアノーゼ・バチ指の有無）と心音の聴診（心拍数、リズム、心雑音、過剰心

音の有無）、触診（手足末梢冷感の有無）により判定する。 

２）判定と対応

＜判定基準＞

 心雑音

 明らかな頻脈、徐脈、脈不整

異常を認める場合、保護者に既往歴と家族歴を確認する。先天性心疾患はすでに診断

されていることが多いが、健康診査で初めて異常を認めた場合は医療機関を紹介する。

明らかな心拍数やリズムの異常、過剰心音、末梢冷感等を認める場合は速やかに医療機

関を紹介する。
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８．呼吸器系疾患 

１）所見の取り方 
視診（呼吸器症状、頻呼吸、努力呼吸の有無）と左右の前胸部・側胸部・背部の聴診

（呼吸音の異常、副雑音の有無）により判定する。副雑音は①stridor、②crackles、

③wheezes に大別される。 
健康診査は体調がよいときの受診が基本であるが、ときに体調不良時に健康診査を

受けにくる場合がある。呼吸器症状がある場合は適切に隔離を行い、呼吸器症状の程度

に応じて医療機関を紹介する。 
２）判定と対応 
＜判定基準＞ 
 肺胞呼吸音の明らかな左右差 
 強い喘鳴 
 

全身状態が良いにも関わらず明らかな左右差を認める場合は、何らかの器質的疾患

がある可能性を考えて、医療機関を紹介する。 
wheezes は気管支喘息発作時に聴取する副雑音であるが、健康診査の場でウイルス性

気管支炎と気管支喘息発作を区別することはできない。喘鳴反復（風邪をひくたびにゼ

イゼイする）、気管支喘息の家族歴、アトピー素因を併せ持つ場合は気管支喘息の可能

性を考慮して医療機関の受診をすすめる。 
 
９．消化器系疾患 

１）所見の取り方 
立位にさせた状態で視診、触診をおこなう。視診では臍ヘルニアの有無を確認する。

触診は臍部辺りに手掌を当てて、ゆっくりと押して掌に腫瘤が触れるかどうかを確認

する。緊張やくすぐったがって腹筋が硬直し十分に触診できないときは、話しかけてリ

ラックスさせたり、口を開けて腹式呼吸をさせたりするとよい。ついで左右の側腹部に

手を当てて、同様に腫瘤の有無を確認する。右上側腹部では肝腫大の有無を、左上側腹

部では脾腫大の有無を確認する。脾や肝の辺縁は通常で子どもが深い呼吸の吸気時に

触れることができる。左下腹部では便塊による腫瘤に留意しながら、下行結腸当たりを

触診する。下腹部では視診と触診にて、そけいヘルニアの有無を確認する。 
２）判定と対応 
＜判定基準＞ 
 腹部腫瘤 
 臍ヘルニア 
 そけいヘルニア 

著明な腹部膨満や腹部腫瘤がみられたときは、固形腫瘤なのか、のう腫なのか、臓器



68 

の腫大によるものか、糞便によるものかを区別する必要がある。腹部腫瘤がみられたと

きには、まず悪性腫瘍を考えるべきで、速やかに医療機関を紹介する。小児期の発症頻

度では神経芽腫や Wilms 腫瘍（腎芽腫）が比較的高い。 
そけいヘルニアは、３：２で男児に多く、そけい部から陰嚢にかけて還納可能なヘル

ニア腫瘤を生じ、腸管が内容の場合は還納時にグル音を聴取し、治療は外科的手術にな

る。所見があれば医療機関を紹介する。 
 

１０．泌尿生殖器系疾患 

１）所見の取り方 
男児の場合は、立位により陰茎と陰嚢の携帯以上の有無を確認してから、陰嚢を触診

する。左右の精巣が触知でき、左右差はないかどうかを確認する。女児の場合は、3 歳

児健診では泌尿生殖器系の診察は必須ではない。 
 
２）判定と対応 
＜判定基準＞ 
 停留精巣 

停留精巣は陰嚢に精巣を触知しない場合で、不妊症や悪性腫瘍の発生の問題があり、

手術が必要になるため医療機関を紹介する。 

 
１１．生活習慣上の問題 

１）所見の取り方 
問診にて行う。起床と就寝、食事の回数や時間帯、排便の回数や時間帯などの生活リ

ズム、歯磨きや入浴の有無といった保清の状況、着替えや排尿の自立などしつけ面につ

いても尋ねる。 
２）判定と対応 

3 歳児にとって基本的な生活習慣は、発育・発達にとってきわめて重要な事項である。

生活習慣に問題があれば、保健指導を指示する。こども虐待に気付くきっかけにもなる。 
 

１２．情緒行動上の問題 

一般的に 3 歳では自己主張が強くなり、自己中心的な言動が増えてくる時期である。

遊びや会話におけるやり取りが成立し、相手を見て必要な要求を伝えることができる

ようになる一方で、自己表現ができることばが十分に発達していないため、感情をかん

しゃくの形で表現することもある。また、親から離れて同年齢の子どもと一緒に遊ぶよ

うになる。 
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１）所見の取り方 
保護者からの情報を問診から把握し、診察所見（「２．精神的発達障害 （２）社会

性・行動の発達」を参照）とあわせて判断する。保育所等に入園している場合は、同年

齢の子どもとの対人関係や集団行動の状態についても情報を得ておくとよい。 
２）判定と対応 
＜判定基準＞ 
 過剰な不安、恐れ 

親や兄弟、親しい大人等と一緒にいるときは落ち着いて過ごすことができるが集団

の中では不安定になったり、ちょっとしたきっかけで泣いたり、パニックになる、「こ

わい」「できない」等の恐怖感情を示し逃避行動をおこすなどの過剰な不安、恐れがあ

る場合は医療機関への紹介を考慮する。感覚の過敏性、相手の気持ちがわからない、場

面の見通しがつかない等により大きな不安や恐怖を感じていることがあるため、精神

的発達についても考慮する。分離のような刺激やきっかけが明らかな場合は発達経過

に伴い落ち着くものであるが、保護者にも不安が強い場合は保健指導の対象とする。 

 
１３．その他の異常（児童虐待など） 

 乳幼児健康診査は、児童虐待の予防や早期発見についても重要な役割を担っている（平成

30 年７月 20 日子母発 0720 第１号母子保健課長通知）。問診や診察を通じて児童虐待のリス

クを把握し、必要な支援の提供や対策を講じることが重要である。 
１）所見の取り方 

身体発育を成長曲線で確認する。診察時点の状態だけでなく、過去の成長の状況を参

考にして急激な変化にも留意する必要がある。身体の視診にて新旧の傷跡、打撲痕、皮

膚の汚れの有無を確認する。とくに目立たない背部や大腿内側部に留意する。う歯や口

腔内の衛生状態などの歯科診察所見や、対人関係で不安そうに見える、過剰になれなれ

しい、極端な分離不安など違和感のある行動についても留意する。    
保護者の様子については、子どもに無関心、強く怒鳴りつける・叩くなどの行為、表

情変化に乏しい・抑うつ的などの心身の活力について観察する。予防接種の記録、母子

手帳への記載などにも注意する。 
 

２）判定と対応 
＜判定基準＞ 

複数の傷や傷跡の数が複数であったり、皮膚の汚れが目立ったり、う歯が多い・口腔

内が不衛生などの場合には養育支援の緊急度が高いと判定する。母子保健行政担当者

と相談し、総合的に判断し、子ども家庭相談センター等へ連絡する。火傷や骨折、縫合

を必要とした怪我などが複数認められた場合には被虐待を疑い、すみやかに関係機関

と連携して対応する。 
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子どもの様子や家族関係より性的虐待が疑われた場合には専門的な診察を要するの

で、すみやかに通報する。 
 

（コラム 3） PARS-TR を用いた自閉スペクトラム症への気づき 
厚生労働省は 3 歳児健康診査にて、PARS-TR（親面接式自閉スペクトラム症評定尺度 テ

キスト改訂版）という質問紙を用いて、自閉スペクトラム症に気づくことを推奨している。就学前

向けに 3～4 項目の質問があり、基準値以上で疑わしいと判定する。12 項目からなる短縮版

もあり、０、１、２点で点数化し５点以上でスクリーニングするという基準になっている。医師診察

では行わないが、保健師による問診で実施されていることもあることを知っておくとよい。 
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第５章 養育者のメンタルヘルス 

 
１．メンタルヘルス不調やその他の心理社会的リスクのある養育者とその子どもへの対応 

産後は産後うつをはじめとしてメンタルヘルスの不調をきたしやすい時期である。母親

のメンタルヘルス不調は養育不全や児童虐待のリスク因子となる。母子保健関係者がそれ

ぞれの持ち場で多職種によるセーフティネットの役割を担い、メンタルヘルス不調のみな

らず、養育不全や児童虐待につながりうる心理社会的リスクを見逃さずに、支援につなげる

ことが重要である。乳幼児健康診査においても、小児科医が養育者のメンタルヘルス不調や

その他の心理社会的リスクに対する早期介入・早期支援のためのゲートキーパーになるこ

とで、切れ目ない母子の支援や児童虐待予防に重要な役割を果たすと考えられる。 
本稿では、乳幼児健康診査の場で遭遇することがあり、かつ、精神科医でなくても見立て

が可能でかつ支援につなげることが必要な養育者のメンタルヘルス不調として、産後うつ

と産褥精神病を取り上げる。さらに、妊娠期から育児期にかけての切れ目のない支援におい

て知っておくべき母子保健の仕組みやツールについて述べる。 
 
２．乳幼児健康診査で特に注意すべき２つのメンタルヘルス不調 

乳幼児健康診査で特に注意すべき母親のメンタルヘルス不調は、うつ状態と幻覚妄想状

態である。この２つは精神科専門でなくても判断が比較的容易で、かつ、母子の安全確保に

極めて重要である。うつ状態の場合、産後であれば産後うつ病を疑ったほうが良い（他には、

うつ病、双極性障害の可能性もある）。また、幻覚妄想状態の際には、産褥精神病や統合失

調症が疑われる。いずれの疾患も、重症化すれば、母親の自殺企図・子どもへの危害・母子

心中などのリスクがある。養育者がこれらの精神症状を呈することが疑われた場合には、保

健師と情報共有して母子のサポートを検討する。図 5-1 は対応の流れの案である。養育者の

メンタルヘルスのチェックはルーチンに行うことが望ましい。その方が見逃しが少なくて

済む。 
 
１）産後うつ 

産後うつは産後に気分が沈み、日常の生活でそれまで楽しいと思えていたことが楽

しいと思えなくなったり、物事に対する興味がなくなったりする症状を呈する。そのよ

うなことが一日中あり、また一定期間（一つの目安としては大体２週間以上）続く。産

後にこのようなうつ状態が続くと児に向き合うことも難しくなる。 

気持ちの落ち込んでいる時間があっても短時間のみで、ほかの時間帯は楽しいこと

を楽しめ、育児もしっかりとできていれば産後うつの可能性は低い。 

（１）うつ病の見立てに有効なスクリーニング 

乳幼児健康診査の場において、養育者のメンタルヘルスのチェックはルーチンに
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行うことが望ましい。多忙な乳幼児健康診査の場で小児科医にとって、子どもの母親

の精神的問題にアセスメントをすることは、意識して行わなければ困難であろう。 

うつ病の見立てに有効なスクリーニングとして、Whooley の二質問法がある（図 5-

2)。これは、うつ病の２大症状である、興味喜びの消失と持続する抑うつ気分につい

て問うものである。欧米ではプライマリケア医が成人のうつ病のスクリーニングに

利用することが多い。Whooley の二質問法は精神医学の国際的な診断基準である

Diagnostic Statistical Manual-5（DSM-5)の大うつ病性障害の 2 大症状をそのまま尋ね

るものであり、米国での研究でうつ病に対する感度は 96％、特異度は 57％とスクリー

ニングとしては十分の精度であることがわかっている。Whooley の二質問法は、日常

臨床の中で母親への問診の中でも実施可能なので、育児不安が強い母親の相談にの

る中で、さりげなく二質問法の内容を織り交ぜてアセスメントするのも良い。二つの

質問のうちで一つでも「はい」があれば、さらに、PHQ-9 を行うということもプライ

マリケア医の間では行われている。PHQ-9 のかわりにエジンバラ産後うつ病質問票

(Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS))を使うのも良い（図 5-3）。  

また、産後うつをきたしやすい要因として、精神疾患の既往、ソーシャルサポート

の乏しさ、大きなストレスイベントが海外の研究で明らかとなっており、日本の疫学

研究では他に初産婦や妊娠中のうつ状態、孤立があがっている。これら母親のメンタ

ルヘルス不調のリスク因子を念頭に置きながら母子にかかわることは、メンタルヘ

ルス不調の母親の早期発見に有益であろう。 

 
図 5-1 養育者のメンタルヘルスへの対応 
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以下の質問にお答えください

（「はい」か「いいえ」のどちらか、より当てはまる方に○をつけてください）

① この１か月間、気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすること

がよくありましたか。

はい いいえ

② この１か月間、どうも物ごとに対して興味がわかない、あるいは心

から楽しめない感じがよくありましたか。

はい いいえ

上記の①②のどちらかに「はい」とお答えした方にうかがいます。

③ 何か助けが必要だったり、助けてほしいと思ったりしますか。 はい いいえ

図 5-2 うつ病に関する二質問法（うつのスクリーニング） 
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日本語版エジンバラ産後うつ病質問票（The Edinburgh Postnatal Depression Scale: EPDS） 

産後の気分についておたずねします。あなたも赤ちゃんもお元気ですか。 

最近のあなたの気分をチェックしてみましょう。 

今日だけではなく、過去７日間にあなたが感じたことに最も近い答えに○をつけてください。 

1) 笑うことができたし、物事のおもしろい面もわかった。

1．いつもと同様にできた 2．あまりできなかった 

3．明らかにできなかった 4．全くできなかった 

2) 物事を楽しみにして待った。

1．いつもと同様にできた 2．あまりできなかった 

3．明らかにできなかった 4．全くできなかった 

3) 物事がうまくいかない時、自分を不必要に責めた。

1．いいえ、全くなかった 2．いいえ、あまり度々ではなかった 

3．はい、時々そうだった 4．はい、たいていそうだった 

4) はっきりした理由もないのに不安になったり、心配になったりした。

1．いいえ、そうではなかった 2．ほとんどそうではなかった 

3．はい、時々あった 4．はい、しょっちゅうあった 

5) はっきりした理由もないのに恐怖に襲われた。

1．いいえ、全くなかった 2．いいえ、めったになかった 

3．はい、時々あった 4．はい、しょっちゅうあった 

6) することがたくさんあって大変だった。

1．いいえ、普段通りに対処した    2．いいえ、たいていうまく対処した 

3．はい、いつものようにはうまく対処できなかった  4．はい、たいてい対処できなかった 

7) 不幸せな気分なので、眠りにくかった。

1．いいえ、全くなかった 2．いいえ、あまり度々ではなかった 

3．はい、時々そうだった 4．はい、いつもそうだった 

8) 悲しくなったり、惨めになったりした。

1．いいえ、全くそうではなかった  2．いいえ、あまり度々ではなかった 

3．はい、かなりしばしばそうだった 4．はい、たいていそうだった 

9) 不幸せな気分だったので、泣いていた。

1．いいえ、全くそうではなかった  2．ほんの時々あった 

3．はい、かなりしばしばそうだった 4．はい、たいていそうだった 

10) 自分の体を傷つけるという考えが浮かんできた。

1．全くなかった 2．めったになかった 

3．時々そうだった  4．はい、かなりしばしばそうだった 

Cox, J. L., Holden, J. M., & Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. The British

journal of psychiatry, 150(6), 782-786. 

（日本語版）岡野禎治、村田真理子、増地聡子他：日本版エジンバラ産後うつ病調査票（EPDS）の信頼性と妥当性、精神科診断学、7: 523-533. 1996）

図 5-3 日本語版エジンバラ産後うつ病質問票 
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（２）産後うつ病への対応 

１）産後うつが疑われた場合、下記のような保健指導をすると良いであろう。 
① 産後の母親には誰にでも起こりうるものであることを説明 

出産後は、女性ホルモンであるエストロゲンが下がるなど、ホルモンバランスの

急激な変化が起こりうること、児の世話で心身の疲労がたまりやすく、この時期の

心身の不調はそのお母さんにも起こりうるものであることを説明する。 

② 睡眠衛生指導 
産後うつ病からの回復には心身の十分な休息が必要である。そのためには睡眠

をしっかりととることが欠かせない。しかし、産後の母親は夜間の授乳のため、そ

もそも十分な睡眠をとることが難しい。そのため、あらかじめ搾乳しておいて夫や

実母・義母などに授乳してもらったりするなど、母親が夜にゆっくり休んでもらう

ことをすすめることが大切である。 

③ 可能であれば周りの人にできる限りサポートしてもらう 

一人で抱え込まずに、可能であれば夫や実母・義母に家事・育児をしてもらうこ

とをすすめる。 

④ つらい気持ちを共有 

つらい気持ちを一人で抱え込まずに、パートナーや実母など身近な信頼できる

人と共有することをすすめる。それが難しい場合は、保健師等の専門職に相談する

ことをすすめる。 

⑤ 気軽に話し合える仲間を作る 

母子が孤立しないように、児童館や子育て広場に参加し子育てについて気軽に

話し合える仲間を作ることをすすめる。 

⑥ 母親の負担を減らす 

実母や姑、夫の手伝いを増やしてもらったり、市区町村が提供しているヘルパー

サービスの利用、生後 3か月以降であれば託児サービスの利用をしたりするなど、

さまざまなサポートを組み合わせて、できるだけ本人が休めるようにする環境を

作ったほうが良い。また夜間に休めなければ、日中児が休んでいるときにしっかり

自分も休むこと、完璧に家事や育児をこなそうと思わず手を抜けるところは手を

抜くことをすすめたりすると良い。初産婦の場合、経産婦に比べ、特に出産後数か

月の間、いままで経験していなかった育児のことが押し寄せて心理的負荷が強く、

育児不安がつのったりうつ状態になったりしやすい。「はじめての子育て」の母親

に対してはより注意深いケアが必要と考えられる。 

 
「二質問法」の両方を満たすようなうつ状態が疑われる際には、上記のような環境

調整に加え、精神科治療を要する可能性があるので、その後の対応・フォローアップ

を保健師に依頼する。 
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上記①～⑥は、産後うつになっている人に限らず、全ての産後の母親にとっても良

好なメンタルヘルス維持において重要なことなので、予防的に保健指導の中で母親

に伝えるのもよいと考えられる。 

２）産褥精神病 
産後の母親の言動が支離滅裂であったり、つじつまが合わなかったり、被害妄想にも

とづくようなまとまりのないものであったら、産褥精神病または統合失調症を疑うべ

きである。幻覚は幻聴の形をとることが多いが、明確な幻聴ではなく、「ひどい耳鳴り

がする」「プールで水が詰まったみたいな感じがして耳がよく聞こえない」など聴覚過

敏症状としてあらわれることもある。 

特に産褥精神病は産後間もない時期に急激に発症し、母親の自殺企図や母子心中の

原因にもなる。産褥精神病は 1000 分娩に約１例の発症率とされており、多くの新生児

の母親に対応している小児科医にとっては時折遭遇しうる疾患である。また、統合失調

症の可能性もある。精神医学の専門家でなければ、産褥精神病か統合失調症かの鑑別を

する必要はない。 

（１）産褥精神病が疑われた場合に確認すべきこと 

乳幼児健康診査の中で母親に産褥精神病が疑われた場合、幻覚妄想がいつから

あったかをまず確認することが重要である。 

幻覚妄想が産後に急激に始まっていれば、直ちに精神科的な対応を必要とする緊

急事態である。母親のみならず、子どもの安全も確保する必要がある。産後は夜間授

乳や子どもの世話で不眠になりがちだが、ほとんど寝られていない状態が数日続く

と幻聴や妄想が出現することがある。睡眠をしっかりととることで症状は改善する

こともあるが、睡眠をとっても幻覚妄想が改善しない場合もあるので、保健師に状態

を伝え、精神科や心療内科の受診を検討してもらうのがよいであろう。 

妊娠前からある慢性的な幻覚妄想であり、かつ、症状も変化がないようであれば緊

急の精神科治療を要さないことが多い。一方で、慢性的な幻覚妄想があり、かつ、最

近悪化しているようであれば危険サインであり、直ちに精神科や心療内科で対応し

てもらった方がよい。この場合は、保健師と本人で精神科・心療内科受診を相談して

もらうとよいであろう。 

母親に幻覚妄想状態がある場合は、養育状況を確認することが重要である。急激に

幻覚妄想状態が出現している場合は、児の安全の確保を検討する必要がある。養育状

況について問診の上、保健師と情報共有し、必要があれば保健師のフォローアップや

要支援児童・要保護児童としての対応を検討してもらう。 

（２）産褥精神病への対応 

産褥精神病の症状は環境調整や保健指導だけでは改善せず、精神科・心療内科での

対応が必要になる。精神科・心療内科受診を進めることについて、保健師と協議する。

紹介できるような精神科・心療内科があれば、直接健康診査医が紹介してもよい。そ
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の場合も、児のケアについてなど保健師に対応してもらうことが必要である。 

 
４．メンタルヘルス不調以外の養育者の心理社会的リスク 

現在、妊娠期からの切れ目のない母子の支援が、母子保健における重要政策となっており、

乳幼児健康診査の担当医もその一部を担う必要がある。母子の健康水準を向上させるため

の様々な取り組みを推進する国民運動計画である「健やか親子２１（第２次）」で、基盤課

題 A に「切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策」、重点課題①に「育てにくさを感じる親

に寄り添う支援」、重点課題②に「妊娠期からの児童虐待防止対策」があげられている。こ

れらの課題・重点課題において、妊娠期からハイリスクの母親や子どもに早期に気づき、切

れ目のない支援を行っていくことが重要であると考えられる。乳幼児健康診査で出会う母

親の中には、妊娠期や新生児訪問などで産科医療機関や保健機関でフォローアップされて

いる人がいる。乳幼児健康診査の担当医が、そのような支援情報を保健師と共有し、健康診

査の場で母子を支援することは有益であると考えられる。 
この項では、妊娠期からの切れ目のない母子の支援のために乳幼児健康診査の担当医が

知っておくべき母子保健の知識について取り上げる。 
１）妊娠期からの切れ目のない支援における多職種連携において必要な心理社会的リス

クの共通認識 
現在、多くの自治体で妊娠期に保健師等の専門職が面接をし、心理社会的リスクのあ

る妊婦にはその後フォローアップする取り組みが行われるようになってきている。ま

た、産科医療機関も様々なスクリーニングツールを使って、妊婦の心理社会的リスクを

同定し、保健機関と連携して母子の支援を行っている。 

(例えば http://pmhguideline.com/consensus_guide/cq06.pdf) 
また、「出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められ

る妊婦」を特定妊婦として、産科医療機関や保健機関でフォローアップされることも多

い。乳幼児健康診査は現在の母子保健の支援システムにおいて産後から育児期の橋渡

しとなる時期であり、その後の母子への保健指導を担う小児科医も、妊娠期からの産後

にかけて母子関係者がどのような場合に心理社会的リスクがある母子としてとらえて

支援が行われているかの共通認識を持つことで、妊娠期からの切れ目のない支援にお

ける関係者間の連携がスムーズになると考えられる。 

２）新生児訪問で用いられることの多い 3 つの質問票 
新生児訪問等で用いられることの多い 3 つの質問票で出産後保健師が家庭を訪問し

た際に、多くの自治体でエジンバラ産後うつ病質問票（Edinburgh Postnatal Depression 

Scale: EPDS)の日本語版、The Mother-to-infant bonding scale の日本語版である赤ちゃ

んへの気持ち質問票、育児支援チェックリストからなる「三つの質問票」が広く用いら

れている。保健師は、上記のような質問票などを使い、心理社会的リスクのある母子を

アセスメントし、援助計画を立案している。 
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３）子ども・家族の心理社会的リスクについての保健・福祉との共有 
保健師が持っている母子についての重要な情報を共有してその情報をもとに小児科

診察や保健指導で対応することは切れ目のない母子への支援に有益である。通例、乳幼

児健康診査の事前カンファレンスでは、妊娠期や新生児訪問時などで保健師や産科医

療機関などが把握している心理社会的リスクのある母子についての情報をもとに、健

康診査で注意して対応すべきケースについて話し合われる。この事前カンファレンス

の情報を健康診査開始前に保健師と共有して健康診査で母子に対応すると良い。さら

に、健康診査での診察内容をもとに事後カンファレンスなどで対応について協議を行

うのもよいであろう。 

また、集団健康診査では会場に保健師がいるので心理社会的リスクのある子どもや

家族について保健師と相談しやすいが、健康診査を個別で実施している場合も、子ど

も・家族の心理社会的リスクを把握した場合は保健師と情報共有しながらサポートを

行っていくと良い。保健師と連絡を取る場合は、できる限り本人の同意を得ることが望

ましい。保健師への連絡について了承が得られない場合も、平成 28 年 10 月に一部改

正された児童福祉法（平成 28 年法律第 63 号）では、「支援を要する妊婦などを把握し

た医療機関や学校などは、その旨を市町村に情報提供するように努めるものとする。」

と明記され医療機関から保健機関への情報提供が努力義務となっている（児童福祉法

第 21 条の 10 の 5）。養育不全・児童虐待が懸念される場合は児童福祉へ連絡する。 

上記のように子ども・家族の心理社会的リスクが懸念される場合には保健機関また

は福祉機関（児童相談所・子ども家庭支援センターなど）と連絡を取り、連携して支援

を行っていくことが重要である。 
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Appendix１ 

１か月児健康診査（新生児の診かた) 

 １か月児健康診査は出生した医療機関で行われることが多く公的実施率は高くはない

が、ほとんどすべての児が受ける健康診査である。産科退院後初めての診察をうける機会

となることが多く、周産期リスク要因を確認して診察にあたる。1 か月児健康診査は、診

察の他に、産後の養育状況、産後うつ等の母親の心理的問題の把握や、新生児スクリーニ

ング検査結果の確認、ビタミン K シロップの内服なども重要である。1 か月健康診査の標

準的な診察所見について、診察項目表の順に「所見の取り方」と「判定基準と対応」を解

説する。
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1 か月児健康診査診察項目表 

保 □

健 　身体的発育異常 □ 低身長 □ 低体重

師 □ 体重増加不良 □ 体重増加過多

□ 大頭 □ 小頭

記 □ その他（　　　　　　　　）

入 　けいれん □ □ 有り

　身体的発育異常 □ □

　精神的発達障害 □

□ 視線が合わない □ 音や声に反応しない

□ その他（　　　　　　　　）

　運動発達異常 □

医 □ 姿勢の異常 □ 自発運動の異常

□ その他（　　　　　　　　）

　神経系の異常 □

□ 筋緊張の異常 □ 反射の異常

□ その他（　　　　　　　　）

　感覚器の異常 □

□ 視覚異常 □ 聴覚異常

師 □ その他（　　　　　　　　）

　血液疾患 □

□ 貧血 □ その他（　　　　　　　）

黄疸

　皮膚疾患 □

□ 湿疹 □ 仙骨皮膚洞・腫瘤

□ 傷跡・打撲痕 その他（　　　　　　　）

　股関節 □

□ 開排制限 □ その他（　　　　　　　）

記 　斜頸 □ なし □ 有り

　循環器系疾患 □ なし

□ 心雑音 □ その他（　　　　　　　）

　呼吸器系疾患 □

□ 喘鳴 □ その他（　　　　　　）

　消化器系疾患 □

□ 腹部膨満 □ 腹部腫瘤

□ そけいヘルニア □ 臍ヘルニア

入 □ 便秘 □ その他（　　　　　　　）

　泌尿生殖器系疾患 □

□ 停留精巣 □ 外性器異常

□ その他（　　　　　　　　）

　先天異常 □ □ 有り　（　　　　　　　）

　その他の異常 □ □ その他（　　　　　　　）

□ 異常なし □ 既医療（　　　　　　　）

□ 要観察 □ 要紹介（　　　　　　　）

なし

なし

なし

判定

グラフ記入あり グラフ記入なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし
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1 か月児健康診査診察項目表 
所見 判定基準 所見 判定基準

低身長 ３パーセンタイル未満 低体重 ３パーセンタイル未満

体重増加不良 20g/日未満 体重増加過多 50-60g/日以上

大頭 97パーセンタイル以上 小頭 ３パーセンタイル未満

けいれん 母子手帳、保護者から聞き取り

必ずグラフに記入してあるかチェック

視線が合わない ペンライトや近づけた顔を固視しない 音や声に反応しない 大きな音でもモロー反射が出ない

姿勢の異常 蛙肢位、後弓反張 自発運動の異常
四肢の動きが少ない
明らかな左右差がある

筋緊張の異常 低緊張（逆U字）、緊張亢進 反射の異常
モロー反射が出ない
吸てつ反射が出ない

視覚異常 ペンライトで瞳孔や角膜に異常 聴覚異常 新生児聴覚スクリーニングにて異常

貧血 顔色や眼瞼結膜が蒼白

黄疸 皮膚や眼球結膜の高度の黄染、灰白色便

湿疹 脂漏性湿疹 仙骨皮膚洞・腫瘤
臀裂上方の陥凹(臀裂の延長や変形を伴う)、臀裂外の
陥凹、明らかな瘻孔、母斑や発毛を伴う腰仙部の腫瘤

傷跡・打撲痕 見えにくい部位にも注意

開排制限

斜頚 頚部が傾いた側の胸鎖乳突筋に腫瘤

心雑音 無害性雑音以外

喘鳴 喘鳴がある

腹部膨満 左右差、異常な緊満感 腹部腫瘤 全体を触診して腫瘤を探る

そけいヘルニア 視診での膨隆、触診で腫瘤を触れる 臍ヘルニア 視診にて大きさを確認、完納の確認

便秘 腹部膨満、便塊の触知

停留精巣 陰嚢内に精巣が確認できない 外性器異常 男児；外尿道口の位置異常

女児；陰核肥大、陰唇癒合、高度な色素沈着

先天異常 外表奇形がある

タンデムマススクリーニングで異常あり

股関節開排制限　床から20度以上の制限または皮膚溝非対称、家族歴、女児、骨盤位分娩のうち2項目以上
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１．身体的発育異常 

１）所見の取り方

（１）低身長、低体重：計測した体重・身長・頭囲が身体発育曲線にプロットされている

かを確認する。何パーセンタイルに相当するか確認する。早産児、低出生体重児、SFD

児、LFD 児でないかを確認する。 

（２）体重増加不良・過多：曲線に沿った発育かどうかを確認する。増加不良や過多がみ

られた場合には、哺乳量や哺乳回数、哺乳時間などの栄養方法を確認する。打撲痕・

傷跡、皮膚の清潔度などにも注意する。

（３）大頭・小頭：頭囲については大頭症・小頭症がないか、急激な増加がないかを確認

する。

２）判定基準と対応

（１）低身長、低体重：グラフに記入された計測値が発育曲線上で何パーセンタイルの曲

線近くにあるかを判定する。体重、身長がそれぞれ 3 パーセンタイル曲線より下方の

低体重、低身長を認めた場合は、早産、低出生体重の有無を確認し、出生時、産科退

院時からの増加をみて異常かどうかを判断する。

（２）体重増加不良・過多：産科退院後の１日あたり体重増加は通常 20～50ｇ/日。産科

退院後の１日あたり体重増加量が 20ｇ/日未満の場合、逆に 60g/日以上など極端な体

重増加がみられた場合は、栄養方法に過誤がないか確認し指導する。嘔吐や便秘など

の症状、脱水を疑う時は精密検査が必要である。

（３）大頭、小頭：頭囲が 97 パーセンタイル以上の大頭、3 パーセンタイル未満の小頭

かどうかを発育曲線で判定する。大頭、小頭は、家族性のこともあるが、増悪傾向が

認められる、大泉門の異常などの他の所見を伴う場合には精密検査とする。頭部と躯

幹、四肢の長さ、左右差など全身のプロポーションも確認する。頭部が大きく四肢が

極端に短い場合には、精密検査とする。

２．けいれん 

１）所見の取り方

新生児が、小さな刺激に反応して手足や口をピクピクさせるのは生理的な動きがほ

とんどである。チアノーゼや無呼吸を伴う、眼球偏位、一点凝視を伴う、四肢の大きな

動きであるなど場合にはけいれんの疑いがある。

２）判定基準と対応

生理的な反応かどうかを評価し、けいれんが疑われる場合には精密検査のために医

療機関を紹介する。

３． 精神発達障害 

１）所見の取り方
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20～30cm の高さのペンライトを注視する（固視）。検者が顔を近づけて見つめると視

線があう。大きな音に反応し、Moro 反射が出現する。母の声かけなどで静まり、機嫌

がよければ泣き声以外の「あー」「うー」などの声（cooing）がきかれる。診察での評価

が困難な時には問診で確認する。

２）判定基準と対応

視線があわない、固視がみられない、大きな音に反応しない場合には異常が疑われる。

程度や合併所見により経過観察あるいは精密検査とする。Cooing は 3 か月頃から出て

くる例もあり、なくても経過観察とする。

４．運動発達異常 

１）所見の取り方

１か月児健康診査での運動機能は、姿勢の観察による粗大運動と四肢の動きを見て

所見をとる。

（１）姿勢:仰臥位で上下肢は軽く屈曲し、手は軽く握っている。抗重力的に、四肢をそ

れぞれ自由に動かす。

（２）自発運動：手足は自由に動かす。頭部は左右のどちらかを向いているが、時に向き

を変えることができる。

２）判定基準と対応

以下の所見が認められた場合には精密検査とし、医療機関を紹介する。

（１）姿勢の異常：仰臥位での姿勢で明らかな反り返り（後弓反張）、強い非対称性緊張

性頚反射肢位、四肢を床面につけたままの姿勢（いわゆる蛙肢位）は異常な姿勢であ

る。

（２）自発運動の異常：四肢の動きが極端に少ないのは異常が疑われる。手足の動きの明

らかな左右差は、分娩麻痺、片麻痺の疑いがある。

５．神経系の異常 

１）所見の取り方

（１）筋緊張：上肢・下肢の筋肉をつまんで、弾性をみる。関節を屈伸させ、関節可動域

の亢進や制限をみる。引き起こし反応は検者の母指を手掌に握らせて、検者の他の四

指で児の手背から前腕遠位端部を支えてゆっくりと引き上げる。1 か月では頭は後屈

し、上肢は伸展または軽度屈曲し、下肢は開いたままである。垂直まで引き上げると

突然頭が上がって瞬間的に直立して静止する。水平抱き（腹臥位懸垂）は、胸腹部を

支えてもちあげ水平位にする。少し頭を持ち上げようとするが背部は軽度曲がって

いる。

（２）反射：
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Moro 反射：新生児の後頭部を手の平で約 15cm 持ち上げ、頭を急に落下させる。児

は肘関節を伸展し、手を開き、上肢を外転（第 I 相）、その後上肢をゆっくり抱え込

むように内転、屈曲する（第 II 相）。6 週までは第 II 相まで存在するが、それ以後は

第 I 相のみとなり、4 か月までに消失する。 

吸てつ反射：口腔内にとらえた乳首または指を吸う反射で、新生児期に出現し、4～

6 か月で消失する。 

２）判定基準と対応

以下のような明らかな筋緊張低下や亢進、反射の異常は精密検査とし、医療機関を紹

介する。

（１）筋緊張の異常：極端な低下ではいわゆる蛙肢位をとる。引き起こし反応で頭が極端

に後屈したり、肘関節が完全に伸展し肩が抜けそうになったりする、水平横抱きで体

幹が極端に逆 U 字型に曲がるのは、筋緊張低下の所見である。筋緊張亢進では、躯

幹が反り返った反張位や、四肢の屈曲の著しい制限を認める。引き起こし反応で、身

体が棒のように立ってしまう、水平横抱きで顔をあげ下肢も伸展している姿勢は 1 か

月では筋緊張亢進が疑われる。

（２）反射の異常：原始反射である Moro 反射や吸てつ反射がみられない場合には異常が

疑われる。児が強く啼泣している場合などでは反射がうまく診られない場合もあり、

他の所見とあわせて経過観察とするか、精密検査とするか判定する。

６．感覚器の異常 

6.1 視覚異常 
視力の発達途上で感受性の高い 0～2 歳に起こる眼疾患は、発見が遅れると視力予後不

良となる。

１）所見の取り方

ペンライトを使用して瞳孔反応をみる。続いて外眼部・前眼部を注意深く診察する。白

色瞳孔（瞳の奥が白い）、羞明、流涙、充血、眼球の大きさの左右差、瞼の異常、瞳孔

の形の異常、角膜混濁、瞳孔領白濁などの異常所見があれば眼疾患が疑われる（3～4 か

月児健診の表 2-4 を参照 25 ページ）。 

２）判定基準と対応

ペンライトでの瞳孔反応や視診で角膜等に視覚異常の所見を認める場合には早急に眼

科での精密検査をすすめる。

6.2 聴覚の異常 
１）所見の取り方
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母子健康手帳に新生児聴覚スクリーニングの結果が記載されているかどうかを確認

する。

２）判定基準と対応

母子健康手帳に新生児聴覚スクリーニングの結果が「両耳リファー」もしくは「右耳

リファー」「左耳リファー」と記載されている場合には精密聴覚検査機関を受診したか

どうかを確認する。精密聴覚検査機関を受診していない場合には速やかに受診をする

ように促す。

７．血液疾患 

１）所見の取り方

（１）貧血：全身の皮膚色、眼瞼結膜の色調をみる

（２）黄疸：皮膚と眼球結膜の色調をみて黄疸の有無を判断する。

（３）その他：ビタミン K 欠乏性出血症は主として生後 3 週間から２か月までに発症し、

母乳栄養児に多い。乳児では頭蓋内出血が多いが、ほかに消化管出血がある。

２）判定基準と対応

（１）貧血：顔面蒼白や眼瞼結膜の蒼白がある場合や、明らかな頻脈、心尖部および心基

部の収縮期雑音が聴取される場合には、精密検査のため医療機関を紹介する。

（２）黄疸を認めたら、栄養方法と便の色調を母子健康手帳の便色カードで確認する。閉

塞性黄疸では便は灰白色（便色カード 1、2、3 に該当）、皮膚はくすんだ黄色を呈す

る。高度な黄疸、閉塞性黄疸が疑われる場合には直ちに精密検査のため医療機関の受

診をすすめる。

（３）日本小児科学会のビタミンＫ製剤投与の改訂ガイドライン（2011 年）(表 6-1）に

沿って、ビタミンＫ内服が確実に行われていることを確認する。
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表 6-1 新生児・乳児ビタミン K 欠乏性出血症に対するビタミン K 製剤投与の改訂ガイ

ドライン（修正版）抜粋.（出典：白幡聡、他 日児誌 115:705-712, 2011） 

合併症をもたない正期産新生児への予防投与

① 第１回目：出生後、数回の哺乳により哺乳が確立したことを確かめてから、ビタ

ミン K2 シロップ 1ml（2mg）を経口的に 1 回投与する。なお、ビタミン K2 シ

ロップは高浸透圧のため、滅菌水で 10 倍に薄めて投与するのもひとつの方法で

ある。

② 第２回目：生後１週または産科退院時のいずれかの早い時期に、ビタミン K2 シ

ロップを前回と同様に投与する。

③ 第 3 回目：1 か月健康診査時にビタミン K２シロップを前回と同様に投与する。

留意点等

１）1 か月健康診査の時点で人工栄養が主体（おおむね半分以上）の場合には、それ

以降のビタミン K2 シロップの投与を中止してよい。

２）出生時、生後 1 週間（産科退院時）および１か月健康診査時の 3 回投与では、我

が国および EU 諸国の調査で乳児ビタミン K 欠乏性出血症の報告がある。この様

な症例の発生を予防するため、出生後 3 か月までビタミン K2 シロップを週１回

投与する方法もある。

３）ビタミン K を豊富に含有する食品（納豆、緑葉野菜など）を摂取すると乳汁中の

ビタミン K 含量が増加するので、母乳を与えている母親にはこれらの食品を積極

的に摂取するようにすすめる。母親へビタミン K 製剤を投与する方法も選択肢の

ひとつであるが、現時点では推奨するに足る十分な証左はない。

４）助産師の介助のもと、助産院もしくは自宅で娩出された新生児についてもビタミ

ン K2 シロップの予防投与が遵守されなければならない。

８．皮膚疾患 

１）所見の取り方

（１）湿疹：視診・触診で湿疹の部位、性状を診る。脂漏性湿疹は、頭部、頬部、眉毛部、

耳介周囲などに油脂性の鱗屑が付着し、黄白色の厚い痂皮を呈する。

（２）仙骨部皮膚洞・腫瘤：腰仙部正中の皮膚の陥凹（dimple）を診る。陥凹部の位置、

陥凹の深さ、陥凹部分に色素性母斑や発毛の有無、腫瘤の有無を診る。

（３）傷跡・打撲痕：身体の視診にて傷跡、打撲痕、出血斑、やけど痕などに留意する。

とくに目立たない臀部や大腿内側に注意し、皮膚の汚れの有無にも留意する。

（４）その他：多発する黒子、カフェ・オ・レ斑や巨大な色素性母斑等では母斑に併発す

る神経皮膚症候群を考慮する。乳児血管腫（いわゆるいちご状血管腫）は典型的には

生後 1～4 週に出現し増大するやや盛り上がった赤色を呈する。産科退院時には気づ

かれていないことも多い。
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２）判定基準と対応

（１）湿疹：脂漏性湿疹などのいわゆる乳児湿疹では、皮膚の清潔と保湿を中心とするス

キンケアを指導する。湿潤や出血があるなど程度が強い時、悪化傾向にあるときは医

療機関の受診をすすめる。

（２）仙尾部皮膚洞・腫瘤：皮膚洞の陥凹部が臀裂上縁や臀裂外にある、陥凹が深い、陥

凹部分に母斑や発毛がみられる、腰仙部に腫瘤を認める場合には精査が必要である。

臀裂内で尾骨部にある浅い陥凹は必ずしも紹介は必要でない。経過観察する場合に

は、便秘や尿路感染症、排泄自立の遅延などの症状が出現した場合には専門医療機関

に受診するように説明する。

（３）傷跡・打撲痕：複数の傷や傷跡があったり、皮膚の汚れが目立ったりする場合、体

重増加不良を伴うなどの場合には育児支援の必要度が高いと判定する。母子保健行

政担当者と相談の上、子ども家庭相談センター等へ連絡する

（４）その他：神経皮膚症候群が疑われる場合も、精密検査のために医療機関を紹介する。

乳児血管腫は機能障害や潰瘍・出血・二次感染・敗血症の危険性、また将来的にも整

容的な問題を惹起する可能性のある病変で治療の適応が考えられる場合には医療機

関を紹介する。

９．股関節 

１）所見の取り方（3～4 か月健康診査の項目を参照 30 ページ）

発育性股関節形成不全（先天性股関節脱臼）の所見として以下の 2 項目を診る。

（１）股関節開排制限

（２）大腿皮膚溝またはそけい皮膚溝の非対称

２）判定基準と対応（3～4 か月健康診査の項目を参照 31 ページ）

①股関節開排制限（床から 20 度以上の制限）を認める場合、または②皮膚溝非対称、

③家族歴、④女児、⑤骨盤位分娩のうち 2 項目以上認める場合には専門の医療機関に紹

介する。 

１か月健康診査では早期予防が大切であり、全ての児、特に医療機関紹介基準に該当

する例は、Ｍ字型開脚での下肢の自由な動きを妨げない扱い方や頭部を保持してのコ

アラ抱っこ、向き癖への対応などを指導する。「先天性股関節脱臼予防」パンフレット

は日本小児整形外科学会 HP （http//www.jpoa.org/「公開資料」)からダウンロード可能

である。

１０．斜頚（先天性筋性斜頚） 

１）所見の取り方

頚部が傾いた側の胸鎖乳突筋に腫瘤を触れる。腫瘤と同側への回旋、反対側への側屈

が制限される。
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２）判定基準と対応

斜頸の場合には、頚部は腫瘤側に傾き、顔面は非腫瘤側を向く。胸鎖乳突筋に腫瘤を

触知する場合は医療機関を紹介する。

１１．循環器系疾患 

１）所見の取り方

心音はできるだけ安静な状態で、聴診により、心音の速さ、リズム不整がないかを確

認する。胸骨右縁第２肋間、胸骨左縁第 2・第 4 肋間、心尖部の最低 4 カ所で聴取する。

高肺血流疾患で肺高血圧があると II音の亢進が聴かれる。心雑音を聴取する場合には、

聴取する場所、最強点、収縮期か拡張期か連続性かを判定する。呼吸形式の異常、末梢

の冷たさ、体重増加不良、そけい部の大腿動脈を触知するかなどの所見にも注意する。

２）判定基準と対応

心音の異常、心雑音を聴取する場合には、他の症状・所見もあわせて、無害性心雑音

と判断されるもの以外は精密検査のために医療機関へ紹介する。経過観察とする場合

は必ず約 1 か月後に再診察とする。 

１２．呼吸器系疾患 

１）所見の取り方

喘鳴やラ音などの気道狭窄音や異常音がないか、左右差がないかを確認する。喘

鳴がある場合には、吸気性か呼気性か、多呼吸・陥没呼吸等の症状はないかをみる。 

２）判定基準と対応

喘鳴がある場合には、多呼吸・陥没呼吸、チアノーゼ等の症状もあわせて評価し、

精密検査のために医療機関へ紹介する。強い吸気性喘鳴は、喉頭・気管軟弱症や喉

頭・気管狭窄症の疑いがあり、直ちに受診をすすめる。左右差がある場合やラ音を

聴取するときには全身状態と併せて評価し医療機関への受診をすすめる。

１３．消化器系疾患 

１）所見の取り方

（１）腹部膨満：視診で膨満の程度、皮膚の光沢、左右対称性を、触診で緊満感を診る。

（２）腹部腫瘤：腹部全体を触り、腫瘤の有無を確認する。肝脾腫の合併の有無を診る。

（３）そけいヘルニア：視診、触診によりそけい部、陰嚢、陰唇の腫脹がないかをみる。

通常は腫脹の内容は腸管であり、手で腫脹を圧迫するとグル音とともに整復される

女児でリンパ節様の可動性のあるやや硬い腫瘤を触知する場合には卵巣脱出が考え

られる。

（４）臍ヘルニア：臍ヘルニアがある場合には大きさを観察する。

（５）便秘：便の回数は個人差があり、栄養方法によっても異なる。哺乳状況、腹部膨満、
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拡張した腸管の有無や、便が粘土状の固形でないか、爆発的な排便がないかなどの症

状を確認する。

（６）その他：母子健康手帳の便色カードで確認する。便色カード（図 6-1）で 1、2、3

の記入がある場合には可能な限り医師等が肉眼で確認する。肛門周囲の発赤、膿瘍、

瘻孔の有無を診る。肛門の位置の確認も必要である。

診察の最後に舌圧子を用いて、口腔内を観察する。口蓋裂、軟口蓋裂、先天歯の有

無、口腔カンジダ症による白斑の有無を診る。

図 6-1 便色カード 

２）判定基準と対応

（１）腹部膨満：便秘や嘔吐の症状がなければ経過観察とするが、程度が強い場合や症状

を伴う場合は、医療機関の受診をすすめる。

（２）腹部腫瘤：腫瘤を触れる場合には、神経芽細胞腫、Wilms 腫瘍、奇形腫や水腎症な

どの可能性があり、精密検査のため直ちに医療機関の受診をすすめる。。

（３）そけいヘルニア：そけいヘルニアを認める場合も、医療機関を紹介する。

（４）臍ヘルニア：臍ヘルニアは６か月頃までに自然軽快することが多く経過観察のみで

よい場合がほとんどであるが、著しく大きい場合には、医療機関の受診をすすめる。

（５）便秘：著しい腹部膨満、血便などの症状を伴う便秘は医療機関の受診をすすめる。

（６）その他：灰白色便（便色カード 1、2、3 に該当）を認める場合には、閉塞性黄疸を

きたす肝胆道系疾患が疑われるため、直ちに医療機関に紹介し精密検査を行う。肛門

周囲の発赤、膿瘍、瘻孔の有無を診る。肛門の位置の確認も必要である。
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口蓋裂、軟口蓋裂を認めた時は、専門の医療機関の受診をすすめる。先天歯は哺乳に

影響がなければ経過観察でもよい。口腔カンジダ症は程度に応じて治療が必要なこと

を説明する。

１４．泌尿生殖器系疾患 

１）所見の取り方

（１）停留精巣は、両側陰嚢内にそれぞれ睾丸を触知できるか、できない時はそけい部か

ら軽く圧迫して触知できるかどうかにより確認する。

（２）外性器異常：男児では、陰嚢腫大がみられたら、透光性を確認する。透光性があり

手で押さえて整復できない場合には陰嚢水腫や精索水腫が疑われる。外尿道口が亀

頭の先端より根元側（会陰、陰嚢、陰茎、冠状溝など）にないか、包皮が左右に開い

た形をとっていないかを確認する。女児では、視診により陰核肥大、陰唇癒合の有無

と色素沈着の程度を診る。

２）判定基準と対応

（１）停留精巣は、経時的に陰嚢内に降りる場合もあり、1 か月健康診査では経過観察と

する。陰嚢水腫や精索水腫も経過観察とするが、そけいヘルニアと鑑別がつかない場

合、他に症状がある場合には、医療機関の受診をすすめる。

（２）外性器異常：男児の尿道口の開口位置の異常は尿道下裂が疑われ、専門医療機関に

紹介する。女児の外陰で陰核肥大、陰唇癒合、高度な色素沈着は、精密検査のため医

療機関を紹介する。

１５．先天異常 

１）所見の取り方

第２節 乳児期共通の診かた ４．先天異常（先天性形態異常）を参照。

（１）頭、顔面、四肢などの小奇形：全身の視診により表 2-2（21 ページ参照）の項目を

診る。

（２）顔貌異常：ダウン症候群などの独特の顔貌をもつ症候群、特定できないが特徴的な

顔貌（characteristic face ）、顔面筋の筋力低下によるミオパチー顔貌等の有無をみる。 

（３）先天性代謝異常の新生児マススクリーニングの結果を確認する。

２）判定基準と対応

（１）先天奇形、染色体異常症、先天奇形症候群などの先天異常が疑われた場合には、異

常所見を保護者に説明した上で、精密検査のため医療機関を紹介する。

（２）新生児マススクリーニング検査の全項目で「正常」であることを確認して結果を渡

す。再採血、要精密検査の判定の場合、すでに実施されているかを確認し、未採血、

未受診の場合はただちに受診させる。
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１６．その他の異常 

児童虐待 
第２節 乳児期共通の診かた ５．児童虐待（21 ページ）を参照。 
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Appendix２ 

 

 

一歩進んだ健康診査を目指して：～子どものヘルススーパービジョンとしての健康診査～ 

 

１．はじめに 

わが国では、地方自治体を中心に乳幼児健康診査がおこなわれ、小児の成長発達における

問題の早期発見に重要な役割をはたしてきた。しかしながらこの半世紀で時代背景、子ども

の考え方、育児の在り方や、小児の疾病構造も大きく変化を遂げた。とくに 2000 年代以降

は、発達障害の早期発見、子育て・家族支援の視点が重要視されてきている背景があり、こ

のような時代のニーズに沿った形で健康診査内容やあり方もブラッシュアップが必要であ

る。子どもの自立、そして子育て支援に重点を置いた乳幼児健康診査とは、子どもの疾病の

スクリーニングの場としてだけでなく、子どもと家庭の状況を把握する機会と捉え、必要な

支援につなげること、が重要であると考えられている。 
本項では米国における Bright Futures（かかりつけ医を中心とした予防医学を効果的に

実践している米国の政策）の理念をベースとし、子どもの育てにくさの要因に分類され今後

健康診査システムの組み入れるべき“親子の関係性”、“環境に起因するもの”に関するアセ

スメントにつき Biopsychosocial の視点で概説する。 
 
２．Biopsychosocial にみた発達 

一歩進んだ健康診査として必要とされるのは、一方的な指示や助言のみならず、実際に関

わりながら観察し、支援することである。このような“関与しながらの観察”(H S．Sullivan)
は対人関係理論に記されているように発達に伴い関わった場面そのものが支援に関係する

とされる。健康診査の場において問診のみでない関わりの時間を共有すること自体が支援

の場とつながることを意識したい。実施の前提には、人間のライフステージに沿った Bio-
Psycho-Social にみた発達に関する知識が必要である。 
１）Biological にみた発達 
（１）脳神経の発達 

神経細胞の髄鞘化及び神経細胞間のネットワーク形成の拡大により生後数年で、

脳容量は２倍以上、灰白質容量は４倍になるといわれる。頭囲は出生時の 33 ㎝から、

１歳で 42 ㎝程度、５歳では 50 ㎝を超える。脳神経発達をアセスメントする上で頭

囲の継時的測定は重要である。脳・神経発達は主に以下の２つの過程で重要である。 

① 神経細胞の髄鞘化 

情報伝達の効率は髄鞘化によってなされ、すでに胎児期から始まり、脳幹など生

命維持に必要な脳部位の髄鞘化は早く、大脳皮質では感覚野はより早く、前頭前野
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は青年期まで続くことが示されている。 

② 神経細胞間の（シナプス間）のネットワーク形成 

生後の経験により、必要なネットワークと不要なネットワークに選別が行われ、

情報伝達という意味で効率のよい脳内ネットワークが形成されていく。刈りこみ

の時期は脳の領域によって異なり、一時視覚野など感覚野ではそのタイミングは

早く、前頭前野のような連合野ではそのタイミングは遅いとされる。 

この過程を経て人は発達し活動範囲を広げ、より合理的に、複雑な社会の中で生

きる能力、適応力を獲得していく。そしてこの２つの過程は遺伝によって定められ

た部分がその後の環境によって修飾される。環境は発達に重要な交絡因子であり、

適切な遊びの環境、愛着、栄養、などによりとくに乳幼児の発達は影響される。 

（２）神経伝達物質の関与 

胎児期から脳幹セロトニン、ノルアドレナリンが海馬、扁桃体、小脳形成に、生後

の睡眠覚醒リズムや、ロコモーション、シナプス形成に深く関わっている。乳児期後

期からのドパミンが主に関与し実行機能に関わる背外側前頭前野-大脳基底核-視覚

サーキットと、共感などの社会的感情に関わるセロトニンが主に支配する前頭葉眼

窩部-辺縁系-視床サーキット、動機付けや強化学習にかかわる前帯状回サーキットが

完成されてくる。 

（３）こころの理論の発達 

乳幼児期における社会脳の始まりであるアイコンタクト、共同注意は、情動処理系

を経由して前頭葉の発達に関与していることが判明してきた。なお大脳基底核は手

続き記憶、認知や情動に関わる役割をはたしており小脳は空間における運動機能や

思考の流れといった心的機能を認識することを可能にしている。こころの発達の順

序性はまず行動抑制が出現することで外界からの支配から解放され、表象能力が誕

生する。次にワーキングメモリー、実行機能が順次認められこの認知過程は 15 歳に

かけて成人レベルに達する。内側前頭前野も生後５か月程度で人に対して特異的に

活動する可能性が示され、その後こころの理論発達を促す起点となり 1 歳までに人

に対して選択的に活動を示すことが明らかになっているが、他者の心的状態に関す

る認知が促されるのは主に児童期以降であることが生物学的に示されつつある。 

（４）反射の発達 

新生児は主に延髄橋の一部の機能により生活する。発達とともに、運動機能は橋よ

り中脳の機能、更に大脳皮質の機能により営まれるようになる。上位ニューロンが発

達すると下位ニューロンをコントロールする方向に進むと考えられ、すなわち、橋の

反射は、中脳の機能により修飾され、それはさらに間脳、大脳皮質の発達により、コ

ントロールされるようになる。 

２）Psycho-Social にみた発達 
子どもの発達には素因も環境因も互いに関連することは周知の事実である。以下に
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紹介する歴史的ないくつかの理論は科学的検証やエビデンスによって実証されてはお

らず反論も出ている現状がある一方で、子どもの発達に対する私たちの理解を助け支

援の在り方や枠組みを提示する上で重要な key point となり得る。Piaget J は、認知機

能発達の立場から出生から青年期までを４つの段階に示した。またフロイトは精神分

析理論に基づき性的エネルギーlibido 発達を中心に精神・性的発達段階を考え出生から

青年期までを 5 段階に分けている。一方、エリクソンはフロイトの考え方を基本にお

き、性よりも社会的発達を重視しフロイトの５段階に相当するものに青年期以降死亡

するまでの 3 段階を加え８段階に分けている。 

（１）乳児期 

出生直後は自分の生理的、身体的欲求を自力で満たすことはできず、泣いて助けを

求める。養育者に抱かれて授乳されると新生児は養育者の働きかけに反応し視線を

合わせ(アイコンタクト)、声やにおいを識別するなど、ある程度の親子相互関係が成

立し、この母子間相互の働きかけはエントレインメント、と呼ばれる。このような生

理的身体的欲求が満たされてもらうというこのプロセスの重複が精神的安らぎも与

えることに繋がり乳児は自分が置かれている世界や親がくれるものを信頼するとい

う感情や自分の存在を肯定的にとらえる自己信頼感が養われるようになる。これが

その先の人間関係に大きな役割を果たすと言われている。乳児は 3 か月になると周

囲のものを視覚的に把握し初め追視が始まり、無差別に反応する社会的微笑が現れ

る。８か月になると、人見知りが始まり、親と他のものとの違いを認識し親以外の人

を恐れ不安をもって接するようになり、乳児は基本的信頼感を養うと同時に自分の

欲求が満たされないときは不信の感覚を芽生えさせる。このように乳児の精神的健

康のためには、重要他者である親との関係が密接で満足に満ちたものであることが

必要であり、これが何らかの理由で欠如した場合は精神的不安定となり、その後の人

格形成にも大きな影響が及ぶ。ボウルビーは乳児が親に愛着を覚えるのは食欲など

の生物学的本能を満たすだけではなく母親への愛着行動自体が根源的欲求であると

し、これをアタッチメントと呼び、エリクソンは基本的信頼感と評した。 

この時期の認知発達の基礎となるのが、馴化新奇選考である。馴化現象(Habituation)

とは新しいものを見ることによる脳へのコード化する過程をいい、新奇選好（Novelty 

Preference）とは新奇なものを更にコード化する過程をいう。この２つの現象は乳児

が特定の視覚的特徴に対して示す定位反応であり、この過程では乳児の注意の分配

や記憶などの情報処理機構が評価され、この過程の繰り返しにより乳児はより合理

的に外界に順応・適応し、より効果的に集中し処理する。乳児期後半になると高次機

能を司る前頭葉の発達が始まり、ものの永続性の認知（目の前から見えなくなったも

のでも永続することを理解）することから、探索行動が始まり、また、目標を達成す

るために手段を考え問題解決し、計画をたて行動するという高次機能が芽栄える。

（たとえばクロスの上に置かれた手の届かない範囲のコップの下に隠されたおも
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ちゃを取るためには、まずクロスを手前に引っ張り、コップを持ち上げ、下のおも

ちゃを取るといった合目的行動など）更に、手先の巧緻運動の発達がみられる１歳過

ぎでは、おもちゃを片付けたり、積木を積むといった合目的遊びが見られ、新奇反応

の減少とともに集中力が発達し始め、一つのもの（おもちゃなど）に対する指先を用

いた探索、操作的動作が始まる。とくに指の感覚と運動の発達は、環境や生活との関

わりにおいて大切な分野であり手を使う機会を多くすることは認知の発達に大切で

ある。 

（２）幼児期 

歩くこと、話すことという人間固有の機能の発達がみられる。自分の意思や考えを

他者に伝えるとともに、人間的コミュニケーションも芽生える。離乳も親からの独立

を促進し自律性へと出立する。ピアジェの認知発達では前操作期の直感的思考の段

階となるが、特徴として、事物に対応するときに、理論的でなく、直感的に行うこと

が多い。また思考の特徴としては自己中心的であり、これはわがままというものでは

なく、まだ自分の立場からしかものごとをみることが出来ないからである。４歳以上

では、創造力・判断力・自発性の発達が更にのび、因果関係の理解も見られ始める。

社会的知性の発達として適切に社会行動を行う知性や誤った概念の認識・抑制力、自

己のコントロールが見られてくる。ワーキングメモリーの発達がみられる。(行動や

決断を導く認知機能) 

この時期の課題はしつけであり、自律性の獲得である。乳児期のようには動いてく

れなくなり（従わなくなり）排せつ、摂食、衣類着脱、睡眠時間など、社会の規範に

従って行動するように要求する時に自らを律するしつけがうまくいくためには、児

と親が愛情のきずなで結ばれている必要がある。親が喜ぶことをする、という親を愛

する気持ちが児に自律性を獲得させる。自分が愛されるだけでの立場ではなく、他者

を愛する喜びを学ぶという人としての成熟における前進がみられる。しつけが不十

分であると基本的生活習慣や自律性が育ちにくく欲求不満耐性（我慢強さ）が形成さ

れにくく、しつけが厳しすぎると児は自信をもてず、やはり自律性が育たない。さら

に恥の感情が芽生え、自律性として欲求された行動をうまくできないと自分で気づ

いたとき自分はダメだという否定的なイメージとして恥の感情生じる。これを克服

していくことも発達に繋がるエリクソンは、この時期を積極性の獲得および人物、物

事、技量など目標を攻撃し征服することがこの時期の中心で同時に価値観も生じ、過

去、未来、結果などの概念をもつようになる。フロイトはこの時期を男根期とよび、

性に関する知識が芽生えはじめる。異性の親への接近、同性の親への敵視などの傾向

が見られ、エディプスコンプレックスと言われる。その後同性の親のへの同一化がお

こりコンプレックスが克服され倫理や道徳に関する超自我が発達していく。ピア

ジェは、２～６歳をまとめて前操作期とよび、象徴化の機能が著しく発達するが、言

語機能、延滞模倣（少し前に経験したことを真似すること）の出現、象徴的遊びや描
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画の開始などによって行われるとした。 

 
３．ＢＰＳモデルをベースとした遊びと親子関係性の変化 

１）遊びの発達 
（１）乳児期～１歳半 

生後２～４か月ごろにはあやすと笑う。生後６～10 か月ごろにはおとなの相手を

求めるようになり、はいはいが始まる８か月以降は、母親の後追いが激しくなる。遊

びでは感覚、運動的遊びの段階であり、聞いたり、見たり、触ったり、嘗めたりして

その感覚を楽しむ遊びと、手足を動かして、動き事態と物への関わりを楽しむ遊びで、

感覚器官の発達や運動能力の発達の段階。（例・がらがらなど音の出るもの、鏡を見

て反応する、積木をかちかちあわせる、など）。乳児期後半～幼児期前半（10 か月～

1 歳半頃まで）は、機能的遊びの段階とされ、物やおもちゃの仕組や機能を理解し、

それに合った遊びをする。この機能的遊びは、模倣能力が伸びてくる。親との情緒的

な結び付きの形成が、この段階の遊びの発達に関係している。（積木のものいれ、ボ

タン押しのおもちゃ、なぐり書きなど） 

（２）幼児期中期（１歳半～3 歳頃まで） 

１歳～１歳半ごろには他の子どもに興味を示すようになり １歳半～２歳ごろに

は一緒に同じようなことをして遊ぶことができる。象徴的遊びの段階とされ、変わり

の物を使う、見立てる、空想する、イメージの世界を作り出す遊びの世界を組み立て

構成するということが特徴で、象徴的能力の発達の段階。（積木をつむ、パズルはめ、

ごっこ遊びなど） 

（３）幼児期後期(3 歳以降～就学前) 

3～４歳ごろには一つの遊びを共同で行うようになる、遊びのルールや約束を理解

するようになる。またごっこ遊びを通して、社会的常識、道徳、習慣などを身につけ

ていく。さらに運動遊びを通して、身体の運動機能を発達させることができる。社会

的遊び、ルール遊びの段階であり、仲間との相互性、役割を演じること、協力するこ

と、ルールを作り守ること、ゲーム性が特徴である。この段階の遊びには、子どもの

象徴能力の発達に加えて、高次脳機能の発達が進み、他者との関係の中で自分を主張

したり我慢したりして強調するようになる。（カードゲーム、記憶を要するゲーム、

性的役割のあるごっこ遊びなど） 

２）親子関係 
（１）関係性から生じるメンタルヘルスの問題 

就学前までの子どもの精神保健として、親子関係性がある。人格、とくに後天的に

形成されるといわれる特徴(意思や感情表現)は主に乳幼児期に形成されるので、養育

者や養育態度は人格形成にきわめて重要である。スキンシップによって愛情の保障

があって初めて安定した精神発達にさらにしつけによる行動制限や多くの欲求不満
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を感じる経験をするがこのような関わりが、親の愛情のもとで繰り返されれば、時に

は自分の欲求を制し、時には欲求不満に耐えるという耐性が高まる。過保護、放任、

過干渉などの養育は、その後の人格形成に影響を及ぼし、この時期の異常行動(指しゃ

ぶり、過度のかんしゃく、自傷、チックなど)、睡眠障害(夜驚、悪夢など)、摂食(偏

食、拒食など)、言語（どもりなど）に関連すると言われる。 

（２）関係性の発達 

２か月ころまでに養育者と子どもはアイコンタクトみられ４か月時には、クーイ

ングが盛んになり声を出してコミュニケ―ションすることが多くなるため育児がよ

り楽しくなる時期である。６か月になると相互のやりとりができるようになり見知

らぬ人とよく知っている人を区別し養育者と一緒にいることをより好むようになる。

９～10 か月になると活動範囲が広がり、主張が強くなるので、ダメという枠組みを

両親で確認しながら作っていく必要がある。１歳過ぎるとより自立心が高まり１歳

半を過ぎるとさらに積極的に行動し自分の欲求にこだわり意思表示が増えるが、そ

れを明確に伝えるほどの言語能力に乏しく、甘えてきたりかんしゃくを起こすなど

の情動面での波が強くなる。養育者の悩みや不安も増大する傾向にある時期である。

安全を確保しながら、子どもの良い行動とよくない行動の枠組みのレパートリーを

さらに増やしていく必要がある。２歳～3 歳にかけては排泄など基本的生活習慣の獲

得時期であり、何でも自分でやりたがる子どもの意欲を尊重しながら枠組のある選

択肢を提示し子どもが意思決定する場を作ることが必要となる。兄弟けんかも増え

る時期でもあり家族全体をとらえながらの支援を要する時期である。４歳～５歳は

集団生活が始まる次期であり、他人とどう関わるかなどの心の理論に基づいた対人

コミュニケーションスキルがみられる時期である。子どもに対して敬意をもって接

しているか、拙いが表現しようとする子どもの声に耳を傾けているか、表現すること

を親としてサポートできているか、地域などでの集団遊びの場に参加する機会を

もっているか、などが重要なポイントとなる。 

３）観察のポイント 
具体的な到達ポイントがあるわけではないが、見えにくい関係性評価を前述した

Biopsychosocial にみた発達理論を踏まえながら、健康診査の際にみられる親子の関係性

を確認することも子どもの健全なヘルスプロモーションには重要である。 

・健康診査時の子どもの反応に対する親の言動（無関心、過干渉など） 
・あやし笑いにおける相互反応 
・玩具を親に与えて子どもとの親との相互反応(言語的、非言語的に)をみる 
・衣服着脱などを親に行っていただき介助行動の適切さなどの行動観察を行う 
・計測の際に、親から離れた時の子どもの反応、親の反応（親同室の際の愛着行動、親

再会時の親子の反応：身体接触、子どもの混乱、攻撃、関心の度合いなど） 
・健康診査時の家族の状況（夫婦関係性、兄弟関係や、養育者の子どもの状況の把握状
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況など） 
・母子健康手帳の記入状況 

 
４．エビデンスをベースとした保健指導～Bright futures を参考に～ 

 次頁より、子どもの発達・行動科学に基づく保護者への助言・指導内容を記載する。養育

環境をより良く支援するための助言として、Bright Futures ガイドラインから本邦に応用

できる箇所を抜粋・改変し、①児のケアと関わり方、②栄養、③保護者・家族の well-being、
④安全の確立の４項目に分類し記載した。個別健康診査の際の、保護者からの質問への回答

や、より詳しい保健指導の際に参考になれば幸いである。 
 

（コラム４） 
アタッチメント 

人は自己感と他者感が明確になる生後半年頃、乳児は親との安心した交流体験を基盤

に、親に情緒的な慰めや安心感を求め、歩き始めると、「安全基地」としての親の存在を

確かめながら離れて遊びに出かけていく。疲れたり、不安を感じたりすると親のもとに戻

り、慰めを得ると再び遊びに出かけていく。すなわち親を愛着対象とみなし、「安全基地」

である親に対する愛着が形成される。このように乳児は「愛着と探索のシステム」を有効

に活用して、外界を能動的に探索し、事物を操作しながら生活世界を広げていく。とくに

生後一年の乳児はスキンシップを好み、抱っこされたい、話しかけてほしい、あやしてほ

しいといった社会的刺激を必要とし、このような身体的心理的社会的な自分の欲求が満た

されることにより、「私はここにいていいのだ」といった基本的信頼感を獲得する。 

一方で、虐待や劣悪な養育環境により、「安全基地」であるはずの親や養育者との愛着

形成に重篤な障害、すなわち愛着障害を持つ乳幼児が存在し、これら子どもたちに対する

支援・介入は現在、精神保健の重要な国際的課題となっている。愛着関連の精神疾患とし

ての愛着障害は、この 50 年以上にわたって報告され、精神障害の診断と統計マニュアル

（DSM）がそれを正式に取り上げて以来約 25 年になる。この数十年で、ルーマニアの施

設養育を受けた子どもたちについて、国際里子となった各国とルーマニアその他での直接

的な実証的研究などが行われ、愛着障害についての研究は著しく進んだ。その結果、DSM-

5 に反応性アタッチメント（愛着）障害と脱抑制型愛着障害として記載されている。 
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に
4
8

度
以

下
に

設
定

し
ま

し
ょ

う
。
 


 

溺
水

の
危

険
が

あ
る

の
で

、
浴

槽
に

決
し

て
赤

ち
ゃ

ん
を

置
き

去
り

に
し

て
は

い
け

ま
せ

ん
。
 


 

窒
息

や
ケ

ガ
を

予
防

す
る

た
め

、
小

さ
な

物
は

す
べ

て
手

の
届

か
な

い
場

所
に

し

ま
い

ま
し

ょ
う

。
 


 

転
落

の
原

因
や

運
動

発
達

の
妨

げ
に

な

る
こ

と
が

あ
る

の
で

、
歩

行
器

は
使

わ
な

い
よ

う
に

し
ま

し
ょ

う
。
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 ６
～

７
か

月
健

康
診

査
 

①
児

の
ケ

ア
と

関
わ

り
方

 
②

栄
養

 
③

保
護

者
･家

族
の

w
e
ll-

be
in

g 
④

安
全

の
確

立
 


 

赤
ち

ゃ
ん

の
視

力
は

だ
ん

だ
ん

と
良

く

な
り

、
６

か
月

ま
で

に
人

が
動

く
と

目
で

追
え

る
よ

う
に

な
り

ま
す

。
起

き
て

い
る

時
間

は
、

ベ
ビ

ー
チ

ェ
ア

な
ど

に
座

ら

せ
、

赤
ち

ゃ
ん

に
た

く
さ

ん
周

り
を

見
て

も
ら

い
、

家
族

の
人

と
お

話
で

き
る

よ
う

に
し

ま
し

ょ
う

。
 


 

で
き

る
だ

け
、

決
ま

っ
た

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

で
１

日
を

過
ご

し
ま

し
ょ

う
。

 


 

お
も

ち
ゃ

を
掴

ん
だ

り
、

何
か

を
な

め
た

り
な

ど
、

「
自

分
を

落
ち

着
か

せ
る

こ
と

」

が
で

き
る

よ
う

に
な

り
ま

す
。

 


 

赤
ち

ゃ
ん

は
「自

分
で

眠
る

」
こ

と
を

覚

え
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。
赤

ち
ゃ

ん

が
う

と
う

と
し

か
け

た
時

に
布

団
に

入

れ
、

自
分

で
眠

る
よ

う
に

し
ま

し
ょ

う
。

夜

に
起

き
て

し
ま

っ
た

ら
、

特
に

構
わ

ず
、

「
自

分
で

眠
り

な
お

す
」
こ

と
を

覚
え

て
も

ら
い

ま
し

ょ
う

。
 


 

乳
歯

が
生

え
た

ら
軟

ら
か

い
歯

ブ
ラ

シ

か
布

に
水

を
付

け
て

磨
き

ま
し

ょ
う

。
 


 

離
乳

食
が

１
回

の
う

ち
は

母
乳

・
育

児
ミ

ル
ク

は
赤

ち
ゃ

ん
が

欲
し

が
る

と
き

に
与

え
ま

し
ょ

う
。

離
乳

食
が

２
回

に
な

っ
た

ら
、

母
乳

・
育

児
用

ミ
ル

ク
は

離
乳

食
の

後
に

与
え

、
離

乳
食

と
は

別
に

母
乳

は
子

ど
も

の
欲

す
る

ま
ま

に
、

育
児

用
ミ

ル
ク

は
１

日
に

3
回

程
度

に
し

ま
し

ょ
う

。
 


 

食
事

の
時

は
、

頭
、

体
幹

、
足

が
き

ち
ん

と
支

持
で

き
る

椅
子

か
バ

ウ
ン

サ
ー

に
赤

ち
ゃ

ん
を

座
ら

せ
ま

し
ょ

う
。

 


 

離
乳

食
を

あ
げ

る
と

き
、

適
切

な
食

べ
物

を
選

び
与

え
る

の
は

お
父

さ
ん

・
お

母
さ

ん
で

す
が

、
食

べ
る

量
を

決
め

る
の

は
赤

ち
ゃ

ん
で

す
。

 


 

新
し

い
食

材
は

一
度

に
一

種
類

だ
け

与

え
、

数
日

間
様

子
を

み
ま

し
ょ

う
。

食
材

を

試
し

て
食

べ
な

か
っ

た
場

合
は

、
気

に
せ

ず
、

後
日

ま
た

試
し

ま
し

ょ
う

。
無

理
矢

理

食
べ

さ
せ

て
は

い
け

ま
せ

ん
。

 

 

※
産

後
数

か
月

が
経

過
す

る
と

、
育

児
だ

け
で

な
く

、
産

前
と

同
様

に
、

家
庭

で
の

い
ろ

い
ろ

な

役
割

を
こ

な
す

義
務

が
生

じ
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

（
例

え
ば

家
業

の
手

伝
い

、
高

齢
の

家
族

の
介

護
、

同
胞

の
送

迎
な

ど
）
家

庭
に

よ
っ

て

は
そ

れ
ら

す
べ

て
を

一
人

（
特

に
母

親
）
が

担
う

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

 


 

家
事

の
中

で
、

自
分

で
な

く
て

も
で

き
る

も

の
は

、
人

に
頼

め
る

か
ど

う
か

考
え

て
み

ま
し

ょ
う

。
 


 

育
児

以
外

の
家

事
が

多
い

場
合

や
家

庭

環
境

を
変

え
づ

ら
い

場
合

は
、

そ
れ

が
ス

ト
レ

ス
に

な
る

こ
と

も
あ

り
ま

す
。

で
き

る
だ

け
家

族
皆

で
役

割
分

担
を

し
ま

し
ょ

う
。

 


 

（
同

胞
が

い
る

場
合

）
上

の
お

子
さ

ん
に

は
、

一
緒

に
赤

ち
ゃ

ん
の

お
世

話
を

手

伝
っ

て
も

ら
う

と
満

足
感

を
感

じ
て

も
ら

う

こ
と

が
で

き
ま

す
。

ま
た

ご
両

親
が

上
の

お
子

さ
ん

と
１

対
１

で
過

ご
す

時
間

を
定

期
的

に
と

る
こ

と
も

大
切

で
す

。
 


 

１
歳

以
上

か
つ

９
kg

を
超

え
る

ま
で

、
チ

ャ

イ
ル

ド
シ

ー
ト

は
後

部
座

席
に

、
後

ろ
向

き
に

取
り

付
け

ま
す

。
 


 

６
か

月
か

ら
は

い
は

い
を

す
る

子
も

い
ま

す
。

家
の

中
の

安
全

を
確

認
し

台
所

、
階

段
、

ス
ト

ー
ブ

周
り

に
は

柵
を

し
ま

し
ょ

う
。

 


 

な
ん

で
も

口
に

入
れ

る
時

期
な

の
で

、
小

さ
い

も
の

を
周

囲
に

置
か

ず
、

ま
め

に
掃

除
機

を
か

け
ま

し
ょ

う
。

 


 

窒
息

予
防

の
た

め
1

㎝
よ

り
大

き
な

食
べ

物
は

あ
げ

な
い

よ
う

に
し

ま
す

。
ナ

ッ
ツ

類

や
ポ

ッ
プ

コ
ー

ン
は

４
歳

に
な

る
ま

で
あ

げ
て

は
い

け
ま

せ
ん

。
 


 

洗
剤

や
化

学
薬

品
、

薬
な

ど
は

手
の

届

か
な

い
と

こ
ろ

へ
置

き
ま

す
。

誤
飲

の
際

は
速

や
か

に
医

療
機

関
受

診
か

、
中

毒

情
報

セ
ン

タ
ー

に
連

絡
を

。
 


 

ベ
ッ

ド
を

使
っ

て
い

る
場

合
、

今
の

赤
ち

ゃ

ん
の

背
に

対
し

て
ベ

ッ
ド

柵
の

高
さ

十
分

か
確

認
を

し
ま

し
ょ

う
。
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①
児

の
ケ
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わ

り
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②
栄

養
 

③
保

護
者

･家
族

の
w

e
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be
in

g 
④

安
全
 


 

赤
ち

ゃ
ん

は
分

離
不

安
を

持
つ

よ
う

に

な
り

、
後

追
い

を
す

る
よ

う
に

な
り

ま

す
。
 


 

「
い

な
い

い
な

い
ば

あ
」
や

ま
ね

っ
こ

遊

び
を

楽
し

む
よ

う
に

な
り

ま
す

。
 


 

２
歳

以
下

の
子

ど
も

に
は

テ
レ

ビ
、

D
V

D
、

ビ
デ

オ
、

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

ー
は

見

せ
な

い
よ

う
に

し
ま

し
ょ

う
。
 


 

声
や

身
振

り
で

の
意

思
表

示
が

で
き

る

よ
う

に
な

り
ま

す
。

赤
ち

ゃ
ん

の
意

思
を

読
み

取
っ

て
や

り
取

り
に

応
え

る
こ

と
が

大
切

で
す

。
 


 

し
つ

け
を

す
る

上
で

、
周

り
の

大
人

が

「
常

に
同

じ
態

度
を

と
る

」
こ

と
と

、
安

全

で
な

い
行

為
に

の
み

「
だ

め
」
を

言
う

こ

と
が

大
切

で
す

。
 


 

赤
ち

ゃ
ん

が
夜

中
に

起
き

て
し

ま
っ

た

ら
、

お
む

つ
と

安
全

の
確

認
を

し
、

問
題

な
け

れ
ば

、
親

は
特

に
何

も
せ

ず
見

守

り
、

自
分

自
身

で
眠

り
な

お
さ

せ
る

よ
う

に
し

ま
し

ょ
う

。
 


 

９
か

月
頃

か
ら

離
乳

食
を

3
回

程
度

に

し
、

食
欲

に
応

じ
て

離
乳

食
の

量
を

増
や

し
て

い
き

ま
し

ょ
う

。
 


 

赤
ち

ゃ
ん

が
新

し
い

食
べ

物
に

挑
戦

し
自

分
で

食
べ

る
こ

と
を

辛
抱

強
く

見
守

り
ま

し
ょ

う
。

い
ろ

い
ろ

な
食

感
の

食
べ

物
を

与

え
ま

し
ょ

う
。
 


 

食
事

中
は

テ
レ

ビ
を

消
し

食
事

に
集

中
で

き
る

環
境

を
作

り
ま

し
ょ

う
。
 


 

適
切

な
食

べ
物

を
選

び
与

え
る

の
は

親

で
、

食
べ

る
量

を
決

め
る

の
は

赤
ち

ゃ
ん

で
す

。
無

理
矢

理
食

べ
さ

せ
な

い
よ

う
に

し
ま

し
ょ

う
。
 


 

こ
の

時
期

に
な

る
と

、
大

部
分

の
赤

ち
ゃ

ん
が

家
族

の
食

事
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
と

合
わ

せ
て

朝
昼

夕
の

3
回

食
べ

ら
れ

る
よ

う
に

な
り

ま
す

。
 


 

コ
ッ

プ
で

飲
む

練
習

を
始

め
て

み
ま

し
ょ

う
。
 

 


 

一
人

の
時

間
や

夫
婦

の
時

間
（
パ

ー
ト

ナ
ー

と
の

時
間

）
を

大
切

に
し

、
家

族
や

友
人

と
つ

な
が

り
を

持
ち

ま
し

ょ
う

。
 


 

（
同

胞
が

い
る

場
合

）
上

の
子

に
は

で
き

る
範

囲
で

赤
ち

ゃ
ん

の
お

世
話

を
し

て
も

ら
う

と
よ

い
で

し
ょ

う
。

家
族

の
一

員
で

あ

る
と

い
う

感
覚

や
「
何

か
し

た
い

」
と

い
う

気
持

ち
に

応
え

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

 


 

１
歳

以
上

か
つ

９
kg

を
超

え
る

ま
で

、
チ

ャ

イ
ル

ド
シ

ー
ト

は
後

部
座

席
に

、
後

ろ
向

き
に

取
り

付
け

ま
す

。
ハ

ー
ネ

ス
が

身

長
・
体

格
に

合
っ

て
い

る
か

確
認

し
ま

し
ょ

う
。
 


 

つ
か

ま
り

立
ち

・
つ

か
ま

り
歩

き
が

で
き

る

よ
う

に
な

る
時

期
で

す
。

火
傷

、
怪

我
、

転

落
が

起
こ

ら
ぬ

よ
う

家
庭

で
し

っ
か

り
事

故
予

防
を

し
ま

し
ょ

う
。
 


 

浴
槽

や
ベ

ビ
ー

プ
ー

ル
な

ど
水

の
近

く
に

い
る

と
き

は
、

必
ず

、
大

人
が

手
の

届
く

範
囲

で
監

視
し

ま
し

ょ
う

。
年

長
の

お
子

さ

ん
に

監
視

さ
せ

て
は

い
け

ま
せ

ん
。

ま

た
、

使
用

後
は

浴
槽

、
プ

ー
ル

は
空

に
し

ま
し

ょ
う

。
災

害
対

策
や

洗
濯

用
と

し
て

残

り
水

を
残

す
場

合
は

必
ず

浴
室

に
施

錠
し

ま
し

ょ
う

。
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全
 


 

こ
の

時
期

は
合

計
1
1
～

1
3
時

間
の

睡

眠
が

理
想

で
す

。
哺

乳
瓶

を
飲

み
な

が

ら
寝

る
の

は
や

め
ま

し
ょ

う
。
 


 

お
子

さ
ん

の
良

い
行

動
や

達
成

し
た

こ

と
を

褒
め

ま
し

ょ
う

。
 


 

や
っ

て
は

い
け

な
い

こ
と

は
し

っ
か

り
説

明
し

ま
し

ょ
う

。
特

に
、

叩
く
、

か
む

、
な

ど
暴

力
的

な
行

為
を

許
し

て
は

い
け

ま

せ
ん

。
 


 

や
っ

て
い

い
こ

と
・
い

け
な

い
こ

と
を

家

族
の

中
で

統
一

し
、

周
囲

の
大

人
が

常

に
同

じ
対

応
し

ま
し

ょ
う

。
 


 

言
葉

の
発

達
を

促
す

た
め

、
本

を
読

ん

だ
り

、
歌

っ
た

り
、

一
緒

に
見

て
い

る
も

の
・
し

て
い

る
こ

と
に

つ
い

て
お

話
を

し

ま
し

ょ
う

。
気

持
ち

を
表

す
言

葉
が

け
を

し
ま

し
ょ

う
。
 


 

な
に

か
指

示
を

す
る

時
に

は
、

簡
単

で

わ
か

り
や

す
く
伝

え
ま

し
ょ

う
。
 


 

ト
イ

レ
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
は

本
人

の
ペ

ー
ス

に
あ

わ
せ

て
始

め
ま

す
。

他
の

子
と

比

べ
て

焦
ら

な
い

よ
う

に
。
 


 

１
日

3
回

の
食

事
に

１
～

２
回

の
間

食
が

理
想

的
で

す
。
 


 

食
べ

物
の

好
き

嫌
い

が
は

っ
き

り
し

て
く

る
時

期
で

す
が

好
物

だ
け

を
あ

げ
る

の
は

避
け

ま
し

ょ
う

。
 


 

新
し

い
食

べ
物

を
拒

否
し

た
場

合
、

何
度

も
試

し
、

す
ぐ

に
あ

き
ら

め
な

い
よ

う
に

し

ま
し

ょ
う

。
 


 

大
人

と
同

じ
食

べ
物

を
食

べ
る

機
会

が
増

え
て

く
る

の
で

、
大

人
が

意
識

し
て

栄
養

バ
ラ

ン
ス

の
良

い
食

事
を

摂
る

よ
う

に
し

ま
し

ょ
う

。
 

 


 

お
父

さ
ん

・
お

母
さ

ん
自

身
も

健
康

に
気

を
付

け
て

食
事

・
運

動
し

ま
し

ょ
う

。
お

子

さ
ん

と
一

緒
に

体
を

動
か

す
遊

び
を

し
ま

し
ょ

う
。
 


 

（
同

胞
が

い
る

場
合

）
そ

れ
ぞ

れ
の

お
子

さ
ん

と
個

別
に

過
ご

す
時

間
を

作
り

ま

し
ょ

う
。
 


 

き
ょ

う
だ

い
げ

ん
か

は
、

で
き

る
か

ぎ
り

、

一
方

の
味

方
を

す
る

こ
と

な
く

解
決

す
る

よ
う

に
し

ま
し

ょ
う

。
た

と
え

ば
、

お
も

ち
ゃ

の
取

り
合

い
で

け
ん

か
に

な
っ

た
ら

、
お

も
ち

ゃ
を

片
付

け
ま

し
ょ

う
。
 


 

こ
の

月
齢

の
子

ど
も

が
他

の
人

に
お

も

ち
ゃ

を
貸

す
こ

と
は

難
し

い
で

す
。

年
長

の
お

子
さ

ん
に

は
、

そ
の

子
専

用
の

お
も

ち
ゃ

と
片

づ
け

場
所

を
与

え
ま

し
ょ

う
。
 

 


 

チ
ャ

イ
ル

ド
シ

ー
ト

は
後

部
座

席
に

設
置

し
、

頭
頸

部
保

護
の

た
め

、
シ

ー
ト

に
記

載
さ

れ
て

い
る

最
高

身
長

･最
大

体
重

に

達
す

る
ま

で
は

後
ろ

向
き

が
望

ま
し

い
で

す
。
 


 

お
子

さ
ん

を
先

に
降

車
さ

せ
て

駐
車

す
る

場
合

、
必

ず
も

う
一

人
の

大
人

が
安

全
な

場
所

で
抱

っ
こ

し
ま

す
。

お
子

さ
ん

が
車

へ
向

か
っ

て
突

然
飛

び
出

し
、

事
故

に
な

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
 


 

上
手

に
登

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

な
る

時
期

で
す

。
火

傷
、

怪
我

、
転

落
が

起
こ

ら
ぬ

よ
う

家
庭

で
事

故
予

防
を

し
ま

し
ょ

う
。
 


 

ス
プ

ー
ン

や
手

で
あ

る
程

度
食

事
を

自
分

で
食

べ
る

よ
う

に
な

り
ま

す
が

、
食

事
中

は
必

ず
見

守
り

ま
し

ょ
う

。
食

べ
物

で
窒

息
す

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
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 3
歳

健
康

診
査

 

①
児

の
ケ

ア
と

関
わ

り
方
 

②
栄

養
 

③
保

護
者

･家
族

の
w

e
ll-

be
in

g 
④

安
全
 


 

こ
の

時
期

睡
眠

は
11

～
1
2

時
間

ほ
ど

に
な

る
子

が
多

い
で

す
。

寝
る

時
間

に

近
づ

い
た

ら
テ

レ
ビ

を
消

し
静

か
な

環

境
に

し
ま

し
ょ

う
。
 


 

本
の

読
み

聞
か

せ
や

歌
、

看
板

を
読

み

な
が

ら
の

散
歩

な
ど

、
お

子
さ

ん
の

言

葉
の

発
達

や
文

字
の

学
び

を
楽

し
み

な

が
ら

伸
ば

し
ま

し
ょ

う
。
 


 

集
団

生
活

を
経

験
し

て
い

な
い

場
合

は
、

同
じ

年
頃

の
子

ど
も

と
一

緒
に

遊

ぶ
機

会
を

作
り

ま
し

ょ
う

。
 


 

テ
レ

ビ
や

ビ
デ

オ
、

タ
ブ

レ
ッ

ト
の

視
聴

は
１

日
２

時
間

以
内

と
し

ま
す

。
 


 

自
己

主
張

が
強

く
な

る
時

期
で

す
。

着

る
洋

服
や

読
む

本
、

行
く
場

所
な

ど
、

お

子
さ

ん
が

自
分

で
選

ぶ
こ

と
が

で
き

る

こ
と

を
増

や
し

て
み

ま
し

ょ
う

。
 


 

暴
力

的
な

行
動

は
許

さ
ず

、
す

ぐ
に

や

め
さ

せ
て

そ
の

行
動

に
よ

り
他

の
人

が

ど
う

感
じ

る
か

を
説

明
し

ま
す

。
自

分
で

謝
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

手
助

け
し

ま

し
ょ

う
。
 


 

栄
養

バ
ラ

ン
ス

の
よ

い
3

回
の

食
事

と
、

１
～

２
回

の
間

食
が

理
想

的
で

す
。
 


 

で
き

る
だ

け
家

族
で

そ
ろ

っ
て

食
事

し
「
食

事
は

楽
し

い
も

の
」
と

い
う

理
解

を
促

し
ま

し
ょ

う
。
 


 

遊
び

食
べ

は
ま

だ
ま

だ
多

い
時

期
で

す
。

「
い

た
だ

き
ま

す
」
、

「
ご

ち
そ

う
さ

ま
」
の

挨

拶
を

お
子

さ
ん

と
一

緒
に

言
う

こ
と

で
、

食

事
に

は
始

ま
り

と
終

わ
り

が
あ

る
と

い
う

ル
ー

ル
を

理
解

し
や

す
く
な

り
ま

す
。
 


 

味
の

嗜
好

は
強

く
な

る
た

め
、

親
が

健
康

的
な

食
材

・
食

事
を

選
び

与
え

る
こ

と
が

大
切

で
す

。
栄

養
価

の
低

い
ス

ナ
ッ

ク
菓

子
や

ジ
ュ

ー
ス

は
避

け
ま

し
ょ

う
。
 


 

お
父

さ
ん

・
お

母
さ

ん
自

身
も

健
康

に
気

を
付

け
て

食
事

・
運

動
し

ま
し

ょ
う

。
 


 

大
人

の
テ

レ
ビ

視
聴

の
習

慣
は

、
子

ど
も

の
習

慣
に

影
響

し
ま

す
。

目
的

も
な

く
テ

レ
ビ

を
つ

け
っ

ぱ
な

し
に

す
る

、
「
と

り
あ

え

ず
テ

レ
ビ

を
つ

け
る

」
習

慣
が

あ
る

と
、

お

子
さ

ん
も

自
然

に
テ

レ
ビ

を
見

る
時

間
が

増
え

て
し

ま
い

ま
す

。
ま

た
、

番
組

に
よ

っ

て
は

い
ろ

い
ろ

な
刺

激
が

お
子

さ
ん

に

入
っ

て
し

ま
い

ま
す

の
で

、
大

人
が

視
る

時
も

気
を

付
け

ま
し

ょ
う

。
 


 

（
同

胞
が

い
る

場
合

）
き

ょ
う

だ
い

は
衝

突

す
る

も
の

で
す

。
き

ょ
う

だ
い

げ
ん

か
は

、

で
き

る
か

ぎ
り

、
一

方
の

味
方

を
す

る
こ

と

な
く
解

決
す

る
よ

う
に

し
ま

し
ょ

う
。
 

 


 

お
子

さ
ん

の
体

格
に

あ
っ

た
チ

ャ
イ

ル
ド

シ
ー

ト
を

使
用

し
ま

し
ょ

う
。

必
ず

後
部

座

席
に

座
ら

せ
、

シ
ー

ト
の

ハ
ー

ネ
ス

を
調

節
し

ま
し

ょ
う

。
 


 

車
が

通
る

路
地

で
遊

ぶ
と

き
は

絶
対

に

目
を

離
さ

な
い

で
く
だ

さ
い

。
 


 

年
の

小
さ

い
お

姉
ち

ゃ
ん

や
お

兄
ち

ゃ
ん

に
お

子
さ

ん
の

見
守

り
を

任
せ

て
は

い
け

ま
せ

ん
。
 


 

よ
じ

登
る

の
が

と
て

も
上

手
に

な
る

時
期

で
す

。
転

落
を

予
防

す
る

た
め

に
、

窓
の

近
く

か
ら

家
具

を
ど

か
し

ま
し

ょ
う

。
ベ

ラ

ン
ダ

に
は

踏
み

台
に

な
っ

て
し

ま
い

そ
う

な
物

を
置

か
な

い
よ

う
に

し
ま

し
ょ

う
。
 


 

好
奇

心
が

旺
盛

に
な

り
、

何
で

も
触

る
年

で
す

。
火

器
・
酒

類
・
薬

剤
・
毒

物
・
洗

剤
・

コ
ー

ド
な

ど
危

険
物

は
手

の
届

か
な

い
場

所
に

保
管

し
ま

し
ょ

う
。
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乳

幼
児

（
男

児
）

体
重

発
育

パ
ー

セ
ン

タ
イ

ル
曲

線
（

平
成

12
年

調
査

）
 

乳
幼

児
（

女
児

）
体

重
発

育
パ

ー
セ

ン
タ

イ
ル

曲
線

（
平

成
12

年
調

査
）

 
乳

幼
児

（
男

児
）

身
長

発
育

パ
ー

セ
ン

タ
イ

ル
曲

線
（

平
成

12
年

調
査

）
 

乳
幼

児
（

女
児

）
身

長
発

育
パ

ー
セ

ン
タ

イ
ル

曲
線

（
平

成
12

年
調

査
）

 
乳

幼
児

（
男

児
）

頭
囲

発
育

パ
ー

セ
ン

タ
イ

ル
曲

線
（

平
成

12
年

調
査

）
 

乳
幼

児
（

女
児

）
頭

囲
発

育
パ

ー
セ

ン
タ

イ
ル

曲
線

（
平

成
12

年
調

査
）

 
幼

児
の

身
長

体
重

曲
線

（
男

）
 

幼
児

の
身

長
体

重
曲

線
（

女
）

 
 

 
 

 
 

 
身
体
発
育
曲
線
（
平
成

12
年
度
乳
幼
児
身
体
発
育
調
査
）
 

e-
st

at
 政

府
統
計
の
窓
口
よ
り
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